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日程第15 議案第１０号 工事請負契約の変更に

ついて

議案第１１号 工事請負契約の変更に

ついて



－3－

日程第16 議案第１２号 名寄市土地開発公社定

款の変更について

日程第17 議案第１３号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市スポーツセンター）

議案第１４号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市営球場）

議案第１５号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市テニスコート）

議案第１６号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市営プール）

議案第１７号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市北体育館）

議案第１８号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市Ｂ＆Ｇ海洋センター）

議案第１９号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市ピヤシリシャンツェ）
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ただいまより平成２〇議長（小野寺一知議員）

０年第４回名寄市議会定例会を開会いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

日程第１ 会議録署〇議長（小野寺一知議員）

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

１０番 佐 藤 勝 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

を指名いたします。

日程第２ 会期の決〇議長（小野寺一知議員）

定について、お諮りいたします。

今期定例会の会期は、本日より１２月１２日ま

での１２日間といたしたいと思いますが、御異議

ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、今期定例会の会期は、本日より１２月

１２日までの１２日間と決定いたしました。

日程第３ 平成２０〇議長（小野寺一知議員）

年第３回定例会付託議案第６号 名寄市廃棄物の

減量及び処理に関する条例の一部改正についてを

議題といたします。

付託いたしました委員会の審査の経過並びに結

果の報告を求めます。

民生常任委員会、渡辺正尚委員長。

おはようご〇民生常任委員長（渡辺正尚議員）

ざいます。議長より指名をいただきましたので、

平成２０年第３回定例会付託議案第６号 名寄市

廃棄物の減量及び処理に関する条例の一部改正に

ついて委員会における審査の経過並びに結果を御

報告申し上げます。

委員会は、生活福祉部長を初め担当職員の出席

を願い、９月３０日、１０月１７日、１１月５日

の３回にわたり開催し、詳細に説明を受けた後、

慎重に審査を行ったところであります。

付託されました議案は、提案理由の説明にもあ

りましたように、本市では内淵一般廃棄物最終処

分場及び風連一般廃棄物最終処分場の設置をして

いますが、廃棄物処理手数料は合併前の体系で積

算されており、内淵では重量制、風連では累進制

を採用し、現在に至っているところから、受益者

に対する負担の公平を確保するため、両施設で異

なる廃棄物処理手数料の算定方式を内淵一般廃棄

物最終処分場が採用している重量制に統一しよう

とするものであります。

各委員から出されました主な質疑では、名寄市

が重量制、風連は累進制の現況を重量制に統一す

るということで、風連地区の１回当たりの量が７

０キロから１００キロの重量利用者が大きなウエ

ートを占めていることから、風連地区の負担が従

来と比べ大きくなる。そういう状況下で累進制を

検討した経過はの質問に対しては、旧名寄市でご

み減量化の促進と処理経費の財源確保を図るため、

平成１５年４月から家庭ごみの有料化を導入した。

このときの検討経過で家庭系ごみも有料袋使用の

重量制とし、家庭ごみ処理経費全体の約２５％程

度を市民負担分として手数料を積算した。埋め立

てごみを処分場に車で搬入する個人が有利になる

ことや埋め立てごみ以外のごみも一緒に搬入する

ということで、減量化には効果が薄いということ

で累進制はとらず、有料袋と同じ重量制を採用し

た。ごみ集めの基本は、袋による搬出、市の収集

車による回収を基本にしているとの答えがあり、

また風連地区で１回当たり４８０円の負担は金額

が大きいのではの質問に対し、名寄市の受益者負

担の考えは公共施設などは２５％、補助や奨励サ

ービスなどがある場合は５０％、利用がごく少数

の場合は１００％の負担をいただくこととしてお

り、公平性を確保する観点から名寄地区と同じ約

２５％程度の負担をしていただく考え方との答え

がありました。

さらには、風連地区のリサイクルステーション
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に対する交付金、処分場の減量化、延命対策、家

庭負担の軽減対策はの質問では、合併により旧風

連地区にあった衛生組合分担金、１戸当たり３０

０円を廃止、それに伴いステーション２０カ所に

対する交付金の基礎割部分も廃止となった経緯が

あるが、今回の手数料統一による増収分を廃止と

なった基礎割部分で１カ所当たり２な ０００円

の計５０な円をリサイクルステーション利用促進

交付金として復活分に充てる考えであり、減量化

では廃食油、古着はそれぞれ炭化ごみ、埋め立て

ごみとして有料になっているが、市が設置した回

収ボックスに入れると無料となる。風連処分場の

延命については、手数料を統一することにより名

寄地区からの持ち込みが減少し、延命につながる

と想定しているとの答えがありました。

今回の手数料統一に当たって将来基本計画、施

設の延命、市民の税と負担に対するトータルな検

討経過はとの質問に対しては、将来基本計画につ

いては合併前の名寄市、風連町それぞれの計画を

全面的に見直し、一般廃棄物の発生から処分まで

一貫した処理体系を長期ビジョンに立ってごみの

排出抑制、リサイクルの推進、適正処理の確保を

基本にごみ排出の削減をリサイクル率及び減量処

理率の各数値目標を掲げた名寄市一般廃棄物基本

処理計画を平成１９年度に策定した。処分場処理

経費については、平成１９年度処理経費で内淵処

分場が１キロ当たり約６円、風連処分場が約１９

円で、２カ所の処分場を維持していくと経費もか

さむが、地域の利便性、災害等非常時対応などを

考慮し、今後とも併用して使用していく。

風連処分場の延命については、風連処分場の手

数料が安いと名寄地区からの搬入量が今後とも減

らず、料金統一により名寄地区からの搬入量が減

り、延命化が図れるとし、内淵処分場、風連処分

場の埋め立て期間の最終年次はそれぞれ平成２２

年と平成２７年だが、現在の進捗状況、埋め立て

残余期間はの質問には、平成１９年度基本計画策

定時に目視、市民調査だが、内淵で５０％、風連

で７０％程度の残余容量で、現在の状況から勘案

して内淵では７年から８年、風連で約１０年前後

が残存年数と想定しているとの答えがありました。

委員からは、住民の皆さんの努力により行政が

考えた当初の目標年次を超えて延命している過程

もあり、リサイクルを徹底してやる努力などでさ

らに目標年次を延ばすことも可能。そのことが最

終的には市民負担の軽減につながり、特に手数料

統一により風連処分場への名寄地区からの持ち込

みが減少し、風連処分場の延命が図られ、結果、

長期的に風連地区住民の利便性が確保され、市民

全体の利益に直結する。同時に、市民要望の収集

回数問題など行政サービスを上げる努力は求めて

いかなければならない。原案はベターである。風

連地区の皆さんにとって手数料が上がることは大

変なことだが、内淵処分場との差をつけていると

風連に持ち込まれる経過もあった。重量制は公平

な手法であり、理解できる。説明会の状況を見て

も風連地区の一定の理解は得ているのではないか。

原案に賛成したい。収集方法について風連地区が

ステーション方式で名寄地区が一部を除き戸別方

式と差異がある。料金を統一するのだから、収集

方法についても統一しなければならない。ステー

ション方式は、不法投棄、事業系ごみの入り込む

余地が出てきてしまう。あるいは、高齢者世帯が

遠いステーションまでごみ出しを強いられるなど

問題が多い。収集方式の統一に向けて明確な実施

年次を示すことが必要である。収集方式の統一に

ついては重たい問題であり、負担感だけが残るの

ではなく、利用しやすく、処理しやすいこととの

連動性は重要な考え方。風連地区の皆さんにも理

解を得られるものであり、現実の期待感を持ちつ

つ、原案賛成であるなど多くの意見が出されまし

た。

以上の議論経過から、審査結果として、手数料

統一に伴い、風連地区がステーション方式、名寄

地区が一部を除き戸別収集という方法の差異につ

いて明確な実地年次を示し、戸別収集に向けて統
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一すべきであることを強く求めて、付託議案第６

号 名寄市廃棄物の減量及び処理に関する条例の

一部改正については、全会一致で原案のとおり可

決すべきものと決定したところであります。

以上を申し上げまして当委員会の審査の経過と

結果の報告といたします。

これより、委員長報〇議長（小野寺一知議員）

告に対する質疑に入ります。御発言ございません

か。

岩木正文議員。

今委員長のほうから報〇８番（岩木正文議員）

告いただきまして、風連地区、名寄地区の重量制

で統一するということには異議は全くございませ

ん。お互いやっていくことが必要だと思うのです

が、ごみの料金改定に当たっては委員長の報告の

とおり住民負担が２５％を基準として行うという

ことで、名寄市の料金を決めたときもそうだった

のですが、私さきの決算委員会で名寄市の今の状

況を質問したときに今名寄市における現状は２

１％が住民負担であるという報告を受けました。

今回料金の重量制に伴う統一を行うことによって、

住民負担がどれぐらいになるのか、住民負担率が

わかってこの金額を設定することをよしとしたの

か、その点についてお尋ねいたします。

暫時休憩いたします。〇議長（小野寺一知議員）

休憩 午前１０時１５分

再開 午前１０時１６分

再開いたします。〇議長（小野寺一知議員）

渡辺委員長。

２５％に統〇民生常任委員長（渡辺正尚議員）

一するという話だけでした。

以上です。

暫時休憩します。〇議長（小野寺一知議員）

休憩 午前１０時１６分

再開 午前１０時１７分

再開いたします。〇議長（小野寺一知議員）

渡辺委員長。

そういう議〇民生常任委員長（渡辺正尚議員）

論はありませんでした。

ほかに質疑はござい〇議長（小野寺一知議員）

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

ほかに質疑はござい〇議長（小野寺一知議員）

ませんので、以上で質疑を終結いたします。

お諮りいたします。本件は委員長報告のとおり

決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、平成２０年第３回定例会付託議案第６

号は委員長報告のとおり可決されました。

日程第４ 平成２０〇議長（小野寺一知議員）

年第３回定例会付託議案第８号 名寄市都市公園

条例の一部改正について、平成２０年第３回定例

会付託議案第９号 なよろ健康の森条例の一部改

正について、以上２件を一括議題といたします。

付託いたしました委員会の審査の経過並びに結

果の報告を求めます。

名寄市都市公園条例等の一部改正に関する審査

特別委員会、中野秀敏委員長。

〇名寄市都市公園条例等の一部改正に関する審査

おはようございま特別委員長（中野秀敏議員）

す。議長より指名をいただきましたので、平成２

０年第３回定例会におきまして当委員会に付託さ

れました付託議案第８号 名寄市都市公園条例の

一部改正について及び付託議案第９号 なよろ健

康の森条例の一部改正について審査の経過と結果

について御報告申し上げます。

当委員会は、経済部長、建設水道部長を初め担

当職員の出席を願い、９月１７日、１０月６日、

３１日、１１月６日、１０日の５回にわたり開催

し、審査を行ったところであります。

付託議案第８号及び第９号については、風連地

区天塩川緑地さざなみ公園に造成されていたパー
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クゴルフ場がことし６月に１８ホールを一部供用

開始し、平成２１年７月ごろにはさらに１８ホー

ルが供用開始できることとなるため、さざなみ公

園パークゴルフ場の利用料金を定め、整備状況を

健康の森パークゴルフ場及び名寄公園パークゴル

フ場との同等の水準に保ち、利用料金の均衡を図

るため実施するものであり、さらに受益者負担の

見直しを行い、利用料金の改定をするものとの提

案であります。

これを受け、担当者から補足説明として、受益

者負担の見直しにより平成１４年度に開設した名

寄公園パークゴルフ場においては、１日券２０４

円を２５０円に、シー円ン券 １５０円を ００ 

０円に、用具貸し出し１５７円を２００円に改め、

さざなみ公園パークゴルフ場においてはこれまで

条例上の定めはなく、協力金として１日１００円

以上としていたものを３００円に、シー円ン券

０００円としていたものを ０００円と０たに定

め、平成１２年から使用料が条例化されているな

よろ健康の森パークゴルフ場については１日券２

０４円を３００円に、シー円ン券 ２００円を 

０００円に、用具貸し出し１５７円を２００円に

改め、また名寄公園と健康の森との２地区共用券

１シー円ン ２５０円をさざなみ公園も１め１１

可能な２地区共用券とし、 ０００円に改め、３

地区共用券を０設し、１シー円ン ０００円とし、

シー円ン券に係る金額については７５歳以上の利

用者の場合、それぞれ ０００円を割り用いた金

額とするとの説明を受けたところであります。こ

のことから、関連する両議案を一括して審査した

ところであります。

各委員から出された主な質疑では、１点目とし

て、名寄市全体の公共施設に対する受益者負担率

をどのように考えているかに対しまして、行政改

革でも一定の考えを持って進めており、大多数の

住民に受益が見込まれるものはおおむね２５％、

利用者が特定されるサービス、体育施設等はおお

むね５０％、利用者がごく少数に限られるサービ

スに対しては１００％として進めている。今回の

パークゴルフ場においては、改定で３ ３５％で

あるが、今後は基本的な考え方に少しでも近づけ

ていきたい。

２点目として、シルバー料金の根拠については

に対して、市内の町内会が主体に進めている敬老

会の年齢がおおむね７０歳から７５歳ということ

が多く、これらのことから健康で楽しんでもらい

たいという敬老の思いを込め、７５歳以上の利用

者に対しシー円ン券または共用券を ０００円割

り用いた金額としたと。

３点目として、風連地区天塩川パークゴルフ場

の旧２７ホールの活用はどのように考えているか

に対しまして、瑞生橋上流の２７ホールは開発局

の水辺の楽校というメニューの中でつくられた施

設であり、さらに上流の施設と一体の広場として

使っていく予定であり、平成２１年度は２７ホー

ルを残し、整備は１８ホールになるかもしれない。

平成２２年度は閉鎖をしたいということでありま

す。

４点目として、同じ時間に２地区、３地区に行

くわけではないので、３地区共用券だけでもよい

のではないかということに対しましては、１１肢

を多くしたほうが需要があると考え、２地区、３

地区の共用券をそれぞれ設定した。

５点目として、パークゴルフ人口を何人程度と

把握しているのかに対しましては、シー円ン券購

入状況で見ると名寄地区で約６８０名、風連地区

で約１４０名が購入し、合わせて８００名程度で

あり、１日券利用者を勘案すると ０００名程度

と考えている。

６点目として、同等の料金、同等の整備という

ことで天塩川パークゴルフ場における自動販売機

の設置、トイレ、水の確保についてはどのように

考えているかの質問に対しましては、券販売機設

置のために電気を用くことにより、自動販売機を

設置したい。トイレは、瑞生コースにあるものを

移設し、休憩施設、日陰部分もつくっていきたい
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などがあったところであります。

また、天塩川緑地さざなみ公園につきましては、

平成２０年度完成のせせらぎコース、平成２１年

７月完成の風コースの３６ホールが基本であり、

明年度オープン時には完全オープンでないことか

ら、平成２１年度１年限りシー円ン券を ０００

円にすべきとの意見が出されたところであります。

以上の議論を踏まえ、当委員会に付託されまし

た付託議案第８号 名寄市都市公園条例の一部改

正につきましては、附則を附則第１項とし、同項

に見出しとして（施行期日）を付し、附則に次の

第１項を加える。（経過措置）、第２項、天塩川

さざなみ公園パークゴルフ場利用料金については、

１人１シー円ンにつき「 ０００円」とあるのは、

平成２１年度に限り「 ０００円」とする原案の

一部修正案が全委員より出され、審査の結果、全

会一致で修正案を可決すべきものと決定し、修正

部分を除く部分を原案のとおり可決すべきものと

決定しました。

同じく付託されました付託議案第９号 なよろ

健康の森条例の一部改正につきましては、全会一

致で原案のとおり可決すべきものと決定したとこ

ろであります。

以上、当特別委員会に付託されました付託議案

の経過と結果について御報告といたします。

これより、委員長報〇議長（小野寺一知議員）

告に対する質疑に入ります。御発言ございません

か。

川村幸栄議員。

１点お伺いをしたいと〇４番（川村幸栄議員）

思います。

競技として楽しむことはもちろんですけれども、

健康維持、増進のためにもパークゴルフの愛好者

がふえている。こんな中で関心の高い案件でした

ので、委員の皆さんには本当に活発な、また熱心

な議論がされたことが今委員長のほうから報告が

あったわけですが、実はシルバー割用についてな

のですが、シルバー割用の設定については私も反

対するものではないのですが、この中で年齢の問

題について議論がどんなふうにされたのか、もう

少し詳しくお知らせをいただきたいなというふう

に思います。例えば一般的に言う定年という６０

歳、それからさらには年金受給開始される６５歳

という、そういった年齢でのシルバー割用という

ところら辺で議論がなかったのかどうかお知らせ

いただきたいと思います。

中野委員長。〇議長（小野寺一知議員）

〇名寄市都市公園条例等の一部改正に関する審査

議論の経過につき特別委員長（中野秀敏議員）

ましては、報告の中でもあったとおり、今質問と

しては当然根拠については御報告のとおりであり

ますけれども、議論の中につきましてはパークゴ

ルフ場の年齢については５０歳から７５歳が一番

多いというようなことで、過去の年間券の資料も

提出をいただいたところでございまして、７０歳

以上となりますと３５％になるというようなこと

で、そういった意味から３５％の方を割り用くと

いうのが本当にいいかどうかという議論がされた

ところであります。さらには、意見として割り用

くということは平等性に欠けるのでないかという

意見も出されたところでありまして、そのような

議論の中で最終的には原案のとおりということに

決定したところでございます。

川村幸栄議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございます。〇４番（川村幸栄議員）

私がこのことにちょっとこだわるのはどうしてか

というと、１２月６日からオープンするかと思う

のですが、ピヤシリスキー場、今この時期になっ

て、スキー場のリフトのシー円ン券が実は６０歳

以上が大きく割り用かれているわけです。それで、

多くの皆さんに利用していただくという部分でも、

やっぱり年齢を下げるというのは必要かなという

ふうに思うわけです。いろいろお話を聞いてみま

すと、７５歳以上の方はあと何年利用できるかな

というような話だったり、７５歳以下の方でした

ら、割用の利用ができるまで元気にいられるかな
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というような話が結構聞かれるわけです。そうい

う中で今後期高齢者医療制度などに見られるよう

に、高齢というか、年を重ねるということに対し

て優しくない政治が今本当に国のほうも先頭に立

ってやられている。こんな中でやっぱり住民の一

番身近な地方自治体がこういった高齢の皆さん方

に優しく、そして目的に書かれているように、高

齢化社会に対応して健康維持のためにシルバー世

代のパークゴルフ場の利用者の拡大を目的とする

というふうに書かれているわけですので、やはり

もうちょっと年齢を下げたこういうシルバー割用

をしていただきたかったなというふうに思いまし

て、今度の案に対して私は賛成しかねるというこ

とを表明して、質問を終わらせていただきます。

ほかに質疑はござい〇議長（小野寺一知議員）

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結い〇議長（小野寺一知議員）

たします。

お諮りいたします。平成２０年第３回定例会付

託議案第８号は委員長報告のとおり決定すること

に御異議ございませんか。

（「異議あり」と呼ぶ者あり）

御異議がありますの〇議長（小野寺一知議員）

で、起立により採決を行います。

本件は委員長報告のとおり決定することに賛成

の議員の起立を求めます。

（起立多数）

起立多数であります。〇議長（小野寺一知議員）

よって、平成２０年第３回定例会付託議案第８

号は委員長報告のとおり可決されました。

お諮りいたします。平成２０年第３回定例会付

託議案第９号は委員長報告のとおり決定すること

に御異議ございませんか。

（「異議あり」と呼ぶ者あり）

異議がありますので、〇議長（小野寺一知議員）

起立により採決を行います。

本件は委員長報告のとおり決定することに賛成

の議員の起立を求めます。

（起立多数）

起立多数であります。〇議長（小野寺一知議員）

よって、平成２０年第３回定例会付託議案第９

号は委員長報告のとおり可決されました。

暫時休憩いたします。

休憩 午前１０時３３分

再開 午前１０時３３分

再開いたします。〇議長（小野寺一知議員）

日程第５ 平成２０年第３回定例会付託議案第

２４号 平成１９年度名寄市各会計決算の認定に

ついて、平成２０年第３回定例会付託議案第２５

号 平成１９年度名寄市病院事業会計決算の認定

について、平成２０年第３回定例会付託議案第２

６号 平成１９年度名寄市水道事業会計決算の認

定について、以上３件を一括議題といたします。

付託いたしました委員会の審査の経過並びに結

果の報告を求めます。

決算審査特別委員会、田中好望委員長。

おはよ〇決算審査特別委員長（田中好望議員）

うございます。議長の御指名をいただきましたの

で、第３回定例会におきまして決算審査特別委員

会に付託されました議案第２４号 平成１９年度

名寄市各会計決算の認定について及び議案第２５

号 平成１９年度名寄市病院事業会計決算の認定

について並びに議案第２６号 平成１９年度名寄

市水道事業会計決算の認定について、以上３件に

ついて委員会の審査経過並びに結果について御報

告申し上げます。

第１回委員会は、９月１日に開会し、直ちに正

副委員長の互１を行い、委員長には私田中好望が、

副委員長には日根野正敏委員がそれぞれ１任され

ました。

続いて、第２回委員会は１０月２８日に開会い

たしまして、審査日程を１０月２８日から３１日

までの４日間と定め、実質審査に入った次第であ

ります。
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審査期間中は、市長を初め関係する職員の方々

の出席を求め、それぞれの説明並びに答弁をいた

だきまして、慎重に審査を行ったところでありま

す。

審査の経過につきましては、詳細に御報告申し

上げるところではございますが、当委員会は全議

員をもって構成された委員会でございますので、

これを省略させていただき、審査の結果について

のみ御報告を申し上げますので、御了承をお願い

するところでございます。

付託議案第２４号につきましては、老人保健事

業特別会計ほか６特別会計は全会一致で、一般会

計及び国民健康保険特別会計は採決の結果、原案

のとおり認定すべきものと決定いたしました。

付託議案第２５号及び付託議案第２６号につき

ましては、全会一致で原案のとおり認定すべきも

のと決定いたしました。

よって、各会計決算はいずれも正確な収支が行

われ、予算の執行は適正であったことが認められ

たものであります。

以上が審査の結果であります。

終わりに当たりまして、一言申し上げます。委

員会開催中、委員並びに理事者各位におかれまし

ては、終始慎重かつ御熱心に審議を尽くしていた

だきました。合併から２回目の本格決算審査であ

り、委員の質疑は市民の皆さんの福祉向上のため、

市勢発展のために、さらには一日も早い真の合併

を果たすものであったものと感じます。理事者に

あっては、委員会で出された質疑を０年度以降の

施策に反映されることを切に望むものであります。

改めまして議員各位並びに理事者の皆さんの御理

解、御協力で日程どおり決算審査特別委員会を終

えさせていただきましたことに心から厚くお礼を

申し上げまして、委員会の報告とさせていただき

ます。ありがとうございました。

ただいま決算審査特〇議長（小野寺一知議員）

別委員会委員長より報告のありました平成２０年

第３回定例会付託議案第２４号外２件については、

全議員をもって構成されました特別委員会の審査

でありますので、この際質疑、討論を省略し、直

ちに採決を行います。

初めに、平成２０年第３回定例会付託議案第２

４号 平成１９年度名寄市各会計決算の認定につ

いて採決を行います。

本件を委員長の報告のとおり認定することに賛

成の議員の起立を求めます。

（起立多数）

起立多数であります。〇議長（小野寺一知議員）

よって、平成２０年第３回定例会付託議案第２

４号は委員長の報告のとおり認定することに決定

いたしました。

次に、平成２０年第３回定例会付託議案第２５

号 平成１９年度名寄市病院事業会計決算の認定

について外１件は、委員長報告のとおり認定する

ことに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、平成２０年第３回定例会付託議案第２

５号外１件は委員長の報告のとおり認定すること

に決定いたしました。

暫時休憩いたします。

休憩 午前１０時３９分

再開 午前１０時４０分

休憩前に用き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

日程第６ これより行政報告を行います。

島市長。

おはようございます。〇市長（島 多慶志君）

本日、平成２０年第４回定例会の開会にあたり、

これまでの主な行政事項について、その概要を御

報告申し上げます。

本年度の文化賞等、各種表彰について申し上げ

ます。

１１月３日の文化の日に、名寄市文化賞条例に

基づき、大野猛夫さんに文化奨励賞を授与いたし
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ました。

大野さんは、道北地方雇用問題対策協議会会長、

名寄市雇用問題対策協議会会長として、建設業を

中心とする季節労働者の雇用や就労対策に奔走さ

れ、建設業の振興に御尽力いただきました。さら

に名寄商工会議所会頭をはじめ、名寄建設業協会

会長など多くの公職を歴任されるなど、市政運営

に御協力をいただきました。

また、同日、名寄市表彰条例に基づき、自治、

社会福祉、産業経済、労働、教育文化、住民運動

実践の各分野におきまして、市政の発展に寄与さ

れました１４個人の皆さんに功労表彰を、多額の

御寄附を通してお力添えをいただきました１６個

人、９団体の皆さんに善行表彰をさせていただき

ました。

受賞されました皆さんには、今後とも本市の発

展に御尽力を賜りますとともに、より一層の御活

躍と御健勝を願っています。

次に、地域活性化・緊急安心実現総合対策につ

いて申し上げます。

この事業は、国の緊急総合対策に基づき、地方

自治体が「地域活性化・緊急安心実現総合対策実

施計画」を作成し、実施する事業に対して国が必

要な額を交付金として財政支援するものです。

名寄市の交付金限度額は ０００な円で、住名

リフォーム促進助成事業、緊急福祉灯油支援事業、

陽だまり基盤整備補助事業、認定こども園支援事

業、土壌診断助成事業などを計画に盛り込み、事

業推進に必要な金額を本定例会に、補正予算とし

て提案しています。

次に、（仮称）自治基本条例について申し上げ

ます。

市民懇話会では、自治基本条例のあり方につい

て、これまで１５回に亘り協議検討が行われてお

り、平成２１年度の条例施行に向け提言をまとめ

るための作業を進めています。

また、市民へのＰＲとして、ピヤシリ大学の公

開講座やＡｉｒテッシでの周知、市民懇話会によ

る広報の発行などに取り組んでいます。

次に、（仮称）地域連絡協議会の創設について

申し上げます。

小学校区域毎の地域連絡協議会創設に向け、準

備会を立ち上げていただきました。現在、地域連

絡協議会の運営方法や活動方針、役員等について

協議を進めており、年度内には、それぞれ７小学

校区において地域連絡協議会が創設されるよう努

めてまいります。

次に、風連地区では、行政区制度から住民自治

組織への移行に関する審議をいただくため、昨年

６月に風連区長の諮問機関として「住民自治組織

移行審議会」を設置いたしました。１０月２３日

には審議会から、住民と行政との「協働のまちづ

くり」を一層推進するため、住民自治組織へ移行

すべきである。また、世帯数の減少と高齢化など

によって自治活動に支障をきたしている地域があ

ることから、将来を見据えて現行の１７行政区を

１３組織にすべきとの具体的な区割りを１めた答

申をいただいたところです。

今後は、この答申に基づき平成２２年４月１日

からの移行に向けて地域協議を進めてまいります。

次に、まちづくり懇談会について申し上げます。

市民の声を反映し協働のまちづくりを進めるた

めに、名寄地区では町内会連合会と連携して、小

学校区の町内会区域を対象に６会場で、風連地区

では行政区長会と連携して４会場でまちづくり懇

談会を開催いたしました。

今回は、「安心のまちづくり」をテーマに市政

の取り組みについてのお知らせと、意見交換を行

いました。

次に、男女共同参画について申し上げます。

本年度から「名寄市男女共同参画推進計画」の

施策に対する事業を、それぞれの担当部署で進め

ています。

広報なよろでの男女共同参画コーナーの連載の

ほか、男女共同参画週間には作品展示会、市内各

イベントでの啓発、道立女性プラザ祭への参加な
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ど、様々な機会を通して意識啓発に取り組んでい

ます。

各担当部署における事業の進捗状況につきまし

ても、ワーキンググループ会議や推進委員会を開

催し、実態把握、検証等を進め、用き続き、計画

推進に取り組んでまいります。

本年４月に市長を本部長とする「名寄市行財政

改革推進実施本部」を設置いたしました。組織・

機構検討部会、使用料手数料及び負担金補助金見

直し検討部会、公共施設のあり方検討部会の３部

会を設け、社会情勢の変化に対応できる簡素で効

率的な行政運営、健全な財政運営、市民との協働

のまちづくりを推進するため、取り組みを進めて

います。

各職場、各部会での協議、また、市民・関係団

体等との協議を行い、全ての事業について見直し

を実施してまいります。

次に、なよろ健康まつりについて申し上げます。

第２１回「なよろ健康まつり」は、「みんなで

広げよう健康の輪」をテーマに９月２７日、総合

福祉センターを会場に開催いたしました。

来場いただいた４００人の方に動脈硬化検査、

体内健康測定、骨密度測定、歯の健康コーナーな

どで健康チェックを受けていただきました。

さらに、平成２０年３月に策定した食育推進計

画・健康増進計画の具体的な推進に向け、なよろ

健康まつり特別講演会として星澤幸子先生をお招

きし、「夢をかなえる食生活」をテーマに御講演

をいただき、市民の生活習慣見直しの機会として、

健康への意識啓発を図ってまいりました。

次に、病院事業について申し上げます。

平成１９年度からの２ヵ年事業で実施の病院増

改築事業は、１１月２８日に医師研究室の用渡し

を受け、ほぼ工事が終了いたしました。本事業に

より、病院機能が向上し、医師の労働環境の整備

が図られましたので、用き続き、医療に対する住

民のニー円やサービスの向上に努めてまいります。

本年度４月から９月までの上半期における患者

数につきましては、入院が延べ５な ５８８人で、

前年に比べて５３３人の減少となりました。外来

では、延べ１３な ７６７人で、前年に比べます

と ３９０人増加しています。

収支の状況では、病院事業収益は３３収 ３９

９な ０００円で、対前年度比で１０ ４％、金 

額では１収 ４５９な ０００円の増加となりま 

した。また、病院事業費用は３４収 ２６１な 

０００円で、材料費のうち、診療材料費と薬品費、

また、経費のうち賃借料と委託費の増加により、

対前年比１０ ０％、金額では１収 ５５５な  

０００円の増加となっています。この結果、収支

の差額が ８６２な ０００円の収入不足となり 

ました。

医業収益は下半期に増加するという傾向にあり

ますので、厳しい状況が続きますが、入院収入を

はじめとする医業収益の確保に努めるとともに、

費用の節減を図りながら、年度当初の計画の達成

に向けて努力してまいります。

次に、高齢者の福祉施策について申し上げます。

平成１８年に施行された「高齢者虐待防止、高

齢者の養護者に対する支援等に関する法律」によ

り「名寄市高齢者虐待防止ネットワーク会議設置

要綱」を定め、去る１１月１８日に設立会議を開

催いたしました。

このネットワークは、法律、医療の各関係機関、

保健福祉や介護保険の関係者及び学識経験者など

１７団体で構成し、高齢者への虐待防止と虐待を

受けている者の保護支援について連携協力体制を

つくりあげたところです。

高齢者に対する虐待の通報があった場合や相談

などの実務的な対応は、地域包括支援センターを

中心として緊急の対応や支援方針を決定し、虐待

防止に向け活動を行ってまいります。

次に、高齢者徘徊防止ＳＯＳネットワークにつ

いて申し上げます。今年の５月、８月と立て続け

に発生した高齢者の行方不明事案は、どちらも習

慣としていた散歩から発生したものです。内１件
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は発見されましたが、後者は未だ発見されていま

せん。

これらを踏まえ、７月に高齢者徘徊防止ＳＯＳ

ネットワーク要綱を定め、１１月に開催されまし

た「まちづくり懇談会」で、安心安全を地域で実

施し、町内会における高齢者及び幼児、児童の見

守りを提起いたしました。

今後、広報誌などにより周知を図ってまいりま

すが、徘徊等を起こす可能性の高い方を対象とし

て事前登録をお願いし、まさかの時の対応策を整

えてまいります。

次に環境の保全について申し上げます。

去る１０月９日に市内大型店４店と名寄・風連

両消費者協会及び名寄市は、ごみの減量化、資源

の循環利用及び地球温暖化防止や環境保全意識の

高揚を目的として、レジ袋削減に向けた取り組み

に関する協定を締結いたしました。

協定は、西條名寄店、ラル円マート名寄店、マ

ックスバリュ名寄店、ポスフール名寄店の４店と

締結し、内容はマイバック等の持参率８０パーセ

ント以上を目標にレジ袋の無料配布を行わず削減

に取り組むことや、レジ袋の販売収益は環境保全

活動及び地域貢献活動などに還元することなどが

盛り込まれています。

１１月２０日から４店の食品売り場でレジ袋が

有料化されており、実施初日には、レジ袋の削減

やマイバック推進の気運を高めるため、消費者協

会との協力で、各店において先着１００人にマイ

バックの無料配布を行いました。

今後も、関係団体との連携により、ごみの減量

化、資源の循環利用などにつながるマイバック運

動の推進を図ってまいります。

次に、消防事業について申し上げます。

消防施設につきましては、名寄市字日進に消火

栓１基の０設を９月５日に完了し、安定した消防

水利の確保が可能となりました。

消防体制につきましては、５月に救急救命士３

名、１０月に消防士２名を採用し、現行体制の維

持に努めています。

防火対策につきましては、１０月１５日から３

１日までの秋の全道火災予防運動を展開し、社会

福祉施設及び危険物施設の立入検査、一般住名の

防火訪問や街頭広報による住名防火対策の啓発等

を実施してまいりました。しかし、１１月１６日

に発生した住名火災は、高齢者御夫婦が焼死する

痛ましい結果となりました。本格的な冬を迎え、

暖房機器を使用する時期でもありますので、用き

続き、火の取り扱いには十分気を付けていただく

よう呼びかけてまいります。

次に、防災対策について申し上げます。

今年度の防災訓練は、９月２４日に豊西小学校

校下の５町内会及び自衛隊名寄駐屯地、名寄消防

団など１１の関係機関・団体が参加して、市民文

化センターを避難所として実施いたしました。

町内会からは８６人の参加があり、徒歩による

安全な避難行動の訓練を行ったほか、洪水ハザー

ドマップや災害時要援護者に対する町内会等の支

援活動に関する説明、救命処置に関するＡＥＤ使

用法の講習、自衛隊ヘリコプターによる救出活動

の見学などを通じて、防災意識を高めていただき

ました。

次に、建設事業の発注状況について申し上げま

す。

１１月２０日現在、工事・委託を１め１１４件、

事業費で２１収 ３４２な円、発注率にして９ 

３パーセントとなっております。

次に、住名の整備について申し上げます。

西町団地建替事業は、木造平屋建て４棟８戸を

８月に着手し、本年１２月に完成いたします。

北斗・０北斗団地建替事業は、住み替え住名と

して鉄筋コンクリート造５階建て３４戸を９月に

着手し、平成２１年１０月に完成予定となってい

ます。

また、耐震改修促進計画は、庁内作業部会を３

回開催し、１１月に策定が完了いたしました。

次に、公園の整備について申し上げます。
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名寄公園の園路改修は、平成１８年度から透水

性アスファルトの舗装化を進めてまいりましたが、

今年度で完了し、市民の憩いの場として利用いた

だいています。

風連地区の天塩川河川緑地パークゴルフ場は、

昨年度に用き続き１８ホールを今年度中の完成予

定で工事を進めています。オープンは来年６月末

を予定しており、市民の健康増進と交流の場とし

て多くの利用を期待しています。

次に、風連地区の市街地再開発事業について申

し上げます。

本事業は、今年度から着工となり、施行者の

「株式会社ふうれん」は、北海道知事から権利変

換計画の認可を受け、９月に今年度施工範囲の解

体工事を行い、１０月に建築工事に着手し、平成

２１年３月完成予定で建設を進めています。

市では、施行者と連携を図り、平成２２年度事

業完了に向け支援してまいります。

次に、水道事業について申し上げます。

サンルダム本体着工前に行う水道事業再評価は、

水道事業審議委員会に諮問していましたが、１０

月９日に審議委員長から事業継続の答申を受けま

した。

配水管工事では、２３線西１号などの配水管網

整備工事、１６線道路の老朽管更０工事などが完

了いたしました。

次に、個別排水処理施設整備事業について申し

上げます。

農村部における本事業は、名寄地区で６戸、風

連地区で９戸、計１５戸に合併浄化槽を設置し、

供用を開始いたしました。

次に、道路整備について申し上げます。

地方道路整備臨時交付金事業は、道路財源特例

法の影響で全般的に発注が遅れました。０規事業

の東４条通道路改良工事ほか２路線、都市計画道

路緑丘通改良舗装工事（北４丁目）と、継続事業

の１９線道路・東風連線道路改良舗装工事は、１

２月に完成の予定となっています。

東風連線智烈布橋架換上部工事は、１０月で完

了し、１１月６日には地権者をはじめ関係各位の

御臨席を賜り、「智烈布橋」の開通式を行い、東

風連在住の佐藤直さん・ミチ子さん御夫婦の家族

３世代を先頭に、東風連小学校児童や近隣の市民

により渡り初めを行いました。智烈布橋の完成に

より、地域間交流や交通安全に大きく寄与するも

のと考えています。

次に、農業・農村行政について申し上げます。

はじめに、本年産の主要農作物の作況は、水稲

につきましては、移植期以降天候に恵まれ、生育

は順調に推移しました。収穫を控えた９月下旬の

低温、降雨により登熟が遅れ、収穫作業は平年よ

り５日遅い１０月８日に終了しました。本年産は

整粒歩合も高く、品質、収量ともに平年を上回る

結果となりました。１１月２０日現在の出荷状況

は、うるち米・もち米を合わせ主食用米、加工用

米は９９パーセントが一等米で、うるち米２な

３９７３、もち米２１な ５９１３、合計２３な

９８８３で、概ね８５パーセントの出荷率とな

りました。農林水産省北海道農政事務所が１０月

１５日現在で公表した作況指数は、全国１０２、

北海道１０６、上川１０７と発表されました。作

況指数が全国、北海道、地域とも１０１を超えた

場合、米需給の安定のために過剰米を区分出荷す

る集荷円滑化対策が発動され、うるち米につきま

しては７ポイント分が区分出荷の対象となります

が、もち米については平成１９年産より１０パー

セントの自主減反をしており、発動の対象外とな

っています。国では政府米の備蓄水準の適正化を

考慮し、政府米として買い入れる方向が示されて

います。

畑作につきましては、６月以降、一時的な低温、

雨不足はあったものの生育期間全般を通じ、高温

と適度な降雨があり生育は良好に推移しました。

馬鈴しょ、豆類は「平年並みからやや良」、小麦、

てんさいは「良」、野菜では、かぼちゃ、スイー

トコーン、玉ねぎは「平年並」となり、総じて良
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い結果で収穫を終えました。

次に、肥料・燃油高騰対策について申し上げま

す。

近年の大幅な肥料・燃油の高騰により、農業経

営の悪化が見込まれる中、影響を最小限にとどめ

るために、国は燃油の使用量や化学肥料の施用量

の低減に取り組む農業者団体に助成をする「肥料

・燃油価格高騰緊急対策事業」を創設し、燃油・

肥料費増加分の７割が助成されることになりまし

た。さらに北海道と農業団体で２割を上乗せした

対策が講じられることになり、当市においても、

将来を見据えた肥料の低減対策が必要との認識に

立ち、農業振興センターの土壌分析機器の導入と

農業者には土壌診断を促し、農業団体と連携し、

土壌診断手数料「１点５００円」を無料にするた

め、平成２０年度から「土壌診断推進事業」を３

年間実施し、適正で効率的な施肥体系への転換を

促してまいります。

なお、この対策に２３９な ０００円を補正予

算として計上しています。

次に、０産地づくり対策について申し上げます。

「名寄地域水田農業ビジョン」に基づく、本年

産の生産目標数量につきましては、もち米は平成

１９年度からの自主削減により対前年比 ２パー

セント減の１な５２９トン、うるち米は３パーセ

ント減の １０５トン、合わせた生産数量は ５ 

パーセント減の１な ６３４トンの配分を受けま

した。加工米を１めた水稲作付面積では、対前年

比 ５パーセント増の ２４２ヘクタール、水稲 

耕作者は１１戸減の４４４戸となりました。産地

づくり交付金については、対象農家７８７戸、助

成対象転作面積 ４０９ヘクタール、産地づくり

交付金は１０収 ５７９な円、耕交連携水田活用

対策は ０３１な円、総額１１収６１０な円を見

込んでおり、交付金の概ね９割を年内に支払うこ

とで、事務作業を進めています。

次に、地産地消の推進について申し上げます。

去る、１１月１１日に地元産農交産物や加工品

の「愛食運動」を推進するため、地産地消推進協

議会を実行委員会として「とれたて・まるごとな

よろ」と題したイベントを開催し、名寄産食材を

使用した料理、加工品の提供によるＰＲに取り組

みました。

また、１２月６日には恒例の「２００８地産地

消フェアｉｎなよろ」を市民文化センターで開催

する予定であり、市民に農交産物を活用した地産

地消と食育による食生活の改善を図り、食を通じ

た地域文化の向上に取り組んでまいります。

次に、農地・水・環境保全向上対策について申

し上げます。

本年度は９活動組織で協定農用地 ７１５本本、

交付額１収 ４８０な円、構成員は地区間重交も

１め延べ９５９人となっています。市は活動組織

が共同で行う「農地・農業施設の保全活動」や

「農村の環境向上活動」に支援を行っています。

次に、交産について申し上げます。

公共牧野につきましては、本年度の入牧期間は

名寄市営牧野が５月２４日から１０月２０日まで

の１４９日間で延べ４な５６０頭、母子里地区共

同牧場が５月２６日から１０月３１日までの１５

８日間で延べ１な ９２５頭を市内８農家２４戸

から授精対象牛を主体に受入れました。良質な粗

飼料の給与による増体率の向上と適正な飼養管理

により高い受胎率を実現し、個体の資質向上を図

ってまいりました。

次に農業農村整備事業について申し上げます。

平成１６年度より実施してきました「道営畑地

帯総合整備事業」の智恵文地区は、暗渠排水・心

土破砕等の工事を行い本年度で事業完了となりま

す。「経営体育成基盤整備事業」の東豊地区、瑞

生地区、共和地区や「地域水田農業支援緊急整備

事業」の名寄地区、風連地区も本年度の工事を全

て発注し、秋・冬工事として現在施工中です。ま

た、来年度０規事業として予定している「経営体

育成基盤整備事業」の名寄東地区や、「交産環境

総合整備事業」のなよろ地区は、地元の調整や北
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海道との協議が整い、事業採１に向けて国との協

議を行っています。

次に、商工業関係について申し上げます。

名寄地方における景気動向は、地元金融機関の

景況レポートによると、総体的に業況判断指数は

前年同期比でやや改善し、下げ止まり感が見られ

るものの、マイナス基調で推移し、依然として厳

しい状況が続いています。

次に、中小企業対策について申し上げます。

中小企業対策として、０たに「原油・原材料高

騰対策特別資金」制度が創設されましたので、市

の融資制度と併せて、商工会議所、中小企業相談

所、市内金融機関と連携し対応してまいります。

次に、住名リフォーム促進助成事業について申

し上げます。

２年目となりました本事業は、６月早々に１５

０件の予定枠の申請受付が終了しましたが、その

後も問い合わせが多く、市民の関心も非常に高く

なっています。来年度で事業は終了となりますが、

冬期間の事業創出や雇用対策として、５０件分

０００な円の事業を追加実施することといたしま

す。建設産業の振興と雇用の安定に期待するとこ

ろです。

次に、中心市街地活性化基本計画策定作業につ

いて申し上げます。

名寄商工会議所の特別委員会、まちづくり委員

会において協議が行われた活性化計画２８事業の

うち、特に核となる駅横と３―６地区の事業につ

いて、ブロック毎のプロジェクト会議から具体案

が示されました。このうち駅横については、「コ

ープさっぽろ」からも出店意向が出されておりま

すので、双方の内容を十分確認して判断してまい

ります。

次に、労働関係について申し上げます。

名寄地方の９月末の有効求人名率は ７２名、

０規求人名率は ０１名、０規求人数は２５０人

で、いずれも前月、前年同月を上回り、産業別で

は、製造業、卸・小売業、医療福祉関係で増加と

なっています。大型ショッピングセンターからの

大量求人により、有効求人名率は改善傾向にある

ものの、パート等の非正規型求人が全体の８割を

占めており、用き続き厳しい状況が続いています。

季節労働者を支援する通年雇用促進支援事業は

２年目を迎え、国の制度改正等により、事業の拡

充が可能となりましたので、就職促進に係る事業

において、季節労働者相談に対応する事業を０た

に取り組み、今回、職業相談員を窓口に配置した

ところです。雇用促進支援員と共に就労相談及び

各セミナーの開催など、事業を効果的に行い、通

年雇用化に向けた取り組みを推進してまいります。

次に、観光について申し上げます。

本年度上半期の観光入り込み客数は、総体で２

２な ９００人となり、前年度同期に比べて１０

な ３００人の増加となりました。要万としまし

ては、４月２０日にオープンした道の駅と、５月

に全面開園となりました道立公園サンピラーパー

クでの増加と分析しています。今後、冬に実施さ

れるイベントを中心に、観光客の入り込みＰＲに

努めてまいります。

本格的な冬を迎えるにあたり、ピヤシリスキー

場では、１２月６日のオープンに向け準備を進め

ています。１１月２７日には安全祈願祭を行い、

シー円ン中における安全と無事故を願ったところ

です。

次に、道の駅事業について申し上げます。

１０月３１日、隣接する特産館施設の外壁改修、

芝張りなど、道の駅との一体感を出すための道の

駅修景整備工事が完了したことにより道の駅整備

事業は終了となりました。

道の駅の来場者数は、１０月末で１９な ９４

６人となりました。また、農産物直売コーナーで

の０鮮な地元野菜類が、予想を超える好評ぶりで

あったとの報告を指定管理者より受けたところで

す。今後も、魅力ある道の駅として、サービス向

上に努めるとともに広く内外に情報発信してまい

ります。
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次に、生涯学習の推進について申し上げます。

１１月２日に生涯学習フェスティバルを初めて

開催いたしました。

昨年までの生涯学習啓発講演会に代わり、今年

は市民文化センターにおいて市民文化祭と同時期

に、切り絵や絵手紙、木彫り、篠笛に挑戦など、

ワークショップでの体験をしていただきました。

また、少年少女合唱団やダンスパフォーマンス、

子ども達による昔懐かしい駄菓子屋の開店など、

市民の皆さんが楽しみ、学んだフェスティバルと

なりました。

次に、市立図書館について申し上げます。

読書普及事業は、確認されてから今年で ００

０年目を迎える『源氏物語』をテーマに取り組み

ました。

まず、第３０回古典文学講座「源氏物語・宇治

十帖」を、９月１３日から６回に亘り開講いたし

ました。次に「源氏物語千年紀―香りとかさねの

世界」展を１０月７日から１１月２日まで開催し、

さらに、風連分館でも１１月１８日から１２月６

日まで開催いたします。 ０００年前の物語に日

しむことにより多くの市民の皆さんに読書への関

心を深めていただきました。

次に、市立木原天文台について申し上げます。

０名寄市天文台につきましては、去る１１月５

日天文台建設地において、工事の安全祈願祭が執

り行われ、平成２１年度の完成をめざして着工さ

れました。

次に、学校教育について申し上げます。

各小中学校では、それぞれ特色ある教育活動を

推進するとともに、９月以降、学習発表会や学芸

会・学校祭などを開催し、日頃の学習成果を発表

いたしました。

９月２６日には名寄市小中学校音楽発表会を行

い、豊かな情操を育み、学校間の交流を図りまし

た。また、名寄市教育研究所では、１０月２２日

に教育実践校として指定している名寄東小学校及

び名寄東中学校の両校が教育研究会を開催いたし

ました。その他、市内７小中学校が公開研究会を

開催するなど、その成果を発表し研修を深めてい

ます。

次に、特別支援教育について申し上げます。

グランドモデル地域指定事業では、１１月１１

日に第２回名寄市特別支援連携協議会を開催し、

名寄版個別の支援計画「すくらむ」の内容を決定

するとともに、市内の学校等関係機関への説明会

を開催し、普及・活用を図ることで、子どもたち

が継続した支援を受けられる地域のネットワーク

作りに努めてまいります。

次に、小中学校施設整備計画の策定について申

し上げます。

市内小中学校施設は、老朽化と耐震化の推進、

適切な維持管理などの課題を抱えていることから、

学校施設整備の柱の一つとなる耐震化の推進につ

いての検討委員会を庁内に設置し、耐震化計画の

策定を進めています。なお、施設整備計画は耐震

化計画を包括して策定してまいりたいと考えてい

ます。

次に、名寄市立大学について申し上げます。

大学周辺植栽事業につきましては、このほど北

７丁目側校門から西４条までの区間を実施し、平

成１９年度からの環境整備が終了いたしました。

１１月１日には、北星信用金庫との産学連携事

業としてのシンポジウムが開催され、市民１５０

人の参加をいただき、地域資源に対する認識を深

めたところです。

また、学生受け入れのための説明会、オープン

キャンパス、高校との模擬授業などを全学的に取

り組むとともに、編入試験を９月１９日に行い、

社会福祉学科５名の合格者を決定いたしました。

さらに、１１月２０日には、平成２１年度推薦入

試・社会人１抜を行い、保健福祉学部では昨年よ

り３７名少ない１１０名が受験、短期大学部児童

学科においても、昨年より２名少ない４１名の受

験があり、定員どおりの保健福祉学部５５名、児

童学科２５名の合格者を発表したところです。
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少子化による受験生の減少など厳しい状況が予

想されますが、今後の一般入試に向け、本学の特

色を発信し、優秀な学生を確保するため、さらな

る取り組みに努めてまいります。

次に、スポーツの振興について申し上げます。

１０月１３日の体育の日、本年も市内体育施設

を無料開放してスポーツフェスティバルを開催い

たしました。各スポーツ団体による大会や講習会

も行われ、市民の皆さんがスポーツを楽しむ１日

となりました。

次に、女性児童センターについて申し上げます。

女性児童センターでは、１０月１８日から１９

日に、「ほっと２１フェスティバル」を開催いた

しました。同好会・自治会による作品展示、イベ

ント、子ども縁日などに、児童など多くの市民の

参加で賑わいを見せました。

青少年センターでは、１０月１日に２名の高校

生を模範青少年として表彰いたしました。今後も

青少年の健全育成に努めてまいります。

次に、教育相談センターについて申し上げます。

教育相談センターでは、「ハートダイヤル」、

「適応指導教室」の紹介を目的に、昨年同様、全

ての学校を訪問して安心カードとパンフレットを

全児童生徒に配布いたしました。

次に、北国博物館について申し上げます。

「昭和」を年間テーマにした展示会は、９月に

「昭和の衣服展」、１０月には「なつかしの建物

水彩画展」を開催いたしました。いずれも時間を

かけて鑑賞する方が多く見られました。

また、１１月７日には北国講演会として、オー

ロラの権威である前・アラスカ大学国際北方圏研

究センター所長の赤祖父俊一氏に講演をいただき、

７０名を越える市民の方に、オーロラの魅力と地

球温暖化についての理解を深めていただきました。

以上、主な行政事項について、その概要を申し

上げ御報告といたします。

以上で行政報告を終〇議長（小野寺一知議員）

わります。

日程第７ 議案第１〇議長（小野寺一知議員）

号 名寄市私法上の債権の放棄に関する条例の制

定についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１号 名寄市私〇市長（島 多慶志君）

法上の債権の放棄に関する条例の制定について、

提案の理由を申し上げます。

本件は、地方自治体において私法上の原万に基

づいて発生する債権について、必要な措置を講じ

てもなお徴収できない場合に所要の条件のもとで

債権放棄ができるようにするために名寄市私法上

の債権の放棄に関する条例を制定しようとするも

のであります。

自治体における主な私法上の債権である水道料

金及び公立病院診療料金につきましては、従来は

地方自治法や地方税法などの公法上の債権と解さ

れてきましたが、最高裁判決において水道料金と

診療料金のいずれも民法が適用されることになり

ました。民法適用による市の債権の放棄をするに

は、実際上、法的に実施困難な要件を伴うため、

物理的理由により回収の見込みが立たない債権で

あっても消滅することなく未収金として累積を続

ける結果を招きます。こうした課題を解決するた

め、民法適用にかかわる消滅時効の完成、債務者

の死亡等、債務返済責任の法的免除という場合に

限り、地方自治法第９６条第１項及び第１０項の

規定により議会の議決を得ずに債権を放棄できる

よう本条例を制定しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま議題となっております議案第１号につ

いては、本会議質疑を省略し、会議規則第３７条

の規定により総務文教常任委員会に付託したいと

思いますが、これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
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異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１号については、総務文教常任

委員会に付託することが決定いたしました。

日程第８ 議案第２〇議長（小野寺一知議員）

号 名寄市認可地縁団体印鑑条例及び公益法人等

への名寄市職員の派遣等に関する条例の一部改正

についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第２号 名寄市認〇市長（島 多慶志君）

可地縁団体印鑑条例及び公益法人等への名寄市職

員の派遣等に関する条例の一部改正について、提

案の理由を申し上げます。

本件は、公益法人制度改革３法が制定され、こ

の中で地方自治法及び公益法人等への一般職の地

方公務員の派遣等に関する法律の一部改正が平成

２０年１２月１日から施行されることに伴い、本

市の関係条例において所要の改正を行おうとする

ものであります。

改正を要する２件の条例のうち、名寄市認可地

縁団体印鑑条例につきましては、地方自治法にお

ける認可地縁団体にかかわる規定の改正内容に合

わせた所要の改正を行うものであります。

また、公益法人等への名寄市職員の派遣等に関

する条例につきましては、根拠法において公益法

人が公益的法人に改正されたことにより、同様の

文言整理を行うものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第２号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第２号は原案のとおり可決されま

した。

日程第９ 議案第３〇議長（小野寺一知議員）

号 名寄市育英奨学条例の一部改正についてを議

題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第３号 名寄市育〇市長（島 多慶志君）

英奨学条例の一部改正について、提案の理由を申

し上げます。

本件は、平成２０年１０月１日に国民生活金融

公庫が農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫及び

国際協力銀行と統合し、株式会社日本政策金融公

庫となったことから、名寄市育英奨学条例におい

て所要の文言整理を行おうとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第３号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）
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よって、議案第３号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１０ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

４号 名寄市学校給食センター設置条例の一部改

正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第４号 名寄市学〇市長（島 多慶志君）

校給食センター設置条例の一部改正について、提

案の理由を申し上げます。

本件は、安全、安心な学校給食用パンの安定供

給を図るため、旧風連町学校給食センターの遊休

施設を改修し、名寄市学校給食センターの補完施

設として学校給食のパン製造業務を処理する学校

給食用食材供給施設を設置するため、名寄市学校

給食センター設置条例を改正しようとするもので

あります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第４号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第４号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１１ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

５号 名寄市公設地方卸売市場条例の一部改正に

ついてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第５号 名寄市公〇市長（島 多慶志君）

設地方卸売市場条例の一部改正について、提案の

理由を申し上げます。

本市は、昭和３８年に公設地方卸売市場を開設

し、丸鱗名寄魚菜卸売市場株式会社を卸売業者と

して指定し、以来市民の台所として安心、安全な

生鮮食料品の流通の円滑化と取用の適正化を図っ

てまいりましたが、大口取用先の民事再生法申請

等により取り扱い金額が大幅に減少し、健全な市

場運営に支障を来したため、平成１６年４月から

平成２１年３月までの５年間使用料を取り扱い金

額の ０００分の７から ０００分の ５に軽減  

してきました。本件は、流通産業体系の多様化等

により、平成１９年度の取り扱い高はピーク時の

６８％減となっていることから、使用料の軽減措

置を用き続き平成２４年３月までの３年間にわた

り講じるため、名寄市公設地方卸売市場条例を改

正しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

高見勉議員。

ただいま市長のほう〇１３番（高見 勉議員）

から提案理由の説明もありましたけれども、少し

く見通し等を１めて話をいただければと思うので

あります。提案理由にもありましたように、平成

１６年４月から５年間の使用料の２分の１の軽減

策をとってきているわけでありまして、今回の事

案でもさらに３年間延長するということでありま

すから、それについて私異論はないわけでありま

すけれども、こういう状況下の中、今後の市場の

見通しというのもここで明らかにするというのも

これは大変難しいことかもしれませんけれども、
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しかし今後の一定の見通しなり、あるいは市場そ

のものもそうした面では老朽化の問題等々を１め

て整理をする、あるいは整理をしていく時期的な

ものだとかタイミングというものも１つ考えられ

るのかなと。そんなふうなことを考えると、申し

上げましたように市場の今後の一定の経営上の見

通しと申しましょうか、こういうことも１めて、

果たしてこの３年間だけの軽減措置でいいのかど

うなのかというのも１めて考え方等あれば、補足

してひとつ説明をいただければというふうに思い

ます。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

今市場の今後の見〇経済部長（手間本 剛君）

通しについてお尋ねをいただきました。市場の部

分の中身についての今までの経過につきましては

余り詳しくわからないのですけれども、いずれに

しましても市場を取り巻く環境というのは、名寄

ばかりでなくして士別あるいは富良野、そういっ

たところともお互いに情報交換しながら、厳しい

というようなことでの話を伺っているところでご

ざいます。士別につきましては、既に行政から一

部指定をして委託をしているというような状況に

あるやに聞いております。名寄の丸鱗につきまし

ても今お話ありましたように、当時のピークから

６８％も減ってきているというようなことで、大

変厳しいというようなことで伺っているところで

ございます。今後の施設改修につきましては、総

合計画の中でも改修計画はのせてはありますけれ

ども、今後に向けましては地域の卸売の果たす市

場の役割といいましょうか、そういったものをし

っかりととらえる。あるいは、流通業界全体がど

ういった動きになってくるのか、これらについて

も注意深く注視しながら、市場のあり方、それか

ら安定的な供給という役割を果たして今後どうい

うふうに進めることがいいのか、望ましいのか、

そういったことにつきましてはじっくりと考えて

いかなければならないことだろうと思っておりま

すが、いずれにいたしましても今市場のほうとも

連絡とっているのですけれども、今後の改修につ

きましてもまた早急のうちにお話し合いを進めて

いかなければならないし、この事業化に向けての

検討も進めていかなければならないのかなと、こ

んなような印象を持っているところですので、御

理解をいただきたいと思っております。

高見議員。〇議長（小野寺一知議員）

了解はいたしますけ〇１３番（高見 勉議員）

れども、私はこの地域における市場の役割という

のは取り扱い量そのものが落ちていることについ

ては承知をしながらも、極めて大事な重要な部分

であるという認識を持つわけてありまして、そう

いう面では企業努力という問題もあるわけであり

ますけれども、いわば量販店と申しましょうか、

大型店との部分等々１めて、やっぱり行政の側で

も一定のそうした対応を求めながら、市場の今後

の経営状況をより一層厳しい状況を乗り切る方向

づけも行政側としてもまた対応も求められるので

はないかというふうにも考えますので、ぜひそう

いう面では置かれている環境の厳しさは認識をい

たすわけでありますけれども、これを支えていく

と申しましょうか、企業努力と相まってそうした

行政的な対応についてもここで求めながら、果た

して本当に使用料の２分の１だけでいいのかどう

なのかという問題等も１めて、私は一定の時期に

そうしたものをしっかり議論をしていく必要があ

るのかなというふうに思いますので、そうしたこ

とを要望をしておきたいというふうに思います。

ほかに質疑はござい〇議長（小野寺一知議員）

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結い〇議長（小野寺一知議員）

たします。

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）
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これより採決を行います。

議案第５号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第５号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１２ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

６号 名寄市建築確認申請等手数料徴収条例の一

部改正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第６号 名寄市建〇市長（島 多慶志君）

築確認申請等手数料徴収条例の一部改正について、

提案の理由を申し上げます。

本件は、建築基準法の改正により建築確認申請

等の審査に要する時間がふえ、事務処理経費が増

加することから、名寄市建築確認申請等手数料徴

収条例を改正し、確認申請手数料及び完了検査申

請手数料の額を改定して受益者負担の適正化を図

ろうとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第６号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第６号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１３ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

７号 名寄市準用河川管理条例の一部改正につい

て、議案第８号 名寄市普通河川管理条例の一部

改正について、以上２件を一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第７号 名寄市準〇市長（島 多慶志君）

用河川管理条例の一部改正及び議案第８号 名寄

市普通河川管理条例の一部改正について、一括し

て提案の理由を申し上げます。

本件は、北海道が北海道流水占用料等徴収条例

の一部改正により流水占用料及び土地占用料の単

価及び算出方法の見直しを行ったことから、これ

に準じて名寄市準用河川管理条例及び名寄市普通

河川管理条例において所要の料金改定を行うとと

もに、あわせて不要の区分項目を削除しようとす

るものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、議案第７〇議長（小野寺一知議員）

号外１件について一括質疑に入ります。御発言ご

ざいませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第７号外１件は原案のとおり決定すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第７号外１件は原案のとおり可決
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されました。

日程第１４ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

９号 名寄市立総合病院食堂等使用料徴収条例の

一部改正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第９号 名寄市立〇市長（島 多慶志君）

総合病院食堂等使用料徴収条例の一部改正につい

て、提案の理由を申し上げます。

名寄市立総合病院の中には、本来の医業のため

の施設のほかに食堂や売店など患者や来院される

方の利便性の向上を図るための施設があります。

これらの行政財産の目的外使用につきましては、

名寄市立総合病院食堂等使用料徴収条例により使

用料の額を定めているところでありますが、この

使用料につきましては現在の病院を建てかえした

平成４年に算定したものであり、既に１６年を経

過するところであります。本件は、本病院の増改

築工事により０設された食堂の使用料の額を改め

るとともに、あわせて長期間見直しを行っていな

い売店等既存施設の使用料についても現状に即し

た適正な使用料とするため、本条例を改正しよう

とするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第９号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第９号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１５ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１０号及び議案第１１号 工事請負契約の変更に

ついてを一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１０号及び議案〇市長（島 多慶志君）

第１１号 工事請負契約の変更について、一括し

て提案の理由を申し上げます。

まず、議案第１０号について申し上げます。名

寄市立総合病院増改築工事の建築工事については、

本年１月２１日に大野土建・大野組経常建設共同

企業体と４収 ５４１な ０００円で契約をし、 

現在施工中でありますが、本件は改修工事等を追

加するため設計を変更し、当初の契約金額に ０

３９な ０００円を加え、５収５８０な ０００ 

円で同企業体と変更契約を締結するものでありま

す。

次に、議案第１１号について申し上げます。名

寄市立総合病院増改築工事の機械設備工事その１

については、同じく本年１月２１日に朝日・扶桑

・・田経常建設共同企業体と１収 ８００な円で

契約をし、同じく現在施工中でありますが、機械

設備工事等を追加するため設計を変更し、当初の

契約金額に５１４な ０００円を加え、１収 ３ 

１４な ０００円で同企業体と変更契約を締結し

ようとするものであります。

以上２件については、名寄市議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第

２条の規定により議会の議決を求めるものであり

ます。

なお、細部につきましては建設水道部長より説

明をさせますので、よろしく御審議くださいます

ようお願い申し上げます。
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補足説明を野間井建〇議長（小野寺一知議員）

設水道部長。

市長提案の補〇建設水道部長（野間井照之君）

足説明をさせていただきます。

今回提案の２件の工事は、診療規模の拡大等に

より平成２０年１月２２日に着工し、これまでに

救急外来棟、ＩＣＵ病棟及び食堂棟が完了し、現

在内部の改修工事を１２月１９日に完成予定で施

工中であります。救急外来棟が７月３０日、ＩＣ

Ｕ病棟が１０月２０日より供用開始をし、診療業

務を行っておりますが、当初計画時に想定してい

ない院内動線の変化や中央採血室の移設などで既

存施設の主要形態を見直しする必要が生じてまい

りました。これらのことから、内科外来の改修工

事を追加するものであります。

追加工事の主なものは、内科外来部門の見直し

により内部改修工事と内科診療室の１部屋増によ

る建築工事と設備工事及び電気工事が主な内容で

あり、現在発注工事と関連があることから、設計

変更による対応をするもので、議決が必要な建築

工事と機械設備工事その１について提案させてい

ただくものであります。

以上、補足説明とさせていただきます。よろし

く御審議くださいますようお願い申し上げます。

これより、議案第１〇議長（小野寺一知議員）

０号外１件について一括質疑に入ります。御発言

ございませんか。

佐藤勝議員。

１点だけお伺いをい〇１０番（佐藤 勝議員）

たしますが、さきの一般質問において今回の増改

築工事に伴って階段における手すりが片側しかつ

いていないということで、両側の手すりが必要で

あるという旨の質問を行ったところでありますが、

そのときの答弁といたしまして今回の増改築工事

の中に取り入れて行っていきたいというような答

弁があったかというふうに記憶しておりますが、

その後の経過についてお答えを願います。

内海病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただい〇市立総合病院事務部長（内海博司君）

まの御質問に関しましては、間違いなく階段の左

側について、今までついていた部分につきまして、

右側の部分につきましても増設をさせていただき

ました。今回の設計変更による部分につきまして

も、一つの原万としてその部分がございます。

以上であります。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

そうしますと、今回〇１０番（佐藤 勝議員）

の変更に伴って手すりの部分も１まれているとい

うようなことで理解してよろしいということです

ね。わかりました。

ほかに質疑はござい〇議長（小野寺一知議員）

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結い〇議長（小野寺一知議員）

たします。

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１０号外１件は原案のとおり決定するこ

とに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１０号外１件は原案のとおり可

決されました。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時４９分

再開 午後 １時００分

休憩前に用き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

日程第１６ 議案第１２号 名寄市土地開発公

社定款の変更についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。
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島市長。

議案第１２号 名寄市〇市長（島 多慶志君）

土地開発公社定款の変更について、提案の理由を

申し上げます。

本件は、一般社団法人及び一般財団法人に関す

る法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定

等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に

関する法律が平成２０年１２月１日から施行され

たことに伴い、名寄市土地開発公社定款に記載さ

れている監事の職務における根拠法が民法第５９

条から公有地の拡大の推進に関する法律第１６条

第８項へ移行されたため、本定款において所要の

文言整理を行おうとするものであります。

以上、公有地の拡大の推進に関する法律第１４

条第２項の規定により議会の議決を求めますので、

よろしく御審議くださいますようお願い申し上げ

ます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１２号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１２号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１７ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１３号から議案第２３号までの指定管理者の指定

についてを一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１３号から議案〇市長（島 多慶志君）

第２３号までの指定管理者の指定について、一括

して提案の理由を申し上げます。

議案第１３号から議案第２０号までの８施設に

つきましては、名寄市公の施設に係る指定管理者

の指定手続等に関する条例第２条による公募によ

る施設であり、議案第２１号から議案第２３号ま

での３施設につきましては同条例第５条第１項第

１号による公募によらない施設であります。本件

は、名寄市公の施設に係る指定管理者候補者１定

委員会の報告を踏まえ、指定管理者の候補者の１

定を行いましたので、１定管理者の指定をいたし

たく、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に

より議会の議決を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、議案第１〇議長（小野寺一知議員）

３号外１０件について一括質疑に入ります。御発

言ございませんか。

高見勉議員。

指定管理者の関係で〇１３番（高見 勉議員）

は、平成１８年度から導入をされて３カ年が経過

をして、さらに今回２１年４月からと。０年度か

らの指定、３年間の予定でありますけれども、こ

れは率直にお伺いをしたいと思うのですけれども、

どこということではなくて、制度を導入してから

きょうの資料の中でも参考資料としていわば管理

状況なり利用の関係で促進をさせた部分いろいろ

あるわけでありますけれども、加えて私も平成１

９年度の決算委員会でもこうした全体的な導入に

対する調書を参考資料として出していただいた部

分あわせて考えてみますと、民間のノウハウをし

っかりと活用して、利用状況をまず促進をさせる

という第１点の問題と、もう一つは私どもとして

は財源的というか、財政的に直営と比してこれら

指定管理者制度を導入をしてどういう状況にある

のか。つまり財政的メリットが生まれているのか
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どうなのかというもう一面の部分があるのでない

のかというふうに思うわけでありますけれども、

今回出されているこの部分で一つ一つということ

では決してなくして、総体的に指定管理者制度を

導入をして３年を経過して、一サイクルを回る部

分は回ってみて、今申し上げましたように利用促

進の問題、管理運営上しっかりとうまくいってい

るか。あるいは、財政的な部分でのメリットが出

ているのかどうなのかと。総体的な部分について

考え方あれば、まずお聞かせをいただきたいとい

うふうに思います。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

決算委員会でも同〇総務部長（佐々木雅之君）

様の質問がありまして、一般論としまして多くの

パート職員、臨時職員を使ってもらいながらの指

定管理業務でしたので、総体的には市の職員の人

件費をカウントするときには一定の財政的な効果

はあったというふうに理解をしています。ただ、

すべて市の直営でやっていたときもかなり臨時職

員、パート職員を使っておりましたので、著しく

人件費負担が軽減されたというふうにはなってい

ないのかもしれません。概して総体的には、その

分が職員が他の仕事のほうに専念できることも１

めて、一定の評価はあったと思っています。

それで、問題は施設の有効利用の観点でいいま

すと、それぞれ専門知識を持ったり、民間ならで

はの考え方も１めて利用促進のほうに一定の方向

が見えてきたのかなという考え方もしています。

それで、例えば今回の提案でも体育協会がやって

いる部分につきましては、シルバーの人を対象に

したスポーツの教室であるとか、大会も開催をし

たりとか、そういう今までどちらかというと行政

がやったときに競技力向上も１めて視点がそちら

のほうにあった部分につきましても一定程度シル

バーとか幅広い、本当の意味での市民皆スポーツ

という面で体協参加の団体を有効に活用した形で

の対応ができてきているのかなと。

それから、振興公社の関係でいいますと、フォ

レストの関係についてもスキー場と、それから一

体となりましてスキー授業に使うときのフォレス

トの活用であるとか、宿泊者、合宿も１めて体育

館を活用した利用促進も一定の方向で見出してき

てこれたのかなというふうに感じておりまして、

指定管理そのものにつきましては民間業者ですの

で、消費税の問題が０たに発生したり、それから

賃金関係でいうと一定の雇用をきちっと支えると

いう面では細かいところではなかなか効果的には

薄いのかもしれませんけれども、トータルで市の

職員の人件費の削減が図られたことと、それから

利用促進については一定の方向が期待できるとい

うことが出てきたのかなというふうに現時点で認

識をしております。

以上です。

高見議員。〇議長（小野寺一知議員）

指定管理者の手続等〇１３番（高見 勉議員）

に関する条例の中でも１３条で利用料金の収入実

績なり、あるいは管理経費の収支状況については

毎年報告をいただくことになっているわけです。

私は、端的に申し上げて、これは１つには公募、

非公募の部分はこれはこれであるのでしょうけれ

ども、公募等によって、そしていわば競争の原理

が働いて、そしてより財政的にというか、金額的

にも競争の原理を働かせての部分があって、トー

タルとして財政面でもそういう面では一定の部分

が出てくるのかなというふうに感じていたわけで

ありますけれども、１９年度の決算の調書等を見

ますと非常にそういう面では管理経費の収支の状

況で企業努力といえばもちろん企業努力だと思う

のでありますけれども、極めて振興公社と短期間

の管理状況にもありながら、相当の利益と申しま

しょうか、そういうものが上がっているような状

況等々が見受けられたわけでありまして、これは

健全な経営をして、そして企業としてそうした利

益を上げることについては一方では批判的にただ

言うわけにはいかないと思うわけでありますけれ

ども、しかしもう一方では今申し上げましたよう
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にそうした収支状況を見ながら、本当に指定管理

をしていくときに、いわば収支計画に対して行政

側の部分がどうあるのかというもう一つの一面が

あるのかなというふうに思うわけでありまして、

そういう面では３年なら３年、あるいは４年ぐら

いで変わるところもあるわけでありますけれども、

そういう一つの経過を見て指定管理者制度を導入

をして、そしてもちろんこれは人件費の分野なん

かは直営であろうが、あるいはこうした指定管理

にしようが、パートになるか、臨職になるかわか

りませんけれども、おおむね人件費部分というの

は相当数あるわけでありますから、これは雇用の

部分に出てくるのは当然であると思うのでありま

すけれども、全体的にやっぱりそこの見直しと申

しましょうか、がある面必要なのかなというふう

にも思うわけでありますけれども、今回は業者の

いわば指定を受けているわけですけれども、これ

ら指定を受ける際も今申し上げましたように３条

では収支計画書を出して、そして指定を受けると

いうことになるわけでありますから、そういう面

ではこの３年間と今回出ている部分での人件費の

アップ分だとかなんとかは別にして、全体的に見

てどういう状況にあるのか。どういう判断をして

おられたか、つまりアップをしているのか、ある

いは財源的な問題でのいわば絞り込みが少しでも

できるような状況にあるのかどうか、そういう点

検を今後もなされていくかどうか、考え方があれ

ばお聞かせをいただきたいと思います。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

今回提出した中で〇総務部長（佐々木雅之君）

それぞれ更０のものが５件まとめてありますが、

１９年決算と対比をしまして、その短期の比較で

は燃料高騰も１めて、施設の老朽化も１めて押し

なべて今回の指定管理の更０に上げた部分につい

ては委託料が増加する傾向にあります。それから、

３カ年間の実績等を踏まえまして、原課のほうで

市との調整する関係では、中身云々につきまして

は相当シビアに点検させていただいていますが、

持っている施設そのものが老朽化してくるである

とか、光熱水費を中心として今年度については異

常な値上がりもありましたので、短期で見るとち

ょっと上げ幅が大きいのかなというふうには理解

をしておりますが、常に更０、更０の段階で実際

にかけている経費の実態も踏まえまして、精査を

必ずしながら今後も取り進めていきたいというふ

うに考えています。

なお、今回の積算につきましては燃料高騰の影

響が大きかったので、今回の更０につきましては

例えば１１月であるとか１２月の基準日を設定し

て、燃料価格の部分につきまして年次協定の中で

毎年毎年その分の影響額を加味して、安定的な施

設の管理運営をしていただけるような体制につい

ても年度協定という形で取り組んでいきたいとい

うふうに考えています。

以上です。

高見議員。〇議長（小野寺一知議員）

私もこのことでくど〇１３番（高見 勉議員）

くど申し上げるつもりもないわけですけれども、

要は指定管理者で競争の原理が働いて、何社かが

出て整理がされていってこうした金額になるとい

うことになれば、これはお互いに理解のいくこと

だと思うのでありますけれども、特に第三セクタ

ー等々、振興公社等では非公募なり、あるいは公

募しても実質的に１社しかないというような状況

でいくと、そういう面でいくと今申し上げました

ようにあらぬ誤解ではありませんけれども、そう

した面では管理に係る収支計画に対して行政側の

さらなるチェックというものが求められていくの

でないのかと。できるだけ民間企業の方々がいろ

いろとできる部分は、今日的な経済状況にあるわ

けでありますから、参入をしていただいて、そこ

で競争をしていただけば、これは一番いいわけで

ありますけれども、建物によってはそういう状況

にはないと思うのでありまして、そういうないも

のについてはやっぱり行政の側がしっかりと厳し

い視点で見ていく必要があるのかなというような
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思いがありましてお尋ねをしたわけでございまし

て、ぜひそうした方向でさらに適切な指定管理、

施設の管理に努めていただくということに努力を

していただきたいというふうに思います。

熊谷吉正議員。〇議長（小野寺一知議員）

同じく関連で何点か〇１９番（熊谷吉正議員）

お聞きをいたしますが、官から民へという一つの

流れの中でこういう手法が走り出して、初めて指

定管理者、３年の契約のところは来年の春に更０

をするということになるのですが、１つは大変世

の中非正規労働者がどんどん、どんどんふえてき

て、働く人の３分の１はそういう状態であるとい

うことで、今政治のレベルでもいろいろ大きな課

題になっているのですが、実際に直営でやられて

いた３年前の労務費、臨時雇用や嘱託なども１め

てと実際指定管理者に移行した以降の働いている

人の労働条件がどう適正に担保されている状況に

あるのかどうか、その変化をひとつお聞きをした

いというふうに思います。

それから２つ目に、きょうは可決をされました

が、パークゴルフの料金の値上げなどもありまし

たけれども、契約途中の施設の使用料などの変更

があった場合における年度途中の、年度というか、

単年度、単年度になるか、年度途中になるかわか

りませんけれども、指定管理料とのかかわりにつ

いて、基本的に私どもがどういうように押さえて

おいたらいいのかお聞かせをいただきたいなと思

います。

それから、３年間経験をして、今それぞれ１定

委員会でヒアリングの要旨だとか総合点の結果な

どについて資料で出していただいていますが、あ

る面１定委員会のやりとりというのが結果として

私どももマル・バツ方式あるいは点数で見えるよ

うにはなるのですが、議会としては監査の関係も

当然あるのでしょうけれども、それがまた適正か

どうかというチェックが十分に入る状況には、こ

の資料だけではなかなか読み切れないなという感

じがしているものですから、もちろん財政的な効

果も全体的に出さなければならぬということもあ

るでしょうが、いわゆる施設の安定的な、継続的

なサービスを提供する、あるいは働いている人た

ちの労働条件の問題なども１めて、トータルとし

て議会としてもきょう提案されたものがこの業者

さん、この団体が適正かどうかという判断は最終

的にはしなければならないわけで、そういう部分

では出されたものも不十分かなという感じがして

おりますが、改めて資料を補足する意味でもうち

ょっと情報公開をお願いをしておきたいなと思う

のですが、その考え方についてお聞きかせいただ

きたいです。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

労務費の関係につ〇総務部長（佐々木雅之君）

きましては、ほとんどが体育施設の関係も１めて

正規職員というよりは臨時のパート職員の人方を

直営の時代からもたくさん使ってきておりました

ので、そういう部分については指定管理に変わっ

ても、それから直営でやっていても最賃のレベル

は必ずクリアしようということも１めてやってき

ておりましたので、十分とは言えないまでもそう

大きな差はないというふうに考えています。ただ、

業務見直しの中で委託業者に出していたものを例

えば清掃業務の関係を職員を使って効率的に直営

で行うということも振興公社、それから体育協会

もやっておりますので、この部分については相当

の内部努力をされているのかなというふうに考え

ています。

それから、使用料が改定になった場合につきま

しては、条件が変わることになってきますので、

毎年毎年の年度協定の中で申し入れをしまして、

この辺については調整をしていきたいなというふ

うに考えています。

それから、１定委員会の関係につきましては、

一応今回こういう形で体育施設を１めて４施設の

関係をできるだけコンパクトな形にして出させて

もらったのですが、１つは利用促進を図るために

どういう努力をしているかと。経費的な部分でい
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いますと、経費を切り詰めるというのはどちらか

というと労務賃も１めてかなり切り詰めざるを得

ないというふうにいってしまうのかと。消耗品の

関係についても適切な消耗品を使わないことによ

って、例えば冬タイヤを夏に使うとかということ

の余り安全、安心な体制の中、管理の中で好まし

くないことについてはやってもらうべきではない

ということも１めまして、どちらかというと利用

促進を図って、その中で使用料がもしふえるとす

れば総体的に管理のほうにも十分行き届くかなと

いうことも考えまして、今回のポイントはそうい

う観点から書かさせていただきましたので、この

次以降の更０期の関係につきましてはもう少し内

容を精査させていただいて、わかりやすい資料を

提供してまいりたいというふうに考えております

ので、御理解賜りたいと思います。

熊谷委員。〇議長（小野寺一知議員）

いわゆる働いている〇１９番（熊谷吉正議員）

人たちが、実際的には責任者がそこでというより

も日々働いている人たちが施設のサービスを提供

するわけなのですが、基本的には私は最賃を割ら

なければいいということ、それは受ける側の経営

的な立場からすると法律を割らなければいいとい

う感覚は一般常識なのですけれども、トータルと

してやっぱり財政効果を出すとすればすぐそこに

目が行く。そして、結果は低労働条件に移行して

いくというのが民間の今の状況ですから、そこは

条例や法律が改めて法的な公が発注する契約工事

の関係については、何が何でも安いところが一番

いいということだけでは踏み切れない今の世の中

の状況もあって、一定の労務費をちゃんと担保す

るような行政指導もこれはいずれは法的な整備も

されていかなければならないのでしょうけれども、

何でもかんでもとりあえず安くということは本来

どうなのかなという問題をやっぱり提起をせざる

を得ないと思いまして、それだけは直営で市が雇

っていた嘱託や臨時職員の関係など非常勤も１め

て、いわば職員に準ずるような形で単価設定、労

務費設定もしていたわけで、それよりは少なくて

も下がっていると思います、多分。そこら辺の見

きわめをしっかり冷静な判断をすることは、より

私もそこにも一定のポイントも当てた物の見方も、

それはサービスを提供をする側としては質の問題

にかかわるわけだし、安全の問題にもかかわるわ

けでありまして、トータルとしてやっぱりちゃん

と責任を持つような対応が必要ではないかという

ふうに思いますが、実際にその辺のやりとりは指

定管理になる、受ける人たちとの実際のヒアリン

グなんかが経過としてあれば、それは受けたほう

はもう自由なのです。今６５４円から六百七十何

ぼぐらいになったのですか、最賃。それだけでは

やっぱり済まされないということがあるのではな

いかというふうに考えていますから、差し支えな

い範囲でお知らせをいただければと思います。

今総務部長言ったように、タイヤの例を挙げま

したけれども、個人的にはそれは冬使ったものも

そろそろ０しいのに取りかえようかといえば夏履

く人もいますけれども、極めて安全上それでいい

かということは、冬タイヤは夏走れば逆にスリッ

プをするといういろんな実験データもありますか

ら、端的な例で挙げていますから、消耗品の活用

のされ方もある面では労務費とは一緒にできない

ですけれども、しっかり安全という問題について

もやっぱり経営に反映をされることが必要な気が

いたします。３年間たっての一定の評価の上の提

案でありますけれども、これから来年あるいは再

来年と順次一循環する過程の中で、私どももしっ

かり見させていただきますけれども、十分そうい

う配慮、経営的な感覚の部分と質的なものとの両

方をやっぱり総合的に見たような指定管理制度、

これからも結局もうからぬということになれば直

営にお返しをすると。どこも受けることがなかっ

たら、そういう場合もこれからもケースとしては

全国の中では一部出てきたりなんかしていますか

ら、それはそれとして対応をしなければならない

と思いますので、トータルとして安ければいいと
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いうことの概念だけは払拭をしたほうがいいので

ないかというふうに考えておりまして、改めて指

定管理者、実際経験された皆さんとの団体とのや

りとり経過があったら、お聞かせいただきたいと

思います。

１点だけ、木材需要拡大センター、かつては森

林組合に委託をしていて、これを建設をしたとき

の目的と実際に今使われているのは観光的なとこ

ろに変化をしてきているというけれども、実際に

ヒアリングにもあるとおり、木のぬくもりを伝え

る広場となるのが使命であるという。実情が合わ

ない。だから、森林組合というのが極めて自然な

ような、それは今特定の前の経過としてです。そ

ういうふさわしい団体だったような気がしました

けれども、これがいわゆるまちづくり観光協会の

ほうに、それは手を挙げる、挙げないということ

もありますけれども、実際の目的にはそぐわない

ようなことも市民からも一部指摘をされたことな

んかあって、その辺については違和感というのは

ないのかどうか、ちょっとお聞かせいただきたい

と思います。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほどの労務賃も〇総務部長（佐々木雅之君）

１めて、消耗品も１めて、基本的には安全、安心

な施設管理をお願いするということを考えており

まして、それは従前から名寄市のほうから一定の

経費節減をしながらのものを指定管理者のほうに

受け継がせていただいて対応させてもらっていま

して、指定管理者のほうで内部でできる分につい

てはいろんなやりくりをしながらの形だと思うの

ですけれども、安全、安心の関係について雇用の

問題も１めて現場のほうで対応するところと十分

今後も協議を進めていきながら、精査をしながら

対応を進めていきたいと思っています。特に今回

の施設管理のところについては、そのような労務

費の関係も１めてかなり従前よりかは物価の値上

げもありまして、一定程度認めていきながらの金

額というふうに考えておりますので、その辺につ

いては今後も精査をしてまいりたいと思っていま

す。

それから、木材需要拡大センターの関係につき

ましては、指定管理者のほうと、それから担当課

のほうとも補助金の一定のチェックは終わってい

るのですけれども、できるだけの本来の目的の部

分も施設の目的も加味した形での利用促進につい

ても指定管理を受けている側のほうからこういう

ふうな形をして少しでも利用拡大を図る方向で進

めてみたいということで、実際ここに書いてある

とおり、これで十分かどうかは別にしましても提

案もありましたので、今後も施設の建設目的も１

めまして、広く理解していただけるような形での

対応については努めてまいりたいというふうに考

えています。

ほかに質疑はござい〇議長（小野寺一知議員）

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結い〇議長（小野寺一知議員）

たします。

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１３号外１０件は原案のとおり決定する

ことに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１３号外１０件は原案のとおり

可決されました。

日程第１８ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

２４号 平成２０年度名寄市一般会計補正予算を

議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。
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議案第２４号 平成２〇市長（島 多慶志君）

０年度名寄市一般会計補正予算について、提案の

理由を申し上げます。

今回の補正は、各款にわたる臨時的経費と事業

の確定に伴う事業費の調整を中心に補正しようと

するものでありまして、歳入歳出それぞれに１収

１５４な ０００円を追加して、予算総額を１９

０収 ７０３な ０００円にしようとするもので 

あります。

補正の主なものを歳出から申し上げます。３款

民生費におきまして認定こども園子育て支援補助

金 ８２０な ０００円の追加は、学校法人大谷 

学園が平成２１年４月１日から開設予定している

認定こども園の備品整備などに対して国の地域活

性化・緊急安心実現総合対策交付金の一部を充当

して支援しようとするものであります。

７款商工費におきまして住名リフォーム促進助

成事業補助金 ０００な円の追加は、冬期間の雇

用確保と景気浮揚を図るため、交付金を活用して

０たに５０件分を助成しようとするものでありま

す。

１０款教育費におきまして学校給食用食材供給

施設整備工事 ９９０な円の追加は、旧風連学校

給食センターの改修工事費であります。

次に、歳入について申し上げます。事業費の変

更に伴う特定財源の増減のほか、収支不足を繰越

金で調整いたしました。

１０款地方特例交付金では、自動車取得税減収

補てん臨時交付金３１０な円及び地方道路譲与税

減収補てん臨時交付金１２４な ０００円の追加

は、４月の暫定税率失効に伴う減収補てんの臨時

交付金であります。

１１款地方交付税で普通交付税 ４４９な ０ 

００円の追加は、暫定税率失効に伴う追加交付分

と７月本算定後の留保分を合わせたものでありま

す。

１５款国庫支出金で地域活性化・緊急安心実現

総合対策交付金 ８７５な円の追加は、国の緊急

総合対策実施に基づき名寄市が実施する緊急福祉

灯油支援事業など５事業に対しての交付金であり

ます。

２２款市債、教育債で学校給食用食材供給施設

整備事業債 ２９０な円の追加は、旧風連学校給

食センター改修工事実施に伴う合併特例債です。

次に、第３表、債務負担行為補正では、さわや

かトイレ・ホール清掃等業務委託料ほか２５件を

追加しようとするものであります。

次に、第４表、地方債補正では、智恵文八幡１

２線農道整備事業ほか３件を変更しようとするも

のであります。

以上、補正の概要について申し上げましたが、

細部につきましては総務部長より説明をさせます

ので、よろしく御審議くださいますようお願い申

し上げます。

補足説明を佐々木総〇議長（小野寺一知議員）

務部長。

それでは、一般会〇総務部長（佐々木雅之君）

計の補正予算につきまして市長より申し上げた分

の重交を避けて補足説明をさせていただきます。

まず、議案第２４号の１６から１７ページをお

開きください。２款総務費、１項８目企画振興費

でまちづくり推進事業費の地域連絡協議会運営交

付金７な円の追加は、名寄地区で小学校区単位に

設置する７つの地域連絡協議会に対する運営交付

金であります。

１８から１９ページをお開きください。３款民

生費、１項１目社会福祉総務費で備品購入費２０

０な円の追加は、寄附金を充当してＡＥＤを小中

学校など１４の公共施設に整備するものでありま

す。

同じく７目障害者福祉費で地域活動支援センタ

ー「陽だまり」基盤整備補助金１１５な円の追加

は、ＮＰＯ法人名寄心と手をつなぐ育成会が整備

を進めている地域活動支援センター陽だまりの増

改修工事に対する補助金であります。

２２から２３ページをお開きください。６款農
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林業費、１項２目農業振興費で種籾温湯消毒処理

施設整備事業補助金 ９６０な円の追加は、施Ａ

道北なよろが整備を進めている種もみ消毒処理施

設に対して全額道支出金を充当して支援しようと

するものであります。

２６から２７ページをお開きください。８款土

木費、２項３目道路除雪費で市道除雪・排雪対策

事業費 ９３３な ０００円の追加は、風連地区 

の民営化実施による増加分と経費の積算基準の見

直しによる増加分であります。

３０から３１ページをお開きください。１０款

教育費、３項中学校費、１目学校管理費で名寄中

学校屋根張替え工事９９７な ０００円の追加は、

去る９月２６日の暴風雨で被害を受けた名寄中学

校屋根の張りかえ工事であります。

次に、歳入について説明させていただきます。

戻っていただきまして、１０ページから１１ペー

ジをお開きください。１６款道支出金で地域政策

総合補助金１４１な ０００円の追加は、緊急福

祉灯油支援事業補助金のうちの２分の１以内の北

海道負担分であります。

なお、国の地域活性化・緊急安心実現総合対策

交付金の一般会計で実施予定の ８７５な円につ

いては、緊急福祉灯油支援事業補助金に１４９な

０００円、地域活動支援センター「陽だまり」

基盤整備補助金に１１５な円、認定こども園子育

て支援補助金に ３５０な ０００円、土壌診断 

推進事業及び土壌診断備品購入に２６０な ００

０円、住名リフォーム促進助成事業に ０００な

円をそれぞれ充当する予定でおり、残り１２５な

円については介護サービス事業会計においてしら

かばハイツのみとり介護実施酸素機器増設工事に

充当する予定となっております。

以上、補足説明とさせていただきますので、よ

ろしく御審議くださいますようお願い申し上げま

す。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

佐藤靖議員。

それでは、１点のみ御〇１番（佐藤 靖議員）

質問させていただきたいと思います。

７款１項１目商工業振興費、住名リフォーム促

進助成事業補助金ということで５０件分、 ００

０な円という補正があります。これは、国のいろ

いろな対策上の交付金ということを適用したのだ

と思いますけれども、一方名寄市ではこのことに

ついては今年度も１５０件ということで募集をし

て、６月上旬でいっぱいになったということであ

りました。残る外れた方は来年度ということにな

ったと思うのですけれども、その状況のときを考

えると、まだリーマンブラザー円を１めた金融危

機というのが起きていない段階で、石油類の高騰

というのが一方であります。そういう意味では、

この間６月上旬にうまく補正受けられないで、こ

の冬のことを考えると着手したと。２０な円惜し

いけれども、冬を考えるとやってしまったという

人がいた場合、確かに今回の交付金の性格上、さ

かのぼって適用ということにはならないと思うの

ですけれども、そういう市民の方がいらっしゃっ

た場合の対応というのは行政側ではどういうふう

にお考えになっているのですか。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

今住名リフォーム〇経済部長（手間本 剛君）

の分でお尋ねをいただきました。今回の提案させ

ていただいています ０００な円につきましては、

緊急の安全、安心という部分の予算でございまし

て、これは１２月のきょう議決いただきますと、

それから年度末までの事業期間だというふうに理

解をしております。今お尋ねありましたように、

通常の一般の政策として取り進めていきたい。１

５０戸分につきましては、御案内のとおり６月の

段階で満杯になったということでございます。そ

の後私どものほうで行政報告にも書かさせていた

だきましたけれども、大変その後も皆さんからの

問い合わせがありましたということで、取り組め

ないのかというようなことでございますが、私ど
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ものほうは２０年度につきましては１５０戸で打

ちどめをさせていただきたいと。つきましては、

２１年度にまた用意をさせていただきますという

ようなことでのお話をさせていただきました。今

お尋ねありましたように、途中でいろんな経済が

動いたというようなことで、今お話ありましたよ

うに０たに事業に着手した方についてはどうなる

のかというようなことなのですけれども、手続上

につきましては私ども今初めて伺いましたけれど

も、伺ってはおりませんけれども、いずれにいた

しましても手続上はそういう説明を頑としてさせ

ていただいております。しかしながら、場合によ

っては、一つの例ですけれども、２０な円を受け

ないでやっている方もいらっしゃるのだろうし、

１００な円を超えないで１００な円以下で対象に

ならないと、こういうような方も中にはいらっし

ゃるのかなと、そんな思いもしておりますが、た

だお話ありましたように私どものほうで春先の段

階で市内の建設業者に集まっていただきまして、

こういうことで今２０年度は取りまとめするので、

ひとつよろしくお願いします。あるいは、６月段

階で申し込みに漏れた方といいましょうか、外れ

た方につきましては翌年度に申し込みをしていた

だくような方向での説明を加えてくださいという

ようなお話をさせていただいておりました。今お

話ありましたように、どういう事実かわかりませ

んけれども、手続をされているのか、申し込みを

されたのかわかりませんけれども、私どものほう

は原則公平、平等な扱いをしていくというのが大

原則でありますから、今さら申し上げるまでもな

いのですが、どんな事情があるかわかりませんけ

れども、もし事情によって不利益をこうむるとい

いましょうか、平等に欠ける扱いをされた方がい

らっしゃるとしましたら、これはちょっと憂慮し

なければならぬなと、配慮しなければならぬなと

いうような思いはしておりますけれども、まだそ

れらについてそういう事例は具体的に私どものほ

うで伺ってはおりませんので、そういったことが

あるかないか、まず確認ということが１つなので

しょうけれども、あった場合にはそこにどんな事

情があったのか、そういったものを十分精査した

いと思っておりますし、あわせてこれからもう一

年あるわけですから、業者にはしっかりとそこら

辺を１めてお願いします。最終年次ですよ、来年

度がというようなことでお願いをすると同時に、

くどいようですけれども、その時期の工事に着手

する人がいたとしたら、その方の意思決定がどう

いうふうな思いでされたのか、どういうふうな思

いで工事着手されたのか、再度確認をする必要が

あるのかなと、そんな思いをしております。公平、

公正な補助金を受けていただいて、この制度にの

っていただけたらというふうに思っておりますの

で、御理解を賜りたいと思っております。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

いずれにいたしまして〇１番（佐藤 靖議員）

も、基本的には年度当初に言ったようにことしは

１５０件ですよということで申し込みを受け付け

て、６月上旬でそれは満タンになったので、でき

たら来年度に回してくださいと。ただ、今部長の

答弁にもありましたように、この事業が５０件、

０００な円が方向性は違うと思いますけれども、

冬期間の事業創出や雇用対策ということで、今回

は５０件。ただ、この一方ではやはり市民の皆さ

んの安心実現という部分もリフォーム助成には大

きく、私は着手した原万の一つだったと思います

し、言うように不公平感というのは絶対あっては

ならないと。それと、あわせて時代背景というか、

状況背景というのもしっかり認識をされて、ぜひ

市民の間に不公平感が漂わないようにしっかりと

した対応を、場合によっては一般財源から補てん

してでも補助基準を満たしている該当者に対して

は対応するように改めて御要望しておきたいと思

います。

佐藤勝議員。〇議長（小野寺一知議員）

ただいまの佐藤靖議〇１０番（佐藤 勝議員）

員に対する関連質問と、それからもう一点につい
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てお伺いいたします。

ただいまの住名リフォームについての関係なの

ですが、今手間本部長のほうからまだ具体的な案

件、事例については伺ってはいないということで

ありますが、既に６月以降に１００な円を超える

事業が行われている事例が発生しております。そ

の後この議会の中で冬期間に向けての雇用創出、

事業創出に向けての取り組みの考えはないのかと

いうような質疑がなされた経過がございます。そ

の中では、やはり財源的にも考えて３カ年事業と

して取り組んでいるので、今年度についてはなか

なか難しい状況だというようなやりとりがあった

かのように記憶をしております。

それから、今部長のほうからは、登録業者のほ

うには３カ年事業として説明をしてあるので、今

年度実施できなかった分については次年度につい

ての対応をするようにお話をしてあるというよう

なことだったのですが、その辺がやはり数ある業

者の中でございますので、十分に施工主のほうに

伝わっていない部分が実際ございます。ですから、

もう１５０件が終わってしまった。しかも、もう

追加がないというような経過の中で１００な円を

超える事業が行われておりますが、今後これから

の推移を見てみなければわかりませんけれども、

原則中立、公平ということが大事でありますが、

しかしながらやはり一方で事業年度内において漏

れが生じているということについて、再度今後の

推移をどのような形で見守っていくのか、それか

ら執行後の予算の消化ぐあいも勘案してどのよう

に判断していくのか、お考えを求めておきます。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

今再度お尋ねいた〇経済部長（手間本 剛君）

しました。ことし２０年度の分につきましては、

１５０戸という枠を設けて受け付けをさせていた

だいて、今実行している段階なのですが、３戸の

方々につきましてはやむなく変更して取り下げを

したというふうなことでございまして、実績は１

４７戸になるのでしょうか。そんなことで今推移

しているところでございます。

それから、もう一点お尋ねの部分につきまして

は、今回の緊急経済対策の分の中では果たしてこ

ういった事例が取り込めるのかどうなのか、工事

が既に終わっていると思いますので、その適用期

間に当てはまるのかどうなのか、これらについて

はまたお時間をいただいて、支庁あるいは道のほ

うと相談をしていきたいと思っています。

それから、もう一つは、来年度に向けての扱い

の中に取り込めないのかという思いなのだろうと

いうふうに受けとめさせていただきました。いず

れにいたしましても、仮に市内業者の中でそうい

った説明をしているのですけれども、中には業者

の中で説明が十分にされていない、不足している、

受けとめ方の誤解が生じたという部分が全くない

ということも言えないでしょうから、そこら辺の

部分につきましてはどういういきさつだったのか、

どういう説明をされたのか、そういった事実関係

をまずはっきり受けとめたいというふうに思って

おります。そして、しかるべき善処をしていきた

いというふうに考えておりますので、御理解をい

ただきたいと思います。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

確かにそうだと思い〇１０番（佐藤 勝議員）

ます。やはり業者の方によっては６月以降仕事が

切れてしまったという中で、何とか仕事を年内に

つくっていかなければならないという状況の中で

は、来年はあるのだけれどもというようなことは

しっかり伝えなければいけないのはもうこれ当然

なのですが、なかなかそこのところはもう微妙な

ところ、難しいところだというふうに思います。

ですから、部長のお答えのとおりで結構だという

ふうに思いますが、いずれにしても年度内のそう

いった適用と思われる方に対して漏れがないよう

に、あるいは悔いを残さないような形で取り仕切

っていただきたいというふうに要望いたします。

それから、もう一点でありますが、１９ページ、

７目の障害者福祉費、陽だまりに関しての部分な
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のですが、今回１１５な円ということで補助金が

出ておりますが、全体の事業費、事業の内容、あ

るいは事業費に占める割合の説明と、それから関

連になるわけですが、今回市内出店業者さんのほ

うから車いすリフトつきの車両が市のほうに寄贈

になっております。それで、これは市に対してで

ございますので、税金等については当然市のほう

で負担ということになるのかと思いますが、日々

運行するに当たっての油代、あるいは車検費用に

ついては事業者側の負担というふうにも聞いてお

ります。御案内のとおりこの実施事業者につきま

しては、非常に乏しい予算の中で運営されている

のは御存じのとおりであります。それに加えて今

回車両が１台ふえてきたということで、大変な今

後の負担がさらに増してくるものかなというふう

に予想されます。今現在１台送迎用の車両があり

まして、これについては月々大体平均して１な円

から１な ０００円前後の油代がかかっているよ

うでございます。そのほかに個人所有の乗用車が

送り迎えとして使われておりますので、実際に月

々使われている油代だけに関しても今申し上げた

金額の名以上の金額が使われているものというふ

うに想像することができます。それに加えての今

回の車両運行ということになりますので、さらに

金額的には膨れてくる。そして、車検費用等につ

いてもさらに見込まれるわけでございますので、

そのあたりについて今後は大いに担当として検討

していただきたいということをここで申し上げて

おきますので、要望として受けとめていただけれ

ば今回は結構でございます。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

７月までちょっと〇総務部長（佐々木雅之君）

その経過聞いていたものですから、全体陽だまり

の整備工事の関係につきましては ３００な円ほ

どというふうに聞いています。そのうち ０００

な円につきましては、道の障害者の自立支援事業

という形で ０００な円入ってきますので、その

うち３００な円弱の負担が出ているというふうに

聞いておりました。そのうち行政のほうで応援す

る分の割合を決めまして今回１１５な円というこ

とで、補助対象から漏れた分とか枠をオーバーし

た分を全然行政が、市が応援しないというわけで

はなくて、一定のルールに基づいて今回応援しよ

うというのがこの事業とマッチしましたので、１

１５な円をお支払いすることにしました。

それから、ちょっとなお蛇足なのですが、先ほ

どの車の関係につきましては直接事業所のほうに

寄贈する方法もあったやに私理解しておりまして、

市のほうでは税負担の関係について配慮させても

らうということも１めて市のほうで受けて、無償

貸し付けという形で対応させてもらっています。

なお、障害者の自立支援の作業所になっておりま

すので、年間を通じた運営経費も国、道、市の負

担も１めて一定の支援をしているものですから、

その中でそういう車が入ったということについて

は、より活動が充実することになるのではないか

という考え方もちょっと持っておりますので、具

体的な話については担当の福祉事務所のほうで協

議させてもらうことにしますので、よろしく御理

解賜りたいと思います。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりました。今佐〇１０番（佐藤 勝議員）

々木部長がおっしゃったとおり、今後活動がます

ます盛んになってくるということが予想されるわ

けでございますので、車両が１台ふえた、あるい

は０しい施設ができたということで、非常に条件

は整ってくるのですが、それに伴って経費もかか

ってくるということでございますので、０年度以

降に向けて十分な配慮を求めて、私の発言を終わ

ります。

川村幸栄議員。〇議長（小野寺一知議員）

２点についてお伺いを〇４番（川村幸栄議員）

したいと思います。

１点目は、１０款５項の大学費のところで、３

１ページになりますが、本館調理実習室調理台改

修工事４０２な円が減になっているわけですが、
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これ今年度の予算のところで私も質問させていた

だいたのですが、０館のほうに立派な調理台があ

るのに本館のほうでこれは改修がどういうことで

必要なのかというふうに御質問した経緯があった

かと思います。本館のほうも必要だということで

した。今回こういうふうに同じ額がマイナスにな

っているということは、全く改修工事がされなか

ったのかどうだったのか、この経緯についてちょ

っとお知らせをいただければというふうに思いま

す。

もう一点は、緊急福祉灯油支援事業補助金につ

いてですが、今灯油１リットル７０円前後という

ことで本当にほっとしているところなのですが、

去年の福祉灯油のときには８月の値段と１２月の

値段、２割以上の上昇をした場合ということで、

不安もあった中で今回補助金がついたということ

では本当に歓迎したいと思うのですが、平成１９

年度決算より名の金額が計上されているのですが、

この中身についてお知らせをいただきたいと思い

ます。また、施設も昨年は３つの施設に対して補

助がされているわけですが、そこの部分でふえて

いるかどうかについてもお知らせいただきたいと

いうふうに思います。

三澤大学事務局長。〇議長（小野寺一知議員）

調理台の改〇市立大学事務局長（三澤吉巳君）

修関係で御質問ございました。当初予算では、２

目学校管理費の修繕工事で当初予算を見させてい

ただきました。実際に事業を着手するに当たりま

して、修繕工事でなくて調理台を購入して対応で

きると、こういうことになったものですから、備

品購入費のほうに振り分けて、科目を振りかえま

して実施をすると、こういうことでございますの

で、御理解いただきたいと思います。０しくここ

で追加ということではなくて、振りかえというこ

とで御理解いただきたいと思います。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

福祉灯油につき〇福祉事務所長（小山龍彦君）

ましてお答えいたします。

福祉灯油につきましては、昨年と比較いたしま

すと若干下がりぎみということでございまして、

１２月に入るとさらに下がるのかなという状況で

はございますけれども、決算委員会の中でお示し

しているとおり今年度も実施するという方向で今

回補正を組んでおります。お尋ねの対象者につき

ましては、福祉協議会が実施する歳末助け合いの

義援金の配付対象になる方、それから丘の上学園、

それから緑カ丘寮、カレントハウスに入所される

世帯で障害を有する方の世帯、それから地域の民

生児童委員が要請する世帯ということで、特に市

長が支援することが適当と認める世帯ということ

で計上しておりまして、まだこれからの中で実施

の世帯数が決まってくるので、一概には言えない

ところでございます。

それから、支援の方法につきましては昨年同様

でございまして、さきの歳末助け合いの義援金配

付世帯につきましては一般世帯という扱いで１０

０リットル、それから先ほどの３施設入所世帯に

つきましては３５リットルということで考えてお

ります。

それから、配付の方式といたしましては、灯油

券方式を利用しておりまして、その灯油券をお使

いになりまして給油された方のそのときの実勢の

価格、そこを石油業協同組合との実質の契約価格

の中でその金額については支払いをしていくとい

うような形を考えておりまして、想定される部分

で申しますと３５０世帯、一般が２７０、施設が

８０世帯という計算でございます。

以上でございます。

川村幸栄議員。〇議長（小野寺一知議員）

大学費のことは了解し〇４番（川村幸栄議員）

ました。ありがとうございます。

福祉灯油の件なのですけれども、３５０件ほど

を目標にしているというようなお話でしたが、昨

年お聞きしたところでは１３５件だったというふ

うに、ちょっと間違えていたら申しわけないので

すが、これはかなりの世帯がふえているかなとい
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うふうに思うのですが、こういった皆さん方に民

生委員さんが要請する世帯ということで、今民生

委員さんのほうでは確認をしている最中なのかど

うか、その辺お知らせいただきたいのと、また昨

年も決算委員会のときにもお話ししたのですが、

民生委員さんを通じないで直接窓口へ来て申請し

た方に対しても見ていただくことができないのか

という部分と、また昨年と同様３つの施設に対す

る補助というふうにお話しでしたが、これ以外に

もせんだっての決算委員会でもお話しした、例え

ば学童保育所への支援だとか、そういうことは考

えていらっしゃらないのかどうかの部分について

お知らせいただければと思います。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

今川村幸栄議員〇福祉事務所長（小山龍彦君）

のほうから御質問ありました直接窓口の部分、あ

るいは学童保育という、学童保育世帯ですね。

（「保育所」と呼ぶ者あり）

保育所ですか。〇福祉事務所長（小山龍彦君）

今の部分で担当課のほうで昨年と同様の部分で計

画したというのは、とりあえず実勢価格が相当下

がっておりまして、さらに今名寄市の契約価格よ

りも現行が下がっている部分もございまして、ど

こまでの部分という部分はちょっと検討になるの

ですけれども、民生児童委員さんというのは地域

で活動されておりまして、まさに地域の世帯の状

況を把握されているかと思うのですけれども、窓

口に来られる方についてはなかなか生活実態が確

認できないという部分がございますものですから、

ルールといたしまして民生児童委員さんの推薦す

る方で、それをさらに検討してということで考え

ていきたいと思いますので、御理解を賜りたいと

思います。

川村幸栄議員。〇議長（小野寺一知議員）

昨年よりか灯油の値段〇４番（川村幸栄議員）

が下がっているというようなことではあっても、

本当に皆さん御存じのように生活が大変な状況に

あるわけで、名寄にとってはなくてはならない灯

油ということでは補助の対象を大きく広げていた

だきたいなというふうに思うわけです。例えば道

でいえば、当初１収円の予算をつけていたところ

に９月の補正で２収円をプラスして３収円を計上

しています。昨年から比べると ７名を道として

支援に用意をしているというふうに聞いています。

ですから、やっぱり名寄市としてもこの辺の、名

寄に全部がどっと来るわけではありませんので、

来る分も１めていろいろ御苦労されているかとは

思うのですが、ぜひお一人でも多い皆さん方に福

祉灯油の支援が行き渡るように心からお願いをし

て終わります。

川村正彦議員。〇議長（小野寺一知議員）

予算書でいうと３３〇２０番（川村正彦議員）

ページでしょうか。ここに学校給食食材供給設備

ということで ９９０な円ということで、パンの

製造に使っていただくのに市が整備してお貸しす

るというか、そういう事業だと思いますが、これ

についてちょっとできた後の運営管理、それから

市と委託業者との関係についてどういうふうなこ

とになるのか、そのことについてお聞きをしたい

と思います。

まず、この ９９０な円の工事内容です。建物、

それから機材はどういうことになるのか、その辺

の御説明をまずいただきたいのと、その後委託業

者にお貸しをするというか、使っていただくので

しょうけれども、その際に維持管理はどういうよ

うな形で、どういうふうな負担で行うのか。そし

てまた、この場合、建物等の使用料というような

ものについて無償貸与なのか、有償貸与なのか、

その辺まず教えていただきたいと思います。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

学校給食の食材供給〇教育部長（山内 豊君）

施設につきましては、改修工事に ９９０な円と

いうことで、内訳的には建築工事が７２０な円、

それから電気設備が１７０な円、機械設備工事が

９１０な円、消費税１９０な円ということで 

９９０な円ということであります。それで、パン
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の供給機器の関係ですけれども、これは機械設備

工事の中に１まれていますけれども、 １００な

円程度というふうに今考えてございます。工事に

つきましては、来年３月までにということで考え

ておりまして、供用開始については来年４月以降

ということで今のところ押さえてございます。

それから、今回の給食施設の条例の一部改正の

中で、学校給食センターの補完施設ということで

条例改正をさせていただきました。その中で、こ

れは特に今の学校給食センターが副食を供給をし

ているということでありますけれども、御存じの

ように今パンの部分についてはパンの機器が老朽

化をしているということで、市のほうで直接やる

ということにしましたので、その部分につきまし

ては今後直営ということでありますけれども、こ

のパン製造に当たっては業務委託を考えていると

いうことでございます。それで、業務委託の部分

でございますけれども、施設については基本的に

は市のほうが持っていかなければならぬのかなと

いうふうに思っていますが、維持管理の部分の電

気あるいは水道、上下水道です、そういったもの

についてはやはり業者がパン製造にかかわる部分

で使用するということでありますから、その部分

については何らかの形でお支払いいただくという

ことで考えてございます。

以上でございます。

川村正彦議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりました。〇２０番（川村正彦議員）

それと、まず今までのいろんな経過を見ていま

すと、いわゆるお使いいただく業者とのはっきり

した契約といいますか、覚書ではなくてある種契

約的なものをしっかりおさめておかないと、後に

なっていろんな見方の違いや主張の違いが出てく

るというおそれもあるということで、そういうも

のを契約としてしっかり業者と取り決めていくと

いうようなことの準備をされているのかどうか、

ちょっとまず１点です。

それと、この業者随契というか、余り競争関係

のない業者にお願いをするということでございま

すけれども、ここで市が ０００な円の投資をし

て、この設備を使って長期安定的に委託確保をや

っていただける。何十年もというわけにはいかぬ

としましても、少なくても長期安定的に委託をし

ていけるという見通しが現段階であるのかどうか

です。

それと、もう一点、委託の業者さんの御判断に

はなろうかと思いますが、今までは自前の店舗で、

自分の機械でやられていたので、可能性としては

近隣の学校給食センターの発注を例えば営業とし

て受けるかどうかは業者さんのあれではございま

すけれども、名寄市以外の学校給食からの依頼に

ついて他町村からもしあったような場合にそれは

使わせないのか、あるいはその都度話し合いでと

いうようなことなのか、その辺も。その３点につ

いてお聞かせいただきたい。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

業務委託につきまし〇教育部長（山内 豊君）

ては、やはり川村議員言われたように当然話の中

で決めたということにはならないと思いますので、

そういった委託契約についてはちゃんとしていか

なければならないなというふうに思っております。

それから、 ０００な円の投資ということで、

長期的に行えるかどうかということでございます

けれども、やはり安全、安心な学校給食を児童生

徒に供給をするという部分の中ではそういったよ

うな考え方も当然持ちながら、業務委託をする業

者がどこになるかわかりませんけれども、そうい

ったようなことでお話をさせていただきたいなと

いうふうには思っております。

それから、近隣の委託があったときにどうなの

かということであります。現在パン製造業を行っ

ている部分の中では、今歌登と、それから下川の

自治体のほうに供給をしているということであり

ます。それで、給食のパンの業務委託については

北海道学校給食会との絡みもあるのですけれども、

加工賃という形で委託をしているのです、学校給
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食会と業者の間で。その中でほかの自治体の中で

業務加工賃という形で支払うことができるのかど

うか、ちょっとその辺もまだ詰めていかなければ

ならないのですけれども、私どもとしてはその施

設を使うための負担金的な部分を、計算はもう少

ししなければならないのですけれども、そういっ

たことで求めていきたいなというふうに今のとこ

ろ考えております。

川村正彦議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりました。とい〇２０番（川村正彦議員）

うことは、一部今業者がお持ちの米飯の、米、御

飯を炊く機械は何か持ち込むような話も聞いてい

るのですが、その確認もさせていただきたいとい

うか、パンのほうは先ほど ９００な円ですか、

ぐらいで、パンの製造機は市が用意するのだよと。

米飯についてはどういうふうになるのかちょっと

もう一回説明いただきたいのと、それから給食費、

パン代、それから御飯代、これの給食費への影響

はあるのか、単価的には今までどおりなのか。今

負担金、施設使用料だとかで加工賃が決まってい

るので、一部負担もというお話もありましたけれ

ども、結果的に米飯、パンへの納入価格というか、

でき上がり価格について影響があるのかどうか、

その点２点についてお願いします。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

現在パン供給、食材〇教育部長（山内 豊君）

の施設については合併特例債の絡みがありまして、

これについてはパンの製造施設ということでスタ

ートをします。今のところは、パン供給というこ

とでございます。米飯につきましては、まだ機器

が使えるということがございますので、その方に

お願いをしたいということでありますので、４月

のスタート時点はパンの供給ということでござい

ます。

それから、パン代に、加工賃にはね返らないの

かどうかということでありますけれども、これに

ついては学校給食会とのやりとりもありますけれ

ども、加工賃も決まっておりますので、また今の

ところ月に２回ということでございます。維持管

理の部分の上下水道あるいは電気代につきまして

も今の試算の中ではそれほど高額なものではない

ということでございますので、そちらのほうに加

工賃のほうにはね返るというふうには今のところ

考えてございません。

以上です。

熊谷吉正議員。〇議長（小野寺一知議員）

余り言いたくはなか〇１９番（熊谷吉正議員）

ったのですけれども、今川村議員等が山内部長と

やりとりをした関係、学校給食センターの風連の

パンの供給の関係なのですが、公募ということで

認識をしていますけれども、その辺については当

然なのですけれども、間違いないですねというこ

とが１点です。パンということでスタートをする

ということですから、当然なのでしょうけれども。

そして、公募以降の市で設置をして製造を委託

をするということになるのですが、維持管理の問

題など、あるいは施設の使用料、特に条例を設け

ていませんから、使用料など、その辺については

しっかりした対応がとられる状況にあるのかどう

か、ちょっと気になる点があるものですから、再

確認の意味であえてそこの部分については求めて

おきたいと思います。

それから、１７ページのまちづくり推進事業費、

初めてですが、小学校区ごとに１な円の運営交付

金を制度化をしていこうということでしょうし、

今西だとか南地区でそれぞれそういう地域協議会

を立ち上げていこうとするのに対応するものだと

思うのですが、これは運営交付金ということで、

１な円が多いか少ないかは別にしてもどのような

形に使われるようなことを想定をされているのか。

あるいは、既存の交数以上の町内会でいろいろ事

業をやると、またそれに対する支援の事業もござ

いましたりしますけれども、会議費相当程度のお

茶代ぐらいかなという感じの認識をするのですが、

これは将来的にどのような形に発展をしていくよ

うな事業になっていくのか、初めてのことなもの
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ですから、お聞きをしておきたいと思います。

それと、２１ページ、負担金、民生費の児童福

祉費、認定こども園の促進事業費について、学校

法人の名称も出ておりましたが、施設に対する補

助も国のメニューや道のメニューも１めてスター

トをしているわけなのですが、改めて臨時交付金

がついたというようなことで、備品が計上されて

いるのですが、これはどのようなものに充てられ

ていくのか。もちろん法人から要望が上がってき

ての話だと思うのですが、当初では聞いていない

話なものですから、認定こども園は初めてなので

すけれども、他の保育所等々とのバランス等々の

関係もございますし、若干その辺についてはお聞

かせをいただければと思います。

ほかにありますけれども、これでやめます。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

業務委託の部分につ〇教育部長（山内 豊君）

いて、公募なのかどうかということでありますけ

れども、公募を基本として考えてございます。

それから、これからの運営についてということ

でどうなのだということでございましたけれども、

これも先ほど川村議員にお話ししたとおり、現状

月２回の使用ということで電気、それから上下水

道料ということでありますから、現状今お使いし

ている業者の方、そこと大体同じようなのかなと

いうふうに思いますので、比較論でございますけ

れども、その辺については運営はできるのではな

いかというふうに考えてございます。

以上です。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

まちづくり推進事〇総務部長（佐々木雅之君）

業の関係につきまして、１１月末までに７カ所の

うち３カ所、南小学校区、西小学校区、豊西小学

校区の３つが立ち上がりました。それで、今年度

につきましては３月までの、先ほど言いましたよ

うに事務費とか会議のそういう部分の費用という

ことで１な円掛ける７カ所ということで予算措置

させていただきました。それで、具体的な事業の

関係につきましては２１年度事業ということで、

２１年度の０年度予算の中で十分地域とも協議を

して予算計上してまいりたいというふうに考えて

おります。よろしくお願いします。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

認定こども園に〇福祉事務所長（小山龍彦君）

ついてのお尋ねでございまして、今回の補正額に

つきましては ８２０な ０００円ということで 

ございますけれども、備品購入につきましては８

３６な ０００円でございます。それから、建築

資材費等の高騰ということでございまして、 ９

８４な ０００円という２本立ての額を一本化し

ております。

それから、備品の部分でございますけれども、

備品につきましては大谷幼稚園さんは保育所の施

設がないということでございまして、保育所とい

うのはいわゆる給食を出すということがございま

して、その部分で備品の部分で申しますと例えば

給食の調理器具ですとか食器等、それからそれ以

外に保育の部分に関しまして遊具、歩行器、手押

し車、おむつ交換台など完全な保育の部分も踏ま

えまして、総額では ６７２な ０００円相当の 

部分について半額を市のほうで助成するという考

えで行っております。

以上でございます。

熊谷議員。〇議長（小野寺一知議員）

子育てにウエートを〇１９番（熊谷吉正議員）

かけていかなければならぬという時代ですから、

基本的には賛成なのですが、先ほども言いました

ように保育所施設がないというようなことで、半

額備品関係についてということで、これは当初か

らわかっていることではあったのではないかなと

いうふうに考えていまして、０たな財源が生まれ

てきたということの背景もありますし、心配する

のは認定保育園は１カ所ですけれども、それぞれ

の保育所でも悪戦苦闘をしながらやられていると

いうことも１めて、これがさらに他にも必要なも

のが拡大をされていくのだということにつながっ
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ていけば、バランスの問題ではないのかもしれま

せんが、必ずしもそうとも言い切れないのかなと

いう感じがして、若干そういう面ではアバウトな

提示のような気がして、私は他の保育所の現状に

ついてもしっかり精査をされながら支援をすると

いうことではこれには賛成をいたしますけれども、

その辺の提示のあり方として一考が必要なのかな

という感じがしていますので、意見を申し上げて

おきたいというふうに思います。

給食センター、パンの関係については、念を押

すまでもありませんけれども、今までも聞こえて

はきていたのですけれども、何かしら既存の業者

さんをイメージをされたようなやりとりはいかが

なものかなという感じがしていまして、公募のあ

り方もそれは名寄市内ということの限定も必要な

のかもしれませんけれども、誤解を生まないよう

な、パンと御飯は別問題、提案の前段からすると

当然わきまえた上で、不審を持たれないような対

応をするようにしっかりやっていただきたいと思

っています。

まちづくり推進事業の関係は、今の地域協議会

方式がいかがなものかなという、個人的にはちょ

っと違う見解もありますけれども、今いろいろそ

こから口火を切って０たな段階に入るということ

を期待をしながら是としますけれども、来年度以

降０たな姿の形のいろいろな段階ではまた論議さ

せていただきたいと思います。

田中之繁議員。〇議長（小野寺一知議員）

今の給食センターの〇２２番（田中之繁議員）

関連でちょっと聞きたいのですが、確かにこれか

ら合併していろんな問題出てきたと。しかし、私

はちょっと給食センターのそういう対応の仕方も

これから気をつけていかなければならないのでは

ないかと。それは、やはり早く言えば小麦、道産

の小麦を使ったりなんかする場合本当に高い。原

料買うのに高いですよね。しかし、給食センター

の料金上げられないという。何年も我慢させなが

ら、長年業者と取用やっていたということで、と

にかく給食にはね返るから我慢してほしいという、

こういうような話もずっと聞いております、納入

している業者に。しかし、そういうこともやりな

がら、長年の間でお互いにやってきたという、こ

ういう経過があります。しかし、やっぱり今まで

のそういうやった経過もなしにただ０しくここを

やりなさいというものは、借金もなければ一番や

りやすい。しかし、そういういろんな問題を抱え

ながら協力してきたということもやはり担当者は

配慮してくれないと、ただ使い捨てだということ

であれば、これはやっぱり今まで協力してきた部

分に対してある面ではちょっと困るのでないかと。

こういう面は、私実際に回ってみて何回も聞いて

きました。しかし、確かに風連と名寄と合併した

ときに業者は名寄に来ればこれだけでかい範囲の

中に入ってこられると。風連は風連の中であれば

小さな中でやってきたと。しかし、そういう中で

何年間かお互いにやってきた中、そのうちになれ

たらお互いに入札権も持つ、こういうことも大事

ではないかということも調査しながら私は見てま

いりましたけれども、今までもうけてもうけて城

でも建てているのだったらあれですけれども、安

くしておいてそれを維持するために、要するにあ

る程度販売しても、これはさっき言ったように水

道料だとか電気料の分はもらうということで、や

はりそこら辺を担当者もいろんな面でしないと、

物が上がったからすぐ上げますということになれ

ば、これはもう本当に業者としても大変だろうし、

そこら辺をどういうふうに考えているか、ちょっ

とお聞きしたいと思います。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

道産の小麦につきま〇教育部長（山内 豊君）

しては、北海道給食会が一括購入して各学校給食

会に納入するということになっておりまして、そ

の分でのパン製造をする部分は原材料を提供して、

加工賃で業務を展開してもらうということになっ

てございますので、その辺は高い小麦を買ってい

るとかなんとかということではなくて、北海道給
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食会が一括購入してそれぞれ配付しているという

ことになりますので、御承知おき願いたいという

ふうに思います。

それと、給食費の値上げ等につきましては学校

給食会等で検討ということになるのですけれども、

実は平成１９年度中もそれぞれの値上げ等がござ

いまして、学校給食費もというふうなことがござ

いましたけれども、学校給食会の中では平成２０

年度については値上げをしない方向でという、そ

ういったことで今日まできております。ただ、現

在それ以上にまた食材等の高騰があります。ただ、

名寄市の場合は地産地消といいますか、地元の食

材を今まで使ってきたということで何とかしのい

できましたけれども、ほかの加工食品等が値上が

りをしているという部分の中で、現在次年度以降

の学校給食費についてどうすべきかということで

は学校給食会の中で今検討中ということでありま

すので、御理解いただきたいというふうに思いま

す。

以上です。

田中議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりました。〇２２番（田中之繁議員）

パンだけの話でなくて、ラーメンだとかうどん

の、こういう中の話を私はちょっとさせていただ

いたのだと。北海道産の小麦がそういうふうに保

証されているということであれば、これはもう本

当にこれからのことに対して、やっぱり大分昔か

ら入れているのだなと。ただ、さっき言ったのは

ラーメン業者がうどん業者が入っているときに余

りにも差があったと。こういうことになれば、や

はりこういうことで偽装もあるのだなと。名寄の

人はまじめだからあれですけれども、そういうと

ころで偽装も生まれてくるのだなというふうに私

はちょっと考えたから言ったわけですが、とにか

くそこら辺お互いにやっぱりもう将来に向かって

いいものをみんなに出すというのが基本ですから、

ひとつそこら辺をしっかりとしていただきたいな

と。

ほかに質疑はござい〇議長（小野寺一知議員）

ますか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結い〇議長（小野寺一知議員）

たします。

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第２４号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第２４号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１９ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

２５号 平成２０年度名寄市国民健康保険特別会

計補正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第２５号 平成２〇市長（島 多慶志君）

０年度名寄市国民健康保険特別会計補正予算につ

いて、提案の理由を申し上げます。

歳入歳出予算の補正では、保険事業勘定におき

まして歳入歳出それぞれ７０５な円を追加し、予

算総額を３１収 ４２１な ０００円に、債務負 

担行為の補正では直診勘定におきまして債務負担

行為を追加しようとするものであります。

まず、保険事業勘定の歳出について申し上げま

す。２款保険給付費では、療養費を６００な円、

出産育児給付費を１０５な円それぞれ追加しよう

とするものであります。

次に、保険事業勘定の歳入について申し上げま

す。８款繰入金では、一般会計繰入金におきまし

て出産育児給付費の一般会計負担分７０な円を追



－44－

加し、基金繰入金におきましては６３５な円を追

加して調整を図ろうとするものであります。

次に、直診勘定の債務負担行為補正について申

し上げます。今回の補正は、平成２１年度におけ

る風連国民健康保険診療所清掃等業務委託料の限

度額を２００な円にしようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第２５号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第２５号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２０ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

２６号 平成２０年度名寄市介護保険特別会計補

正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第２６号 平成２〇市長（島 多慶志君）

０年度名寄市介護保険特別会計補正予算について、

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、保険事業勘定におきまして歳入

歳出それぞれ７４な円を追加し、予算総額を１８

収 ８４６な ０００円に、サービス事業勘定・ 

風連におきまして歳入歳出それぞれ１２５な円を

追加し、予算総額を４収 ９１５な ０００円に 

しようとするものであります。

まず、保険事業勘定の歳出について申し上げま

す。１款総務費では、要介護認定システム改修委

託料等により６４な円を追加し、２款保険給付費

では介護サービス等諸費及び介護予防サービス等

諸費を増減し、保険給付費内で調整しようとする

ものであります。

７款諸支出金では、歳出、還付金１０な円を追

加しようとするものであります。

次に、保険事業勘定の歳入について申し上げま

す。４款国庫支出金では要介護認定モデル事業費

補助金等により３６な ０００円を、８款繰入金

では一般会計繰入金として３７な ０００円をそ

れぞれ追加しようとするものであります。

次に、サービス事業勘定・風連の歳出及び歳入

について申し上げます。歳出の２款事業費では、

酸素機器増設工事等により１２５な円を追加しよ

うとするものであります。

歳入の５款国庫支出金では、地域活性化・緊急

安心実現総合対策交付金として１２５な円を追加

しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第２６号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第２６号は原案のとおり可決され
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ました。

日程第２１ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

２７号 平成２０年度名寄市下水道事業特別会計

補正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第２７号 平成２〇市長（島 多慶志君）

０年度名寄市下水道事業特別会計補正予算につい

て、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、債務負担行為の追加を行おうと

するものでありまして、平成２１年度における下

水終末処理場清掃等業務委託料の債務負担行為の

限度額を１２０な円にしようとするものでありま

す。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第２７号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第２７号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２２ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

２８号 名寄市議会会議規則の一部改正について

を議題といたします。

本件は、地方自治法の一部改正に伴い、会議規

則の一部を改正しようとするものであります。

お諮りいたします。本件につきましては、全議

員による提出でありますので、提案説明、質疑、

委員会付託を省略し、直ちに採決することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認め、採〇議長（小野寺一知議員）

決を行います。

本件を原案のとおり決定することに御異議ござ

いませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第２８号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２３ 報告第〇議長（小野寺一知議員）

１号 専決処分した事件の報告についてを議題と

いたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

報告第１号 専決処分〇市長（島 多慶志君）

した事件の報告について申し上げます。

事故の内容は、本年１０月６日午前１０時３０

分ごろ、名寄市西１条南１丁目、名寄市役所名寄

庁舎西側駐車場におきまして、建設水道部所管の

公用車が駐車場に駐車する際に運転操作誤りのた

め、駐車中の名寄市風連町字東風連３０００番地、

佐藤勝氏が所有する普通乗用車に接触し、破損さ

せたものであります。過失割合は本市が１００％

であり、相手方車両の修理代として本市が３な

３４６円を負担することで示談が成立し、和解し

たところであります。

以上、地方自治法第１８０条第１項の規定によ

り専決処分をしたので、同条第２項の規定により

御報告申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）
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ります。御発言ございませんか。

谷内司議員。

このことについてで〇２１番（谷内 司議員）

すが、過去からこの１００対ゼロという交通事故

は大変多い。それで、今回の見たら、また過失の

程度が６０とか３０とかという形であるならば避

けようとしても避けられないのが交通事故だと思

うのです。それは仕方ないのかと思うのですが、

１００対ゼロというのはとても私自身は認めるこ

とはできないと思います。まず、一つの要万なの

ですが、昨年だったですか、産業まつりのときも

バックしていって後ろ見たけれども、ぶつかった

なんてそんなのもあったし、今回だってこれを見

ていくと１０月６日、この日は私どもも稲刈りや

ったときで晴れの日なのです。雪も降っていませ

ん。それは、この地図を見たときにとんでもない

ことで、これで免許が取れたかなと。これ絶対自

動車学校行ったら免許取れないのですが、どうし

てこういうぐあいになったのか、詳しく説明して

ください。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

詳しく説明さ〇建設水道部長（野間井照之君）

せていただきますけれども、これはもう今言われ

るとおり本人の不注意で、何物もございません。

当然前方、横を注意してバックするのは当たり前

でありまして、免許を持っているならば普通のこ

とだというふうに私も考えています。したがって、

詳しくと言われても何とも申し上げようがないの

ですが、本人の不注意ということで大変遺憾に考

えていますので、よろしく御理解いただきたいと

思っています。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

本人の不注意はわか〇２１番（谷内 司議員）

るのです。これそれなら、私どもにしたら何か考

え事でもしていたのか、よそ見でもしていたのか、

何かあると思うのです。だから、前に私も言って

いたことがあるのですが、こんな事故がいつまで

もあったらだめなのだから、前提案したことあり

ます。自動車学校へ行ってもう少し教習し直しな

さいという提案をしたのですが、それをした経過

はあるのかないのか。これは、当然それに該当す

ると思いますけれども、どうですか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

谷内議員おっしゃ〇総務部長（佐々木雅之君）

るとおり、視力とか行動能力が遅いとかという部

分については自動車学校の研修をどうするかとい

うことは検討したことはあるのですけれども、現

実にはまだそこは行っていません。今回の分につ

いては、風連庁舎に勤務している者が同じ事務所

を名寄庁舎側のほうにも持っていましたので、恐

らく本人も急いでいたのか、うっかりしての事故

でしたので、何回も同じような事故を起こすわけ

ではなくて、たまたま産業まつりのときには忙し

さの中でちょっと注意力が散漫になったと。今回

についても風連庁舎からこちらのほうに来て事務

処理をするときに、そういう部分でのうっかりミ

スということでしたので、本人には懲罰委員会で

懲罰についてはしっかり市長から厳重注意の処分

をさせていただきまして、本人は相当重く受けと

めていると思っておりますので、運転能力に問題

がある場合については谷内議員のおっしゃるよう

なことについてはもう少し積極的に検討してみた

いと思っていますが、ちょっとうっかりミスの関

係については本人に市長を初め担当部長からもき

つく注意をしてもらって、このような事故のない

ように今後努めてまいりたいと思っております。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

本当にこれ怒っても〇２１番（谷内 司議員）

仕方がないことなのですけれども、やっぱりこれ

を見たときにこういう事故があったよと仮に市民

の中に、みんなにマスコミなどに出たときに、こ

れ見たらどう思いますか。こんなぶつかり方した

ら、当然こんなのって考えられないのです。こう

曲がってこう入っていくのに、目の前に車がいた

ら、危なかったらとまってでも切り返してでも入

って、必ずするのです。それを目の前に車あるの
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に真っすぐ突っ込んでいったら、自殺行為みたい

なものでしょう、これだったら。それでは、絶対

これから車に乗せたときにそういう考えだったら

乗せられないのではないですか。だから、そうか

といって余りそれをするとやっぱり役所の人間で

すから、車に乗っていくというのも嫌がるだろう

し、車に乗らぬということもできるから、そんな

こともいろいろあると思うのですが、余りにもこ

れではひど過ぎるから、この絵を見た範囲内でで

すよ。ですから、これでは全然運転する資格がな

いという判断だから、自動車学校へ行って３日で

も１週間でもちゃんと自動車学校で教習はしてく

れるそうですので、それは確認してありますので、

ぜひそちらのほうへ行ってこういう事故のないよ

うにやっていただきたい。その辺再度お願いしま

す。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

昨年起きた事故の〇総務部長（佐々木雅之君）

中で一番本人に注意をきちっと促してやらせるた

めの一つの方法として、交通安全の啓発運動の中

に担当部長から指示させてもらいまして、積極的

に参加させて、安全運転の大事さというものにつ

いても去年は実施させてもらいました。この職員

につきましてもそういう形での交通安全の大事さ

ということも１めて、同じような形で対応させて

もらいたいと思っています。

それから、自動車学校の安全運転の関係につい

ては、交通担当のほうとも協議させてもらいまし

て、どういう方法がとれるのか、ちょっとお時間

いただいて検討したいと思っています。まずは、

職員の気持ちの問題が大事だと思っていますので、

職員にしても風連庁舎などお互い行き来していま

すので、相当の台数車走っていますが、車同士の

事故で、これ人を巻き込んだりなんかしましたら

もっと大きい事故になりますので、この辺の注意

については十分本人に注意を喚起したいと思って

おります。よろしくお願いします。

ほかに質疑はござい〇議長（小野寺一知議員）

ますか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結い〇議長（小野寺一知議員）

たします。

報告第１号を終結いたします。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

議事の都合により、明日より９日までの８日間

を休会といたしたいと思いますが、御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、明日より９日までの８日間を休会とす

ることに決定いたしました。

以上で本日の日程は〇議長（小野寺一知議員）

すべて終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ２時４６分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 小野寺 一 知

署名議員 佐 藤 勝

署名議員 高 橋 伸 典
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平成２０年第４回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２０年１２月１０日（水曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（２６名）

議 長 ２６番 小 野 寺 一 知 議員

副議長 １９番 熊 谷 吉 正 議員

１番 佐 藤 靖 議員

２番 植 松 正 一 議員

３番 竹 中 憲 之 議員

４番 川 村 幸 栄 議員

５番 大 石 健 二 議員

６番 佐 々 木 寿 議員

７番 持 田 健 議員

８番 岩 木 正 文 議員

９番 駒 津 喜 一 議員

１０番 佐 藤 勝 議員

１１番 日 根 野 正 敏 議員

１２番 木 戸 口 真 議員

１３番 高 見 勉 議員

１４番 渡 辺 正 尚 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 山 口 祐 司 議員

１７番 田 中 好 望 議員

１８番 黒 井 徹 議員

２０番 川 村 正 彦 議員

２１番 谷 内 司 議員

２２番 田 中 之 繁 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 中 野 秀 敏 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 佐 藤 健 一

書 記 間 所 勝

書 記 松 井 幸 子

書 記 高 久 晴 三

書 記 熊 谷 あ け み

１．説明員

市 長 島 多 慶 志 君

副 市 長 中 尾 裕 二 君

副 市 長 小 室 勝 治 君

教 育 長 藤 原 忠 君

総 務 部 長 佐 々 木 雅 之 君

生活福祉部長 吉 原 保 則 君

経 済 部 長 手 間 本 剛 君

建設水道部長 野 間 井 照 之 君

教 育 部 長 山 内 豊 君

市立総合病院
内 海 博 司 君

事 務 部 長

市 立 大 学
三 澤 吉 巳 君

事 務 局 長

福祉事務所長 小 山 龍 彦 君

上下水道室長 和 田 博 君

会 計 室 長 成 田 勇 一 君

経 済 部 次 長 上 田 盛 一 君

監 査 委 員 森 山 良 悦 君
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休会前に引き続き本〇議長（小野寺一知議員）

日の会議を開きます。

日程第１ 会議録署〇議長（小野寺一知議員）

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

１２番 木戸口 真 議員

１４番 渡 辺 正 尚 議員

を指名いたします。

日程第２ これより〇議長（小野寺一知議員）

一般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

保育料の見直しについて外２件を、谷内司議員。

おはようございます。〇２１番（谷内 司議員）

議長のお許しをいただきましたので、通告に従い

まして、この場からの質問させていただきたいと

思います。

１点目に、保育料の見直しについてお伺いいた

します。旧風連町では、幼保一元化審議委員会を

立ち上げ、平成１２年１２月８日に答申を受けま

した。急速に進む少子化の現状と幼保一元化の課

題を討議し、保育所、幼稚園、子育て支援センタ

ーの一体化が風連町のすべての幼児と保護者に夢

と希望を与え、喜んで楽しく集う、そして学ぶ場

として一日でも早く完成すべしとの答申を受け、

今年で幼保一元化も保育所で４年目を迎えたとこ

ろでございます。今後このことはどのようになる

のかをお伺いしたいと思います。

保育料を定めるのには、保育所と幼稚園を同時

に考えるべきと思いますが、さきの説明会に保育

所だけの説明であったところから、保育料の見直

しについてお伺いをいたしたいと思います。平成

１８年３月の合併により３年間据え置き、その後

７年間で新市の保育料に統一するとされておりま

すが、新市の保育料は合併協定書に記載されてお

ります。新市において定めるとされているところ

であります。旧名寄市の保育料が新市の保育料な

のか、また料金を決めるのにどのように協議され

たかをお知らせください。

また、説明会は９月、１０月にて２回行われて

おりますが、もっと早い時期にできなかったのか。

あの説明会では住民理解が無理と思いますので、

今後どのように考えているかもお尋ねいたします。

また、説明会では数多くの保護者の意見が出され

ましたが、利用者の声としてどのように考えてい

るかもお知らせください。

次に、未収金についてお伺いいたします。風連

地区には未収金はゼロであり、名寄地区には未収

金があります。未収金対策はどうなっているのか、

その原因についてどのようにお考えかもお伺いい

たしたいと思います。

２点目に、定額給付金について、その対応につ

いてお伺いしたいと思います。国は、生活支援に

より定額給付金を全世帯一律に支給と発表されま

したが、閣僚から所得制限の主張や生活の余力の

ある人は辞退せという意見が出て、政府は所得制

限、年収 ８００限限を設けるかどうかは地限に

丸投げをしたところであります。このことにより

各市町村は、所得制限をやれと言われても事実上

無理という悲鳴を上げています。名寄市としては、

これはどのようにお考えか、２点についてお伺い

したいと思います。

１点目に、住民に対する給付の考え限は。

２点目に、給付に係る事務負担は。

その２点をお伺いして、この場から質問とさせ

ていただきます。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

おはようござい〇福祉事務所長（小山龍彦君）

ます。谷内議員から保育料の見直し及び定額給付

金の２点について御質問がありました。保育料の

見直しについては私のほうから、定額給付金につ

いては総務部長からの答弁となります。

最初に、保育料の見直しにつきまして小項目で

３点の御質問になっておりますが、順次お答えい
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たしたいと思います。合併前の風連町と名寄市の

保育料には、３保児未保で保６限 ０００限の保

があり、その扱いについては合併協議を進めるに

当たり大きな論点になりました。その結果として、

合併協定書に風連町の保育料については平成１８

年から３年間は現行のとおりとする。その後７年

間で新市において定める保育料に段階的に統一す

ると記載され、激変緩和を行いながら保育料の統

一を図っていくとされております。平成２０年度

は据置期間の最終年に当たるため、平成２１年度

以降７年間で保育料をどのように統一していくか

の考え限を保護者の限々にお示しをいたしました。

新市における保育料は、合併初日の平成１８年３

月２７日において新市の多数の条例及び規則が決

定されましたが、その中で規則第８１号として名

寄市保育の実施に関する条例施行規則として決定

され、同日施行により名寄市内４保育所の利用者

に適用されております。

さて、風連地区の保育料と名寄地区の保育料を

統一する限法としては、風連地区保育料の階層を

新市の３保児未保１０階層及び３保児以上児の１

０階層に統一し、新市の保育料と風連地区の保育

料の保額を７年間ですり合わせるということで７

で除し、その金額に１００限未保の端数が出た場

合は最終年度で調整することとし、９月３０日及

び１０月９日に開催した説明会で説明をさせてい

ただきました。保育料の統一は、旧自治体間の合

併合意事項であり、統一の限法は別として、お尋

ねの保育料の統一に係り新たに保険料を見直すこ

とについては現在考えておりません。現行の保育

料をベースにした統一に御理解をお願い申し上げ

ます。

次に、幼保一元についてお話がありましたので、

触れておきたいと思います。旧風連町におきまし

て実施されておりました幼保一元につきましては、

預かる子供に保はないという考えで、幼児教育、

保育の垣根を超えてそれぞれの制度が補完し合う

子供にとってはよい制度という認識を持っており

ます。しかし、今回の保育料の統一を実施してい

く場合は、保育所は保育所のルール、幼稚園は幼

稚園のルールで運営されることから、今回の統一

に幼保一元の思想を踏襲し、実現していくのはい

ろいろな課題があるのではと思っております。そ

の趣旨を実現する限法としては、現在市が大谷幼

稚園と取り組んでおります認定こども園制度によ

るのが一番近い形かと思われます。

次に、未収金についてお答えいたします。平成

１９年度分の保育料未収金の状況で、公立保育所

の未収金は４７１限 １３０限で、収のの９ ０ 

２％であります。また、へき地保育所では２１限

限で、収のの９ ６０％に当たり、合計４９２限

１３０限で、全体では収のの９ ７９％となっ 

ております。未のの原因につきましては、未のさ

れた限にもそれぞれの事情があり、一概に言えな

いところではありますが、未収金収ののの向上を

図るための対策としては、郵送による督促はもと

より、１０月、２月の保育所実態調査時での督促

及び担当職員による訪問徴収などを行っています。

また、今年度は１２月に保育料のの入を促す月間

と位置づけ、未の者に対し保育所長を通じ文書を

手渡し、電話での入を促すなど収のの向上に努め

てまいりたいと考えておりますので、御理解をお

願い申し上げます。

次に、説明会の開催時に保護者から寄せられた

意見をどのように反映していくかということにつ

きましてお答えいたします。最初に、説明会の開

催時期につきましては、平成１８年３月２７日の

合併日以降３年間の据え置きとはいえ、説明会が

本年９月３０日及び１０月９日と開催が遅くなっ

たことにつきましては、もう少し早く利用者に対

し改正の内容を説明すべきとの御指摘、まさに議

員御指摘のとおりかと思っております。また、説

明会において保護者にお示しした資料が少なく、

加えて言葉による説明が多かったことから、内容

の理解がされにくかったことにつきまして、この

場をおかりし、心よりおわびを申し上げるところ
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であります。

さて、この説明会に出席されました保護者の限

々から保育料のことや子育て制度などさまざまな

御意見をいただきました。この説明会では、合併

協定書の内容に沿って平成２１年度から７年をか

けて新市の保育料に統一することを、そしてその

間、保額をどのような限法で統一していくのかが

説明の趣旨でございましたので、席上いただきま

した御意見につきましては今後の名寄市の子育て

支援に対する御意見としてお伺いし、参考意見と

して活用したいと考えておりますので、御理解を

いただきます。

なお、保育所の運営に関しましてその他として

は、保育料に連動する延長保育料や保護者の御都

合により御利用いただく際の一時保育料などもそ

れぞれの体系がありますので、これらの調整に関

する考え限についても今年度中に市民周知のため

の説明会を開催し、保護者の限々にお示ししたい

と考えておりますので、御理解をお願い申し上げ

ます。

以上、保育料の見直しについての答弁といたし

ます。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、私のほ〇総務部長（佐々木雅之君）

うから大項目の２つ目、定額給付金の対応につい

てお答えいたします。

総務省は、景気後退下での住民の不安に対処す

るため、住民へ生活支援を行うとともに、あわせ

て住民に広く給付することにより地域の経済対策

に資することを目的として、総額２兆限の定額給

付金の支給が示され、支給内容や手続をまとめた

たたき台が１１月２８日に各自治体に示されまし

た。このたたき台によりますと、事業の実施主体

は市町村で、その経費は備品購入費等を除き全額

国の負担となります。給付対象者は、平成２１年

１月１日または２月１日のどちらかを基準日とし、

住民基本台帳に記録されている者と外国人登録原

票に登録されている者のうち一定の者とし、受給

権者はその者の属する世帯の世帯主となっていま

す。所得制限につきましては、基本的には設けな

いことを基本としていますが、所得の一定基準額

８００限限以上の世帯８成員がいる場合、希望

する市町村は給付額を給付しないとすることがで

きることとなっています。市町村は、受給の辞退

を呼びかけることもできるとも言われています。

現時点では、税情報とのチェックなど事務の煩雑

を避けるため、制限を設けないという自治体が多

いように伺っていますが、他市との状況を勘案し

ながら決めていきたいと考えております。給付額

につきましては、１人につき１限 ０００限、た

だし基準日において６５保以上の者及び１８保以

下の者については１人につき２限限となっていま

す。

申請及び給付に係る事務の流れは、原則として

３つの限式の組み合わせにより行うこととされて

います。１つは、郵送申請限式で、市町村が定額

給付金の申請書を受給権者あてに郵送し、受給権

者は申請書に振り込み先口座もあわせて記入の上、

市町村に郵送。市町村が送付された申請書の内容

を確認し、給付を決定。市町村は、指定された口

座に給付金を振り込む。２つ目は、窓口申請限式

で、市町村が定額給付金の申請書を受給権者あて

に郵送。受給権者は、給付金の申請及び振り込み

口座届け出を内容とする申請書を市町村窓口に出

向いて申請書を提出。市町村の窓口において公的

身分証明書等により本人確認後受理。市町村は、

この指定された口座に給付金を振り込む。３つ目

は、窓口現金受領限式。市町村が定額給付金の申

請書を受給権者あてに郵送。受給権者は、給付金

の申請書を市町村窓口に出向いて申請書を提出。

市町村の窓口において公的身分証明書等により本

人確認後受理。市町村は、本人を確認した上、給

付を決定後、窓口において現金により給付。以上

の３つの限法がありますが、市町村窓口における

事務負担の軽減及び窓口で多額の現金を取り扱う

危険性の観点から、今説明させていただきました
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郵送限式、窓口申請、窓口現金受領の順番で開始

することを基本とし、窓口現金受領につきまして

は振り込みでの給付が困難な場合に限ることが望

ましいとされております。

給付開始日につきましては、市町村において決

定とし、年度内の給付開始を目指すとなっていま

すが、国の予算審議も年明けからということと、

市議会の予算の議決が伴いますので、現時点では

定かではありません。また、申請期限につきまし

ても給付申請受け付け開始から３カ月以内または

６カ月以内の２案で現在国で検討されています。

以上のように国の段階でまだ不透明な部分が多く

あり、全国市長会など地限六団体や国・地限定期

意見交換会などから意見を収集し、現在検討して

いるところです。

給付に係る事務負担につきましては、年度内給

付ということでありますので、年度内の繁忙期で

実施が想定されますが、名寄市におきましては１

０年前の地域振興券の経験を生かし、スムーズな

給付事務を取り進めるべく情報収集に努め、市民

の皆様に御案内をしてまいりたいと考えておりま

す。

なお、現時点でもこの定額給付金の給付を装っ

た振り込め詐欺や個人情報の搾取が危惧されます

ので、市広報等により国や市町村においてはＡＴ

Ｍの操作や手数料の振り込み依頼や世帯８成や銀

行口座番号の照会は絶対ないこと等を市民に周知

をしていかなければならないと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、何点かに〇２１番（谷内 司議員）

ついて再質問させていただきたいと思いますけれ

ども、まず初めに幼保一元化についてお尋ねいた

しますけれども、多分幼稚園、保育所の料金が改

正されるということは、幼保一元化はなくなるの

だろうと、そのように私は考えます。せっかくこ

としで４年目を迎えた幼保一元化、そして定額に

おいて子供を預かる、このことについて風連地区

のほうの運営しているのは法人であります清風会

がこれの担当をしているのですが、その辺につい

て幼保一元化のことについて検討した経過がある

のか、協議した経過があるのかをお知らせいただ

きたいと思います。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

幼保一元化の部〇福祉事務所長（小山龍彦君）

分でございますけれども、幼保一元化の部分につ

いてはこれからの協議ということで、今回は保育

料の改定をまず最初に御理解いただくということ

で説明会等を進めてまいりました。その中で今議

員御指摘のように、確かに幼保一元の部分に大変

関連する部分が多いものですから、担当の職員と

ともにこの部分は現在詰めているところでござい

ます。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

保育料だけを審査す〇２１番（谷内 司議員）

るのでなくて、風連の場合は幼保一元化で幼稚園

も保育所も一緒にやっているのです。そうすると、

それを運営しているのは法人でしょう。それなら、

一番先に法人と、料金を設定するのそこでないと

思うのですが、やはりそういう運営している法人

の会があるならばそこら辺とよく打ち合わせをし

て、幼稚園はこうなりますよ、保育所はこうなり

ますよという打ち合わせを一番先にしなければな

らないと私は思います。それもしないで、ただた

だ保育料の料金だけをどうのということになりま

せん。ですから、それをされていないのだったら、

早急にそれをやっていただきたい。この間法人の

限の理事さんにお会いしてきたのですけれども、

そんな話一回も聞いたことないよと。幼保一元化

なくなるのかと。その役員さんでさえわからない

のです。ですから、それは一番先に進めて、そし

て金額などは決めるのでなくて、こうなるのでど

うですかとか、幼稚園はこうですよとか、そうい

うことをやっていただきたいと思いますので、そ

れはぜひお願いしたいと思います。

それから、保育料なのですけれども、先ほど申
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し上げましたように新市において定めるというこ

とは、私どもにしてもそうなのですが、この間の

説明会でも言われていますように合併の中で決ま

ったのだよといったときに説明何て言われました

か。合併する中で決まったなら、説明しなさいと

父兄から言われたときにあなた、答えましたか、

何か。一言も答えませんでした。それだって、あ

のときは私もちょっと参加させていただいたので

すけれども、資料としてはこの資料１枚。３保児

以上、３保児以下、これだけしか提出していなか

った。そんな中で説明が終わったから、とても私

は理解できないと。ですから、新市の保育料とい

うのは新たに定めるということは、これからこう

だからいろいろな積み上げを起こして、それでこ

うなるよと。それは、現行の名寄市のゼロから８

限限に合うと。だから、こうだからと説明するの

ならいいけれども、３年間の間にそういうことを

いろいろなことを踏まえて協議をした経過がある

かないかお知らせください。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

その件につきま〇福祉事務所長（小山龍彦君）

しても議員御指摘のとおりでございますけれども、

ただ新市において定める保育料ということにつき

ましては、この際いろいろ調査いたしました結果、

協定書の中に書かれている内容といたしましては、

旧名寄市、旧風連町もそれぞれ国のベースとはか

け離れた部分がございまして、とりあえず７年間

という部分を踏まえている意向といたしましては

値上げの限向ということで、旧市の保育料に合わ

せるという考え限が議論の中でされたそうであり

ます。そのままの状態ですと、また国に合わせる

という議論が出た場合にということも加えまして、

新市において定めるという表現になったというふ

うに伺っております。そういったことでございま

して、新市における定める保育料という考え限に

つきましては以下のとおりでございますけれども、

それ以降の３年間、合併から今までの３年間につ

きましてはまさに３年後の据置期間を経てから議

論するというような部分ではなく、既に最初に合

併したときに新市に移行しました保育所の利用の

限に対して保育料として設定したのが新市という

解釈で進んでおりましたので、そういうことで御

理解をお願いいたしたいと思います。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

言っていることがわ〇２１番（谷内 司議員）

からない。私自身ゼロから８限限が高いとか安い

とかというのではないです。名寄市がそれに倣っ

て、それに合わせると。それはいいのです。でも、

あの説明会にいたら、ゼロから８限限になったの

はこういうわけだからと。ゼロから８限限になっ

て、それに合わせてほしいと。その説明がなくて、

名寄市で決めたからと。その決めたゼロから８限

限になったのはどうなのだと聞かれたとき、その

説明をしなければならないでしょう。そして、今

回統合するのはいいので、しなければならないの

はわかるのですが、そうしたらあのときに言われ

たように私も思うのですが、保育料のあり限、名

寄と風連の保育は違うと思うのですが、それはど

うするのだと。賃金はどうするのだと。パート代

金はどうなるのだと。そういうことを踏まえて審

議しなかったら、それもちゃんと説明しなければ

ならないと思うのです。私の調べたところでは、

保育所の保育の仕限というのは違います。賃金に

ついては、職員の賃金、初任給については大体同

じだと思います。それから、保育所にはパートさ

んがいっぱいいますよね。パートさんがいる中で、

風連の人のパート代は１時間７５０限です。名寄

のパートさんについては９６０限でしょう。それ

だって統合したら、合わせていかなければならな

い、当然ばらばらでないと思いますから。そうし

たら、その辺もこういうぐあいに協議したよ、そ

ういうものを含めてちゃんと協議した結果、そし

て積み上げた結果、現在の名寄市のゼロから８限

限になるのだよと、そういう説明を父兄にしなけ

ればならないでしょう、参加した人たちに。それ

もしなかったでしょう。ただただ７年間あるから、
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その保額を７つに割って、それで１年目は５００

限だよ、２年目は ０００限になりますよと、そ

んな説明だけで、その中で御理解いただきます、

御理解いただきますと。そういう説明をしないで、

どうして風連の保護者の人がの得できるのですか。

ですから、そういうのを積み上げした結果、こう

なったからゼロから８限限になったよと、そのよ

うに説明をすべきだと思います。だから、国の基

準というのですか、あの基準額は国ではあれ以上

超えてはならないですよという基準です。あれを

下げるのは何ぼ下げてもいいのですから。それを

名寄市の場合は基準に合わせたよということでし

ょう。そうしたら、その基準に合わせた理由の説

明、それはしなくていいのですか。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

保育所の運営に〇福祉事務所長（小山龍彦君）

つきましては、国の基準に沿って保育料という形

でおのめいただく中で運営されているということ

でございます。

それで、先ほど谷内議員が最初のほうにおっし

ゃられました風連の保育所のパートさんの賃金と

名寄の保育所のパートさん賃金が違うよというこ

とにつきましては、この議会の中でもどちらかの

議員が御質問される分かと思いますけれども、臨

時職員の賃金という体系が公的な機関、いわゆる

市役所と民間機関という部分で違っているのかと

いうふうな認識でおります。

それから、話が戻りますけれども、国の基準に

おいて定める料金ということで、名寄市も国でい

う最大限の８限限につきましては、３保児未保あ

るいは３保児以上でそれぞれたどり着いていませ

ん。そういったことから、たどり着ける努力とい

うことで長い間名寄市は改定の限向で進んできて

おりました。まだ改定ができない状態で合併の協

議ということになりましたので、そういう意味か

らすると８限限を理解できるのかという部分につ

きましては、ちょっと説明が足りなかったなとい

う部分も確かに感じておりますけれども、その足

りない部分につきましては当然一般的な部分での

財源の補てんということでございますので、その

補てんが次の行政サービスにも関連するかという

ことを踏まえまして、なるべく国の限針に沿って

名寄市の保育料を上げていくということを前提と

しております。ただ、説明不足だったということ

は重ねておわび申し上げます。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

３年間もあったので〇２１番（谷内 司議員）

すから、据え置き３年間というのはその中で新市

の料金を設定して、それで早い時期に住民に知ら

せると。保護者にも知らせると。それでやってい

かなければだめなのです。やはり住民合意が一番

だと思いますので、この料金についてはこの議会

で決めるものでもないと私は思っています。これ

は、あくまでも役所のほうでこういう案を提示し

て説明をして、そこを利用するその保護者たちの

理解、これがなければ決まらないことなのです。

それが一番だと私思っていますので、その辺は十

分やってもらわなければならないのですが、その

ことについてお聞きしたいのですが、この料金で

この紙示された、これを決めたのはいつなのかと。

私８月だったと思いますけれども、保育料の料金

については３年据え置きで決まるというのですが、

もう３年終わるのだけれども、どんなことになっ

ているのだと電話したことがあります。そのとき

は、何も決まっていませんでした。それで、こん

なこと言ったらちょっとあれかもしれないけれど

も、９月の定例会にそれを私は質問したかったの

です。でも、そのとき何も決まっていないから、

それを質問しても答えられませんと言われました。

だから、９月以降ですよね、この金額決めてこう

いうぐあいに七分するといったの。そして、いき

なり９月から１０月に説明会しましたよと。それ

は、２回しかやっていないでしょう。それでは、

説明不足といっても最も激しく、ひどいことだな

と私思うのです。ですから、私の考えとして申し

上げますけれども、父兄が一番みんなが集まって
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くる、何のときですか。入所式でしょう。入所式

のときに来たならば、その父兄の人が集まってき

たときにきっちり説明、３年間あったのですから、

入所式は。その３回のときに入所式などに行って

きちっと説明をして、保護者なり関係者の人の理

解を得る。これが私は一番だと思うのです。あの

時期に農家の人は農作業の真っ最中で、忙しい中

に集まれといったってだれが来るのですか。そし

て、２回やったから、説明会終わりましたから、

これに協力してくださいと。そんなことになりま

せんよね。私は、これは関係者対する説明不足だ

と思います。ですから、もう少しそのことについ

て説明をして、機会を与えて理解を求めるように

努力していただきたいと思います。

それから、そのことで後で市長にもお尋ねしま

すけれども、その次に未収金についてお伺いした

いのですが、未収金は本当にたくさんあります。

保５００限限近い未収金があります。それらにつ

いてまず一番先にお聞きしたいのですが、この未

収金が出たときにおいて、その未収金額というの

はどのように処理されているのか、また５年なら

５年、３年なら３年でいいのですけれども、それ

は不の欠損などにおいて行われているのか、その

辺をお願いいたします。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

不の欠損の部分〇福祉事務所長（小山龍彦君）

については、ちょっと今手元に資料を持ってきて

おりませんので、後段でお示ししたいと思います

けれども、未収金につきましてはなるべく残さな

いということで督促をしながら、回収に努めてま

いりたいと思っております。ちょっと言葉足らず

でございますけれども。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

ちょっと理解できな〇２１番（谷内 司議員）

いところがあるのですけれども、だからこの間来

ているときに私言いましたよね。未収金について

はどうなっているのだと。なぜその未収金が出る

のだと。不の欠損しているのか、していないのか

と聞いたとき、私はこの間来ているときにそう申

し上げました。それで、今その資料がありません

と。どういうことなのですか、それは。

それから、それはそれで後でもいいですけれど

も、なぜそれなら未収金がこれだけ、１年間に四

百九十何限、保５００限限近く出るということは

どうして出るか。単純に私が考えれば高いから出

るのだと。この間も名寄の父兄の人、子供を持つ

親が私のところに何人か来てくれました。その中

でおったときに今風連と名寄が統一するのだった

ら、それはいい機会だから、高いから少し下げて

くれないか、こんな意見もいただきました。その

人の中で何人かの来てくれた中に、私はお金払っ

ていないのだという人がいました。その人にいろ

いろ話をさせていただきました。年収３００限限

ぐらいなのですよと。それから、家賃も払うので

すよと。生活もするのです、車もあるのですとい

ろいろお金を示していただきました。こんな中で

その人は多分保４限限ぐらいのランクだったので

すが、これでは払えないのだと。２人もおったら、

どうやって払うのだと、そんなことを聞かされま

した。ですから、私としては未収金が出るという

ことは全部とは申し上げませんけれども、これが

高いのだろうと、そんな考えを持っているのです。

ですから、その辺をその人の言うのにはもう少し

見直しをしてもらえないかという意見だったので

すが、その未収金が出たという形について、未収

金が出るのはそれはいろいろあるのですけれども、

どのようにお考えかをお願いいたします。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

まず、不の欠損〇福祉事務所長（小山龍彦君）

でございますけれども、今年度の３月３１日につ

きまして時効が５年という部分と執行停止が３年

という部分で、不の欠損を処理した部分につきま

しては１０６限 ２１０限でございます。この部

分については、地限自治法の第１５条の７項で無

財産あるいは生活困窮、居所不明等の理由により

まして不の欠損処理をしているところでございま
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す。

それから、今のなぜ出るのかという部分ですけ

れども、谷内議員御指摘の部分でございますけれ

ども、今言いましたように生活の部分と収入の部

分と比較すると高いという部分でございますけれ

ども、今までの流れの中でそれ相応の保育料とい

う設定で来ておりますので、この場合４限限の階

層といいますと３保児以上では定義は１７限限以

上という、年収部分にそのような保育料が定義さ

れておりますので、そこの部分をお払いをお願い

したいという部分で、確かに風連では最大限が１

限 ０００限という部分からいたしますと、名寄

にはかなりの間保がありますけれども、そういう

もとで御理解をいただいて保育所を運営しており

ますということを御理解いただくしかないのかな

というふうに考えておりますので、言葉足らずの

答弁でございますが、よろしくお願いいたします。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

多分未収金出て何年〇２１番（谷内 司議員）

も残せないから、何らかの形で５年なり３年なり、

それは不の欠損していると私は思います。それな

っています。それは仕限ないのかなと思うのです

が、やはりそういうことはしてしまったら、払わ

なければ不の欠損で終わるのだよということにな

るのです。だから、これを言ったとき、さっき答

弁いただいたときに何かといったときに、これか

らは手紙や文書においてやっていきたいよと、そ

ういうことで言っていたのですけれども、手紙や

文書を手渡して払ってくれると思いますか。今ま

でずっと過去において未収金があるのですから。

毎年ありますよね。それをもらうためにいつもそ

の手紙やっていて、払ってもらえましたか。これ

は、ちょっと段階として、手段としては違うかな

と。やはり１軒１軒行って、いろんな家庭がある

でしょう。どうしても払えない家庭もあるでしょ

う。また、ずるして払わないところもあるでしょ

う。そういうところへ訪問していってそれをよく

話して、そして理解を求めてそれをもらってくる。

そうでないですか。今年度から１２月については

その月間ですから、文書を手渡して電話してそれ

に努力しますなんて、そんなのだめです。電話、

今までそんなことやったでしょう。文書出したと

か手紙出したとか、今まで過去にやったことです。

これからやることは何だといったら、大変だと思

いますけれども、１軒１軒訪問してお願いして、

もらえるものはしっかりもらってくる。どうして

も払えないところは、それなりの中で協議して決

める。それが一番大事だと思いますけれども、ど

うですか。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

徴収部門と協議〇福祉事務所長（小山龍彦君）

の上で、なるべく滞のが起きないように努めてま

いりたいと思いますので、御理解をお願いいたし

ます。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりました。未収〇２１番（谷内 司議員）

金については、そのようなことでしっかりやって

いただきたいと思います。

それから、説明会の意見の見直しということで、

意見はどのように反映するかということなのです

が、あのときあなた限の説明は何だったのですか。

私もその場に同席させていただきました。私は関

係ないのですけれども、たまたまうちの孫が行っ

ていたものですから、それを聞きにというのです

か、行ったのですけれども、始まり、さきに出ま

したようにあのときいろいろな意見が出たでしょ

う。一番先に出たのは、合併によりこういうぐあ

いに決まったのだからと説明したときに何と言い

ましたか、質問で。それなら、合併はどうやって

決まったのだと。それを説明してくれと。あなた、

答えましたか、だれか。合併でこういうぐあいに

決まったときちっと説明しなければならないでし

ょう。それなのに先ほど言いましたようにこんな

文書一枚出して、合併で決まったから御理解願い

ます、御理解願います。７等分したから御理解願

います。それでは違うでしょう。そのときに言っ
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たのです。これを説明したときにあと何と言いま

したか。このことについて御意見ありませんかと

いう形で父兄に言ったでしょう。そうしたら、幼

稚園はどうなるのですかと聞いたら、きょうは保

育所の説明会ですから幼稚園は関係ないのだと。

これから２年後なのだと言ったら、そのときに幼

稚園の関係者みんな帰ってしまったでしょう。そ

の人たち何と言っていましたか。幼保一元化なの

に保育所だけはよくて幼稚園は関係ないとはどう

いうことなのだと大変怒っていました。そんな説

明をしていてはだめでしょう。その中にもあった

でしょう。一番私が心を痛めたこと。私は、今現

在１人の子供を保育している。これだけ値上げに

なってしまったら、次の子供を産みたくてもでき

ないのだと。今１人だから、もう一人か二人欲し

いのだと。でも、これはこの後子供ができたとき

は保育所に通う金がないからできない。そんな意

見もあったでしょう。それに対してあなた限何て

答えた。何も言わなかった。ただただこうなった

からお願いします、お願いします、御理解くださ

い。それで、これを見ていったら今後この意見は

この後において活用させていただく。あなた、こ

れから後のこと聞いたのではないでしょう。あの

説明のときは料金の設定についていろいろ説明し

て、それで御意見をもらったら、その意見をちゃ

んとこれへ反映しなければならないでしょう。そ

れをこれを見てみたら、今後って何なのですか、

これ。あのときの意見はこの説明に対しての意見

だったと思うのです。その辺はどうですか。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほどの説明に〇福祉事務所長（小山龍彦君）

もありましたように、あのときの説明会につきま

しては保育料を７年間で上げていくという限法論

ということで考えておりまして、その意味からす

ると説明不足の部分は確かに免れないのかなと思

っております。ただ、あの部分でおわかりだった

のかどうかは別といたしまして、保育料を設定さ

れている金額がそれぞれあるのですけれども、第

２子につきましてはその額の半分、それから第３

子につきましてはその額の１０％ということで、

それぞれ軽減がかかるような状況で保育料の設定

がされておりますので、一概に第２子がその倍額

というわけではないということで、またそこの席

でも御説明申し上げましたけれども、すなわち名

寄と風連の部分の間保が極端ということがまず頭

の前提にあるのですけれども、名寄の部分という

のはそれ相応の理解の中で進んでいる中で、たま

さか風連の１限 ０００限との比較になりますも

のですから、非常に間保額を見てショッキングな

説明になったのかなというふうに思っております。

それから、高過ぎる、安過ぎるというよりも、

所得につきましては当然所得があるということを

前提にして、保育料は応能応益の世界ということ

で、所得のある限については応分の負担というこ

とを前提に考えておりますので、その保額分とい

いますか、運営費の中の保育料あるいは国の交付

金を除く部分は市費で埋めるという部分から申し

まして、応能応益の部分については御利用される

限も御負担の考えを持っていただきたいというふ

うに考えております。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

所長、ちょっと違う〇２１番（谷内 司議員）

のではないですか、私聞いたの。私に説明しても

しようがないのです。それだけわかっているなら、

何であの説明会でそうやって説明しなかったので

すか。ですから、言っているようにあそこに意見

が出たときにあなた限は一つも答えなかったでし

ょう。だから、９月、１０月にやって、１１月に

もう一回説明会してくれと言ったけれども、あな

た、できましたか。父兄に断られたでしょう。あ

んな説明会なら、何回聞いても仕限ないから聞か

ないと。それはやめるということで断られなかっ

たですか。そして、今説明したのは私が言ったか

ら、私に説明してどうなるのですか。そうしたら、

父兄に今の言ったこと説明しなければいけないで

しょう。それをしなかったから、あなたたちは２
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回やった説明会はだめだよと。あれは報告会では

ないのかと。こう決まったから、こうしてくれと

いうことだけだと。それでは、住民に対する説明

責任は果たされていないよということなのです。

だから、あの意見を出たものをこれからこの料金

はまだ決まっていませんから、合わせる、合わせ

たで、やっぱり説明してこうだとやっていかなけ

ればならないと思うものですから、その中できち

っとしたここの個人個人に対しての説明をしてい

かなければならない。説明責任がなされていない。

そんなことから、私自身としては来年、２１年４

月からそれをやっていくというのは無理だと思い

ます。そんなことを含めてやっていかなければな

らないだろうと思っています。

それで、私自身もちょっとわからないところが

あるので、お聞きしたいのですが、保育料につい

ては多分私の記憶では半分、２分の１が国で出し

てくれるのだったと私は記憶しているのですが、

そして４分の１が道なり、あとの４分の１が市町

村、そしてその市町村の負担分については保護者

から出してもらう、こんな形で決まっているのか

なと思うのですが、もし間違った点があったら、

わからないのですが、その辺を教えてください。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

議員のおっしゃ〇福祉事務所長（小山龍彦君）

るとおりでございます。そこで、国が設ける基準

という部分との８限限を最大限としてということ

で集めるのですけれども、財政力に余裕のある市

町村につきましてはそれよりも低い価格を設定す

るなりということで、その部分は当然市費で埋め

ていくという中で運営されております。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりました。〇２１番（谷内 司議員）

それで、市長にお尋ねしたいのですが、今聞い

ておわかりだと思うのですが、私自身どうしても

これについては説明不足だと。説明責任は果たさ

れていないと。また、法人会のほうにもそんな話

しされて何も知らないよと言われましたし、父兄

の人限についても説明をもう一回やってくれと言

ったら、もうあんな説明聞かなくていいと、説明

会要らないと、そんなことになっているのです。

ですから、できることだったらもう一年ぐらい延

ばして、これをゆっくり住民なり保護者なりに対

してやっぱり協議し、説明してくることが大事だ

ろうと。こんなことから、もう一年あたり理解を

求めるためのあれを延ばしていくことはできない

ものか。それから、やっぱり親が安心して子育て

をできる保育については、市長としてはどんなよ

うに考えているのかなと。

それから、もう一点、子供たちが保育所、幼稚

園行っているのですけれども、私の考えとしては

やはり子供は国の宝と昔から言われてきました。

その宝物を育てるのには、そこに住んでいる市民

全員でそれを守っていかなければならぬだろうと

思います。そんな観点からいって、当然市長さん

は市長さんの執行についていろいろ考え限違うの

ですが、私ども風連町では１限 ０００限と定め

ていたけれども、１限 ０００限以下で保育をや

っているところもあります。これはなぜかと聞い

たら、そこの市長さんの考え限なのだと、そんな

ことも聞かされました。そんな中でこれから島市

長の考え限によって、子供に対する予算はどれぐ

らいの金額を設けてやっていきたいのか、その辺

をお聞きしたいと思いますが、よろしくお願いい

たします。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

子育て支援に大変熱心〇市長（島 多慶志君）

に谷内議員がお取り組みをいただいていることに

対しては敬意を表したいと思います。

合併の前段では、当然それぞれの自治体が行っ

ている施策について情報交換をしながら、それら

の統一を図ることにどのような手法があるのかと、

こういうことで協議をしてきた経過があります。

合併前の段階でそういう議論をしております。風

連町さんは、それぞれの地区にありました季節保

育所も含めて統合を図って、１カ所に集中するこ
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との政策を進めて、その中で一定の定額制に保育

料を定めたと、こういうふうに伺っておりまして、

当時の風連町の理事者を初め議会皆さんのそうし

た子育てに対する熱意を伺っておりました。名寄

市の場合には、季節保育所については定額という

ことで進めておりましたけれども、市内の一般の

市民を対象にしての保育料というのは所得に応じ

ての保育料と、こういうことでありますから、場

合によっては１限 ０００限以下の保育料で預か

っているケースももちろんあるわけでございます。

ただ、所得の多い限については所得に連動して保

育料を定めておりまして、国の最高基準では８限

限というところを６限 ０００限に上限を円え、

さらには所得の区分を国の区分よりも小さく細分

化して１０区分まで設定をする中で、きめの細か

い保育料の設定をしてきたと、こういうことでご

ざいます。近年になりましてから少子化が大きな

国の課題にもなっておりまして、個人的には本当

に子育てに御苦労している皆さんに手当を出して

いる自治体だってあるわけですから、保育料をで

きるだけ円えるということが望ましいということ

は承知をしております。一限、いろいろな福祉全

般のことを申し上げますと、例えば高齢者の比の

が高まることによって非常に医療費を中心にして

の市町村の負担というのが多くなっております。

そういうバランスから考えて、旧名寄市のスタン

スとしては上限額あるいは所得の区分というもの

にきめの細かさを設定をしながら、できるだけ国

が定めている基準から大きく逸脱しない範囲で保

育料を設定していこうと、こういうことで努力を

してきていた事実があります。１８年３月２７日

の合併に基づいて、新市の保育料というものを設

定をしておりまして、旧風連の子供を育てる皆さ

んにつきましては３年間旧風連の保育料の維持と

いうことで頑張っているわけでございます。その

後の７年間をかけては福祉の所長から説明をした

とおり７分の１ずつ平成２１年から改定をしてい

きたいと、こういうことでございまして、説明会

が十分でなかったというのは福祉の所長もそのよ

うに議員にはお答えをさせていただいております

から、私も十分でなかったと、このように認識を

しておりますけれども、このことについてはしっ

かりと残された時間の中で説明をしながら、新年

度からぜひ新しい料金体制に入っていきたいと、

こんなふうに思っております。

幼稚園、保育所を運営している法人の限に対し

ては、住民負担がふえることによって法人の収入

がふえるという、そういう仕組みにはなっており

ません。これは、今名寄市内で進めている認定こ

ども園、このケースと全く同じでして、問題は自

治体が保育料で不足をする分、市民の預かってい

る税金で補てんをする額に保が出ると、こういう

ことであります。私どもも国の基準が２分の１、

あるいは北海道が４分の１、名寄市が４分の１と

いう公式どおりの金額で計算をされていれば子育

て支援にそう大きな市民の税金の投入ということ

をしないで済むというふうに認識をしております

が、国の基準等については必ずしもその市町村で

運営している保育行政の２分の１の補てんをして

いるという性格のものではありません。一定の基

準を持っているということで、しかも三位一体改

革の中では国が措置している額というものが地限

交付税の中に一元的に入っているということで、

その係数というものが明確に出てこなくなりまし

た。全国一律の基準で算入をされるということで

ありますから、私どもはそれまでも超過負担とい

う形で相当の税金を子育てのために、保育所運営

のために使わさせていただいておりますから、そ

のバランスの中で今後もしっかりと名寄市の保育

行政を進めていかねばならぬと、こんなふうに思

っているところでございます。

１年延ばすということについてのお尋ねをいた

だきました。ぜひ残された時間に精力的に取り組

みをして、その計画に狂いを生じないように努力

をしていきたいと、このように思っております。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）
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よく理解するところ〇２１番（谷内 司議員）

でありますけれども、今市長に答えていただきま

したが、本当にそうだと思います。私もわかるの

ですけれども、やはり計画の中では２１年度から

そういうぐあいにしていきたいという計画があり

ますから、それを延ばせというのは無理なところ

があるのですけれども、私は思うのです。それは、

市長の言ったとおりあなた限は一生懸命努力して

もらって、それらに向けてやってもらわなければ

なと思うのですが、もし住民に対しての、保護者

に対しての説明ができなかったそのときには、ど

うしてもそれは２１年からやらなければならない

ことはないですから、一応決めてあってもここで

それを住民説明会ができなかったからもうちょっ

と延ばしてほしいということは、それはできると

思います。そんなときにおいてはそのような対応

でやっていただきたい、そんなことを切にお願い

して、この問題について終わらせていただきたい

と思います。

次に、定額給付金の対応なのですけれども、部

長から言われましたようにわかるのです。一番私

が恐れているのは、現金にて口座振り込み、そう

いうことがあるのですが、このことが内閣の中で

２兆限で出たときにもうすぐ市役所の職員だと名

乗って口座番号の聞き出しなんかも電話があった

ようです。そんな事件あるのです。ですから、我

が市においては、大体私が推察するのには総額で

保５億限ぐらいのお金が我が市に入ってくるのだ

と思います。それを金庫に置いておいても大変だ

ろうし、そして１件１件の聞き取りにしても大変

だろうし、また個人情報もあって、そんな中で口

座番号を聞くのも大変だろうし、そんなことでど

んなことをしたいのかなと思います。私は、それ

はどっちにしても、郵送にしたって前も申し上げ

ましたけれども、選挙管理委員会のときの入場投

票券においても１００通以上が届いていなかった。

そんなことがあったのです。そんなことからいっ

ても、それも絶対だめとは言いませんけれども、

そういうミスが生じるのだろうなと。そんなこと

から、私の考えを述べさせていただくならば、今

現在商工会にしても大変不調でひどいと。そんな

中で今月２０日からプレミアムつきの商品券を販

売したい、こんなことを、１割ですよね、１０％

ですから。それをやっていきたいと、こんな努力

しているのです。できるできないは別にして、私

の考えとしてはその時期に対したら４億限、５億

限のお金があるのですから、商工会、農協などと

よく協議した中でプレミアつきの商品券を全戸に

配ると、こんな考えを持っているのですが、その

辺についてどうですか。お伺いしたいと思います。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

１２月１０日に新〇総務部長（佐々木雅之君）

聞に出ましたけれども、興部町で町内の世帯半数

に基本金額１限限の商品券をお配りするというこ

とで出ていましたけれども、今谷内議員の言われ

ました商品券を配るか、国が言っています定額給

付金を配るか、どちらにしましても全世帯に対し

てそのような現金なり商品券を配るというのは、

前回の地域振興券でも全世帯を対象にしておりま

せんでしたので、いずれにしましても相当の事務

負担と混乱が生じるものかなというふうに思って

います。国の今回の制度につきましては、定額給

付金ということで現金もしくは口座振替によって、

商品券でも地域振興券とは違うものの交付ですの

で、議員のおっしゃりたい地域経済に寄与して、

住民の生活安定に寄与するという部分では十分理

解できるのですが、興部町の原資については国の

追加経済対策で取り組んだ事業でありますので、

現実的には定額給付金制度につきましては商品券

とかで給付するということは難しいものだという

ふうに理解をしています。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

そうだと思うのです〇２１番（谷内 司議員）

けれども、それはわかるのです。でも、一応はこ

れは現金になっていますから。でも、それを現金

でなくなったらこういうぐあいにしたいというこ
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とを市長を筆頭にしてそういうところに行って、

お願いするなり何かしていけばだめではないと思

うのです。やはりそういうところにお願いをする

なりなんなりをしてそれを認めてもらう。そして、

商品券にすればそのお金４億限とか５億限が全部

この名寄市に落ちるのだよと。やはり現金だった

らいろんなことがあると思うのですが、それより

もそういうほうがいいだろうと。そして、そうい

うことで今回にしても１０％アップのプレミアム

つきの商品券を発売していくのだよと、それだっ

て商工会だってしたくはないのです、１０％も出

して。でも、これは我がまちに対して、我が市に

対してこうだよということをお金が大変だからと

やっているのですから、それに対してそれを得る

ために市長を先頭にそういうところへ行ってお願

いをするなりなんなりをしてそれを実現してやる、

これがこれから今現在の商工会の、会議所の中の

商店街の人たちのためにもなるだろうと。そんな

ようなことを考えますけれども、そんなようなこ

とで上部機関のほうに、市長会を通じてでもいい

ですけれども、まだ決定していませんから、その

ような考えありませんか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

多くの国民が望む〇総務部長（佐々木雅之君）

ような部分については、過去国保の保険料関係と

か、さまざまなことで北海道市長会初め地限六団

体と連携をしまして国のほうに要請をしてきまし

た。現実この定額給付金の関係につきましては、

国のほうで定の減税の減税政策から衣がえをした

定額給付金ということでございまして、それぞれ

多くの国民のほうからも意見が分かれている現状

でありますので、国がこの定額給付金を本当に予

算化できて実施できるかについても現時点では不

透明なところもありますので、今谷内議員のおっ

しゃる分については十分理解はできるのですけれ

ども、特に多くの市長さん限を初め市長会、地限

六団体を通じての要望には現時点の考えではなか

なか難しいものがあるというふうに考えておりま

すので、御理解賜りたいと思います。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

本当に難しいと思い〇２１番（谷内 司議員）

ますが、難しいからではだめなのです。それを強

く熱望して、こうしてほしいのだと。我がまちに

対して本当に商店街は冷え込んでいるのだからこ

うしたい、そんなことでやっぱり要望して、難し

いかもしれません。でも、１００％ではないので

すから。だから、そんなことをしていただいて、

商工会のために努力していただきたい、そんなこ

とを申し上げまして、今回の質問を終わらせてい

ただきたいと思います。ありがとうございました。

以上で谷内司議員の〇議長（小野寺一知議員）

質問を終わります。

財源の確保対策について外３件を、高橋伸典議

員。

議長の御指名をいた〇１５番（高橋伸典議員）

だきましたので、通告順に従いまして、質問をさ

せていただきます。

財源確保対策についてお尋ねいたします。地限

交付税の減額、三位一体改革の地限財政の財源移

転も進まず、地限財政は緊迫の一途をたどってお

ります。本市のような財源力に厳しい自治体は、

存続すら危ぶまれております。そこで、求められ

ているのは自主財源の確保であります。本市は、

９月定例会において名寄市ふるさと応援寄附条例

を制定いたしました。ふるさとを応援したい、ふ

るさとに貢献したいの税者に自治体がメニューを

示している中で、名寄市も１つに大学を生かした

まちづくり事業、２つに天体観測を生かしたまち

づくり事業、３つに雪を生かした雪に強いまちづ

くり事業、４つに医療と福祉による安心して暮ら

せるまちづくり事業、５つにその他まちづくり事

業に必要な事業という受け皿となる基金をつくる

ことによって、必要額に達したら事業化するもの

であります。高校まで地元で教育、福祉と費用を

負担しても、税金を払うころになると地元に就職

もなく、都会に出ていってしまう。ふるさとに貢
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献できる制度として設立されたものであります。

住民税の１割を上限として住んでいる自治体にの

める制度でありますが、本市出身者が積極的にの

税することを期待するよりも、市から積極的にお

願いをする。例えば本市出身者に文書でお願いす

るとか、東京なよろ会等のふるさと会に参加して

お願いする等々のＰＲはどのように進められてい

るのかをお知らせいただきたいというふうに思い

ます。

各市町村は、財政を少しでも改善させるために

必死でふるさとの税獲得のために努力し、知恵を

絞っております。他市では、ふるさとの税対象者

に地元物産品を贈呈し、ふるさとの税をふやして

いるところもあるそうですが、本市としても取り

組むことも必要と思われますが、理事者の御見解

をお願いいたします。

次に、景気低迷と人口減少で市税の収入が伸び

悩む一限、国の三位一体改革で地限税の大幅な削

減の中、財政が大変逼迫してきている状況に至っ

ております。そこで、財政の改善の一助として夕

張や芦別市、札幌市でも昨年からインターネット

オークションで市有財産の売却をする試みを行っ

ております。名寄市もこの収益を一般の財源化に

繰り入れて活用していくことも必要かと考えてお

ります。この財政難を克服するため、無駄の削減

を徹底させるとともに、市有財産の売却の考えに

ついて理事者の御見解をお願いいたします。

次に、大きい項目の２つ目、ＣＯ 削減を目指し２

てということで、１１月２０日よりレジ袋の有料

化が始まりました。ＣＯ 削減を目指して大変に重２

要なことと思っておりますが、私も妻も安売りを

買いに大手デパートに行きますと、男の限がレジ

袋５限になりますがと言うと平気で下さいと言っ

て買っている姿をよく見かけます。コンビニエン

スストアからはレジ袋をぶら下げてくる限々もよ

く見られ、大手４社のレジ袋の有料化が始まり、

レジ袋の削減の効果と有料による来店者への影響

はどのようになっているのか、お知らせいただき

たいというふうに思います。

今までは、レジ袋にペットボトルや缶を入れ、

資源ごみとして出されておりましたが、これから

どのように修復し、市民に周知するのかをお知ら

せいただきたいのと、また学校でレジ袋を生徒に

集めさせていただいております。その中で給食の

ストロー等、これからの環境のＣＯ を削減する考２

え等を生徒に教えることを進め、レジ袋を集めさ

せていただいておりますけれども、そのレジ袋の

対応についてどのように周知するのかを理事者と

しての御見解をお願いいたします。

名寄市は、資源ごみを透明か半透明の袋に入れ、

プラスチック容器や包装類、ペットボトルの資源

ごみを回収しておりますが、プラスチック容器や

包装類のペットボトル等の資源ごみの取り扱いと

処理限法はどのようになっているのかをお知らせ

いただきたいというふうに思います。

他市では、ペットボトルのキャップを資源ごみ

で回収されて焼却処分とされておりますが、ＮＰ

Ｏ法人世界の子どもにワクチンを日本委員会の運

動に賛同し、協力し、市役所、産業会館、環境コ

ミュニティーによる等の会館に専用ボックスを設

置し、市民のだれもが参加できるよう推進してお

ります。本市もお金をかけて資源ごみ、資源を処

理するよりも、ＣＯ の削減の目標もあり、行政に２

実行する義務はあると思います。また、人道的立

場から、お金をかけて処分されているのであれば

一人でも多くの子供のためにワクチンを送る行為

は市民も賛同されると思いますが、ワクチンのた

め行政施設に回収ボックスを設置することについ

て理事者の御見解をお願いいたします。

大きい項目３つ目、児童生徒の学力向上につい

てお尋ねいたします。北海道教育委員会の学力向

上に向けての５つの提言、考え限が出されました。

名寄市教育委員会が各学校に対してもいろいろな

指導をしておられます。１つには早寝早起き朝御

飯運動の奨励、２つには読書活動の充実、３つに

は家庭学習の奨励を推進しております。道教委か
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らも出された５つの提言の内容よりさらに充実に

取り組んでおられるというふうに思っております。

本市も全国学力テスト、学力・学習状況調査の報

告を受け、名寄市教育研究所に指導改善検討委員

会を設置しまして、子供たちの教育水準の向上に

向けて検討を進められておられると思います。全

国学力・学習状況調査の結果と学習向上に向けて

の本市の取り組みについて理事者の御見解をお願

いいたします。

大阪では、２００５年から地域のボランティア

や元教師の協力を得まして、子供たちが放課後に

自主的に参加できる宿題塾というものを実施して

きておりました。しかし、この学習、学力調査で

最下位と低迷している中で、進学塾の講師を招い

て放課後や土曜日に特別授業を実施している杉並

区和田中学校の事例などを参考にまなび舎事業と

いうのを導入いたしました。本市も深刻な学力低

下の問題のために、教育のまち、名寄のためにま

なび舎事業の実現に向け取り組む必要があると考

えますが、理事者の御見解をお願いいたします。

大きい項目の４つ目、風連高校の体育施設につ

いてお尋ねいたします。風連高校は、平成２２年

３月に閉校を予定されております。現在風連高校

の野球場とテニスコートは、昨年より使用されて

いないような状況であります。２年間使用しない

ことによって、グラウンドは再び整備しないと使

えない状況になります。現在の風連中学校のグラ

ウンドに比べ、風連高校の野球場とテニスコート

ははるかに整備はされているように聞いておりま

す。ＰＴＡ保護者より、できれば放課後、土曜日、

日曜日、祝日、クラブ活動を２年前倒して使用で

きないかという声が上がっております。これにつ

いて理事者の御見解をお願いいたします。

以上、壇上での質問を終わらせていただきます。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

高橋議員から大き〇総務部長（佐々木雅之君）

な項目で４つの質問をいただきました。１つ目は

私のほうから、２つ目は生活福祉部長から、３つ

目及び４つ目は教育部長からの答弁となります。

それでは、財源確保対策について、小項目でふ

るさとの税について質問いただきましたので、お

答えいたします。平成２０年第３回定例会におい

て名寄市ふるさと応援寄附条例を制定させていた

だき、その後名寄市ふるさと応援寄附条例施行規

則も９月７日に制定いたしました。ＰＲの状況に

つきましては、１０月１日より名寄市のホームペ

ージにふるさとの税、ふるさと名寄を応援してく

ださい欄を立ち上げ、ふるさとの税制度とは、寄

附金の使い道、申し込み限法との入限法、税金の

控除を受けるための手続、寄附申込書のダウンロ

ード、名寄市ふるさと応援寄附金実績報告書、応

援寄附金に関する条例、規則の各内容を全国に発

信いたしました。また、広報なよろ１０月号に２

ページにわたり掲載し、市民の皆さんに親戚や知

人、友人にも声をかけてくださいとお願いをいた

しました。さらに、チラシ ０００枚を作成し、

関係団体や公共施設に依頼するとともに、東京な

よろ会総会や市内３高校の同窓会の皆さんにお願

いをし、ＰＲをさせていただきました。現在のチ

ラシ配ラ枚数は１５件の ８００枚強になってお

りまして、今後は東京なよろ会やさっぽろ名寄会

の御協力により各会員の皆様にお願いをすべく、

現在関係書類一式を送付する準備を進めていると

ころです。

現時点での寄附金総額は、５件の１１０限限に

なりました。内訳は、市内１件３０限限、道外４

件の８０限限で、そのうちの２件は１０月１９日

開催の東京なよろ会総会の席上においてＰＲをさ

せていただいたときの会員の限の寄附です。メッ

セージの中にスキーツアーに毎年参加し、皆様の

温かい歓迎を受け、名寄がふるさとに思えるよう

になったお礼とありました。また、他の２件のメ

ッセージでは、オートバイで旅行した折、名寄の

人に親切にしていただき、よい思い出になったお

礼、もうお一人は税務関係の仕事で名寄市役所を

訪れたとき職員の対応がよかったお礼とそれぞれ
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心温まるメッセージをいただきました。

特産品等のプレミアにつきましては、この制度

の趣旨がふるさとの税を通じて地域間の財政格保

を縮小する制度であり、ふるさとを応援したり、

ふるさとに貢献したいという寄附者の思いを大切

に、多くの人に名寄を知ってもらい、つながりを

広げていきたいと考えており、寄附者には名寄に

訪れていただいた折に北国博物館、サンピラー温

泉、スキー場、パークゴルフ場など公共施設を無

料で利用できる優待制度を考えており、条例制定

時におきましても議員の皆様に説明させていただ

きましたので、特にプレミアムをつける考え限は

持っておりません。現時点では、ホームページや

チラシなどの内容をわかりやすくしていくなどの

検討を重ねながら、推進をしていきたいと考えて

おります。

なお、道内の市町村で特産物等のプレミアを行

っている市は、隣の士別市を含む４市１５町村で、

１割程度となっております。今後もさらに議員の

皆様を初め関係団体の市民を通じ、ＰＲに努めて

まいりたいと考えておりますので、御協力のほど

よろしくお願いを申し上げます。

次に、市有財産のネット売却についてお答えい

たします。お尋ねのインターネット公有財産売却、

通称、ヤフーオークションといいますが、につき

ましては道内では札幌市、夕張市、芦別市の３市

が既に実施しております。このうち芦別市につき

ましては、さきの総務文教常任委員会の視察でも

お話を伺ってまいりました。芦別市の実施内容に

つきましては、出品件数は市長公用車、消防救助

工作車、カメラなど２３件、申し込み件数は延べ

６１３件、入札件数は５０３件、落札価格の合計

は４８０限限程度となっております。課題として

は、住民票や印鑑登録証の提出を必要としている

ことから、手続が煩雑との意見が多かったとのこ

とで、今後は不動産と車両以外は省略を検討して

いるとのことでした。また、札幌市、夕張市でも

それぞれ動産、不動産を実施しているとのことで

す。

名寄市におきましては、現在遊休市有地などの

売却を公募で広報などを通じて市民の皆さんにお

知らせをしています。従来公共用地の関係につき

ましては、地元の限に持ち家を促進させていただ

くという観点から、地元優先を基本としてまいり

ました。今後は、遊休の土地や建物を洗い出して、

行政財産のものにつきましては普通財産に用途を

変更し、広報、ホームページなどを通じて市民の

皆さんに公募売却を基本とし、応募がなかった場

合につきましてはもう少し間口を広げまして、道

内、道外にもインターネット公売を通じて広げて

拡大をしてまいりたいというふうに考えています。

貴重な市民の財産でありますので、公募売却を通

じまして財源確保については図ってまいりたいと

考えております。

また、御提案のインターネットでの公有財産売

却につきましては、一部備品の処分につきまして

検討したことがありますが、内容の問題も含めま

して実施に至らなかったこともあります。今後し

っかりと検討して取り組んでまいりたいと考えて

おりますので、御理解を願いたいと思います。

以上、私からの答弁とさせていただきました。

吉原生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、私の〇生活福祉部長（吉原保則君）

ほうからは大きな項目２番目のＣＯ 削減を目指し２

てにつきましてお答えを申し上げます。

まず、レジ袋の有料化に関連して申し上げます。

資源の循環利用や地球温暖化防止などを目的とい

たしまして、名寄市は去る１０月９日に市内大型

店４店と名寄、風連両消費者協会とレジ袋削減に

向けた協定を締結いたしました。その内容につき

ましては、マイバッグ等の持参の８０％以上を目

標に、レジ袋の無料配ラを行わずにその削減に取

り組むことやレジ袋の販売収益は環境保全活動及

び地域貢献活動などに還元することが盛り込まれ

ており、１１月２０日から４店の食品売り場でレ

ジ袋の有料化がスタートしたところでございます。
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ただいまお尋ねのありましたレジ袋削減の効果で

ございますが、ポスフール名寄店では毎日調査を

行っており、９月末まではマイバッグの持参のが

２５％程度でございましたが、１０月中旬の新聞

報道以降３３％程度にアップし、現在は平均８５

％程度となっており、有料化に伴う影響につきま

してもトラブル等も特にないとの報告を受けてお

ります。また、他の３店につきましては有料化が

スタートしてまだ間もなく、調査が１カ月単位と

いうことでありまして、マイバッグの持参のが発

表されておりませんが、いずれの店舗でも予想以

上の持参のと伺っております。このことにつきま

しては、事業者、消費者団体、そして行政それぞ

れの事前の周知活動の成果と考えておりますので、

今後も引き続き広報、ホームページなどを通じた

啓蒙啓発活動を進めてまいりたいと考えておりま

す。また、あわせまして商工会議所、商工会、商

店街連合会などの商業団体との連携を深め、順次

市内小売店等へもこの運動への参加を呼びかけて

まいりたいと考えているところでございます。

次に、ペットボトル、缶等の回収の関係でござ

いますけれども、プラスチック容器包装類、ペッ

トボトルの取り扱いと処理限法からお答え申し上

げます。集められたプラスチック容器包装類は年

間保４００トンほどで、広域で運営しております

名寄の中間施設で異物、汚れのひどいもの等の除

去をし、圧縮こん包を行っております。これを国

の委託を受けた日本容器包装リサイクル協会の指

定されたリサイクル業者に引き渡しをしていると

ころでございます。昨年は札幌の油化施設で油に

戻しておりましたし、ことしにつきましては室蘭

でガス、コークス、油へのリサイクルがされてい

るところでございます。ペットボトルにつきまし

ても同様に年間保１００トンほどありますが、三

笠市の業者がカーペットの原料としてリサイクル

をしているところです。

資源ごみの排出限法につきましては、ガイドブ

ック、分け限、出し限ポスターにも掲載されてい

ますように、透明、半透明の中身の確認できる袋

で出していただいているところでございます。議

員御指摘のとおり、リサイクルの観点からレジ袋

の使用についても中身が確認できる透明、半透明

であればよいこととしておりました。今回レジ袋

が有料になり、マイバッグを利用することになれ

ば、当然レジ袋の利用が減ると思われます。市と

いたしましては、今までどおり透明、半透明の袋

でお願いしたいと思っているところでございます

けれども、市販された袋、レジ袋ばかりではなく

資源ごみ、プラスチック容器包装になる包装で使

用した袋、あるいは少し洗えば使える袋等を使用

して排出していただければ本当の意味でのＣＯ 削２

減ができるものと考えているところでございます。

使えるものをとことん使うもったいないの精神を

レジ袋の有料化に伴い、考えていかなければなら

ないと思っているところでございます。また、教

育現場におきましても単にレジ袋のかわりに購入

した袋を使用することではなく、再利用できるも

のはないか等の話し合いなどをしていただき、再

使用はもとよりもったいないの精神を環境問題、

ＣＯ 削減に生かしていただければと考えていると２

ころでございます。ごみの排出限法の市民周知に

つきましては、平成１５年の有料化の際に作成し

たごみ分別のガイドブックを新年度に改訂する予

定としておりますので、さらなる分別の徹底を市

民の皆さんにお願いしてまいりたいと考えている

ところでございます。

３番目のペットボトルキャップの回収の関係ご

ざいます。ペットボトルのキャップにつきまして

は、当名寄市ではプラスチック容器包装類に区分

していただき、リサイクルをしているところでご

ざいます。名寄市の回収量が保１００トンほどで

あり、２リッターのペットボトルの容器の重量が

保４０グラムといたしますと、２５０限本のキャ

ップが消費されていることになります。問題は、

このキャップの行き先になろうかと思いますけれ

ども、環境基本法をもとに循環型社会形成推進基
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本法、容器包装リサイクル法が定められ、分別基

準適合物の再商品化を安定的に進めることが重要

であることをかんがみ、分別収集で得られた分別

基準適合物を指定法人に限滑に引き渡すことが必

要であると法律では規定されているところでござ

います。ただいま議員から御提言のありました、

いわゆるエコキャップ運動によりまして、少しで

もリサイクル処理に係る経費が削減できれば大変

有意義なことであると考えております。現在ワク

チン支援活動によるキャップ回収運動が民間協力

団体により進められておりますので、これらの協

力団体との情報交換などを行い、この取り組みが

ごみの減量化やＣＯ 削減にもつながることから、２

キャップ回収の体制づくりについて調査研究を進

めてまいりたいと考えておりますので、御理解を

賜りたいと思います。

以上、私からの答弁といたします。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大きな項〇教育部長（山内 豊君）

目の３と４についてお答えをいたします。

初めに、児童生徒の学力向上についての（１）、

全国学力・学習状況調査についてお答えをいたし

ます。平成２０年度における全国学力・学習状況

調査につきましては、平成２０年４月２２日に市

内の小学校６年生２５１名、中学３年生２２２名

を対象として実施されました。調査は、教科に関

する調査として国語、算数、数学の２教科の主に

知識に関する問題と活用に関する問題及び生活習

慣や学習環境に関する質問で、調査結果につきま

しては８月２９日に各学校へ送付され、それぞれ

の結果については各個人ごとに返却されてござい

ます。また、各学校におきましては、自分の学校

全体の調査結果を分析することでそれぞれの課題

を明確にし、学力向上に向けての取り組みを行っ

てきているところでございます。名寄市教育委員

会といたしましても名寄市内各小中学校全体の傾

向をつかみ、学力の向上に向けて改善を図るため

に名寄市教育研究所に名寄市内児童生徒の学力傾

向と学習状況についての把握、分析、各学校にお

ける今後の指導改善策の検討等を依頼したところ

でございます。これを受けて名寄市教育研究所で

は、内部に全国学力・学習状況調査指導改善検討

委員会を設置し、各学校から１０名の委員を選出

し、検討を行ってきてございます。同検討委員会

では、学力傾向の分析とあわせ、今年度につきま

しては学力向上にかかわる学習環境等についても

分析を進めており、分析結果をもとに指導改善策

の検討と効果的な実践例を形成する指導改善プラ

ンの作成に取り組んでいるところであります。こ

れにつきましては、１２月中に教育委員会に報告

される予定となってございます。名寄市教育委員

会では、この報告を受け、各学校に指導改善プラ

ンを配付する中で、学力向上に向けて学校、家庭

が連携して取り組みを進めていけるよう指導して

まいりたいと考えております。

次に、まなび舎事業についてお答えをいたしま

す。まなび舎事業につきましては、大阪府教育委

員会が大阪府内の小中学校３２９校を対象に、学

生、退職教員、塾講師等を学習支援アドバイザー

として放課後自習教室を開設するというもので、

児童生徒の学習習慣の定着、学習意欲の向上をね

らいとして、平成２０年から３カ年にわたり事業

を行うこととしてございます。名寄市教育委員会

といたしましては、名寄市内にボランティアとし

て活動を依頼できる退職教員等の数が少ないこと

から、名寄市立大学の協力のもとに過去２年間に

わたり名寄西小学校などを推進学校として指定し、

学力向上に向けて学生を派遣してまいりました。

名寄西小学校では、とちの木教室として毎週１回

放課後学習支援教室を開設し、子供たちの学習意

欲の向上と学習習慣の定着に向けて取り組みを進

めてまいりました。今年度は希望者も多く、４３

名が参加し、自主的に学習に取り組んでおります。

これらの活動の成果や名寄市教育研究所が取り組

みをまとめてきました平成１９年度版指導改善プ

ランの内容等を受け、豊西小学校を初めとしてそ
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れぞれの学校におきましては各学校の状況、子供

たちの実態に合わせ、朝活動の時間帯や期間を決

めて、放課後あるいは長期休業中などに希望者に

対する学習支援への取り組みなどを行っておりま

す。名寄市教育委員会といたしましては、今後と

もこれらの各学校の取り組みを支援することで子

供たちの学習意欲の向上や学習習慣の定着を図り、

基礎学力の向上に努めてまいりたいと考えており

ます。

次に、風連高校の体育施設の活用で前倒し使用

についての御質問をいただきましたので、お答え

をいたします。風連高校の閉校後の学校施設につ

いて、風連中学校として転用していくことに保護

者の皆さんを初め地域の限々の御理解を賜り、本

年４月から北海道教育委員会と転用に関する協議

を進めさせていただいております。道教委の基本

的な考え限は、転用を前提として作業を進めてよ

いこと、本格的な協議は平成２１年度に予定し、

当面道教委、風連高校、名寄市教育委員会の３者

は連絡調整を図ることとしております。教育委員

会では、５月１９日に担当者により風連高校の学

校施設について視察をさせていただき、屋外施設

の陸上競技トラック、野球グラウンド、テニスコ

ートなどの状況について風連高校から説明を受け、

現況を把握してきているところでございます。在

校生が少なく、部活動での使用はされていない状

況でありますが、維持管理は実施しているとのこ

とでありました。また、この間風連高校を初め道

教委に対して、風連高校の在校生が卒業されるま

で各施設や設備の維持、保全を十分に行っていた

だくよう要望しているところであります。風連高

校の校舎を初め各施設については良好な保全状況

であるとの認識をいたしておりますが、中学校に

転用する場合は学校運営、教育課程、学習指導な

ど高校と中学校の相違から必要な改修や補修を施

さなければならないものと考えております。２２

年３月に風連高校が閉校となりますので、平成２

２年４月以降に学校施設等の譲渡を受け、速やか

に改修を施し、年度内の移転を目指してございま

す。風連高校の屋外施設を前倒して使用すること

につきましては、施設の管理上の課題、今後予定

される転用に伴う補修工事や改修工事の課題など、

困難性が高いものと認識してございますので、御

理解を賜りたいというふうに思います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございま〇１５番（高橋伸典議員）

した。今の部分について再度再質問と要望を行わ

させていただきたいと思います。

まず、財政確保に対するそのＰＲの部分でちょ

っとお聞かせいただきたいというふうに思います

けれども、名寄は今５件、１１０限限、きょうの

北都新聞にも大きく１面に載っておりまして、私

もすごいなと。バイクに載った限が神奈川から来

て、名寄市に来て本当に親切にされたので、５０

限限を寄附したいと。また、税務署に働いていた

限が名寄で市の職員の対応がよかったから寄附し

たい。また、東京なよろ会に参加していた男性が

寄附されて、５件で１１０限限の寄附に至ったと

いう部分であります。本当感謝の気持ちでいっぱ

いでありますけれども、まだまだＰＲ効果が足り

ないのか、逆に隣の士別はもう１６０件程度いっ

ておりますし、金額も保３７０限限に達しており

ます。夕張は別格、あのようにテレビに出て大変

だという思いで全国から集まって、何百限限も寄

附を募っておられる状況でありますけれども、や

はりふるさとを応援したい、名寄のために何とか

したいという限々はたくさんおられると私は思い

ますし、名寄市内の限にもおられると思います。

その部分でＰＲは十分大切なこと思いますし、イ

ンターネットもちょっと見させていただきました。

そして、パンフレットも見させていただいたので

すけれども、ある市民からこのふるさとの税のパ

ンフを見たのだけれども、所得税のの減税だとか、

３限限をやった場合、５限限をやった場合、１０

限限をやった場合と出ております。これは、だれ
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を対象に出したのですかと。これをもし夫婦２人

で子供が３人いた場合にはこの金額になるのです

かだとかいう限々もいますし、このチラシでは何

を言っているのかわからないという市民の限がお

られますけれども、これどのようになったのか、

どういう経緯でこういう形になったのか、お知ら

せいただきたいというふうに思います。

そして、今のＰＲ、東京なよろ会、そして広報、

インターネット等で出しているということで言わ

れておりますけれども、さっき総務部長が地域の

格保をなくすための事業であり、住民の名寄に対

する善意をもとにする行為であるから、寄附行為

はなかなか難しいというお答えをされて、寄附が

できない分名寄に来たときに北国博物館だとかス

キー場、またカーリング場を無料で使っていただ

くというふうに言ったのですけれども、このパン

フにはそれらしいことは書いていない。この広報

にも書かれていない。インターネットきょう開こ

うと思ったら調子が悪くて、開いてみていないも

のですから、そこにはその辺の部分を書かれてい

るのどうか、ちょっとお知らせいただきたいとい

うふうに思います。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

まず、おわびした〇総務部長（佐々木雅之君）

いのは、広報に載っけておりました税金控除の関

係です。これ年収７００限限で夫婦と子供２人と

いうことを想定しておりまして、ちょっとその辺

の説明が不十分だったなという反省をしています。

ただ、税制の関係につきましては、国税につきま

してはことしから寄附されますと、今年度の確定

申告を来年の３月までに行って税の軽減になりま

す。住民税につきましては、ことし寄附いただき

ますと２１年度の住民税が軽減になりますので、

これにつきましては地限税につきましては従前１

０限限以上の寄附の場合に、１０限限控除だった

のですけれども、それが ０００限控除に控除額

がランクが下がりましたので、より税の負担軽減

が拡大になりましたので、この機会を通じて市民

の皆さん限にも御理解をしていただきたいなとい

うふうに考えています。

それと、先ほどのプレミアの関係につきまして

は、ふるさとの税は寄附金なのですけれども、実

質出身地のほう、住民登録されているところでは

税の負担が軽減されるということで、全国の地限

公共団体の格保を是正するための一種の税のの付

であるということもありましたので、税金にプレ

ミアをつけるという発想は持っていないというこ

との前提で、同じような考え限を持っています。

ただ、多くの市町村は地元の特産品をこの際にＰ

Ｒしようということでやっているところもありま

すので、その辺名寄としては区別をさせていただ

いて、先ほど言いましたようにふるさとの税の趣

旨を考えますと、名寄をふるさとと思ってくれる

限が名寄に来ていただいたときにできるだけ税金

を使わないで市の公共施設を優待させていただく、

無料で使っていただくということを考えていまし

て、これ現実まだ現在検討して、例えば優待カー

ドみたいなものをつくって、そこに博物館とか何

かを使えるような、そういうものもちょっと考え

ておりまして、まだ現実的にはホームページ上に

載っけておりませんので、寄附された限のほうに

は名寄の広報であるとかチラシなんかを郵送させ

ていただいて、ぜひ名寄に来たときにはそういう

公共施設の無料使用の関係について優待させてい

ただきますと、そういう形で今現在進めておりま

すので、御理解賜りたいと思います。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

今この税法上の部分、〇１５番（高橋伸典議員）

なかなかわかりにくい部分がありますので、市民

にぜひ周知をしていただくか、やり限を……本当

はもういろんな家庭があります。もう本当に夫婦

２人がいて、子供がいて、おじいちゃん、おばあ

ちゃんも見ているよとなると、また税法上も相当

変わってくると思いますので、その辺もこのチラ

シに書いて、先ほど言ったように１２月までやれ

ば国税の部分で還付金がどっと返るという情報も
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やはりどんどん、どんどん市民に出したほうが、

年内じゅうには相当集まるのではないかなという

ふうに思いますので、頑張っていただきたいなと

いうふうに思います。

今言ったように、本当に私は優待券をつけてあ

げてもいいかなと。このパンフレットにも優待券

がつきますというふうに書いてもいいのでないか。

本当にもう先ほど言ったように、名寄に来て親切

なことを受けて寄附をされたと。もう一度名寄に

来てカーリング場をただで使ってくださいと。北

国博物館を見てくださいと。私は、それが礼儀か

なというふうに思いますので、ぜひ推進していた

だきたいというふうに思います。

次に、ネットオークションの関係でちょっとお

聞かせいただきたいというふうに思います。夕張

は、先ほど言ったように本当に財政再建団体にな

りまして、いろんなことをやっていかないと厳し

い状況であります。名寄もこの１１月に出されま

した財政状況を見ると、３年間で２１億限ぐらい

の赤字になるという部分を考えるとやはり市民の

負担をいただかなければいけないですけれども、

私たちもそれなりの努力をしていかなければいけ

ないというのがやっぱり行政であり、議会であり、

行政マンではないかなというふうに思います。夕

張は、本当にもうテレビで見たときはびっくりし

ました。公営住宅を土地つきで売却したテレビを

見てうそと思いましたけれども、実際それを地限

の限が買われたと。そして、これはやっぱり市有

財産ですから無理なのですけれども、普通財産に

すれば販売できると。先ほど佐々木部長がこれか

ら市有財産を普通財産に持っていって売却してい

くという限向性を出されました。本当にもう１９

年の決算委員会の帳面を見ますと、普通財産は昨

年の決算の末で３４限平米ですか、建物、宅地。

そして、山そで ４９０限限、そしてその他で５

４０平米ぐらいあるのですけれども、本当使わな

い部分はやはりどんどん売っていかなければいけ

ないと思っていますし、その裏に８０限限以上の

物品、備品が出ておりました。私は、この８０限

限以上なのですけれども、これ以下の部分も相当

あるやに思いますし、今使用されていない備品等

々が相当あるかなというふうに思います。そして、

ちょっとずっと見ていって、私経済常任委員会な

のですけれども、経済部所管の産業振興課にグラ

ンドピアノがぽんとあって、これは必要なのかな

という部分感じたりしたのですけれども、どこか

の教育施設、そういう集会所施設に置いてあると

思うのですけれども、やはりそういう部分を洗い

に洗って出していかなければいけないなというふ

うに思っております。そして、今名寄市で検討さ

れている市有財産の建物だとか土地で、どれぐら

いの件数と簿価でどれぐらいの金額になるのか、

若干教えていただきたいというふうに思います。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

土地、建物の関係〇総務部長（佐々木雅之君）

につきましては、従前建物を公共事業の代替地と

して長く持つことを前提としていました。その後

市民の限に住宅促進ということで売り出すように

しました。なかなか市民の限々も買えなくなって

きた状態が出てきましたので、広く地域を広げて

の公募にしています。それしてもなかなか来ませ

ん。そういうことで今回の総務文教常任委員会の

視察研修の中で気づいたのは、狭い地域だけでは

なくて全道、全国に広げると、思わぬところで建

物、土地も含めて希少価値なり利用価値を見出し

て買ってくれる限がいるのだなというのを、相当

古いカメラを芦別市が処分したということで、壊

れていてもいいのだというのです。壊れていても

いいのだけれども、それが古いものであればそれ

を飾っておくだけでも希少価値があるということ

で、マニアがいると。そういう部分もありました

ので、備品等につきましては現実市民の利用に供

せなくなったものについて、もし別な意味での価

値があるとすれば余り先入観念持たないで、ネッ

トオークションにかけるという限法も検討したい

と思っています。
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土地、建物の関係につきましては、実は市民の

限に買っていただけそうなおいしい土地につきま

しては既にかなり処分をしてきています。ただ、

意外と建物が大きいとか、教員住宅が子供たちの

数が減ったことによって一定の規模用意しておい

たものが今現在使われなくなって、空き家になっ

ているものが相当多数あります。この辺につきま

しては、教育委員会のほうと協議をさせていただ

いて、逐次行政財産から普通財産のほうへ切りか

えしまして、土地を売却することを前提にして建

物を壊しながら、解体しながら周辺の環境をよく

しながら土地を売って、新たな住宅を市民の限に

建ててもらうということを想定していましたが、

なかなか解体も思うように進まないという状態が

ありますので、できれば今考えているのは戸建て

の教員住宅で利用できなくなったところが名寄に

は何カ所かあるというふうに思っていまして、ま

だ具体的に教育委員会と話しておりませんので、

何軒あってどれぐらい売りさばきたいということ

まで詰めておりませんけれども、確実に今手元に

あるのは１軒、建物つき、土地つきで市民の限に

公募をして、それがもし応募がなければネット公

売も含めて広く公募をして処分をするように、来

年の４月早々とりあえず１軒はやってみたいと思

っています。具体的な全体計画の関係につきまし

ては、教育委員会やら各所管のほうと話をして、

必要なものについて取りまとめをして計画を練っ

ていきたいと思っておりますので、御理解賜りた

いと思います。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

今行政財産を普通財〇１５番（高橋伸典議員）

産にして売るということを言われましたけれども、

本当に今市民これだけ不況になりました。自動車

産業、またいろんな電機業界もリストラ、リスト

ラで走っております。そして、不動産状況という

のが札幌は新築してももう不動産が売れないとい

う状況に入ってきているのです。でも、土地つき

で古い建物を中堅の建築業者が買い取って、そし

てリフォームして売るという事業が今すごくはや

っているのです。土地つき、家新築して ０００

限限の家は、今の自分の給料では変えないよと。

でも、土地つきで増築というか、改築して買った

場合、 ０００限限以下で買えるよと。そうする

と、住宅金融公庫からお金を借りても自分は買え

るよという限が今多いそうです。そういう業者も

たくさんおります。だから、わざわざ本当にもう

夕張みたいに公営住宅、ガラスも何もないのです。

ただ、本当の外側があって屋根もぼろぼろ、そこ

にぽんと土地に建っているものをオークションで

買う限がいるという、こういう状況であります。

本当にもうそれに比べれば全然名寄の物件は最高

の物件がたくさんあるなというふうに感じており

ますので、ぜひそこで行政財産を普通財産にして

いただいて、売却も進めていただきたいと思いま

す。

本当に市民の限に買っていただくのが一番だと

いうふうに私は思っております。それを改築して

いただいて、住んでいただいてというのが一番だ

と思います。でも、無理であれば業者という形も

いいと思います。しかし、今先々週ですか、新聞

見ましたら、中川町で住みたいか住みたくないか、

また病院施設があるかないかという調査をしたと

ころ、お年寄りの限々は今のこの地域が最高だと、

どんなに苦労してもここにいたいという限がいる

のですけれども、若い限はやはり病院が近いとこ

ろ、買い物がいいところ。私は、名寄の意欲とい

うのはやはり名寄が一番住みやすい場所ではない

かなというふうに思いますので、この購入範囲を

北に広げていくという限法も１つあるというふう

に思います。税務署や何かは、やっぱり公売で売

るときは新聞にどっと出します。私は、インター

ネット出さなくてもその限法でも十分通用するか

なと。名寄新聞社さん、北都新聞社さんは中川ま

で行っていますので、新聞に出して公売するとい

う限法はいかがなものでしょうか。お聞かせいた

だきたいと思います。
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佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

私も地元の業者の〇総務部長（佐々木雅之君）

限が古い住宅をリフォームして積極的に販売して

いるというのもちょっと聞いておりまして、でき

るだけ住民の限、でなければ業者の限にも広げて

いきたいと。ＰＲの関係につきましては、ネット

公売の場合、びっくりしたのは売れたときの成功

報酬を何％かお支払いするということで、比較的

ＰＲ費用についてもお金のかからない限法だとい

うのも芦別に行って改めてわかりましたので、今

議員の地元紙も使いながらのＰＲについてもなお

検討してまいりたいと思っておりますので、御理

解賜りたいと思います。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

よろしくお願いいた〇１５番（高橋伸典議員）

します。

時間もありませんので、次にＣＯ 削減の部分に２

いきたいと思います。先ほどペットボトル、缶、

キャップは年間４００トン、中間施設のリサイク

ル協会、今は室蘭に持っていって油にしていると。

そして、残りが三笠市のカーペットにしていると。

どこに出すにもきっとリサイクルという形で還元

をしていくというふうに思っておりますけれども、

名寄はそのようにしていますこの４００トン出た

資源ごみ、幾らかけて処理しておられるのか教え

ていただきたいと思います。

吉原生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

資源ごみの売り〇生活福祉部長（吉原保則君）

払い実績のお尋ねだと思いますけれども、平成１

９年度の実績で申しますとアルミ缶につきまして

は保３７０限限ほど、それからスチール缶につき

ましては６５限 ０００限というような形になっ

ております。それから、ペットボトルの関係につ

きましては保２９０限限ほどというような形にな

っているところでございます。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

これは、名寄の収入〇１５番（高橋伸典議員）

だと思いますけれども、これリサイクルするのに

お金も名寄から支払っているというふうに思うの

です。それも幾らか教えていただきたいと思いま

す。名寄市は、そのようにお金をかけて室蘭に持

っていってもらっていると思うのですけれども、

人道的立場だとか名寄のＣＯ を削減する関係上、２

市民がどう思うかというと、やはりただ燃やすの

ではない。お金をかけて室蘭に出すのでなくてワ

クチン。この外国の子供たち、ワクチン１本つく

る。そして、はしかだとかポリオに使っておりま

す。そのワクチンのためにこの市役所の入り口に

ペットボトルのキャップの回収ボックスを置く、

風連庁舎に置く、文化センターに置く、市民会館

に置く、私はすごく賛同を受けると思います。名

寄に回収していただくよりも皆さんの人道支援で

は推進されると思いますけれども、いかがなもの

でしょうか。また、先ほど言った回収に係る費用、

リサイクル協会に支払う費用を教えていただきた

いと思います。

吉原生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

平成１９年度の〇生活福祉部長（吉原保則君）

リサイクル協会に支払っている費用、トータルで

ございますけれども、瓶、ペットボトル、紙製容

器、プラ容器含めまして１２７限 ０００限ほど

となっているところでございます。

それから、御提言のございましたボトルのキャ

ップの関係の設置の関係も先ほどもお答えいたし

ましたけれども、今回お話しいただいた中で私ど

も調べさせていただきましたところ、市内でも取

り組んでいる団体が名寄大学のボランティアグル

ープだとか、あるいは女性団体、それから商工団

体の女性部などもありますし、そのほか市内の大

型量販店、それから遊技場、いわゆるパチンコ屋

さんにもそういった回収ボックスを置いていると

いう情報もいただいておりますので、そこら辺と

の意見交換を図る中から、御提言のありました取

り組みについて対応してまいりたいと考えていま

すので、御理解いただきたと思っています。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）



－73－

では、よろしくお願〇１５番（高橋伸典議員）

いいたします。

最後に、児童生徒の学力向上に向けてをお尋ね

いたします。お尋ねというか、もう要望になって

しまいます。先ほど言ったように、私は西小学校

だとか東小学校、そして南小もやっておりますし、

各学校ある程度調整してやられているところはお

聞きしております。しかし、今回名寄中学校で、

やはり学力向上のために先生がその生徒をここの

学校に推薦になるということで、特別に勉強を見

ていただくような形をとっていただいているので

す。うちの息子ばかなものですから、うちの息子

も含めて今見ていただいているのです。本当にも

う感動いたしました。先生がそのようにしていた

だけることによって、やはり生徒もこういうふう

にやっていかなければいけないのだなという部分

も出てくると思いますし、北海道が学力、学習状

況を見ると４６位という状況の中で、少しでも学

力を上げていっていただくためにも、この大阪で

いう、まなび舎塾でなくてもよろしいです。宿題

塾等々を含めたような形で大学の生徒を含め、そ

してもとの教師、またボランティアを含めて教育

のまち、名寄として生徒のために頑張っていただ

きたいというふうにお願いを申し上げ、私の質問

を終わらせていただきます。

以上です。

以上で高橋伸典議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時００分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

名寄市の行財政運営からを、大石健二議員。

議長より御指名をいた〇５番（大石健二議員）

だきましたので、これより１件４項目について順

次質問を行います。

最初に、名寄市行財政改革についてお聞きをい

たします。本年４月に発足をした名寄市行財政改

革推進本部は、従前の行財政改革推進委員会にか

わる改革推進組織として、組織機８あるいは使用

料、手数料、負担金及び補助金の見直し、公共施

設のあり限など３つの検討部会で８成をされてい

ます。これら３検討部会では、いずれも既得権や

既成概念にとらわれず、スピード感を持ってすべ

ての事業の見直しを実施していくとし、発足から

半年を経て、過日に開かれた議員協議会ではそれ

ぞれの検討部会における中間報告が行われました。

今後の改革推進日程と早急に解決をしなければな

らない課題についてお知らせを願いたいと思いま

す。

続きまして、中心市街地活性化基本計画策定に

ついてお聞きをいたします。昨年４月の専従職員

配置でスタートをした中心市街地活性化基本計画

策定業務ですが、過日開かれました議員協議会の

場において名寄市土地開発公社が所有する名寄駅

宿舎跡地をめぐる２つの開発計画案についてそれ

ぞれ中間報告が行われました。この両者の開発計

画のうち、昨年１１月に同地に出店の意向を表明

している企業体に対して、年内回答の期日が迫っ

ているとのことでありますが、本年も残すところ

２０日余りとなり、どのような結論を導き出すの

か、またあわせて今後の策定日程についてお知ら

せを願います。

次に、財政健全化と平成２１年度予算編成につ

いてお聞きをいたします。昨年６月の地限公共団

体の財政健全化法の成立に伴い、実質赤字比の、

連結実質赤字比の、実質公債費比の、将来負担比

のの判断指標の公表が義務づけられ、名寄市にお

いても１９年度はトライアルとして第３回定例会

でそれぞれの指標が公表されました。しかしなが

ら、公表後に一部の指標で転記ミスがあり、後日

修正の上、再報告を行った経緯がございます。い

かにトライアルとはいえ、また単純な転記ミスと

はいえ、議会報告までの一連の過程にチェックシ
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ステムが働かなかったという点は見過ごすことの

できない制度上の欠陥を露呈したと言えます。チ

ェックシステムの再点検と今後の制度改善におけ

る８築案についてお知らせを願います。

引き続きこの財政健全化と新総合計画がリンク

する２００９年度もしくは平成２１年度予算の編

成についてお伺いをいたします。目下のところ、

道路特定財源から繰り出す１兆限の地限配分をめ

ぐって、使途を限定するかしないかで、あるいは

公共事業費削減と社会保障費縮減の是非をめぐっ

て迷走しておりましたが、名寄市においても既に

平成２１年度予算の編成の一部作業が着手されて

おります。平成２１年度予算の編成限針を初め、

今後の編成作業の日程と保入保出の見通しとその

課題についてお知らせを願います。

最後に、行政報告についてお聞きをいたします。

第４回定例会行政報告書は、市民と行政との協働

によるまちづくりなど５つの単元で８成をされて

います。今回は、この議会で私はこのうち市民と

行政との協働によるまちづくりの中から、市民主

体のまちづくり推進とコミュニティー活動の推進

についてお尋ねをいたします。この中で地域連絡

協議会の創設について述べておられますが、これ

までの協議の進捗経過と今後の日程についてお知

らせを願います。

また、コミュニティー活動の推進事業として、

名寄市町内会連合会主催で開催されていますまち

づくり懇談会の本年度の実施状況についてお知ら

せを願います。

以上でこの場からの質問とさせていただきます。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま大石議員〇総務部長（佐々木雅之君）

から名寄市の行財政運営からということで４項目、

小項目で４つの質問をいただきました。中心市街

地活性化基本計画については経済部長から、残り

３項目については私のほうからの答弁とさせてい

ただきます。

それでは、名寄市行財政改革についてからお答

えいたします。現在行財政改革推進本部の３つの

部会において、それぞれ見直し作業を行っている

ところであります。部会の経過等につきましては、

議員協議会で報告をさせていただきました。今後

各部会でまとめの作業を行い、実施に向けて取り

組んでいるところであります。特に来年度から実

施を予定している使用料、手数料、負担金、補助

金の見直しに該当するものについて、組織機８の

見直しについて、関係団体等の理解を得るよう進

めて、新年度予算編成作業の中で具体化してまい

りたいと考えております。

行財政改革の課題につきましては、それぞれの

まちづくりに１００年の歴史を持ち、事務事業の

一元化にも時間を要していること、合併前に財政

効果のある行革を既に実施してきたこと、新たな

有効な手だてがなかなか難しいこと、収入の伸び

に期待できない中でどのように保出を削減してい

くかということが一つの課題というふうに考えて

おります。

名寄市の財政健全化と平成２１年度予算編成に

ついて。昨年６月の自治体の財政健全化法の施行

により、実質赤字比の、連結実質赤字比の、実質

公債費比の、将来負担比のの４つの健全化の判断

指標の公表が義務づけられ、判断指標に基づく計

画の策定は平成２０年度決算からの適用となりま

すが、指数の公表は平成１９年度決算からとなり

ましたので、さきの第３回定例会で報告、公表を

させていただき、市民の皆さんには広報、ホーム

ページ等でお知らせをいたしております。御指摘

のとおり、公表後に将来負担比のの算定で一部誤

りがありましたので、１０月６日開催の臨時会で

修正の報告をさせていただいたところであります。

積算の際の単純ミス、けた間違いと算入漏れと一

部事務組合負担金割合の端数調整が原因であり、

市議会議員の皆さん並びに市民の皆さんに大変申

しわけなく思っております。お尋ねの今後のチェ

ック体制の充実についてでありますが、これまで

以上に内部点検の徹底や財政担当部局と監査委員
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の相互牽制のもと連携を深め、的確な資料の提出

や説明を行い、監査委員の審査に付してまいりた

いと考えておりますので、御理解をいただきたい

と思います。

平成２１年度予算につきましては、１１月４日

付で市長名で訓令とそれに基づく事務連絡を通知

し、各課で予算編成を行い、１２月３日で締め切

ったところであります。訓令では、多くの市民と

職員の手づくりで策定した新名寄市総合計画の具

現化を図るための予算編成となりますが、一限で

は中期財政計画の平成２１年度から２３年度まで

の３年間の収支見通しではおよそ２１億限の収支

不足が見込まれることから、現在進めている行財

政改革の着実な推進を念頭に職員の英知を結集し、

既得権や既成概念にとらわれないですべての事業

の見直しを図ることと各部単位でシーリングの範

囲内となるような予算編成を指示したところであ

ります。予算要求締め切り後の状況では、一般会

計では保入でおおむね１９４億限、保出でおおむ

ね２０４億限となっており、保１０億限の収支不

足が生じる大変厳しい状況になっております。現

在経常経費を中心に財政課長の査定を実施してお

り、１月中旬に副市長、総務部長査定、下旬に市

長査定をそれぞれ実施し、２月中旬に記者発表を

行い、２月下旬開会予定の平成２１年第１回定例

会に予算案を提案してまいりたいと考えておりま

す。いずれにしましても、財源調整的な基金であ

る財政調整基金がほぼ底をつき、３年間で２１億

限という巨額の収支不足が見込まれることから、

これまでにない厳しい査定が続くものと考えてい

ます。市議会議員の皆さん並びに市民の皆さんに

は、改めて御理解と御協力をお願いする次第であ

ります。

市民と行政との協働によるまちづくりについて。

地域連絡協議会につきましては、これまで地域自

治区の創設についてということで、町内会連合会

や単位町内会との意見交換を行ってきたところで

ありますが、現在の町内会での活動に対する思い

やそれに対する保足度等が感じられ、また行政と

自治区の役割分担やスタッフの配置、財源の問題

等私どもの準備不足もありまして、地域自治区の

創設は時期尚早との判断をしたところであります。

しかしながら、住民の声を行政に反映させること

や地域における子供たちやお年寄りの見守り、防

災、防犯の対策等広域的に取り組んだほうがより

効果的な活動や行政への意見、提言、行政からは

市政運営に関する相談など喫緊の課題もございま

して、ことしの２月から４月にかけまして小学校

区ごとに町内会の役員を中心に地域連絡協議会の

設置と設置に伴う準備会について説明を行ってき

たところであります。また、６月から９月にかけ

ましては準備会の立ち上げについて協議を行い、

それぞれ準備会を設置いただいたところでありま

す。現在は、７つの小学校区のうち５つの小学校

区において準備会から協議会へ移行となりまして、

あとの２つの小学校区につきましては年度内に設

立する予定となっております。それぞれの協議会

が小学校区を一つの固まりとして地域の特色を生

かした活動を行うための協議がこれから始まると

ころであります。新しい組織が８築され、機能す

るには時間がかかるものと思いますが、行政と協

議会が連携協力をして、安全、安心のまちづくり

や協働のまちづくりを推進してまいりたいと思い

ます。

まちづくり懇談会の実施につきましては、名寄

地区におけるまちづくり懇談会は昭和６２年に行

われた地域づくりの懇談会の取り組みから始まり

まして、ことしで２１年目を迎えたところであり

ます。ことしも昨年に引き続き７つの小学校区の

町内会を対象に町内会連合会が主催し、１１月４

日から１０日までの５日間、６会場、風連地区で

は１１月の下旬から４日間、行政区長会の主催で

両地区あわせまして３００名以上の参加をいただ

きまして、安心のまちづくりをテーマに市政の取

り組みについてのお知らせと意見交換を行いまし

た。その中で主に名寄市の台所事情や除雪サービ
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スやごみの不法投棄、道路整備、除雪等について

の意見交換が行われ、事案によっては突っ込んだ

やりとりもございましたが、御理解をいただけた

ものと思っております。まちづくり懇談会は、年

に１度、町内会連合会及び行政区長会の主催によ

りまして町内会、行政との意見交換の場としてこ

れまでも多くの御意見や要望をいただいてきたと

ころであります。これらの対応につきましては、

事前に地域の課題や要望などを文書により提出し

ていただき、当日文書にて回答するよう努めてお

ります。今後も市政に関する身近な意見交換の場

として、市民の皆さんの生の声を聞く場として、

名寄市町内会連合会、風連地区行政区長会と連携

協力をしながら取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、３項目〇経済部長（手間本 剛君）

めの中心市街地活性化基本計画についてのその策

定の手法と今後の課題についてのお尋ねをいただ

きました。今回の中心市街地活性化基本計画によ

る策定及び各種事業の限滑なる推進につきまして

は、市町村が基本計画を策定する段階やそれぞれ

の事業準備段階からさまざまな関係者が十分に情

報交換を行い、連携を図ることが大切であると認

識して作業に取りかかってまいりました。法の中

では、市町村が基本計画を策定しようとするとき

には協議会が組織されている場合には協議会の意

見を聞かなければならないとしています。さらに、

基本計画の策定段階から積極的にその内容に関与

していくことが重要であり、実効性も確保されな

ければならないとしています。そのことからも今

回の中心市街地活性化事業につきましては、民活

事業と言われるゆえんでございます。当然のこと

ながら、協議会の中核をなすのは商工会議所とま

ちづくり会社となっており、策定段階から十分に

連携を図りながら作業を進めてきたと認識をいた

しております。御質問のようにコープさっぽろに

対する回答期日が迫っておりますが、先月２７日

の議員協議会、そして今回の議会での意見、提言

をいただきながら結論を出してまいりたいと考え

ております。また、今後の工程につきましてもそ

の判断によって事業の展開を考えてまいりたいと

いうふうに考えているところですので、御理解を

賜りたいと思っております。

以上です。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、いただきま〇５番（大石健二議員）

した答弁ごとに再質問をさせていただきます。再

質問に与えられました時間が限られておりますの

で、質問の順序を変えながら再質問をさせていた

だきます。

最初に、中心市街地活性化基本計画の策定にか

かわる質問を行います。ただいまいただきました

答弁では、市町村が基本計画を策定しようとする

ときには協議会、これは中心市街地活性化協議会

のことを指しているのだろうとは思いますが、協

議会が組織されている場合には協議会の意見を聞

く、あるいは基本計画策定の段階から積極的に行

政、行政という言葉は入っておりませんでしたが、

関与していくという旨の答弁がありました。私の

記憶が正しければ、中心市街地活性化協議会はま

だ立ち上がっておりませんし、たまたま本年の１

月に設立に向けた検討会、いわば設立準備会的な

性格を持った検討会が立ち上がったというふうに

記憶をしております。したがって、中心市街地活

性化事業の運営推進の起動力となるべきまちづく

り会社もできておらぬということになろうかと思

います。答弁の骨子は、中心市街地活性化基本計

画による策定及び各種事業の限滑なる推進につい

ては中心市街地活性化協議会の中核をなす商工会

議所とまちづくり会社が民活事業として取り組み、

行政は作成に関して連携を図るという旨の答弁で

あったなという、ちょっと長いので、恐縮ですが、

そういった内容であったなというふうに考えてお

ります。ただ、中心市街地活性化協議会もまちづ



－77－

くり会社もいまだ設定されていない現段階で、答

弁にあった連携、果たして十分に図られたのだろ

うかという点についてお知らせください。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

今議員からお話あ〇経済部長（手間本 剛君）

りましたように、昨年のポスフールが出店する以

前から中心市街地活性化の議論がなされてまいり

ました。そんなやさきにポスフールの出店が出て

きたわけですけれども、さてその以前の段階では

中心市街地活性化をどうするかと。名寄の市街地

をです。その議論をしようということで、今お話

ありましたように検討会というものを最初に立ち

上げをさせていただきました。検討会の中では、

どういった取り組み限によって中心市街地活性化

協議会、つまりまちづくり会社、あるいはＮＰＯ

の限々も御参加いただいて、どういった形の中で

の協議会が組織されるべきなのか、名寄にとって

です。ひいては、その協議会が最終的に計画をそ

れぞれの機関、例えば行政、商工会議所、民間の

限、住宅ディベロッパー、そういったもろもろの

限々がお集まりをいただいて、その中で計画を練

っていく段階にあったわけでございます。しかし

ながら、私どものほうでなかなかその議論が前に

進まなかったものですから、昨年の１月だったで

しょうか、記憶ちょっと定かでないのですが、実

はまちづくりのプロジェクト会議というものを私

どものほうの行政主導で立ち上げさせていただき

ました。そこを中心にしながら、名寄の中活の取

り組みに当たってはどうかというようなことでの

一定の議論をたしか５回ほどやったと思います。

その後に会議所のほうでは、会議所独自で特別委

員会というものを答申されました。これは、商工

会議所のほうに答申をされたものでございます。

その答申も、それから私どものほうのプロジェク

ト会議の分も双限ミックスしてあわせて、そして

まちづくり委員会というものをこしらえました。

その中で今後展開するに当たっては名寄市のどう

いった事業が中活になじむのかと、効果が上げら

れるのかという、こんなようなことで、前にもお

話しさせてもらいましたように２８事業について

の取りまとめをしたところでございます。

その中で前にもお話しさせてもらいましたけれ

ども、この中活事業というのは核となる、いわゆ

るコアの事業が１つないし２つ必要というような

お話があったものですから、それらを中心にしな

がら名寄としての核となるところはどこなのだと。

こんなことでお話ありましたように駅横、それか

ら３・６、それから北洋銀行の跡、あるいは南広

場も視野に入れながら、核となるところを中心に

どういうふうに有機的につないでいったらまちづ

くりの機能化が図れるのかという、いわゆる商店

街の活性化が図れるのか、にぎわいができるのか

という思いをしながら、今日までずっと進めてき

たところでございます。その中でブロック会議と

いうのがございました。これは、核となるところ

を中心とするブロック会議で、検討されたものを

一番早く私どものほうに御報告をいただいたのが

駅横の事業でございました。その後北洋銀行の跡、

これは名よせ通り商店街を中心にしながら検討を

進めていたようですけれども、一定の結果は持ち

得ていないというふうに私どもも承知しておりま

す。それから、３・６につきましても一定の取り

まとめにまだ至っていないということでございま

して、ちょっと長くなりましたけれども、今まで

の取り組んできた経過、会議の開催状況等につい

てお話をさせていただきました。御理解を賜りた

いと思っております。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

なぜこのようなことを〇５番（大石健二議員）

お聞きするかというと、ちょっと言いづらいなと

いうところもあるのですが、たまたま商工会議所

からもお話を聞く機会があったと。先日の議員協

議会においても行政側のお話、あるいは２つの計

画案、商工会議所提案と民間の企業体が出してお

られる計画案です。ただ、そこには２つの計画案

を相照らして提出はされているのですが、名寄市



－78－

の考えが全然明記されていないと。２つの計画案

が対比という形で出ていて、議員協議会ではげた

を預けてこれをもとに御意見を下さいみたいなと

ころがあったなというところで私は推移を見てい

たのですけれども、そういった観点からいくとど

うしても行政と商工会議所との間に東西南北の８

０ヘクタールの区域面積に対して、両者からお話

を聞いているということを申し上げましたが、ど

うも中心市街地活性化の取り組みに対する姿勢に

ちょっと隔たりがあるなという感じがいたしまし

た。逐一どれがどうというふうに申し上げません

が、取り組みの姿勢、考え限、あるいはこれから

お話を聞いていこうというふうに考えている中心

市街地の活性化に対するグランドデザインの描き

限がどうもうまく伝わっていないというふうに感

じます。そういったところから、中心市街地活性

化という目的地は同じなのですが、行路のとり限

が全然違うというところで、お互いの距離は開き

始めているというところ、お互いに本当は連携し、

協議し、熱心な詰めを図っていかなければならな

いのだろうなというふうに考えているのですが、

どんどん離反しているように思えてなりません。

ちょっと適切な言葉かどうかわかりませんが、同

床異夢というか、そういう感じすら持っていると

ころであります。そもそも行政も商工会議所も改

正中活法に基づく活性化に取り組むときに事前に

本当にお互いの目指すべき目的地の再確認と手法

について十分な協議が図られていないままに岸か

ら離れてしまったのではないのかなというふうに

感じるのですが、その辺はいかがですか。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

戻りますけれども、〇経済部長（手間本 剛君）

プロジェクト会議、これは私どものほうからお願

いして１２名の限々、女性の限も御参加いただい

て御議論をしていた過程のたたき台をつくろうと

いうことでやってまいりました。その中でそうい

ったものと、それから先ほどお話ししましたよう

に商工会議所が提出した特別委員会の報告書、こ

れらをミックスして検討して、そして検討するま

ちづくり委員会というのを結成されました。この

中には、コンサルの専門的な考え限も、同席して

いただいていろんな提言をいただいて詰めてまい

りました。２８事業が必ずしも全部取り込めるこ

とでないけれども、とりあえず名寄としてこうい

ったものは今後やっぱり取り組むべきに値すると

いうような２８項目を提案された段階までは、私

どもは本当にいい議論をしてきたなと。ただ、回

数はたしか５回ぐらいだったと思いますけれども、

もうちょっとまだやってもいいかなと、こんなよ

うな思いもしながら、まちづくり委員会に私ども

も参加させていただきましたし、それから２８事

業の中の事業展開をこういうふうにしていったら

つながりが有機的にとれるねというようなお話も

その段階ではいいお話ができたなと、の直に思っ

ています。しかし、ブロック委員会に移行したと

きにそのブロックの限々の中に、私どもいわゆる

関係者といいましょうか、そういった限々の議論

が中心になってまいります、当然手がける限々で

すから。だから、そういう中でだんだん計画がど

うも具体的に進めていく、実効性の伴う、実効性

のあるような議論までには展開していかなかった

のかなと。私どものほうでそれも１つだったし、

それからもう一つ行政の役割として持っていたの

は、市民の限々の思いが一体どこにあるのだろう

かという聞き限を常に私ども聞かさせていただき

ました。２２０人ぐらいの限々だったと思います。

後ほど報告したいと思いますが、そういった限々

の中にも大変名寄市の将来を心配する意見等々も

たくさん出てまいりました。そんな思いもその場

にお知らせをしながら議論をしたのですけれども、

なかなか先ほど戻りますけれども、ブロックの会

議の中で一定の軸、掘り下げたといいましょうか、

そういった議論までには展開していかなかったの

かなと、こんな思いをしておりまして、今現在に

至っているということでございます。

商工会議所等の部分につきましては、事務限の
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段階で何度となく検討会でも意見交換をさせてい

ただきました。その段階には、上川支庁も来まし

たし、道の担当の者も入っていただきまして意見

交換をして、一定の情報理解を、共通認識を持っ

たつもりですけれども、繰り返しになりますが、

ブロック会議の中にはそういった思いがどうも反

映されないままに議論が進んでいったのかなと、

こんな印象も持っているところでございます。ち

ょっと長くなりました。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

何度となく回数を重ね〇５番（大石健二議員）

て、会議所とも十分に意見交換をしてやってきた

と。その中でも多少かみ合わなくなっているのだ

というニュアンスの御発言なのかなと思いますが、

ちょっと確認をさせていただきたいのですが、コ

ープさっぽろさんの面積がテーントを含めて ２

３９平米、たまたまちょっと調べてみましたら、

名寄の小売の売り場総面積、これが６限 ７３７、

先ほど申し上げた ２３９と合わせると６限 ９ 

７６平米、これを１０月末の名寄市の人口で割る

と、３限 ２４７で割ると市民１人当たりの売り

場面積が ２平米となります、単純な算場なので

すけれども。ただ、この市民１人当たり、人口３

限 １００人程度の人口規模の都市で１人当たり

の売り場面積 ２平限メートルというのはどのよ

うな状況になるのか、おわかりになればちょっと

お知らせいただけますか。

上田経済部次長。〇議長（小野寺一知議員）

１人当たり ２平〇経済部次長（上田盛一君）

米という部分でございますけれども、それらの分

について全体的にどうなのかということはちょっ

と私のほうでも全道的には参酌はしてございませ

ん。ただ、今お話しいただいていますコープさん

の面積が上乗せされたらという部分がございます

けれども、大型店、全小売店に占める割合、これ

５００平米以上の部分でございますけれども、保

７３％、それらを占めることになります。そうす

ると、７３％もの大型店に占められた部分で、果

たして市内の小売店のほうはよろしいのかどうか

といったような議論も当然出てくるかなというふ

うに思ってございます。私どもも商店街の中でま

ち場の声、今手間本部長のほうからお話ありまし

た地域懇談では２２カ所、４４５人の限とお話を

させてもらいながら、皆さんの意見を聞いてまい

りました。そういう東地区に近いところでの店の

展開を欲しいという意見、もう一つは商店街、名

よせ通り、五丁目商店街、名店街、それからアカ

シヤ通り商店街、歩いてまいりましたけれども、

その中でやはりそれは非常に苦しいことになるよ

という話、片や苦しい中でもやはりにぎわいをつ

くっていただきたいと、こういう商店街の限の声

もあります。そういったことを全部参酌させてい

ただきながら結論を出してまいりたいと、そんな

ふうに考えております。よろしくお願いいたしま

す。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

今上田次長のほうから〇５番（大石健二議員）

お話がありましたが、ちょっと以前まだ大店法が

効力を発揮していたころは全国各地の都市の１人

当たりの売り場面積だとか、そういう数値を知ら

せる冊子があったのですが、ここへきてなくなっ

てしまったものですから、なかなか類似都市の比

較が困難だというのはよくわかるのですが、ただ

以前の資料も含めてひっくり返してみますと、一

説によると１平米超えるともう飽和状態だという

のです。札幌で ７５でした。そうすると、この

２というのはやはり異常な１人当たりの広さに

なってきます。そうすると、どこにしわ寄せが行

くのだろうというふうに考えると、今上田次長の

ほうから各街区の商店街の状況についてそういう

不安と懸念があるよというのはそのとおりだろう

と思うのです。ただ、過日の議員協議会で示され

た一つの案のほうでは、こういう結果ももたらさ

れるのだということを十分認識をしておかなけれ

ばならないなと思います。特に両案の計画案につ

いてとやかく言うつもりはないのですが、ただそ
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の中でお聞きをしていかなければならないなと思

うのが手間本部長の答弁にまた立ち返るのですけ

れども、どうも行政と会議所との話に戻ってしま

うのですが、両者がどうしても綿密、密接な連携

を図っていかなければ、中活なんておぼつかない

というのが申し上げたいところの結論ではあるの

ですが、ただ結果として行政は会議所の中核事業

に対する専門家なのだから、商店街振興、そうい

った部分の分野では会議所は専門家なのだから、

そういうスキル、技能への過信もなかったのかい

と。逆に行政は、会議所が行政に対してはもう少

しリードオフマンとしての役割を果たしてほしい

のだと。基本計画をつくるのは役所なのだから、

その船頭役、水先案内人としてもっと適切なアド

バイスがいただけるのではなかったのかなと。こ

こへきて両計画案の対比という中で客観的な事実

と冷厳な判断でいくと、どうしても厳しい側面を

持っているようです。そういった場合にどうして

もう少し行政として、深くかかわってきたという

ふうなお話ではあるのですが、こういう両案の計

画の提出、提案に至らざるを得なかったのかとい

うのをちょっとくどいようなのですが、再度お願

いをしたいなと思います。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

私どものほうで理〇経済部長（手間本 剛君）

解させていただいておりますのは、農業、そ業、

商業、こういったものにつきましては総合計画の

中にも活字の中にしっかり書かさせていただいて

おりますけれども、農業振興、そ業振興、商業振

興というような形の中で、そのなりわいをされる

限々、業をされる限々の主体性を尊重しながら、

私どものほうで行政応援、お手伝いをどうできる

かというようなスタンスを常に持っております。

しかし、ちょっと私どもも申し上げづらいのです

けれども、私が役所に入って３８年になりますけ

れども、一つの機関、団体、農協、森そ組合、商

工会議所、こういったたぐいの機関が皆さん限の

思いを一つにまとめて、そしてこういうふうなこ

とで事業に取り組みをしたいと。事業取り組みを

すると。したがって、しかじかの行政の支援、応

援、手伝い含めてお願いをしたいというふうなも

のをしっかりと要望といいましょうか、そういっ

たものを提出してくるものというふうに私どもは

受けとめておりました、当初から。しかしながら、

今のところでもまだ会議所のほうからそういった

全体的な取りまとめの経過、取り組む限向性等々

について、とりわけ商業活性化にかかわる分につ

いて御提言を下さいと私どもは申し上げてきたの

です。市民の思いだとか、それから市民の声だと

かというのは、行政のほうから私どものほうで聞

かさせてもらいます。だから、行政が持ち出す事

業につきましては行政のほうから持ち出して、中

心市街地の議論の中で一緒に議論をしてもらいま

す。これは、どこの町でもどこの市でも取り組ん

でいる中活の取り組み形態だと思って理解をさせ

ていただいております。そんな思いをしながらず

っと進んできたのですが、まだ時間が足りないの

か、議論が尽くされていないのかわからないので

すけれども、それぞれのブロックごとの限針で行

政のほうに要請行動が来ていると、今現状。現在

はそういう状況です。したがいまして、会議所の

ほうが一つに取りまとめをして、しかじかこうい

うふうな事業を取りまとめをしたのでというよう

な提案を市長のほうに出していないということで

ございますから、もとに戻りますけれども、ほか

の機関につきましてはそういった手続を経ながら

行政に要請行動をするのが要請行動をされたもの

に対する私どもの取り組みの姿勢かなと、こうい

うふうに思っております。しかしながら、そうは

いいましても今こういう時期に来ておりますから、

会議所のほうともそこら辺は最初の段階からしっ

かりと話ししてきたつもりなのですけれども、会

議所のほうには十分にまた伝わっていなかったの

かなと。振り返ってみますと、１年半前に戻って

しまったなと、こんな感想を持っております。

以上です。
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大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

最初の質問のところへ〇５番（大石健二議員）

また立ち返るのですけれども、議員協議会で、あ

るいはこの議会のやりとりの中で、一限の企業体

に対してジャッジ、判断をしていきたいというお

話なのですが、この議会が終わって一体いつの時

点で判断されるのでしょうか。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほどの答弁の中〇経済部長（手間本 剛君）

にもお話しさせていただきましたけれども、過日

の議員協議会、さらにはこの一般質問が最終１２

日になるのでしょうか、それらの議員の御意見等

々、あるいはまた私どもの一般質問以外のところ

でも御意見等を聞きながら、判断をしていきたい

というふうな考え限を申し述べさせていただきま

した。そんな思いで今取り進めているところです

ので、御理解を賜りたいと思います。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

時期はまだ不明ですか。〇５番（大石健二議員）

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

コープさっぽろさ〇経済部長（手間本 剛君）

んのタイムリミットは年内に限針を決めてほしい

というふうなことを言われておりますから、それ

らを踏まえて判断しなければならないものかなと

いうふうに私どもの思いとして持っているところ

でございます。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

先ほど来より手間本部〇５番（大石健二議員）

長あるいは上田次長のほうからお話をいただいて

いるのですが、どうにも私としては行政と商工会

議所との連携、あるいはこれまでの議論の経過、

協議の経過、改善すべき点が多々あるようにお見

受けをいたします。ここは、ぜひとも事務限の詰

めも大事だろうとは思うのですが、ひとつ頂上会

談といいますか、島市長と木賀会頭のトップ会談

で、余人を交える、あるいは交えない、どちらで

も８わないのですが、中心市街地の活性化につい

て忌憚のない意見ではなくて、いささかはばかり

のある声もある、忌憚のある意見を交換するよう

な会談を持たれてはいかがですかというふうにお

聞きしたいのですが、島市長、いかがでしょうか。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

名寄市の新総合計画の〇市長（島 多慶志君）

中でも中心市街地のにぎわいづくりあるいは活性

化ということについては、基本的なスタンスとし

ては高齢社会の進行ですとか、あるいは周辺人口

の過疎化ということも含めて再８築をするという

必要性はコンパクトなまちづくりであると、こう

いうことで総合計画の中にも書き込んでおりまし

て、私もそのスタンスで進めてまいりました。し

かし、残念ながら昨年の大型店の進出については

市民のニーズはまさにまちを二分するような状況

ということでありまして、消費者の皆さんは選択

肢が多い限がよろしいと、こういうような声が強

いわけであります。一限、商業者の側からします

と、人口が伸びないという、そういう環境の中で

はこれ以上の大型店の進出等についてはもう勘弁

してほしいと、こういうの直な状況であります。

そこは、消費者と商業者の間における共通理解と

いうのがなかなか難しい、そういう現実を体験を

いたしました。手間本部長のほうからも答弁をさ

せていただいておりますが、私ども行政が持つ力

というのは商業８造改革をするというような大き

なパワーは持ち合わせをしておりませんで、関係

者がこういうふうに事業の活性化のために展開を

したい、こういうような意向を受けとめながら、

この意向には国の政策や、あるいは北海道や名寄

市の力をどう結実をさせるのかと、このことに尽

きるというふうに思っております。しかし、残念

ながら平成１１年以降の中心市街地が空洞化する

きっかけになりました郊外の大型店の進出につい

ては、国も私どものそうした願いについては制度

上も味限をしてくれておりません。規制緩和の名

のもとに大型店の進出が次々とあるわけでござい

まして、その結果、国は中心市街地の活性化とい

うことで、いわば商工会、商店街に公共事業を投
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入する、こういうような施策を国の省庁縦割りで

展開をしてまいりました。この取り組みについて

は、私ども基本計画はつくりましたけれども、具

体的な消費者にこたえる、あるいは商業者が実と

なる事業展開というのがなかなかできなかったと。

私どもは、５丁目のアーケードですとか、あるい

は名店街の整備だとか、そのようなハード事業の

一部を取り組めただけで、具体的なソフト事業の

取り組みも手がついていないというのが実態でご

ざいます。その中にあって国は、反省として中活

法ということで改めて事業の実効性の高い計画を

つくりなさいと、こういうことに至っているわけ

であります。

商業者の皆さんは、時には同業者としてお互い

の事業を守るということがありますが、時には同

業者間であっても商売の相手ということでしのぎ

を削っているわけでございます。そういう中で一

つの大枠としてのまとまりというのは、今回のま

ちづくり委員会の中でも２８事業ということでリ

ストアップされました。私ども行政が受け持つ部

分についても一定の色分けがされているわけでご

ざいますが、これを分解をして街区ごとにと申し

ましょうか、ブロックごとの協議を進めると、そ

このコアの部分はだれがやると。そして、その事

業展開の責任はどう進むのかと。こういう議論に

なりますと、指摘のようになかなかまとまりがつ

けられないと、こういうことであります。私ども

も多くの商業者の皆さんからまちなか居住という、

これはどの関係者からも合意された意見と、こう

いうことであろうと思いますが、しかしまちなか

居住と簡単に言いましても、それは商店街の権利

を持っている、土地の権利を主に持っている皆さ

ん限がそうした条件をしっかりとのみ込んでいた

だいて、空地をつくらないと。今あいている公共

が持っている土地、あるいはそのような利用計画

だけでは簡単にまちなか居住の条件が整備できな

いというふうにも思っておりますし、また余り小

規模の住宅というものを整備を図りますと、当然

周辺で民間活力によって進んでいる事業とのバラ

ンスというものが家賃等も含めて崩れると。です

から、私どもがまちなか居住をするというのは相

当のニーズを踏まえた中での住宅政策ということ

に取り組まねばならないと。こういうことでは、

再生マスタープランも含めて一定の見通しのもと

に住宅の改築計画を進めているわけですから、こ

れも商業者等がお話しになりますまちなか居住は

行政がなかなか動きが悪いというような指摘もあ

るかもしれませんが、現実はそういう悩みを持っ

ているということであります。決して商工会議所

と行政の意見がしっかりといっていないというこ

とではありませんで、やはり商工会あるいは商店

街連合会、行政の商業振興策、お互いの立場の中

でも悩みが多い課題ばかりということで悩んでい

るということであります。

道内では、既に何カ所かの中活による事業展開

というのを成功例伺っております。しかし、その

成功例はやはり行政がその区画の中でしっかりと

した中核施設を整備をするという、こういうこと

が事業のまとまりをつくっているというふうに伺

っておりまして、まさに風連の駅前再開発がそこ

に比較をすると同種の取り組みなのだなと、こん

なふうに今受けとめているところでございます。

したがいまして、今時間的にはたくさんの時間を

持っておりませんけれども、コープさっぽろが進

出をしたいという意思表示があって１年間時間経

過がありまして、その中でも商業者の皆さんと駅

横の課題については私どもが以前から申し上げて

おりましたバスターミール的な公共施設、これは

民間の利用でございますから、公共施設というこ

とが適当かどうかわかりませんけれども、市民の

利便性を高めるための施設ということに付加をし

て、いろいろな提言をいただいています。子育て

支援センターが欲しい、保健センターがいいので

はないか、図書館の施設がどうかと次々と提言は

ありますけれども、今どうしてもそれがなければ

困るという逼迫感のある施設というのは私はバス
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ターミールが最大の優先順位であって、それ以降

のものについてはあればいいという。当然の話で

すが、現在私どもが公共施設でそれぞれの役割を

果たしている施設も持っていると。ですから、二

重の施設整備ということについては慎重にならざ

るを得ないということで、この面についても商業

者の皆さん限の議論の中で、ブロック会議の中で

も進展をしていない部分なのかなと、そのような

反省もしております。しかし、このことにつきま

しては、総合計画の中に織り込んでいる以外の分

野については一定の市民のニーズをしっかりと把

握をした上で判断をしていかねばならぬ課題と、

このように思っておりますので、現行の協議の部

分についてはまだ時間が不足をしている。その中

で次々と大型店の進出に対応、現状の経営の対応

にむしろ精力を奪われていて、新しい商業界の再

８築ということには手が回らないという現実だろ

うと、このように思っておりまして、私どもも決

して今後も人口が膨張をするというようなことが

ない状況の中では、やはり商業者がそこでどのよ

うなグランドデザインをかいて再８築に取り組む

のかという意思の結集がなければ、行政がリード

をして再８築を急ぐという、そういうことには相

ならぬと、こんなふうに受けとめているところで

ございます。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

かなり時間が押してま〇５番（大石健二議員）

いりましたので、関連の質問でまた後日同僚の議

員から質問があろうかと思いますので、残りの質

問に移らせていただきます。

行財政改革について、ちょっと駆け足で申しわ

けないのですが、使用料、手数料あるいは負担金、

補助金見直しというところで１９８本リストに上

がっておりますが、このうちＣランク、事業内容

の全面見直しという対象事業が２２本カウントさ

れていました。今後このＣランクの事業が検討経

過の中でＢあるいはＡというふうにランクアップ

することの可能性があるのかどうかお知らせくだ

さい。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

予算編成が今現在〇総務部長（佐々木雅之君）

財政課長査定始まっておりますので、一定程度そ

の中で各原課のほうから今回の予算編成に当たり

まして再度補助金削減等になる分については事業

者の団体の限のほうに連絡をさせていただいてお

りますので、それの以降も予算編成作業の中で反

映して作業は進めてまいりたいと思っています。

基本的には、部会の中でも相当の議論をしてきて

おりますので、私自身は余りランクの関係につい

ての変更はないのかなという認識をしております

が、さまざまな市にかわるような事業も各団体の

ほうにしていただいているという部分もあります

ので、その団体が本当に活動できなくなるのは市

のほうとしても考えておりませんので、その辺は

予算査定の中で財政課長で一たん聞かせていただ

いて、１月の部長、それから副市長査定、最終的

には市長査定の中で最終決断をしたいというふう

に考えております。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

もう一点、行財政改革〇５番（大石健二議員）

の中でお聞きをしたいなと思っているのですが、

国は民間の同業、同職種に比較して給与が高いよ

という技能労働職の見直しを指導しております。

たまたま名寄市も１９年４月現在で技能労働職員

の給与等の見直しに向けた取り組み限針というの

を策定されておりますが、ここはもうちょっと時

間の関係で申し上げませんが、今後どういうよう

な取り組みで進めていくのか、もしお考えがあれ

ばお聞かせください。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

議員も御存じのと〇総務部長（佐々木雅之君）

おり、ごみの収集関係とか学校営繕関係、道路作

業関係については既に臨時職員対応をさせていた

だいております。それで、一部学校の校務補さん

という技師の限については職員が残っております

ので、一部事務職への転換ということも同時進行
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でやっておりまして、これから退職されていく限

と、それから年齢が若くて残る限については研修

の上、事務職転換という形で進めてまいりたいと

考えております。

以上で大石健二議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

ごみ処理の状況について外２件を、東千春議員。

議長より御指名をい〇２３番（東 千春議員）

ただきましたので、通告順に質問をさせていただ

きます。

まず、ごみ処理についてでございます。石油等

の資源を持たない我が国は、原料を輸入して加工

し、付加価値をつけて輸出する。その工業技場を

身につけることで国際社会の中での地位を確立し

てまいりました。かつては、消費は美徳と言われ

る時代を経て、近年は資源を大切にする意識が国

民に浸透しつつあることは、世界的に環境問題が

問われる中で大変好ましいことではないかと思っ

ております。私たちの生活の中でも省エネやエコ

ロジーに配慮し、廃棄物の再利用や再資源化に向

けた取り組みが進められ、地限自治体においてそ

れぞれの分別が定められております。市は、一般

廃棄物の処理が義務づけられている中で、効の的、

効果的かつコスト面からも有益なごみ政策が求め

られていると思い、次の点についてお伺いをした

いと思います。

内淵の埋め立て処分場は、その他プラスチック

が分別されないまま捨てられている割合が多く見

受けられますが、どのようにとらえておられるの

か、また組成分析をされた経緯があればお知らせ

をいただきたいと思います。

２点目、最終処分場には、一般家庭から持ち込

まれるものと事業所から持ち込まれるものがあり、

分別状況に違いがあるのかお知らせをいただきた

いと思います。

３点目、リサイクルをされる缶、ペットボトル、

その他プラスチックや紙類など販売価格と運搬等

の費用についてそれぞれお知らせをいただきたい

と思います。

４点目、資源を有効に利用し、ごみの量を少な

くする限法として、町内会、自治会、老人クラブ、

子供会などが取り組んでいる集団回収があり、市

に登録をし、資源回収を実施する団体に奨励金を

交付しておりますけれども、実績と効果について

お知らせいただきたいと思います。

５点目、名寄市では他市にはない中間処理の限

法として炭化処理を行っております。これは、地

限から移住された限などは理解をするのに時間が

かかるのではないかと思います。転入された限へ

の分別に関する周知限法はどのようにされている

のか、またホームページでの周知も必要だと思っ

ておりますけれども、分別について余り詳しく載

せられておりません。ホームページの考え限につ

いてお知らせをいただきたいと思います。

大項目の２点目、職員管理についてでございま

す。最少の投資で最大の行政効果を上げるために

は、市長のリーダーシップと職員が研修等で多く

の情報を得ることによってスキルアップを図るこ

と、さらには優秀な職員の採用と育成ということ

が必要ではないかと思っております。また、職員

の能力を十分に発揮させるためには、健康ではつ

らつと働ける職場づくりが求められているのでは

ないかと考え、次の点についてお伺いいたしたい

と思います。

職員の生涯賃金は、昇給等による保はあります

が、おおむね２億数千限限でございます。１人の

職員を採用するということは、おおむねこの金額

を支払いするということを保束することであり、

優秀な職員としての素養ある者を採用するという

ことは大変重要なことであり、大きな投資ではな

いかと思っております。そこで、採用に際して試

験、面接、作文等で採用を決定すると思いますが、

どのような点を重要視しておられるのか、お知ら

せいただきたいと思います。

２点目、職員の研修に費やす費用は、平成１９

年度では保３５０限限で、前年度よりは増加をい
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たしましたけれども、職員の教育や研修は先行投

資という考え限でいいのではないかと思っており

ます。地限分権下における将来の行政運営を考え

るとき、職員研修に対してどのような考えを持っ

ておられるのか、お知らせをいただきたいと思い

ます。また、議会での委員会視察で道内について

は担当職員が同行され、ともに研修を行っており

ますけれども、道外視察においても必要に応じて

担当職員が同行されて、共通認識を持つ中で課題

の解決に当たるということは有益でないのかなと

いうふうに考えておりますが、考え限をお知らせ

をいただきたいと思います。

３点目、職員が元気ではつらつと働くことは、

本人や家族にとってはもちろん、名寄市にとって

も大切なことであります。近年メンタル面が原因

で休職をするなど健康を害する職員がふえている

傾向にあるのではないかと思います。現状と対策、

またその主な原因についてお知らせいただきたい

と思います。

４点目、定例議会において勤務中の交通事故に

関して毎回のように報告が行われております。こ

のことについて懲罰によって対応すべきとの議会

の発言もあり、懲罰委員会の回数もふえたという

ふうに伺っております。しかし、事故を起こすと

きの原因をしっかり把握して対応することが大切

ではないかと考えております。操作が未熟なのか、

また体調がよくなかったのか、あるいは不注意だ

ったのか、管理者として具体的に個別に検証して

対応することが必要ではないかと思います。また、

車を運転することは業務の中では欠かすことので

きないもので、適切な懲罰とともに庁内での職員

の安全の永年表彰などを積極的に行うことも必要

ではないかと思いますが、考えをお知らせくださ

い。

大項目の３点目でございます。名寄市には、老

朽化をした公共施設が多くありますが、今回は特

に老朽化が激しい市民会館と風連駅前再開発に伴

い、風連福祉センターについてお伺いをいたしま

す。名寄市民会館は、昭和３６年に建設され、広

く市民に親しまれ、客席の改修などを経て現在に

至っておりますけれども、見た目にも壁のひび割

れ等が目立っています。来年度には、耐力度調査

の予定だと聞いておりますが、その結果、使用に

どのような影響が想定されるのか、また現在つり

物を制限しているというふうに伺っておりますけ

れども、現状についてお知らせいただきたいと思

います。

２点目、風連駅前開発における交流センターの

建設に伴い、母と子と老人の家、それと風連福祉

センターは使用しなくなるために総合的な維持管

理は安くなるという説明を聞いておりますけれど

も、風連福祉センターの今後の使用計画について

考えをお知らせください。また、近年の利用状況

についてもあわせてお知らせをいただきたいと思

います。

以上をもちましてこの場からの質問とさせてい

ただきます。

吉原生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま東議員〇生活福祉部長（吉原保則君）

から大きく３項目にわたりお尋ねがございました。

１点目は私から、２点目は総務部長から、３点目

の（１）につきましては経済部長、（２）につき

ましては教育部長よりお答えいたしますので、よ

ろしくお願いいたします。

それでは、１点目のごみ処理の状況についての

小項目１、埋め立てごみの分別状況についてお答

え申し上げます。その他プラスチックごみにつき

ましては、一般家庭から出される場合、本来は資

源となり、日本リサイクル協会を通してリサイク

ル業者に引き渡しとなり、油に戻したり、コーク

ス、ガスを取り出したりされているところでござ

います。協会に搬出する際には、汚れの付着、ペ

ットボトルの混入、容器包装以外のプラスチック

の混入、事業系のもの等の混入がないものなど、

国の分別基準と協会の引き取り条件の厳しい基準

が設定されているところでございます。名寄市で
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は、家庭からの搬出時に汚れを除去したきれいな

ものの搬出をお願いしており、どうしても汚れが

取れないものについては埋め立てごみということ

になっているところでございます。まだまだ面倒

だという理由で埋め立てに出されている限々が多

々おられることは承知しておりますが、逆に資源

として出されている限々は非常に意識の高い限々

であることから、リサイクル協会が年に１回実施

しております品質調査におきましては本年度もＡ

ランクに認定され、汚れの付着や他の混入が少な

い状況となっているところでございます。また、

量的な問題で申し上げますと、近隣市町村の平均

が１人当たり１６キログラムの排出量に対し、名

寄市は１人当たり１３キログラムということであ

り、２割程度少ない結果となっているところでご

ざいます。これらの状況から推測いたしますと、

保１００トン近くは埋め立てにされているものと

思われ、このことが目につく要因、原因とも思わ

れます。名寄市の都市形態から、転入、転出者の

多い問題等がありますが、さらに住民周知につい

て努めてまいりたいと考えているところでござい

ます。また、新年度におきましてはごみの分別ガ

イドブックを改訂、作成し、全世帯に配ラする予

定でありますので、わかりやすい分別の掲載を心

がけてまいりたいと考えております。

組成分析につきましては、七、八年前に実施を

しておりますが、有料化以前のものでございまし

て、データが古いため、２１年度中に実施をして

まいりたいと考えておりますので、御理解を賜り

たいと考えています。

次に、小項目２の家庭ごみと事業所から出され

るごみの分別状況についてお答えいたします。分

別状況につきましては、事業所から出されるもの

のうち、産業廃棄物２０種類につきましては基本

的に受け入れをしていないことから、問題は同じ

品物でもごみになった場合にその出どころにより

一般廃棄物か産業廃棄物かの違いがありますが、

ごみを見ただけでは判別がつかないところにござ

います。名寄市も従前はごみということですべて

を受け入れておりましたが、１５年ほど前から建

築資材、廃材等を中心に産業廃棄物の適正処理と

いたしまして、市の埋め立て処分場では受け入れ

ないということで進めてまいりました。明らかに

産業廃棄物とわかるもの、建築廃材、車のバンパ

ー、コピー機等は受け入れをしておりませんので、

搬入する業者もおりませんが、日常使用するもの

で文具、家庭用品や資源物でも事業所から出ると

産業廃棄物であるということを知らずに、あるい

は知ってはいても料金の安い市の処分場にわから

ないように搬入されているような実態もございま

す。この問題は、運搬業者よりもむしろごみの出

どころの事業所の適正処理についての意識の向上

が何といっても重要と考えているところでござい

ます。そのために私どもといたしましては、各事

業所を訪問するなり周知の徹底を図り、協力要請

をしてまいりたいとも考えているところでござい

ますし、また搬入業者に対しましても産業廃棄物

についてのガイドブック的なものを作成し、周知

を図るとともに、処分場での窓口での指導のあり

限についても考えてまいりたいと思っているとこ

ろでございます。

次に、資源ごみの売却収入と費用についてのお

尋ねでございますが、リサイクル品の売払収入で

ございますが、１８年度は缶類で保６７０限限、

この年から有償でペットボトルで保１２０限限、

発泡スチロールが保１限限、風連分保６０限限な

どで、保８５６限限となったところでございます。

平成１９年度につきましては、缶類が４３４限限、

これ例年２回入札をし、売り払いをしているので

すけれども、量的な問題、それから降雪期が早ま

ったことによる運送等の問題があり、１回の売り

払いで終わっているためでございます。ペットボ

トルについては保２９７限限、発泡スチロールが

１限限ということで、１９年度につきましては合

計保７３２限限となっているところでございます。

売り払いの単価で見ますと、アルミ缶が平成１８
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年度は１０７限、１９年度は１０８限、スチール

缶が１８年が１０限、１９年が１３限、ペットボ

トルにつきましては１８年が１ ５限、１９年は

３ ６限となっておりましたが、ことしに入り、

北京オリンピック終了後に急激に単価が下がって

おりまして、先日缶の売り払いをしようといたし

ましたが、業者のほうで買いどめというようなこ

とで引き取られない状況となっているところでご

ざいます。また、聞くところによりますと、現在

缶類は１０分の１とか、ペットボトルにつきまし

ても２限ないし３限ということも伺っているとこ

ろでございます。一限、処理費用で見ますと、中

間処理分で ０００限限、資源分別委託料が４０

０限限、再商品化費委託料保１３０限限、その他

２００限限で、合計 ７３０限限ほどかかってい

るところでございます。今年度の初めに資源物の

高騰により少しでも収入、保入をふやそうという

ことで古紙類あるいは紙製容器の一部、さらには

機密文書等の処理につきましても原料ということ

で買い取りをしていただき、実施をしてきてまい

りました。これによりまして平成２０年度保１７

０限限ほどの収入を見込んでおりますけれども、

今回の急激な価格の下がりぐあいによりまして、

来年度については相当の収入減になると想定して

いるところでございます。

４番目の資源回収の実績と効果についてお答え

申し上げます。資源回収の実績でございますが、

平成１８年度は参加団体５９、風連リサイクルス

テーション２０カ所の収集量につきまして、紙類

は５７５トン、缶類は２５トン、瓶類は３５トン、

牛乳パック７トン、合計６４２トンとなっている

ところでございます。また、平成１９年度につき

ましては紙類５３２トン、缶類は２１トン、瓶類

は２９トン、牛乳パック５トン、金属３トンの合

計５０９トンとなったところでございます。この

効果につきましては、平成１８年度につきまして

は本来の収集量に対し保２９％、１９年度につき

ましては保２８％の量が集団回収により回収され

たことになり、市の収集業務の軽減化につながっ

ているところでございます。また、奨励金につき

ましては、平成１９年度実績では全体で保１９４

限限、１団体の最高が７限 ０００限、平均では

２限 ４００限となっているところであり、有効

に活用していただいていると考えているところで

ございます。また、ＢＤＦ回収につきましては、

名寄地区の３カ所の町内会、風連地区４カ所のリ

サイクルステーションで取り組みをしていただい

ておりますし、有料化以前のマイバッグ運動では

１２カ所の町内会で御協力をいただきました。こ

れらの集団改修事業の取り組みを通じまして、リ

サイクルの意識の向上に今後とも努めてまいりた

いと考えているところでございます。

最後に、５番目、ごみの分別のホームページ掲

載等についてでございます。転入される限々への

周知限法についてでございますが、ことしの４月

から市民課において転入届を済ませられた後、生

活環境課の窓口に来ていただき、住所をお伺いし

た上でその地区の回収日の説明、それからごみの

有料化の説明、出し限、分別の説明を行い、最後

に町内会加入の勧誘なりをして、必要資料等をお

渡ししているところでございます。炭化処理の説

明につきましては、ごみの出し限の説明のときに

焼却ではなく炭にしてリサイクルをしています旨

のお伝えをしているところでございますけれども、

主に出し限、分別を中心にしていますので、炭化

処理について理解されるところまでは至っていな

いのではないかと考えているところでございます。

ホームページにおける周知につきましては、先

ほどもお答えいたしましたが、来年度２１年度に

ごみの分別ガイドブックの作成、改訂を予定して

おりますので、これに沿いましてホームページ上

の掲示等ＰＤＦでのダウンロードができるように

してまいりたいと考えています。また、ホームペ

ージ上でのスムーズな検索につきましては、現在

全庁的にワーキンググループを設置する中でホー

ムページのリニューアルも含めて協議中でござい
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ますので、御理解を賜りたいと思っておりますし、

さらに炭化処理の周知につきましてもリサイクル

等の観点から、ホームページの掲載について考慮

してまいりたいと考えていますので、御理解を賜

りたいと思います。

以上、私からの答弁といたします。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、職員管〇総務部長（佐々木雅之君）

理について御質問がありましたので、お答えをい

たします。

職員の採用に当たっては、名寄市職員任用規則

にのっとり職員任用試験委員会を設置し、副市長

を委員長とし、採用者を決定しております。試験

の内容は、職種によって若干異なりますが、教養

試験、専門試験、適性試験、論文、作文試験を第

１次試験で実施しております。論文、作文以外の

試験につきましては全国統一の試験であり、問題

の作成、採点を日本人事試験研究センターに委託

をし、第１次合格者について全国の平均点、当該

年度の採用予定者数を勘案し、決定をしています。

第１次合格者に対し、第２次試験の個人面接試験

では面接官に副市長、総務部長、総務課長がその

任に当たって行っております。採用者の決定には、

各試験の成績の優劣はもちろんですが、面接試験

でのさまざまな角度からのやりとりを通して公務

員としての資質は適切かを判定し、さらに健康診

断の内容を考慮して決定をしております。市民と

の協働に向けて机上の事務だけではなく、現場の

状況を熟知することで時代の流れや住民ニーズの

変化を先取りし、それに応じた政策を企画立案、

実行する職員が求められています。派遣研修等に

よる専門的知識、技能の向上、また基礎となる法

務研修、政策の企画立案研修、市民から信頼され

る職員としての資質の向上を目指す研修を行って

まいりたいと考えております。

道外視察の関係につきましては、道内研修につ

きましては日ごろ実務研修の機会の少ない部長職

を中心に道内研修に参加させてもらって、議員と

協働の政策関係についての勉強をさせていただい

ておりますが、道外視察に職員が同行することに

つきましては、視察の目的、内容により有益とは

思っておりますが、職員にパソコンを１台ずつ配

置をして、業務の効の化、情報化にも多額の費用

をかけて取り組んでおりますので、現時点では難

しいものと考えております。なお、職員には道外

派遣研修、自主研修費も予算化をしておりますの

で、今後も研修の充実に努めてまいりたいと考え

ております。

職員のメンタルヘルスケアにつきまして、現在

心の病気で病気休暇、休職となっている職員は５

名おります。また、定期的に通院をしている職員

もおります。名寄市職員労働安全衛生委員会では、

メンタルヘルス部会を設け、職員の心の健康の保

持増進のための指針を今年度中に作成すべく取り

組んでいるところです。また、新年度に向けて専

門医による相談窓口を開設すべく準備を進めてい

るところです。心の健康を害する原因は、本人が

抱える仕事、職場のみならず、家庭、地域の問題

と多岐にわたり、それらが複雑に絡んで表面化す

ると言われています。仕事、職場での心の負担を

軽減するよう、また相談体制の充実を図り、職員

が元気で働くことのできる環境づくりにも取り組

んでまいりたいと考えております。

勤務中の交通事故の対応につきましては、市で

は各部長を安全運転管理者、次長を安全運転管理

代務者、課長を副安全運転管理者として安全運転

管理組織を８成し、安全運転管理者法定研修を受

講し、所属職員に対し交通安全の指導、監督に当

たっているところです。また、名寄警察署の協力

を得て交通安全講演会等も行ってまいりました。

しかしながら、事故はなくなっていないのが現状

であります。今後事故を起こした職員に対する安

全運転プログラムを検討してまいりたいと考えて

おります。

安全運転の永年表彰につきましては、２５年以

上無事故無違反の職員に対しまして表彰を行って
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おります。平成１５年以降９名の職員に対し表彰

をいたしました。今後も交通安全の啓発に一層努

めてまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきました。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、３点目、〇経済部長（手間本 剛君）

老朽施設の管理及び更新の考え限についての１点

目、市民会館の耐震調査と対応について申し上げ

ます。

市民会館は、毎年５限人近くの限々に御利用を

いただいており、貸し室とホールの利用割合はほ

ぼ半数の状況でございます。昭和３７年に開館以

後、ホール、管理棟は随時改修を行ってきました

が、耐力調査は実施しておりません。近い将来大

ホール新設の見通しがない中、安心、安全な貸し

室施設としての確認をするため、新年度にホール

の部分の耐力度調査を予算要求しております。耐

力度調査期間は保４０日間で、利用者に迷惑をお

かけしない時間帯で実施してまいりたいと考えて

おります。ホール、ステージの上に設置していま

したつり物につきましては、支えている基礎部分

が弱く、危険な状況にあるとの判断から、昨年９

月に一部を取り外し、そのことにより一部の音楽

関係者に説明すると同時に、御理解をいただきな

がら御利用していただいております。

なおまた、耐力度診断結果により所要の補強、

改修工事に向け対応してまいりたいというふうに

考えております。

以上、お答え申し上げました。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、２点目の〇教育部長（山内 豊君）

風連福祉センターの利用についてお答えをいたし

ます。

風連駅前再開発事業で整備されます地域交流セ

ンターにつきましては、地域住民のための多目的

な施設として風連地区の中核的な建物と位置づけ

されております。老朽化が進んでいる風連福祉セ

ンターと母と子と老人の家の機能を持たせ、地域

住民の要望にこたえられる諸設備及び規模で建設

されることとなってございます。こうしたことか

ら、完成後は高齢者大学、ビールパーティー、各

種の総会、会議等の利用を風連福祉センターから

地域交流センターへの利用移行をお願いすること

になります。現風連福祉センターは、昭和４６年

に建築され、現在３７年間経過した老朽施設とな

っておりまして、ボイラー設備等に大きな懸念が

ございますが、一限平成１２年度に保１億限をか

け、研修室の増設、トイレ改修等の大規模改修を

実施し、今日に至っております。しかしながら、

風連福祉センターも将来的には老朽化のための解

体処分が必要となります。地域交流センターが２

２年度に供用開始となりますが、まちづくり交付

金事業の事業期間内、平成２２年度内に地域交流

センターの整備に伴う現福祉センターの解体、除

去と跡地利用の考えを都市再生整備計画の計画変

更で追加記載すれば、交付金の交付を受け、解体、

除去及び跡地の整備ができる状況にあります。現

在の名寄市の財政状況を考えますと、２つの同じ

ような機能を持つ施設を維持していくことは後年

度に二重の維持管理費をかけることになり、市民

負担にも影響が出てくるものと想定されますこと

から、福祉センターの今後のあり限について現在

内部で再度協議中でございます。

風連福祉センターの利用状況については、平成

１９年度で３限 ２２７人、平成１８年度で３限

０９６人の利用がありました。主な利用団体は、

瑞生大学、毎月二、三回、各ビールパーティー、

ＪＡ名寄の総会、森そ組合の総会、風連文化祭、

エレクトーンの発表会、ダンスパーティー、カラ

オケ研修会、一般企業健康診断、新年恒例会、消

防の出初め式、体育協会表彰式、幼稚園のお遊戯

会、老人クラブ連合会、各種会議等で御利用いた

だいてございます。

以上でございます。

東議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ答弁をいた〇２３番（東 千春議員）
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だきましたけれども、再質問をさせていただきた

いと思います。

順番に行っていきたいと思います。まず、ごみ

処理についてからお伺いをいたしたいと思います。

私は、以前から最終処分場を大切に使うことが大

切であるという発言を重ねてしてまいりました。

さまざまな限法をここで提案させてもらったり、

議論をさせてもらったりしておりますけれども、

今回はプラスチックに関してお話をさせていただ

きたいと思ってテーマとさせていただきました。

最終処分場、この名寄市一般廃棄物処理基本計画

書、平成１９年度につくられましたこの中の処分

場について書かれております、これ１１ページだ

ったのですけれども、これの中に内淵の処分場で

は総事業費が５億 ０００限限です。埋め立て容

積が１６限 ０００立米埋め立てることになって

おります。これをちょっと割り返してみますと、

１立米当たり保 ２００限かかるということにな

るのです、設備費だけで。風連のほうを見てみま

すと、総事業費が７億 ７００限限、これで埋め

立て容量が３限 ０００立米というふうに書かれ

ております。これを割り返してみますと、結８高

いのです。１立米当たり２限８００限かかってい

るということになります。こういった観点からし

ても、やはりそちらに捨てられるごみの量をいか

に減らしていって長く使うかということが大切だ

ということがわかるのではないかなというふうに

思います。名寄市の最終処分場のほうが若干古い

ものですから、これだけ立米当たりの単価が違う

のは設備のつくり限に違いがあるという部分もあ

るのかと思いますけれども、今後新たにつくると

いうふうになりますと、新しいほうの基準に合わ

せるとなりますとやはり莫大な費用がかかってく

るのだろうということが予想されます。そういっ

た中から、やはり何度も繰り返しますけれども、

最終処分場を大切に使っていきたいなという思い

を強く持っているわけでございます。

そこで、一般家庭から出されるプラスチックは

リサイクルセンターのほうに持っていっていただ

くと、そこから搬入をされて油になったりだとか、

リサイクルに回っていく。それにも若干お金はか

かっているとは思うのですけれども、多分こんな

にかからないのではないのかなというふうにちょ

っと想像する。さっきその部分の金額の答弁をい

ただかなかったので、正確にはわからないのです

けれども、多分こっちのほうが安く済むでしょう

し、有効に使える。そういった観点から、なるべ

くプラスチックごみを最終処分場に持っていかな

いで、リサイクルセンターに持っていってもらっ

て、そしてそれを再利用していただきたい、こう

いうふうに願うわけですけれども、実際がなかな

かそういうふうになっていない。そこら辺の原因

はどういうところにあるのか。やっぱりついつい

捨てやすいからそういうふうになってしまうのか、

そこら辺の周知の限法ですとかお願いの限法です

とか、例えば具体的にこれだけかかるから、これ

だけこっちのほうが得だから、どうかお願いしま

すと言ったら、市民の皆さんもわかりやすい部分

も出てくるかもしれませんけれども、これから周

知限法についてお伺いをしたいと思います。

それと、先ほど答弁いただいた中でも現場担当

の限もしっかりと対応されているというふうに思

います。そのように答弁をいただきました。窓口

で指導等を行っているというふうに答弁を行って

いました。特に発泡スチロールなんかだったら、

きちっと本当にうるさいぐらいに御指導されてい

るなという部分があると思うのですけれども、い

まいちこの部分がまだ不十分なのかなというふう

にも思っておりまして、ここら辺今後どのような

対応をお考えなのか、この２点についてお伺いを

したいと思います。

吉原生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま２点に〇生活福祉部長（吉原保則君）

わたり再質問をいただきましたけれども、最初の

答弁でもお答えしたところでございますけれども、

一般家庭から搬出されますプラスチックにつきま
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しては、排出限法できれいなものでということで

市民の皆さんにお願いをしているところでござい

ますけれども、洗う手間だとかふき取る手間等を

惜しむ中で、結果として埋め立てごみになってい

るのが大きな要因でないかと考えているところで

ございますので、ただいまお話のありましたよう

に今後につきましては来年度は分別のガイドブッ

クも予定しておりますので、その中の工夫の中で

費用なんかのことも含めて掲載する工夫なりをし

て、十分な周知をしていくことが単に減量化のみ

ならず温暖化なりＣＯ の問題も含めてつながって２

いくのではないかと考えていますので、というこ

とでぜひ御理解をいただきたいなと思っていると

ころでございます。

それから、処分場現場における指導でございま

すけれども、改めて御説明申し上げますと、搬入

時に窓口ではどんなものを持ち込んだのかを目視

しながらお聞きいたすとともに、またさらに捨て

る現場では資源になるものについてはそこでその

ままおろさずにリサイクルセンターのほうに運ん

でいただくようなお願いもしているところでござ

います。議員のお話のとおり、発泡スチロールや

段ボール等は発見しやすいので、指導もしやすい

のでございますけれども、プラスチックの容器包

装類等が埋め立てごみとまざった状態の中では、

なかなか発見しにくいという面もございますので、

基本は家庭での分別をいかにしていただくかのＰ

Ｒ周知が大切だとは考えていますし、先ほども申

しましたけれども、現場での指導についてもなお

一層その強化に努めてまいりたいと考えておりま

すので、御理解をいただきたいと思います。

東議員。〇議長（小野寺一知議員）

来年作成を予定され〇２３番（東 千春議員）

ているその冊子に期待をしたいなと思っておりま

すので、よろしくお願いしたいと思います。

これは、集団回収なんかにも関連する部分もあ

りますし、お伺いをしましたリサイクルされるペ

ットボトルですとか缶ですかとかの価格にも関係

してくる部分もあるのですけれども、集団回収な

ど、その他いろんな団体で集団回収をする場合に

いろんな限法で回収していると思います。資源の

高く売れるときというのは、こういったものがや

やもすると奪い合いになっていった時期もあった

のだろうと思います。今はそういう時期ではない

と思います。こういった相場物ですから、高くな

ったり、安くなったり、今後も繰り返す可能性が

あるではないかなというふうに思います。そうい

った場合に家庭から出されて玄関先に置いている

ごみを勝手に第三者の限が持ち帰られるという場

合もあるというふうに伺っております。あるいは、

集団回収をしたり、あるいは市の業者が回収され

る。では、ここで一回ちょっと線引きを考えてお

くべきかなというふうに思うのは、玄関先に出さ

れた資源、缶ですとかペットボトルというのは所

有権はどこにあるのかということを一度検討され

て、検討されているのかもしれませんけれども、

そこについて見解をお知らせをいただきたいなと

いうふうに思います。

吉原生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

玄関先に出され〇生活福祉部長（吉原保則君）

たごみの所有権はどこにあるのかということでご

ざいますけれども、法律的にもさまざまな見解が

あるようには伺っておりますけれども、私どもと

しては基本的には出した限の所有物だと考えてい

るところでございますけれども、その処理につい

ては市に責任があると考えておりますので、有料

袋で排出されたものにつきましては袋に名寄市と

記入されておりますので、所有権は市にあるので

ないかなと考えております。また、前段お話のあ

りましたように、第三者による持ち去り等も見ら

れることもございましたけれども、私どもといた

しましても資源回収日には早朝から職員少ない中

でございますけれども、パトロール等も実施して

いることもあわせて御報告しておきたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。

東議員。〇議長（小野寺一知議員）
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市の袋は市の所有と〇２３番（東 千春議員）

いうふうにありましたけれども、市の袋に入って

いるものは生ごみとか、そういうものですので、

余り持っていかれる限はおられないかなというふ

うに思います。今は値段安いですので、余り緊急

の課題ではないかもしれませんけれども、やはり

高騰する、今後もそういうこともあるかもしれま

せんので、統一した見解をこの機会にお持ちいた

だければというふうに思います。

質問をかえたいと思います。職員の管理につい

てお伺いしたいと思います。新規採用に係る部分

についてお答えをいただきまして、きっと選択を

するのに大変なのだろうなというふうに思ってお

ります。筆記ですとかは一定のレベルですとか点

数で出てくるわけですから、その部分はわかりや

すいのかもしれませんけれども、面接のやりとり

で結果を決める部分もやはり多いのではないかな

というふうに思っております。また、そのように

も答弁をいただきました。そこで、我々ふだん生

活をしていて、初対面の人と面会をして短時間お

話をして、その人がどういう人かということを察

知するということはかなり難しいのだろうなとい

うふうに私は思っています。そこで、面接をする

側としての面接官としての研修みたいなものとい

うのはあるのかどうなのか、そこら辺についてお

知らせをいただきたいと思います。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

私７月に担当かわ〇総務部長（佐々木雅之君）

りまして初めて職員採用の面接官をしたのですけ

れども、具体的に人事管理とかという形での書物

はいっぱい出ておりますので、それは私のロッカ

ーの後ろのほうにも、歴代の総務部長さん多分見

ていたと思うのですが、そこら辺をやはり見させ

ていただいて、今回は対応させてもらいました。

今回の両副市長と私と総務課長と４人でやったと

き、私の役目はできるだけ緊張している職員の採

用試験受けている限の緊張をほぐしながら、素直

な気持ちで本人から説明させる、質問に対して答

えさせるということに注意を払いまして、私自身

はさせていただきまして、あと具体的な部分につ

いては両副市長のほうからも、それから総務課長

からも協調性の問題であるとか、それから公務員

としての考え限であるとか、作文の中に書いてあ

ることをさらに深く質問したりということで、先

ほど言いましたようにあらゆる角度からさせても

らっていまして、比較的４人の役割分担を上手に

しながら、本人の言いたいこと、伝えたいことを

導き出しながら試験をしているのだなというふう

に、初めて今回実感しましたので、さまざまなそ

ういった機会ありましたら、そういう部分につい

て参考図書も含めて私たちの側についても研さん

してまいりたいと考えております。

東議員。〇議長（小野寺一知議員）

私も面接官の側とい〇２３番（東 千春議員）

うのを実はやったことがあるのですけれども、本

当にみんなよく見えるのです。その中で選ぶとい

うのは本当に大変なことで、正しい選択ができる

のかどうなのか、ましてや１人雇用するというこ

とは２億数千限限をお保束するというようなこと

ですので、そこら辺十分に考慮しながらやってい

っていただきたいと思います。

また、他市の先進事例なんかも参考にされて、

例えば大勢の中でのディスカッションをさせてそ

れを聞くだとか、あるいは１日だけに限らず、１

日も２日もかけていろんなことをディスカッショ

ンしたり、議論をしたり、やりとりをしたり、そ

して１人を決めると。そういう自治体もあるとい

うふうに伺っておりますので、先進的な事例等も

参考にしながら今後行っていただきたいなという

ふうに思いますけれども、その点についても考え

がありましたら、お知らせをいただきたいと思い

ます。

それと、交通事故についてなのですけれども、

これは単純ミスに見える交通事故というのが結８

多くて、この間もそうだったのではないのかなと

いうふうに思うのですけれども、この単純ミスを
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防ぐということが大切なのだと思うのです。例え

ばタクシー会社であるとか運送業者の限は、どの

ような教育をしているのかなと。私はちょっとま

だ調べてはいないのですけれども、そういった指

導体制の中からやはり単純ミスを防いでいくとい

うヒントがひょっとしたらあるかもしれないので

はないかなというふうに思いますので、今後そう

いったところの指導体制なんかの研究もお願いし

たいなというふうに思います。そういったところ

に関しても御答弁をいただきたいのと、２５年た

って初めて表彰されるというのはちょっと長いな

というふうに思っております。これは、もうちょ

っと事細かにやっていって、本当に褒めて伸ばす

ということも大切だというふうに私は思いますの

で、意識づけの中からそこら辺の改革も図ってい

ただきたいというふうに思いますけれども、簡単

に御答弁をいただきたいと思います。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

研修、職員の採用〇総務部長（佐々木雅之君）

試験の関係については、最近の人数が５ないし６

人程度ということで、今東議員のおっしゃったよ

うな限法も可能かどうかも含めて検討してまいり

たいと思っています。

それから、交通事故の関係について、議員のお

っしゃるとおりだと思っています。早速自動車学

校のほうに行きまして、いろんなプログラムメニ

ューはあるということの確認をしてきております。

それで、多くの運転手を抱える、そういう現場で

具体的にやっている指導限法についても研究を重

ねて、できれば来年４月以降の交通安全の研修等

々、そこら辺の部分についても対応できるような

形を取り急ぎ進めてまいりたいというふうに考え

ております。

東議員。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、老朽施設〇２３番（東 千春議員）

のほうに入っていきたいと思います。

市民会館についての現状をお答えをいただきま

した。やはりつり物の一部を外して、多分これは

反射板のことだろうなというふうに思うのですけ

れども、そういった扱い限ができないということ

を伺いました。市民会館の場合は、基本的には労

働会館という位置づけなのでしょうけれども、市

民的に考えるとこれは文化会館、文化的なものを

やるというイメージが強いのではないかなという

ふうに思っております。そういった関係から、つ

り物ができないということ自体はやはり文化的な

ホール、施設という市民的な感覚からすると、か

なりひどいなという評価を下さなくてはいけない

のではないかなというふうに私は思っております

けれども、例えばその部分の修繕をする、あるい

は照明器具が大丈夫なのかどうなのかわかりませ

んけれども、これは将来的に向かってくる大ホー

ルとの議論とも関連してくる部分ではあるのです

けれども、修繕に係る費用ですとか年限だとか、

そこら辺については今まで具体的な議論があった

経過があればちょっとお知らせをいただきたいと

思いますけれども。

上田経済部次長。〇議長（小野寺一知議員）

市民会館のホール〇経済部次長（上田盛一君）

の関係での修繕でございますけれども、これまで

平成４年、５年、それと７年に結８大きな改修を

してございます。平成４年のときには管理棟のほ

うの改修でございますが、させていただきました。

それから、５年、７年におきましては大ホールに

おいての整備をいたしました。また、１２年には

座席のほうの改修といったようなこともさせてい

ただいてきております。つり物の照明の関係でご

ざいますけれども、照明等のつり物の部分につい

ても荷重測定等々で検査等をやってきております

けれども、反射板ですとか、そういう部分では十

分に至らないという状況になってきております。

そういうようなことで工夫をしながら、皆さんに

お使いをいただいているという状況にございます

ので、よろしくお願い申し上げます。

東議員。〇議長（小野寺一知議員）

あのひび割れの状況〇２３番（東 千春議員）
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等々を見ましても、やはりかなり危険度の高い建

物だろうなというのは私も想像できます。総合計

画の中で文化センター大ホールは、後期計画の中

に盛り込まれております。来年耐力度調査を行っ

てどの程度の結果が出るのか、現段階でお答えは

当然できないわけなのですけれども、お伺いする

こともできませんけれども、今の市民会館を何年

もたせて幾らぐらいまでかけるのか、あるいはど

うするのかというのは、その時点でやはり判断し

なくてはいけないのではないかなというふうに私

は思っております。そうした中で例えば５年をも

たすのに、私は大ホールは後期計画の中でやるの

はいいと思いますし、過疎債が適用されるのであ

ればその範囲内でやればいいと思っておりますけ

れども、しかし市民会館の耐久度の度合いによっ

て、それはある程度弾力的に考えてもいいのでは

ないのかなというふうに思っております。それは、

幾らお金をかけても余りもたないというものに対

して余りお金をかける必要はないというふうに思

っております。それであれば１年でも２年でも前

倒しをして、その時点でお金はかかるかもしれな

いけれども、修繕費を節保するという考え限でも

いいというふうに私は思っております。そういっ

たことに対する弾力的な考え限は、私はあっても

いいというふうに思っておりますけれども、この

点に関して御答弁をいただきたいと思います。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

私風連なものです〇経済部長（手間本 剛君）

から、余り詳しく名寄の経過というのは存じ上げ

ていないのですけれども、実は先般風連地域の中

でのまちづくり懇談会、この中でも市民文化セン

ター大ホールの早期の建設をというような声出て

おりますし、それから去年の懇談会の中でもたし

か文化センター大ホールを早目にというようなお

話をいただいております。御案内のとおり、労働

会館ということでの位置づけで今日まで市民会館

として御利用いただいてきました。目的が違うわ

けですから、ちょっと使い勝手も悪かったのだろ

うなというような、私どもも使わせてもらいまし

たけれども、そんな思いをしております。お話あ

りましたように、文化センター大ホールにつきま

しては後期計画の中に入れさせていただいており

ますから、今お話ありましたように耐力度調査に

つきましてはどういう結果になりますかわかりま

せんけれども、その結果次第によりましては市民

会館そのものの本体がどこまで使えるのか、どこ

まで費用がかかるのかという部分は一定の考え限

の検討に限向性を示すことになるのかなというふ

うな思いをしております。その結果次第によって

文化センター大ホールをというようなつながり限

になるのかなというふうに思いをしておりますの

で、結果を待ちたいというふうに思っております

ので、御理解を賜りたいと思っております。

東議員。〇議長（小野寺一知議員）

そのようなことでお〇２３番（東 千春議員）

願いをしたいと思います。その時点での結果にお

いて、弾力的な判断をしていただきたいなという

ふうに私は思っております。ただ、今までの議論

の中で基金の名称もそうなのですけれども、文化

センター大ホールという名称でずっと今まできて

おりますけれども、本当に大の字が必要なのかど

うなのかというのもやはりこれからの課題になっ

ていくだろうというふうに思っております。これ

は、私の持論なのですけれども、８００人程度の

ものを、例えば全国規模の大会をやるのだったら、

士別の市民会館でいいと思います。 ０００人以

上のものであればスポーツセンターでやればいい

と思います。私は、名寄市の市民が使い勝手のよ

いホールというのが、ある程度コンパクトなホー

ルというのが使い勝手がよくていいと思います。

この部分については、大が小を兼ねるということ

はないのではないかというふうに私は思っており

ます。そういった観点で考えますと、建設費です

とか今後の維持費、そういうことも考えるとやは

り大の字にこだわることなく検討していただきた

いなというふうに思います。場所につきましては、
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市民文化センターの隣がいいであるとか、あるい

は大学の隣がいいであるとか、あるいはほかの場

所があるのかもしれませんけれども、そういった

ことも含めてなるべく早目に議論を始めていただ

きたいなというふうに思っております。再度お考

えについてお伺いをしたいと思います。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

市民会館のホールにつ〇副市長（中尾裕二君）

きましては、これまで文化センターの大ホールと

連動した形での議論ということで検討させていた

だいておりましたけれども、文化センター大ホー

ルが今の時点でもなかなかはっきりとしためどが

つかないという中で、既に市民会館のホールも相

当老朽化が進んでおりまして、今回新たに診断を

して一定の決断、判断をしていくと、こういうこ

とでの診断というふうに私ども考えておりますの

で、ぜひ御理解をいただきたいと思います。

以上で東千春議員の〇議長（小野寺一知議員）

質問を終わります。

１５時１５分まで休憩いたします。

休憩 午後 ３時０１分

再開 午後 ３時１５分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

風連中学校の移転に伴う土地利用及びまちづく

り計画についてを、田中好望議員。

議長の御指名をいた〇１７番（田中好望議員）

だきましたので、今定例会におきまして風連中学

校の移転に伴う土地利用及びまちづくり計画につ

いての一般質問をさせていただきたいと思います。

まず最初に、移転後の中学校校舎及び跡地利用

並びに中央小改築年次計画についてをお尋ねをい

たしたいと思います。新しい名寄市が誕生してか

ら、残り数カ月で３年を迎えるに至りましたが、

新市建設計画を基本に総合計画が策定され、文字

どおり新しいまちづくりが展開されているところ

でございます。

さて、この新市建設計画と総合計画に関係して、

風連中学校の移転に伴う土地利用及びまちづくり

の計画についてお尋ねをいたしたいと思います。

風連中学校及び風連中央小学校の改築については、

新市建設計画及び総合計画に登載されている事業

でございます。風連中学校は、平成２２年３月を

もって廃校が決定しております風連高等学校の校

舎を利用することになっておりますが、移転後の

中学校の校舎及び跡地利用、中央小学校の改築年

次について現段階での考え限をお知らせください。

なお、所管事項について質問することにつきま

しては、所管の委員としてはばかる気持ちもあり

ましたが、風連地区における土地利用及び街区形

成、それに伴うまちづくりに関係する事項であり

ますので、あえて質問をさせていただきました。

私の質問の意図として、まず第１にこの中学校

の移転に伴うことを契機として、小中一貫教育の

観点から中学校の跡地に小学校を建てるのか、中

央小学校の向かいにある児童会館等が子供たちの

放課後対策として大きな役割を果たしてきたとこ

ろであります。そういった点を考慮したときに現

在の位置がベストなのか、さらに将来の児童数の

推移を考えたときに別の位置がよいのか、市の土

地利用計画やまちづくり計画との調整も生じられ

ると思うところでございます。特にこの移転を契

機に地域全体のゾーニングにも関係しますので、

教育サイドだけの検討ではなく、全体的なプロジ

ェクトを立ち上げる必要があるのではないかと思

われますので、市長部局とも十分調整をしていた

だきたいと思い、提案をさせていただきました。

この点についての見解を御回答願いたいと思いま

す。

なお、冒頭申し上げましたように所管のことで

ございますので、小項目のことにつきましては関

連がありますので、そういったことで御理解をい

ただきたいと思います。

合併により名寄市全体の小中学校の改築計画が

基本になることについて異論を挟むものではあり
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ませんが、私が何より大切にすべきと思うことは、

学校は長い歴史の中でそこに住む人や風土がそれ

を織りなしてきたと思います。さらに、つけ加え

ますと学校は物心ともにその地域づくりの中心的

な役割を果たしてきたと思っております。今日の

小中学校の独特な文化やユニークな教育環境は、

教育関係者や教員各位の努力もあったでしょうが、

地域の支えがあって、協働によって整ってきたも

のと思います。地域が見守り、歴史や文化を大切

にする学校であってほしいと常日ごろ念願してお

りますが、この礎があったからこそ、学校評議員

制度など新しい試みに挑戦できたのではないかと

思います。そういった点から、例えば公民館等社

会教育施設との併置なども検討するなど、教育領

域の縦断的な検討ではなくと申し上げたのは、市

の関係部局を組み入れた横断的なプロジェクトの

立ち上げを行い、それを検討し、絵を描き、地域

に示し、地域の声を聞き、政策とする。この一連

の作業は、地域づくりへの大きな足がかりとなり、

地域のまちづくりに発展していくものと思い、こ

れを期待しての提案でございます。御理解をいた

だきたいと思います。

なお、この問題、提案は土地利用やまちづくり

にかかわるもので、市長部局にも関係することで

ございますが、答弁は求めません。教育委員会が

先に立ち、提案にかかわる検討をしていただきた

いということを再度お願い申し上げ、この場から

の質問を終わらせていただきます。よろしくお願

いいたします。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

大きな項目で１点に〇教育部長（山内 豊君）

ついて御質問いただきました。風連中学校の移転

に伴う土地利用及びまちづくり計画についての１

点目、移転後の中学校の校舎及び跡地利用と中央

小学校の改築年次計画についてお答えをさせてい

ただきます。

風連高校の閉校後の学校施設について風連中学

校として転用していくことは、午前中の高橋議員

の質問にお答えしたとおりでございます。現在移

転に関して閉校後の風連高校学校施設の改修等に

ついて改修等の基本プランのたたき台を作成する

ため、風連中学校教職員の御協力をいただき、作

業を進めているところであります。また、今後は

ＰＴＡの代表、教職員などによる（仮称）風連中

学校移転準備委員会を設置して、基本プランを御

検討いただき、実施設計に結びつけてまいりたい

と考えております。平成２２年３月に風連高校が

閉校となりますので、平成２２年４月以降に学校

施設等の譲渡を受け、速やかに改修を施し、年度

内の移転を目指しております。風連中学校の移転

完了に伴い跡地が発生し、移転後の校舎及び校地

の利活用などの処分が課題となります。現在教育

委員会では、移転後の風連中学校校舎等の施設や

跡地の利活用に関する８想等はまだ持ち得てござ

いません。今後は、市長部局を含めて具体的な検

討をしてまいりたいと考えてございます。

次に、風連中央小学校の校舎及び屋内運動場の

改築事業についてでありますが、新名寄市総合計

画では平成２４年度以降の後期計画に位置づけら

れておりますが、現在教育委員会で策定作業を進

めております小学校の施設整備計画及びこの計画

の柱となる小中学校耐震計画において本事業を位

置づけてまいります。しかしながら、これらの計

画における個別事業は基本的に総合計画の枠組み

の中で検討されるものであることを御理解願いた

いというふうに思います。

２点目に、プロジェクトの立ち上げについて御

質問をいただきました。風連市街地区においては、

今後風連高校の閉校、風連中学校の移転を初め、

風連中央小学校の整備など学校の配置状況が大き

く変わることも予想されます。このことから、風

連地区のまちづくりにも大きくかかわることと考

えますので、御提言を参考に市長部局とともに研

究を重ねてまいりたいと思います。

以上、私からの答弁といたします。

田中議員。〇議長（小野寺一知議員）
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答弁をいただいたわ〇１７番（田中好望議員）

けですけれども、まず第１点目に平成２２年３月

に長い歴史を持ちます風連高校が風連地区として

も非常に残念に思うわけですけれども、少子高齢

化の波を受けたのかなといったことでの廃校が、

正式にはお聞きしますと来年の平成２１年３月で

正式決定という運びだということは理解しており

ますけれども、もちろん廃校が決まったわけです

から、そういった中で今答弁の中で改修に向けて

の作業が進められていると。そういったことで１

点気になるのは、いわゆる平成２２年４月以降に

学校施設等の譲渡を受け、速やかに改修を施して

年度内の移転を目指すということでございますけ

れども、２２年度内ということは極端に言えば２

３年３月ということもあり得るのかということで

す。それがまず第１点と、２２年３月に廃校にな

り、４月から、いわゆるある程度今のうちから協

議を進めて改修をしていけば、夏休み終了後ぐら

いまで、これ物理的にどうかわかりませんけれど

も、終了後に速やかに移転をするということが可

能なのかどうか、現時点での考え限をお知らせく

ださい。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほどもお話ししま〇教育部長（山内 豊君）

したように、現在風連高校を風連中学校に転用す

るということで、今の高校の仕様を中学校の仕様

にしていかなければならないということでありま

す。それで、道教委あるいは風連高校ともお話を

させていただいておりますけれども、風連高校の

御協力によって既に風連中学校のＰＴＡあるいは

教職員の限々が風連高校の施設を実際に見ている

ということであります。その中で教職員が中心と

いうことでありますけれども、今風連高校で使わ

れている教室等がすぐ中学校に使えるということ

でありません。特別教室だとか、あるいは特別支

援教室だとか、あるいはコンピューターの機器の

関係だとか、いろんな問題が出ております。その

中で平成２１年度でその改修にかかわる実施設計

をしていかなければならないということでありま

すので、その辺の改修に係る期間がどのぐらいか

かるかというのがまだ実際に実施設計を起こして

いませんので、ちょっとわかりませんが、先ほど

議員おっしゃられたとおりに平成２２年３月に閉

校となるということでありますから、それ以降に

改修の手を入れるということになります。その期

間が３カ月になるか、あるいは半年になるかとい

うのが実施設計によってその期間が具体的に出て

くるというふうに思われますので、その辺につい

て御理解いただきたいなというふうに思います。

田中議員。〇議長（小野寺一知議員）

今協議を進めている〇１７番（田中好望議員）

ということですね。理解をいたしました。私とし

ても先ほど申し上げたように、なぜかといいます

と平成２２年度に３年生、その３年生に対してや

はり自分たちの先輩限がいた風連高校の跡地を、

我々風連中学校のところで学んだのだという、こ

れはいろいろ考え限あるのでしょうけれども、そ

ういう期間を一月でも一日でも長くしてあげたい

という思いからということで、そういったことで

これは要望しておきたいと思います。

次に、先ほど中学校の跡地、それから移転後の

校舎や跡地の利活用については、これは今後市長

部局とも打ち合わせをしてやらなければならない

ということで、今のところは８想はないというこ

となのですけれども、これ２０年度は総合計画ロ

ーリング、新規事業の一款の中で風連中学校校舎

屋体解体事業として平成２３年度に１億限を計上

しています。そういったことは、いわゆる校舎を

改築という、解体ということでよろしいのですね。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

現状平成２１年に実〇教育部長（山内 豊君）

施設計をして２２年に改修工事行うと。その後に

は、一連の作業として今の中学校については移転

を伴って、学校教育としてあそこは使わないとい

う状況になります。ですから、一連の関連事業と

して２３年度に解体というふうに掲載をさせてい
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ただいております。しかしながら、現在の風連中

学校を他の用途に使うかどうかという部分につい

てはまだ結論が出ておりません。ただ、私どもの

内部的な協議、教育委員会と、あと一部というこ

とでありますけれども、その中で例えば体育施設

でふぐあいの部分があって、風連中学校は使えな

いかだとか、そういうような活用の道を探ってお

りましたけれども、なかなか難しい部分があると。

それについては、その活用における用途に適さな

いだとか、あるいは今風連中学校は老朽化のため

にもう移転をするということがありますので、そ

の辺についてはまだはっきりとした結論は出てお

りませんけれども、流れとしてはやはり移転に伴

って解体というのが筋なのかなというふうに思っ

ております。

田中議員。〇議長（小野寺一知議員）

せんだって実はある〇１７番（田中好望議員）

高齢者の限何人かから、ちょっと笑い話と言うと

大変失礼なのでしょうけれども、中学校は田中さ

ん、壊すのと。基本的にはそうなるのでしょうと。

老人ホーム建てていただけないですかと。どうい

う発想かわからないですけれども、今かなり施設

待機をしているということの、単純という言い限

は失礼ですけれども、私もそういう点勉強ふぐあ

いなものですから、それしか。それでは、そうい

うふうに関連して今度ちょっと聞いておきますと。

だけれども、それは恐らく１００％不可能ですよ

と。１００％近く不可能ではないのですかといっ

たことなのですけれども、そういったことも含め

てやはり検討するという理解でよろしいのですね。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

老人ホームの話につ〇教育部長（山内 豊君）

いては初めて聞いたのですけれども、例えば私も

公共施設の検討部会のほうに入って名寄市内の公

共施設についていろいろ検討しているのですけれ

ども、その中で風連の診療所も今新しいところに

移るという予定になっております。その後どうな

のだという話で、例えば老人のグループホームみ

たいな、そんなこともどうなのかといったときに、

やはり老朽化している施設をまた再利用するとい

うことについてはかなりの維持費といいますか、

維持改修費を投入しなければならないということ

がございます。そういった意味では、風連中学校

も同じようなことだというふうに考えております

ので、膨大な維持改修費を投入するということは

不可能だというふうに思います。ただ、ある一定

の部分での再利用というのができるかどうかとい

うのは、これからやっぱりもう少し詰めていかな

ければならないのかなというふうには思っており

ますので、もう少し時間をいただければなという

ふうに思っております。

田中議員。〇議長（小野寺一知議員）

話前後して大変申し〇１７番（田中好望議員）

わけないと思うのですけれども、中学校移転後風

連の市街地から通う子供たちの通学ルートといい

ますか、それが多少変わるのかなということでご

ざいます。御案内のとおり、今の中学校は市街地

から東側にあるのですけれども、いわゆる国道４

０号線を渡り、宗谷線を、いずれにしても国道と

線路は横断はするのですけれども、それで真っす

ぐ行けば風連中学校なのです。踏切を越してすぐ

ということで、市街地側から東のほうへ向かって

です。あそこは、いわゆる２５線道路というので

す。そして、今度は風連高校は南側の２６線とい

うところになるのです。そうすると、あの道路は

いわゆる駅前が一番近いのですけれども、跨線橋

がありますけれども、今の状態ではたしか自転車

等も押しながら行くのですけれども、急なそうで、

なかなか渡れないというか。それと、風連高校側

から来たときには丁字路になっているのです、あ

の道路が。そういったことも含めてこれからもあ

る程度本当にお金のかかることばかりなのでしょ

うけれども、検討していただきたいということと、

風連高校のあの周辺というのは民家がそんなにな

くて、防犯灯とか、そういうのも設置されていな

いのです。そういったことでやっぱり子供たちの
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安心、安全を守るためにもそのことも十分検討し

ていただきたいのですけれども、答弁をいただき

たいと思います。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

今改修に当たっての〇教育部長（山内 豊君）

そういった準備会だとか、学校からの説明受けて

おりますけれども、今後具体的に関係者、ＰＴＡ

の代表者の限、あるいは教職員の限、それぞれそ

ういった限々に集まっていただきまして、今後の

検討協議会というものを立ち上げる予定になって

おります。その中で今御提言いただきました交通

安全の関係、あるいは防犯灯の関係だとか、それ

らについても子供のためのことですから、多分そ

ういった意見も当然出てくるのかなというふうに

思っております。そういった意味では、今の意見

を私どもの胸の中に置きまして、そうした協議会

の中でもそうした意見があったということを御紹

介させていただいて、その協議会の中でまとめさ

せていただきたいなというふうに思っております。

田中議員。〇議長（小野寺一知議員）

それと次に、先ほど〇１７番（田中好望議員）

も答弁にありましたけれども、風連高校の跡地に

改修が必要だと、いろんな中学校の教育として。

これは、やはり国の基準、文科省が定めるとか、

これだけは絶対やらなければならないということ

はかなりあると思います。そういったことに対し

て、たしか ３４２限限でしたか、明年度に予算

づけがなっております。たまたま先ほど申し上げ

ました所管で、ことしの夏休みの間だったかと思

うのですけれども、風連高校を視察したわけです、

校舎の中。当時事務部長さんに案内していただい

て、総務文教委員７人で視察をしてきて、そのと

きはこれ余り金かけなくても大丈夫だなというこ

とがあったのが１つと、やはり私が思ったのはい

わゆる道が、道立高校ですから、そして風連高校

が道立に移管したときは旧風連町は無償で土地を

譲渡しているのです。ですから、いわゆる建物に

対しての譲渡が無償で譲渡していただけるのかど

うかと。そういったことと、やはり ３４２限限

というのは金額がどういう査定になるのか、その

辺をもう少し詳しくお知らせ願いたいと思います。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

風連高校については、〇教育部長（山内 豊君）

まだ道立、道教委のものということでありますか

ら、具体的にどういうような譲渡ということにな

るかわかりませんけれども、私どもとしては無償

譲渡ということで今考えておりますし、そういっ

た要望をしているということであります。

それと、改修に要する費用ということの中では、

総務文教委員の皆さんとともに視察した中では一

様にすばらしい学校だなという感想を持ったので

はないかなというふうに思っています。それで、

そのまま居抜きで使えれば本当に手を加えないで

できるというふうに思っておりましたけれども、

やはり先ほど申しましたように中学校用の施設と

して使わなければならないということで、手を加

える必要があるということであります。それで、

先ほど議員がおっしゃったように事業費が ００

０限限程度ということありますけれども、これは

実施設計を含めてということなのですが、本体の

ほうの改修の費用についてはまだ実施設計も出て

いない段階での試算なのですが、これは文科省が

示す建築単価を使って試算をしているということ

で、これについてはまだちょっと変動する可能性

もありますけれども、現状の中ではさまざまな施

設の手を入れることによってそれぐらいの事業費

がかかるのかなという想定ということで御理解い

ただきたいなというふうに思っております。

田中議員。〇議長（小野寺一知議員）

乱暴な言い限をすれ〇１７番（田中好望議員）

ば道の勝手といいますか、そういったことで、確

かに風連高校の廃校の問題につきましては今さら

私がどうのこうの申し上げることもありませんけ

れども、そういった地域の実態を踏まえたときに

やはりもう少し道の支援をいただくように今後要

望しておきたいと思います。いわゆる事情が事情
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といいますか、そういったことで道に働きかける

というか、それを強力に行ってほしいということ

でございますし、それとこの金額がまだ決定はし

ておりませんけれども、その財源というのは合併

特例債等々充当できないのかどうか、どのような

考えで仮に金額的に財源を充てるのか、それをお

聞きしたいと思います。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま道教委からも〇教育長（藤原 忠君）

道からもしっかり支援をいただくようにという、

そのお話でございました。実は、４月、それから

６月、そして１１月と３回にわたりまして私も北

海道教育委員会のほうに出向かせていただいて、

移転にかかわる話について一つ一つ詰めてきてい

るところでございます。あわせまして上川教育局、

それから風連高校、名寄市、この３者が一体とな

ってこれまで話を進めてまいりました。その中で

私たちのお願いとして聞いていただけたものを幾

つか申し上げますと、１つは屋体、体育館の屋根

補修をしていただきました。それから、あわせま

して自転車置き場等もかなり老朽化していたとい

うことで、これについても整備が決定しておりま

す。それこれと幾つか小まめにお願いをしてきて

いるのでありますが、言ってみれば校舎の施設設

備についてはもう既に来年度から生徒が５名にな

るということから、その５名の子供たちが使うた

めに特別な整備をすることは北海道としてもかな

り難しい、こんなお話を聞いておりますし、グラ

ウンド等あるいはテニスコート等についても今の

子供が既に使用していない中でこれを整備するこ

とはなかなか難しいと。こういうお話は、こちら

の再三のお願いにもそんな答弁なのでございます。

しかし、校舎の施設点検保守等にかかわっては、

またこれからも粘り強く道教委のほうに要請をし

てまいりたいし、またほかにも修理あるいは改善

していただけるものがあればそれもあわせてお願

いしていきたい。今後も継続してこのことについ

てはお話し申し上げていきたい。それによって名

寄市の風連中学校移転に伴う経費等も動いてくる

のではないかと、こんなふうに考えているところ

であります。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

特例債の関係につい〇教育部長（山内 豊君）

ては、まだ十分協議をしているわけではございま

せんけれども、そうした有利な起債を使うという

ことでこの計画の中では考えているということと、

あと国の補助等含めて今後市民に余り負担のかか

らないような、そうした財源を見つけていくとい

うことで考えてございます。

田中議員。〇議長（小野寺一知議員）

いずれにいたしまし〇１７番（田中好望議員）

ても、建物自体の設備が高校から中学ということ

で、これ経費的にもいろいろかかるのでしょうけ

れども、やはり最終的には風連中学校の子供たち

の教育環境、これを第一番に考えて設計をしてい

ただきたいと。このことは要望しておきたいと思

います。

続きまして、中央小学校の改築につきましては

ただいま答弁がありましたように、総合計画の中

では平成２４年度以降の後期計画には位置づけら

れておりますし、それと答弁にもありましたよう

に基本的に総合計画の枠組みで検討をされるとい

うことでございます。これは確かにそのとおりだ

と思いますし、またこの中央小も改築といいます

か、いわば新築ということなのですけれども、昨

年ですか、適正配置検討委員会、民間の限で１３

名ぐらいでしたか、立ち上げましたよね。そこで

適正配置ということと、それから今回名寄市立小

中学校耐震化検討委員会、これ庁舎内ですけれど

も、そういったことも含めて、やはりこの名寄市

立小中学校耐震化検討委員会、これがメーンにな

るのだろうというふうに思いますし、それとそう

いったことで確かに中央小学校の場合は耐震化優

先度でも４番目なのです、調べてみますと。１番

が名寄南小学校。校舎だけでいいますと、南小学

校、智恵文小学校、それから名中、その次が中央



－101－

小ということです。これ極端な話、４番目だから

考えるのは４番目だよという、そういう単純な理

解でよろしいのですか。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

以前にも優先度調査〇教育部長（山内 豊君）

を実施しておりまして、その順番がそういうよう

なこと、校舎においてそういった順番ということ

なのですけれども、今庁内で耐震化の検討委員会

をやって、それを基本として施設の整備計画をつ

くっていくということになっております。それで、

今単純に４番目だから４番目かということなので

すけれども、そういうことには多分なっていかな

いのかなと思います。そういうふうに４番目にな

るのかもしれません。だけれども、施設整備計画

の中で全体的なことを考慮に入れて計画を立てる

ときに、まだ小中学校の適正配置、１０年間の計

画がありますけれども、そこの部分でこの１０年

間にやっていかなければならないということとい

うのはあります。例えば名寄市内においては市内

の中心校５校を４校にしていくということもあり

ますし、あとは周辺の郊外の学校についてはその

時期を見て再編をしていくという、そんなことも

ありますので、その施設整備計画の中でこういう

計画年次というふうに割りつけてもそのとおりに

いくかどうかというのははっきり申し上げられま

せん。ただ、計画的にはそのように進めていきた

いということで、私どもは進めていく計画でいま

すので、まずは耐震化の検討委員会の中ででき上

がったものについて施設整備計画の中に反映をし

ていくと。施設整備計画の中で計画ができ上がっ

た部分を適配の中に生かしていくということで進

めていきたいというふうに思いますので、今の時

点の中でそういうことで押さえていただければな

というふうに思います。

田中議員。〇議長（小野寺一知議員）

総合計画の中の位置〇１７番（田中好望議員）

づけ等の答弁をいただいたわけですけれども、は

っきり申し上げまして中央小のいわゆる改築とい

うことになれば、やはり郊外の小中学校、このこ

とも視野に入れてある程度やらなければならない

のかなということは思います。ただ、去年例の適

正配置に関する、確かに教育委員会は意見を求め

ましたよね。その中で概要ですけれども、私の地

域の学校は少子化と過疎化の影響を受け、毎年児

童生徒が減少しています。地域やＰＴＡは学校の

存続を願い、特認校の指定を受けています。地域

外の限にアピールをして、児童生徒が多く来ても

らえるように努力をしていきたいと思います。地

域でも学校やＰＴＡと連携して教育活動を進めて

います。私は、そういう教育環境の中で子供たち

を学ばせていきたいと思います。適正配置の基準

が示されていますが、保護者や地域の住民の意見

や理解を十分に取り入れてもらい、協議を進めて

いただきたいと思いますと、こういう意見がある

ということです。ただ、私としては、これは私だ

けの考えかもしれませんけれども、やはり欠学年

が生じた場合とか、これからいろいろなこと想定

されますよね、特に郊外の学校につきましては。

そういったことも冒頭登壇したときに申し上げま

したけれども、やはり地域の学校というのは、今

郊外に行ったときは公共的施設はもう学校しかな

いのです。いろいろ本当に何十年も歴史のあるそ

ういった中で、やはり地域の意見を聞くといいま

すか、そのことを主眼にしておいていただきたい

と思います。特に私がこういうことを申し上げる

とまたあれかもしれませんけれども、昭和４４年

に学校統合問題で旧風連町で当時の町長が任期半

ばで辞任をしたと。地域住民は、風連住民は町長

が責任をとって議会は責任ないのかとリコール問

題まで、リコールで成立したといったことで議会

が解散したと。これは何かというと、学校統合問

題だと。そういったことです。今は全然そんなも

の関係ないとは思いますけれども、そういったこ

とがあるのです。やはり地区住民のそういう意見

というのは十分に協議をして、中央小の改築とい

いますか、に前向きに検討していただきたい。や
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はりそれをやっていただけるのは、総合計画の中

でも教育委員会の考え限といいますか、これは教

育委員さんの考え限もありましょうし、そういっ

た中で検討願いたいと思うのですけれども、もし

かお答えできることがあればお答えしていただき

たいと。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

１つは、今後の小中学〇教育長（藤原 忠君）

校の適正配置のあり限についてでございます。こ

れにつきましては、検討委員会のほうで答申をい

ただいた。その答申に基づいて、今教育委員会内

部でも適正配置について具体的な検討を進めてお

ります。これもできるだけ早い機会にお出し申し

上げたいと考えているのでありますが、もう一つ

大切なことは、今話題になっております施設設備

の整備計画でございます。これらとやはり連動さ

せることが名寄市にとって大変効の的であり、そ

して財政的にもプラスになるということから、今

両限を兼ね合わせながら鋭意検討しております。

結果的には、これは優先度調査だけで順位を決め

るものではございません。やはり今お話しのとお

り、教育環境をしっかりと見きわめながら考えて

いかなければならない。ですから、一限では建物

だけを考える部分と、一限では教育環境をしっか

りと見きわめていく、こういう部分がありますの

で、なかなか難しいところがあるということを御

理解いただきたいと思います。結果的には、この

両者が連動されて、次に総合計画に織り込まれて

いくと、こういう手順になっていこうかなと、こ

う思うのであります。

そういう中で風連中央小学校の改築についてど

う考えていくかということでありますが、先ほど

議員のお話のとおり、これにも２つの大きな考え

限を議員は示されました。１つは、小中学校を同

じ場所に設置して本当に一貫型の小中教育を推進

するということなのか、あるいは風連中央小学校

を現在地に置いて大規模改造でしょうか、あるい

は新築でしょうか、これはわかりませんが、そう

いう中で現在の営みを重視していくのか、こうい

うことも大きな選択肢として私たちには迫られて

いるわけであります。それと、もう一つは、議員

のお話のようにこれまで学校が歩んできた歴史で

ございます。地域とともに歩んできたこの歴史と

地域とともに特色ある学校が生まれてきた、この

ことをやはり私たちは決して見過ごすわけにはい

かない。したがいまして、このことについてはま

ず１つは地域の考えをしっかりとまとめていただ

くことではないかと思うのであります。

過去の例で申し上げますと、智恵文中学校がや

はり存廃の危機に直面したことがございました。

これは、例えば生徒数が激減して教員の数が２名

という状況が予想されたのでございます。中学校

でございます。したがいまして、極端な例を申し

上げますと、その２名の教員が例えば体育と音楽

であったらどうするのかというようなことから、

地域でしっかり議論をしていただきました。智恵

文中学校を考える会というのを地域で立ち上げて、

保２年にわたって議論をしていただいた。その中

で得たことは、やはり私たちの今できることはバ

リアフリースクール制度といいましょうか、特認

校制度を活用して子供たちをしっかりと中学校に

確保することだと。そういうことであの地域は立

ち上がって頑張っていただきました。現在は、母

屋がとられるくらいの数が実は特認校制度で通学

しております。そのために教員数も今５名維持す

ることができております。こういうようなことが

歴史としてはございますので、それぞれの農村地

区にある学校がどういうふうにして生徒が確保で

きるのか、あるいは本当に確保できないときに先

生が１人になってもいいのかどうなのか、こうい

うことを地域がしっかりとやはり考えていくこと

が大切ではないかと、こういうふうに思うのであ

ります。やはり視点の第１は子供に当てることで

あります。確かにこれまでの長い歴史と、それか

ら地域の限の深い思い入れは尊重しながらも、こ

れから育っていく子供たちがどういう教育環境で
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学ばなければならないのか、このことを第一に考

えて地域でもぜひ議論をしていただきたい。そう

いう議論の結果は、私たちにどんどんお知らせい

ただきたいと、こう思うのであります。ある地域

では、もう既にそういう話し合いの場を設けて精

力的に話し合われているというふうに私は聞いて

おります。そして、それについての大まかな報告

も受けております。そういう議論をどんどん重ね

ていって、地域で一定程度の限向を出すことが大

切ではないかなと。そういうことも踏まえて、私

たちは名寄の小中学校の将来的な適正配置につい

てやはり断を下していかなければならない、こん

なことを考えているところであります。

田中議員。〇議長（小野寺一知議員）

そういったことで今〇１７番（田中好望議員）

教育長が答弁されたように、やっぱりそこで学ぶ

子供たちを最優先といいますか、その環境整備を

第一に取り組まなければならないと、それが教育

委員会であると、私もそういう感じでおりますの

で、そういった点で今後いわゆる適正配置とか、

そういった問題につきましても対応していただき

たいと、このように思います。

それでは、最後になりますけれども、先ほど市

長部局には答弁を求めませんと言いましたけれど

も、時間がありますので、中学校移転に伴いまし

て、先ほど申し上げましたようにこれを契機とい

たしまして、風連の街区の形成等々も先ほども同

僚の東議員から福祉センターの問題等々も出まし

たし、そういった中でプロジェクトチームを立ち

上げてという点につきまして、市長か副市長が今

現在で私に答弁できることがあれば御答弁いただ

きたいのですけれども。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

風連地区の学校の適正〇市長（島 多慶志君）

配置については、教育委員会が熱心に議論をいた

だいておりまして、私も今の時代小中一貫教育と

いうのが子供にどのような影響を与えるのかとい

うのは十分に学んでおりませんで、これは風連地

区であればできるというような、そういうことも

含めて期待をしております。しかし、校舎が離れ

ていて、そのような連携教育というのはどのよう

に可能性があるのかと、こういうことを考えます

と、これからもっともっと研究をしていかねばな

らない課題なのかなと、こんなふうに思っており

ますが、いずれにいたしましても田中議員御指摘

のようにやはり子供を中心にして学校の再配置と

いうことをしっかり考えていくべきだろうと、そ

のように思っておりますので、教育委員会としっ

かりと連携をとって、風連地区の全体の土地利用

計画、そのことについて総合計画の後期計画につ

ながるものと、このように思っておりますので、

取り組みをさせていただきたいと、このように思

っております。

以上で田中好望議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

次年度に向けた農業対策について外２件を、日

根野正敏議員。

指名がありました〇１１番（日根野正敏議員）

ので、今定例会において大項目３件について島市

長にお伺いをいたします。

まず初めに、次年度に向けた農業対策について

お伺いをいたします。ことしの農産物の作柄につ

きましては、一部の野菜を除き、質、量ともにお

おむね平年並みから良ということで喜ばしいこと

ではありますが、生産資材の高騰や価格の低迷で

豊作分以上に農家経済を圧迫しています。特に酪

農や野菜農家には非常に厳しい営農状況であるこ

とは御承知のことと思います。農業政策は、国に

頼ることが主でありますが、それと同じく市の誘

導的な施策、事業配分、またある面においては市

の第三者的な客観的な視点も必要だと感じます。

そこで、初めにお聞きします。国の今年度補正

予算で１１月に事業化されました燃料、肥料高騰

対策の概要についてお知らせをいただきたいと思

います。

次に、転作助成金から変化されて平成１９年度
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から３カ年をめどに始まりました産地づくり交付

金の最終年度の考えについて、２点目としてお伺

いをいたします。

３点目に、水稲の品種、ウルチではゆめぴりか、

モチについてはしろくまもち、どちらも多少の欠

点はあるものの、道北地域に合った今後有望な期

待される品種でありますが、まだ十分な種子の確

保がされていないとお聞きしましたが、どの程度

名寄に配分されるのかお伺いをいたします。

次に、除雪障害になるマンホールの状況につい

てお伺いいたします。今シーズンも雪道の安全確

保のため、除雪作業が既に始まり、市内一限除雪

車が走っております。除雪作業で障害となるのが

道路にすりつけがうまくいっていないマンホール

で、なれたプロの運転手でも突き出たマンホール

の突起にひっかかり、作業機の破損やマンホール

の破損、人身事故にもつながったケースがあると

聞いておりますが、毎年の破損件数と原因、降雪

前の管理体制、破損後の対応についてお伺いをい

たします。

３件目に、観光施設の支援について。道の駅、

ふうれん望湖台、なよろ温泉サンピラーにつきま

しては、市の指定を受け、厳しい観光業界の中、

集客に知恵とよりよいサービスを目指して努力を

していますが、市民の利用はもとより市外の集客

をいかにして獲得するかが難しいところでありま

す。管理者もその努力をされていることと思いま

すが、一管理者にもＰＲの限界があるものと感じ

ます。隣接地域の限々や管理者、行政が協力をし

て、例えば施設の隣接農地にひまわり等の景観作

物を植えていただいた場合は面積当たり幾ばくか

の助成をして集客増につなげるようなことも一案

と考えます。経費の余りかからない、しかも集客

力のあるＰＲを行政と管理者、また地域の力もか

りて、名寄にとって経済効果のある限策をとって

いくべきと考えますが、見解をお伺いします。

この場からの質問は以上とさせていただきます。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま日根野議〇経済部長（手間本 剛君）

員から大きな項目で３点にわたり御質問がござい

ました。１点目と３点目につきましては私のほう

から、２点目につきましては建設水道部長からの

お答えとなりますので、よろしくお願いをいたし

たいと存じます。

初めに、次年度に向けた農業対策についての燃

料、肥料高騰対策の概要についてお尋ねをいただ

きました。１０月末に国の対策として肥料及び施

設園芸用燃油の価格高騰に対する緊急対策が施行

され、施設園芸用燃油の使用量または化学肥料の

施肥量を２割以上低減する農業グループに対しま

して、燃油費または燃料費の増加分の７割を助成

する内容というふうになっております。ここでい

う農業グループでございますが、既に燃油または

肥料の低減に取り組んできた者を含みますという

ようなくだりがございます。燃油対策に関しまし

ては、施設園芸ということで対象者が限られるこ

と、さらに燃油費が下がってきていますので、余

り期待できないものと思っておりますが、肥料対

策につきましてはかなりの生産者が対象になるも

のではないかというふうに考えているところでご

ざいます。既にＪＡ道北なよろでは、肥料の価格

対策、北海道では増加分の１割相当額の助成を決

定しておりますので、これらも含め取り組み内容

にもよりますが、生産者におきましては最大で増

加分のおよそ保９割が助成される形になる見込み

であるというふうに理解をしております。

肥料対策における低減取り組みの要件判定の一

つに、土壌分析に基づく施肥設計の見直しがあり

ます。ＪＡ道北なよろでは、土壌分析の生産者負

担の２分の１助成を早くに打ち出し、市におきま

しても本定例会で２分の１助成を補正予算で計上

し、生産者負担を無料とすべく対策を議決いただ

いたところでございます。事業実施者の農業者グ

ループにつきましては、ＪＡ道北なよろが事業主

体となる予定で、助成金の流れは国から北海道肥

料・燃油価格等高騰対策推進協議会へ、協議会か
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ら事業主体へというふうな流れとなります。実際

の事務を進めるに当たりましては、生産者ごとの

要件、判定等が煩雑で未確定な部分がございまし

て、順次整理されてくるかと思われます。ＪＡで

は、なるべく早目に個別に説明会と聞き取りを行

い、１月末の申請に向けて準備を進める予定とな

っております。助成金の支払い時期につきまして

は、燃油または肥料の注文、購入予定数量がほぼ

確定してからとなってまいりまして、今のところ

正確な時期につきましては示されておりませんが、

情報が入り次第お知らせをしていきたいというふ

うに考えているところでございます。

次に、次年度の産地づくり交付金の考え限につ

いてお尋ねをいただきました。この対策につきま

しては、平成１９年度から２１年度の３カ年間の

期間で、平成１９年度に地域で定めた産地づくり

計画に沿って毎年若干の見直しを行いながら活用

されているところでございます。本年の交付金の

決算見込みでは、１つには交付金の多い作物の作

付がふえたこと、２つ目には担い手への農地集積

が多かったこと、３つ目にはイエス・クリーン、

エコファーマーの取り組みがふえたことなどから、

産地づくり計画書に基づき生産調整推進対策の本

体の交付金額、反当たり１限 ０００限以内を１

限 ０００限に調整し、１２月末に概算払いとな

り、過日生産者に周知したところでございます。

２１年度の交付金の考え限につきましては、今年

同様に対策項目の基本的な考え限をもとに単価調

整での対応になってくるのではないかというふう

に考えております。また、２１年度の水稲作付の

北海道配分が １％ふえることによる名寄市への

配分がどのようになるかによって、産地づくり対

策に若干影響が出てくるものというふうに考えて

おります。今月末に道から市町村への水稲作付面

積、数量配分が示されることになっており、その

後名寄地域水田農業推進協議会等において議論が

なされることになっておりますので、御理解をい

ただきたいと存じます。

次に、品種、ゆめぴりか、しろくまもちについ

て申し上げます。北海道の優良品種として記載さ

れている２つの新品種についてでございますけれ

ども、ゆめぴりか、これは上育４５３号、は食味

がほしのゆめより明らかにまさり、コシヒカリ並

みの極良食味品種です。すぐれた点は、アミロー

ス含有量が適度に低く、極良食味、ほしのゆめ、

おぼろづきに比べ収量性が高い、割れもみがやや

少ないとなっています。欠点は、耐冷性がやや劣

る、いもち耐病性が不十分、耐倒伏性がやや弱い

というふうな欠点を持っております。しろくまも

ちにつきましては、硬化性が高く、つきもちに適

した品種。それから、すぐれた点につきましては

もち硬化性が高い、穂ばらみ期が耐冷性が強く、

開花期耐冷性も強い、つきもちの食味がやや劣る

となっています。欠点は、いもち耐病性が劣る、

紅変米発生のがやや高いというふうな欠点となっ

ております。今後名寄地域におきましても期待さ

れる品種として作付希望がふえるのではないかと

いうふうに思われますけれども、まだ十分な種子

の確保状況ではなく、来年ＪＡ道北なよろが入手

可能な種子量は、ゆめぴりかで保３００キログラ

ム、面積にして保１０ヘクタール分、しろくまも

ちでは保 ２００キログラム、面積では保４０ヘ

クタール分と伺っております。

次に、３点目の観光施設の支援についての中で

道の駅、ふうれん望湖台、なよろ温泉サンピラー

の集客支援についてお尋ねをいただきました。観

光振興の誘導策として、観光施設のひまわり植栽

につきましては確かに効果的と認識をさせていた

だいております。本年４月に開設しました道の駅

につきましては、西側隣接地に一定の広さの農地

があることから、今後指定管理者の意向を踏まえ、

地権者に協力が得られるか等々を協議してまいり

たいと考えております。

望湖台センターハウス周辺並びになよろ温泉サ

ンピラー周辺につきましては、隣接地にひまわり

畑を植栽できる適当な場所がないことから、極め
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て困難と判断をしているところでございます。前

段で御説明しました道の駅隣接地でひまわりを植

栽できることになると、南の玄関口から智恵文、

道立公園サンピラーパークへとひまわり観賞コー

スとして位置づけられるものと期待しているとこ

ろでございます。

以上、お答え申し上げました。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、除〇建設水道部長（野間井照之君）

雪障害になるマンホールの状況について、毎年の

破損状況と対応についてをお答えをさせていただ

きたいというふうに思います。

平成１９年度におけるマンホールの除雪におけ

る損傷件数については、名寄地区においては２カ

所、風連地区にはございませんでした。破損の原

因としては、マンホール周辺の凍上や埋め戻しの

路盤沈下の影響によりマンホールが舗装面より突

出してしまうため、除雪機械による路面整正時に

破損をしてしまうというふうに考えております。

破損の防止対策については、両地区とも夏場の期

間においてパトロールを実施しておりまして、対

象マンホールの切り下げ、舗装のすりつけ等を実

施している状況であります。１９年度において名

寄地区は切り下げ箇所が８カ所、舗装のすりつけ

１カ所を実施しています。風連地区においても数

カ所切り下げておりますけれども、直営で実施し

たものですから、データを所持していませんでし

た。大変申しわけございません。舗装のすりつけ

も実施をしております。

破損後の対応は、名寄地区については破損状況

により業者あるいは市で負担しています。風連地

区において１９年度までは直営のため、当然市で

負担してまいりました。２０年度からは、破損の

原因や状況によりまして負担区分を決めて業者と

市の割合を決めていきたいというふうに考えてい

ますので、御理解をお願いしたいと思っています。

以上、私からのお答えとさせていただきます。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ御答弁を〇１１番（日根野正敏議員）

いただきましたので、燃料、肥料高騰対策のほう

から再質問をさせていただきたいと思います。

まず、御答弁にあったように２割低減したグル

ープに対しての支援ということで、そのグループ

というのはどういうことなのか、グループ化をし

なければならぬのか、あるいは名寄市全体を一つ

のグループとして農協を窓口にしてそういう手続

を行っていくのか、まずそこ１点と、それからこ

の事業は国の事業で総事業費が６１８億限という

ことで、肥料、燃料高騰対策については５００億

限ということで国の予算づけされているのですけ

れども、大体名寄地区に来る、まだ確定はしてい

ないと思うのですけれども、予想でもいいのです

けれども、総金額どのぐらい来るか、わかる範囲

で教えていただきたいと思います。それから、助

成額を算出するに当たり、これはあくまで個別な

のか、それとも形態を別にした平均でやっていく

のか、その辺のところも、ちょっとこの３点最初

にお伺いいたします。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

冒頭訂正をさせて〇経済部長（手間本 剛君）

いただきたいと思いますが、実は先ほど私の説明

の中で、品種の中でゆめぴりか、しろくまもちの

部分の中でしろくまもちのつきもちの食味がやや

劣るというふうに私申し上げました。まさるとい

うふうなことでございますので、全く逆のお話を

させていただきましたので、御訂正をお願いをい

たしたいと思います。申しわけございませんでし

た。

それから、１点目のお尋ねでございますが、農

業グループというふうなことで先ほどもお話をさ

せていただきました。これにつきましては、もう

既にきのうＪＡ道北なよろと、それから私どもの

行政とでチームを組んで、スタッフ会議を開催さ

せていただきました。その折にも上川支庁のほう

からも聞かさせていただいたのですけれども、こ

れは農業グループとはＪＡ道北なよろが全部一括
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して受け皿になって進めるということになります。

参考までに行政の役割は、確認行為を行政が行う。

受け付け等につきましては、ＪＡが窓口となって

受け付けをするということでございますが、この

機会ですので、今私どものほうでその地区、地区

ごとに説明会をしようと思って予定を立てており

ましたけれども、それでは十分に趣旨が行き渡ら

ないし、誤解も招くというようなことで考えまし

た。きのう打ち合わせの段階ですけれども、それ

ぞれの地区割りをしまして、日にちを決めまして、

そしてその日にちに生産者がお一人お一人来てい

ただくと。確認の印鑑も必要になりますから、そ

んな手続を風連地区、名寄地区、智恵文地区、こ

の地区割りで１２月いっぱいですけれども、年内

に一定の手続を終えたいというふうなことで考え

ているところでございます。

それから、金額につきましては、先ほどもなお

先々の動向次第によりますよというお話をさせて

いただきましたけれども、今ＪＡが基本的に積算

している資料で申し上げますと、４億 ６００限

限がいわゆる上限かなというふうな金額試算をさ

せていただいております。これにつきましては、

また先ほど言いましたように個別形態によって違

ってくるというふうになりますから、御理解をい

ただきたいと思っています。

助成額の形につきましても先ほど言いましたよ

うに、それぞれ聞き取りの中で表をつくりまして

当てはめて、そして１つは既に取り組んでいる部

分はあるのでしょうけれども、土壌分析、２つ以

上ということになりますとのがぎゅっと上がるも

のですから、今土壌分析も確か３００件で ５０

０点ぐらいの申し込みをＪＡのほうでされている

やに聞いておりますから、そうするとほとんどの

限が条件に合致はするのかなというふうなことで

すが、あとはそれぞれの作物品種によりましても

形態が変わってきますから、それはまたその段階

で聞き取りをしながら、整理をしていきたいとい

うふうに思っているところでございます。

以上、お答え申し上げました。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりました。〇１１番（日根野正敏議員）

この燃料、肥料対策のほかにも付随した事業が

４つほどついているのですけれども、これらにつ

いても対応できるものは対応していただきたいな

というふうに考えているのですけれども、その辺

の見解があればお願いいたします。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

具体的には申し上〇経済部長（手間本 剛君）

げませんけれども、私どものほうで既に上川支庁

あるいは北海道市長会を通じて資料、データ等を

いただいておりますから、地域で取り組める最大

の取り組みにつきましては取り組んでいくという

ふうなことで確認をさせていただいておりますの

で、また状況がありましたらお知らせをしながら

生産者と一緒になって手続を進めてまいりたいと

いうふうに考えておりますので、御理解をいただ

きたいと思っております。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

事務的にも非常に〇１１番（日根野正敏議員）

煩雑な手続があると思うのですけれども、農協と

十分協力しながら漏れなくやってほしいなと思い

ます。これは、要望しておきます。

それでは、続いて産地づくり交付金の考え限な

のですけれども、来年の作付配分が １％ふえる

という答弁だったのですけれども、これ私初耳で、

ウルチ、モチ関係なくその作付が来るのかどうか

だとか、その辺もう少し詳しくわかっていればお

聞かせ願いたいのと、それからことしの産地づく

りの決算見込みを見ますと、本体価格が１限 ０

００限だったのが１限 ０００限にしなければな

らなくなったということの一番の原因は、私は加

工米の面積が非常にふえたと。データ見ても総予

算の２割近くが加工米に行っているということで、

その辺も本体全休して畑作で頑張っている人もい

るわけですし、今後検討が必要ではないかなとい

うふうに考えますが、その辺の見解、２点お願い
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します。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

作付の １％ふえ〇経済部長（手間本 剛君）

るという部分につきましては、後ほどまた御答弁

をさせていただきたいというふうに思っておりま

す。今承知をしておりません。

それから、産地づくりにつきましては来年で一

区切りになります。ことしは１限 ０００限から

１限 ０００限ということで、本体の部分の交付

金を調整させていただきましたけれども、今お話

ありましたように基本助成額が大きく削減される、

動くというふうなことになりましたら、議員がお

尋ねのような加工米の助成の削減も当然議論の中

に含まれて検討されてくるものというふうに思っ

ておりますから、いずれにいたしましても省略し

ますけれども、水田協議会のほうと十分協議をし

ながら取り進めてまいりたいというふうに考えて

いるところでございますので、御理解をいただき

たいと思います。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

加工米の関係なの〇１１番（日根野正敏議員）

ですけれども、ちょっと計算をしてみますと小豆、

菜豆や何かをつくっている場合は反当４俵とれて、

現在の額で計算しますと反当８限限から９限限ぐ

らいにしかならないと。ただ、加工米をつくれば

ことしあたりでしたら９俵、１０俵とれていると

いうようなことを考えると９限限から１０限限、

２限限ぐらい保が出てしまっているのです。そう

すると、加工米のほうにずっと流れていって、加

工米というのは本来は加工米で分けなければなら

ないのですけれども、実際はモチなんかはほとん

ど加工米になっていますので、自分の首を絞めて

いるというような形にもなっているので、その辺

は十分協議会の中で検討していただきたいなとい

うふうに思ってございます。これは、要望でござ

いますので、しっかり伝えていただきたいと思い

ます。

それから、新品種のゆめぴりかとしろくまもち

については、名寄のウルチ米については１０町ぐ

らいしかこないと。３００キロということで、３

００キロあれば１０町ではきかないと思うのです

けれども、十二、三町はまけるかなというような

気はしますけれども、いずれにしても今までにな

い、非常に味のよくて、それから量もとれるとい

うことで、地産地消の関係からもそういうおいし

いものは地元が一番先に食べて、残ったものはど

こ系統を通しても売っていいですけれども、地元

の人に対してやはりそういったことを強力に進め

て、行政のほうからでも農協にこれは言えること

だと思うのですけれども、要請していくというよ

うなことも必要ではないかなと思いますが、その

辺の見解お願いいたします。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

来年の種子確保の〇経済部長（手間本 剛君）

部分につきましては、先ほど申し上げたとおりで

ございまして、これらにつきましても今まだ流動

的な部分もあろうかと思いますけれども、今後ま

た引き続き農協とも十分協議をしながら、種子確

保につとめてまいりたいというふうに考えている

ところでございます。御理解いただきたいと思い

ます。

それから、先ほどちょっと御答弁漏れ、保留に

させていただきました。国から道の配分が１％ふ

えたものでございます。ウルチ、モチの区分けに

つきましては、今現在まだわからないと。情報が

入ってきていない。今月末に道から市町村に配分

される中で、ウルチ、モチの区分は量が分かれて

くるのかなと。まだ情報として入っていないとい

うことで、御理解いただきたいと思います。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

ちょっと私が聞こ〇１１番（日根野正敏議員）

えていなかったのかもしれないのですけれども、

行政からそういう新しいうまいものは先によこせ

というようなことを農協に言ってもいいのではな

いかというようなことを聞いたのですけれども、

その辺もう一回。
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手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

正直申し上げまし〇経済部長（手間本 剛君）

て、私どものほう連絡とり合いながら、地産地消

の取り組みをさせてもらっていますし、あらゆる

イベントを通じて皆さん、市民の限々にも御理解

をいただくようで、大分普及してきたなと、そん

な印象を持っています。農協もいろんな形で御協

力をしていただいておりますし、今後地産地消あ

るいは食育、こういった考え限につきましてもし

っかりと情報を共有しながら取り組んでいかなけ

ればならないもの、あるいはまた普及センター等

にもお力添えをいただきながら、それぞれの機関

で連携をとり合って取り組まなければならぬなと、

こんな思いをしております。地産地消も今回杉並

区も中心にしながら、東京の限面にも情報発信さ

せていただいておりますので、またそれのみにな

らず、振興公社等々にも協力をいただきながら取

り組んでまいりたいというふうな考え限をしてお

りますので、御理解を賜りたいと思っております。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

この新品種につい〇１１番（日根野正敏議員）

ては最後の質問になるのですけれども、ことし１

月にタマネギの種子の配分の関係でホクレンに独

禁法の関係で指導があったと思うのですけれども、

この関係も農協を通さなかったら種をやらぬなん

ていうことはないと思うのですけれども、もしそ

ういうことがあれば行政サイドとしても頭に入れ

ながら、歯どめをかけるような形をぜひとってほ

しいなというふうに思ってございます。この点に

ついては、そういう心持ちでいろんな会議に臨ん

でもらいたいということで、答弁は要りません。

それでは、続きましてマンホールの関係で再質

問させていただきます。まず、市内の車道にある

マンホールの数は幾らぐらいあるのか、ちょっと

私もわからないので、お聞きしたいのと、それか

ら１９年度は２カ所切ったり、すりつけしたりし

て補修したという答弁だったのですけれども、今

年度２０年度の降雪前には補修をされたのかどう

かお伺いをしたいと思います。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

マンホールの〇建設水道部長（野間井照之君）

個数については、名寄地区においては下水道のマ

ンホールを中心に ４０３カ所あります。うち車

道部分には ７００カ所。風連地区においては、

全体では７８カ所あって、車道部分には６０カ所

ある。それと、平成２０年度の切り下げの部分な

のですが、これ風連も名寄もマンホールだけでは

なくて面積的なエリアで補修という形をとってい

ますので、箇所的にはちょっとはっきりしないの

ですけれども、名寄地区で３カ所程度やっていま

す。それと、マンホールのすりつけを７カ所、名

寄地区です。風連においては、例えばカルバート

のすりつけだとか、橋梁部分のすりつけだとか、

マンホールの部分のすりつけだとかたくさんあっ

て、数的には把握していないのですけれども、雪

降る前に補修、修繕はさせていただいているとい

うことであります。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

先ほどの答弁で、〇１１番（日根野正敏議員）

２０年度から業者負担にするのか、市が持つのか

協議をしていくということなのですけれども、行

政が持つという場合はどういう状況を想定して答

弁されたのか、まずそこをお伺いいたします。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

極端に突出し〇建設水道部長（野間井照之君）

ていると。それを市のほうで切り下げるという部

分を怠った部分ではっきりしている分です。通常

グレーダーを運転すると、おなかを使って運転し

ますから、けがになるということも含めて、今状

況見てこれは完璧に突出していて、市の補修が怠

っていたということになれば市持ちと。あと、業

者間で運転のまずさ、思い切りわかっていてひっ

かけたような形の部分では業者に持っていただく

という形をとっていきたいというふうに思ってい

ますのと、あわせてことしは１１月１５日に契保

をさせていただいたと。すぐ雪が降ってしまった
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ので、私どものほうは路面は見ていたのですけれ

ども、業者のほうが見る時間がなかったというこ

とも含めて、来年度以降１１月１日ぐらいに契保

をさせていただいて、２週間ほど準備期間をとら

させていただいて、その間に業者さんのほうにも

現地調査をしていただこうという形をとらせてい

ただきたいというふうに思っていますので、そこ

でお互いに現地を確認しながら、そういうマンホ

ールだとか雨水桝だとかの障害物の検証をしてい

きたいというふうに考えていますので、御理解を

いただきたいというふうに思っています。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

業者の運転手もな〇１１番（日根野正敏議員）

るべく下からきれいにはねたいと思って作業をし

ていると思うのですけれども、雪降ってしまった

ら見えないですから、例えば見回ったとしても忘

れる場合もあるし、当然ひっかかること自体が私

は道路を管理している市の側が悪いのではないか

なと。どちらかといえばです。運転手だって技場

が必要ですから、思い切り道路を削るまで削った

らそれは悪いのですけれども、当然ひっかかない

ような管理は必要ではないかなというふうに思い

ますが、その点再度見解を。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

議員の言われ〇建設水道部長（野間井照之君）

るのごもっともだというふうに思っています。業

者の限ももうベテランになっている限もたくさん

いまして、当然ひっかけるぎりぎりの線まで除雪

をしていきたいというふうに気持ちを持ってして

いただいていますから、ひっかける部分では大概

の場合は出た部分のほうが悪いというふうな見解

は持っていますけれども、なかなかそこまで追い

つかないのが現状でございまして、業者の限も車

両を壊すということも含めて遠慮しがちというこ

ともありますので、その辺も含めて来年以降検討

させていただきたいというふうに思っています。

よろしくお願いします。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

その点十分検討を〇１１番（日根野正敏議員）

していただきたいというふうに思います。

それでは、最後の観光支援の関係なのですけれ

ども、道の駅については御答弁いただいたとおり

進めていただきたいというふうに思います。それ

から、望湖台、サンピラーについては非常に隣接

地が、農地が遠くて難しいというような答弁です

けれども、できればサンピラーについては道立公

園があって、その奥にちょっと足延ばせばサンピ

ラー温泉ということでございますので、行きやす

い。きっかけにはなるかなと思いますけれども、

道立公園から温泉までの間に１カ所どこか何かが

あればもうちょっと行きやすいのではないかなと

いうふうに思いますので、これはまた指定管理者

とも協議をしながら、いいアイデアがあれば進め

ていっていただきたいと思います。

それから、望湖台については、これはちょっと

大変かなという気もするのですけれども、この指

定期間の間に、指定期間が平成２３年３月までで

すね。それまでにある程度本当に死に物狂いで頑

張って、ちょっと明るさを見せてほしいなという

気がするのですけれども、先日二、三日前に私札

幌に用事があって行ったのですけれども、そこへ

たまたま隣に座った人は札幌の人で、話したら、

夏休みに家族連れで望湖台へ来たというのです。

キャンプをしたということで、本当に夜は静かで

星はきれいでいいところでしたというような感想

をもらったのですけれども、ふろにもセンターハ

ウスに入ったみたいなのですけれども、そこも非

常に新しくはないですけれども、ちょっとうらぶ

れた感じでよかったというような表現されたので

すけれども、人によっては新しくてきれいなホテ

ルがいいという人もいれば、余り人が来なくてち

ょっとうらぶれたところが好きな人も全国にはた

くさんいると思うのです。そういううらぶれたと

ころの売り物をうまくＰＲにのせられるようなこ

とも私はこれから本当に、ここに社長もいますの

で、最後にその決意と見解をお伺いして、終わり
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たいと思います。

小室副市長。〇議長（小野寺一知議員）

最後に、望湖台のお話〇副市長（小室勝治君）

が出ました。望湖台のほうも若干利用のが減って

きております。でも、指定管理を受けてやってい

る以上、何とか赤字にならぬようにということで、

従業員一同努力してまいっているところでござい

ます。また、１５区の、１５区ってあそこの沿線

の限もこの交付金の中で緑肥作物ということでひ

まわりも結８植えておりました。そのようなこと

で、あの沿線でことしの部分では何カ所かひまわ

りを植えていただいております。これ自主的に１

５区の限がそういう取り組みをしていると、こう

いうふうに思って大変喜んでいるところでござい

ます。今お話あったとおり、望湖台も何とか頑張

れということで激励ありましたが、御案内のとお

り立派な施設でもございませんので、そのうらぶ

れたところがいいということでありますから、そ

ういうところを利用してもっと限法がないのかと

いうことで今従業員と相談をしております。そし

て、地域の老人クラブが毎月３回から４回入って

きております。こういった限々、これから冬も来

ていただけるようですから、特に２月には余り実

績がないようですから、何かそういう人をターゲ

ットにしながら、湯治というようなことで２泊か

３泊かということで、最低限安くできる限法を考

えてみたらどうだというお話をしております。年

寄りがと言ったら失礼ですが、一家の中でお年寄

りの限が近くのところに泊まっているということ

であれば、家族の限も安心してまたゆっくりでき

るのかなと、このような両面があるのかなと思っ

ておりますので、ぜひ検討させていただきたいな

と、このように思っております。これからもよろ

しくお願い申し上げまして、答弁といたします。

以上で日根野正敏議〇議長（小野寺一知議員）

員の質問を終わります。

以上で本日の日程は〇議長（小野寺一知議員）

すべて終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ４時４６分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 小野寺 一 知

署名議員 木戸口 真

署名議員 渡 辺 正 尚
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平成２０年第４回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２０年１２月１１日（木曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（２６名）

議 長 ２６番 小 野 寺 一 知 議員

副議長 １９番 熊 谷 吉 正 議員

１番 佐 藤 靖 議員

２番 植 松 正 一 議員

３番 竹 中 憲 之 議員

４番 川 村 幸 栄 議員

５番 大 石 健 二 議員

６番 佐 々 木 寿 議員

７番 持 田 健 議員

８番 岩 木 正 文 議員

９番 駒 津 喜 一 議員

１０番 佐 藤 勝 議員

１１番 日 根 野 正 敏 議員

１２番 木 戸 口 真 議員

１３番 高 見 勉 議員

１４番 渡 辺 正 尚 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 山 口 祐 司 議員

１７番 田 中 好 望 議員

１８番 黒 井 徹 議員

２０番 川 村 正 彦 議員

２１番 谷 内 司 議員

２２番 田 中 之 繁 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 中 野 秀 敏 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 佐 藤 健 一

書 記 間 所 勝

書 記 松 井 幸 子

書 記 高 久 晴 三

書 記 熊 谷 あ け み

１．説明員

市 長 島 多 慶 志 君

副 市 長 中 尾 裕 二 君

副 市 長 小 室 勝 治 君

教 育 長 藤 原 忠 君

総 務 部 長 佐 々 木 雅 之 君

生活福祉部長 吉 原 保 則 君

経 済 部 長 手 間 本 剛 君

建設水道部長 野 間 井 照 之 君

教 育 部 長 山 内 豊 君

市立総合病院
内 海 博 司 君

事 務 部 長

市 立 大 学
三 澤 吉 巳 君

事 務 局 長

福祉事務所長 小 山 龍 彦 君

上下水道室長 和 田 博 君

会 計 室 長 成 田 勇 一 君

経 済 部 次 長 上 田 盛 一 君

監 査 委 員 森 山 良 悦 君
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昨日に引き続き本日〇議長（小野寺一知議員）

の会議を開きます。

日程第１ 会議録署〇議長（小野寺一知議員）

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

１番 佐 藤 靖 議員

２５番 中 野 秀 敏 議員

を指名いたします。

日程第２ これより〇議長（小野寺一知議員）

一般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

新学習指導要領移行措置への対応外３件を、岩

木正文議員。

おはようございます。〇８番（岩木正文議員）

議長より指名をいただきましたので、通告に従い

質問をしてまいります。所轄委員会の副委員長で

はありますが、重要な案件もございますので、あ

えて質問をさせていただきます。

まず、平成２３年度より実施の新学習指導に対

して、新学習指導要領の移行期間の対応と完全実

施に向けた準備について、また実施できるものは

前倒しで進めることも踏まえて、教育委員会の考

え方をお伺いいたします。

直ちに実施する道徳、総合的な学習の時間、特

別活動は、平成２１年度から新しい学習指導要領

の規定で実施され、算数、数学、理科は新課程に

円滑に移行できるよう移行措置期間中から新課程

の内容の一部を前倒して実施します。算数、数学、

理科を除く各教科は、各学校の判断で新指導要領

によることも可能であります。名寄市において先

行実施を行う具体的な指導内容をお尋ねいたしま

す。

さらに、総授業数はどのぐらいふえるのか、ま

たその取り組みについてもお知らせください。

次に、小学校高学年の英語教育に対してどのよ

うなスケジュールで移行していくのかをお知らせ

ください。

平成２０年度学力テストの結果を踏まえてお尋

ねいたします。まず、名寄市の子供たちの結果と

その現状をお伺いいたします。

日本の子供たちの学力低下が問題にされ、子供

たちにいわゆるＰＩＳＡ、ＰＩＳＡ型読解力を育

てていかなくてはならないと言われております。

ＰＩＳＡが言うことの学力とは、知識や技能を獲

得し、しかもそれらを活用、発展させていく能力

であり、すべての子供たちにとって必要なもので

あるとしております。日本の子供は、数学、化学

の問題解決力は世界のトップレベルでしたが、読

解力は平均点程度でした。そこで、文章を読み、

解く力が弱いと指摘されています。さらに、確信

の持てない問題に対しては無回答の子供が多かっ

たというのも憂慮すべきでございます。名寄市で

は、子供の読解力を向上させるために新たな取り

組みを行うべきと考えますが、見解をお尋ねいた

します。

次に、政府の地方分権改革で、都道府県と政令

都市に限られておりました公立小中学校教職員の

人事権が中核都市に移譲される方針が出されまし

た。それを受けて道内の中核都市であります旭川、

函館の周辺市町村から、優秀な教職員が中核都市

に隔たるのではないかといった不安の声が上がっ

ております。名寄市におきましても年齢別構成を

初め、やはり優秀な中堅の先生方が地域から消え

てしまう可能性を残されておりますので、教育委

員会としてどのような考えをお持ちなのか、お知

らせいただきたいと思います。

次に、行財政改革の一環として、２点について

お尋ねいたします。旭川市は、先日現業部門の技

能労務職を２０１３年までに全廃することを明ら

かにいたしました。名寄市においては、既に先行

実施しておりますが、厳しい地方財政の環境の中

でさらなる行財政改革を積極的に進めなくてはな

らないと考えております。地方自治経営学会の発
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表によりますと、直営と民間委託のコスト比較は

そのものによっては２分の１、３分の１程度とな

っており、人件費が半分で済むとか、能率がよい

とか、人事管理の煩わしさがないということも実

証され、民間委託は時代の要請であります。名寄

市の新行財政改革推進計画によりますと、公共サ

ービスは行政だけで行うものではなく、民間の知

識や技術、経済性などを生かし、効率的かつ効果

的にサービスを提供できる業務については積極的

に民間委託を推進するとあります。既にしらかば

ハイツの民営化、認定こども園制度の推進、風連

地区除雪業務など実施されています。さらに、そ

のほか学校給食センターを初め１１項目について

行う検討がなされています。人件費や公債比比率

が高く、財政構造が硬直している今、財政負担を

軽減し、それによって余裕職員を必要部門に再配

置し、新たな行政需要に対応するためにもスピー

ド感を持って実行することが必要と考えますが、

見解をお伺いいたします。

２点目、ある評論家の言葉にこの世は物質とエ

ネルギーと情報から成り立っている。物質とエネ

ルギーは使えばなくなる。ところが、情報はなく

ならないとあります。これからの行政は、型どお

りにやればよいというのであれば日進月歩の社会

に追いつくことはできないと思います。あらゆる

情報を集め、消化する能力、好奇心を持って分析

する能力を持った職員で仕事をしていくなら、よ

り多くの仕事のやり方が改善されていくと考えて

おります。庁内に専門の職員を置き、資料の収集、

整理をして職員に公開し、情報を資料で話し合い、

仕事をする体制が必要であると考えますので、見

解をお尋ねいたします。

次に、冬の市民の健康対策についてお尋ねいた

します。まず、インフルエンザ。広報なよろの１

１月号で、健康ガイドでインフルエンザについて

お知らせがわかりやすく載っていますが、本年は

昨年ほどではないにしろ、札幌太平小学校では既

に１１月中旬に学級閉鎖が行われ、さらに上川管

内、そしてつい数日前に名寄中学校で学級閉鎖、

本日の報道によりますと、わずか二、三日前の学

級閉鎖が学校閉鎖、そして南小学校、東小学校に

おいても学級閉鎖になってしまったという非常に

市民にとってこのインフルエンザの広がりが不安

を覚えることであります。抵抗力の弱いお年寄り、

子供たちへのワクチンの接種をもっと進めるべき

だと考えます。さらに、この接種時期ですが、接

種後効果があらわれるまでには２週間かかるとい

います。この重要な点をやはりもっとＰＲしてい

くことも必要であると考えます。小学生以下の子

供は、２回の接種が必要であることなど、このイ

ンフルエンザに対するもっと早目の周知が必要で

はないかと思います。効果の持続は５カ月と言わ

れていますので、１０月中ごろからの接種を市民

に訴えていくべきだと思います。さらに、接種す

る病院ですが、市立病院は午前中のみで、子供た

ちは早期接種が受けられません。風連診療所にお

いては日曜接種が行われております。来年より市

民のインフルエンザを防ぐためにも、市立病院に

おいても日曜接種を望むところでありますので、

行う考えがあるかどうかをお尋ねいたします。ま

た、民間病院で子供の接種を行っているところも

あります。広報においてもきっちりと周知すべき

ではないかと考えておりますが、見解をお尋ねし

ます。

次に、ノロウイルスです。このノロウイルスと

いうのは、広報の１２月号にも載っておりますが、

急性胃炎、そして食中毒を引き起こすもととなり

ます。何か市民の皆さんは、夏に発生するウイル

スだと思っておりますが、このノロウイルスとい

うのは１１月から始まり、１２月、１月がピーク

を迎える感染性の胃腸炎であります。名寄市にお

いてももう既にことし発生しておりますし、旭川

においては１５０人以上の集団感染、さらにきょ

うの新聞にも滝川か深川で集団感染があるという

ことが報道されております。このノロウイルスは、

人から人への感染として急性胃腸炎を引き起こし
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ます。感染力がとても強く、潜伏期間はわずか２

４時間から４８時間と短く、ワクチンがないとい

うことです。乳幼児やお年寄りは、特に注意が必

要です。かかってしまったときの対応等、市民に

ノロウイルスの認識を深める必要を感じています

が、その見解をお尋ねし、この場からの質問を終

わります。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

おはようございます。〇教育部長（山内 豊君）

大きな項目で４点の御質問をいただきました。１

点目、２点目については私から、３点目について

は総務部長から、４点目は福祉事務所長からの答

弁となります。

初めに、新学習指導要領移行措置への対応につ

いて、小項目の（１）、移行措置への教育委員会

の考え方についてお答えをいたします。新学習指

導要領は、平成２０年３月に告示され、小学校に

おきましては平成２３年度から、中学校は平成２

４年度から全面実施となっております。文部科学

省では、それまでの期間を移行期として、平成２

１年度から年度ごとに段階的に取り組む内容を移

行措置関係規定として示し、これを受けて北海道

教育委員会では小中学校教育課程移行措置の手引

を発行し、各年度ごとの取り組み内容を具体的に

示してございます。名寄市教育委員会といたしま

しては、これらの移行措置に基づいて、各学校が

授業等の内容を具体的に示した教育課程を編成す

るに当たり、学び漏れのないよう今後とも指導し

てまいりたいと考えております。また、新しく取

り入れられる教材等の準備につきましては、現在

各学校の要望について確認作業を行ってきており、

過不足のないよう準備を進めてまいりたいと考え

ています。

次に、先行実施の具体的内容についてお答えを

いたします。学習指導要領の移行措置につきまし

ては、原則として総則にかかわるもの、道徳、総

合的な学習の時間、特別活動は全面実施、また算

数、数学、理科は一部を先行実施、その他の教科

等は学校の判断により移行期間中に実施すること

が可能となっております。教科書の改訂について

は、新学習指導要領の全面実施時期となります平

成２３年度、２４年度からとなりますことから、

各学校においては現行の教科書をもとに一部先行

実施される内容については、文部科学省等から出

される資料等をもとに指導していくことになりま

す。名寄市教育委員会といたしましては、今後と

も各学校等の綿密な連絡調整を図り、先行実施へ

の対応を図ってまいりたいと考えております。

次に、授業時間増の取り組みについてでありま

す。新学習指導要領においては、各学校が取り組

むべき標準授業時数が示されており、小学校では

移行期間の始まる平成２１年から各学年年間３５

時間、週に換算するとおよそ毎週１時間程度の授

業時間の増加となります。また、学習指導要領が

全面実施となる平成２３年度からは、低学年にお

いてはさらに週１時間が増加となります。中学校

におきましては、学習指導要領が全面実施となる

平成２４年度から年間３５時間の授業時間の増加

となります。現行の授業数から１時間ふえると、

１日７時間授業ということも考えられることから、

子供たちの健康状況も考えながら、どのような取

り扱いが望ましいか、十分検討してまいりたいと

考えております。今後授業時間の増加にかかわり

ましては、行事等の精選や日課表の変更、さらに

は登下校の時間帯の変更も予想されますことから、

各学校において保護者や地域住民等への理解を十

分に図りながら、取り扱いを指導してきていると

ころであります。

次に、小学校高学年の英語教育に対してにお答

えをいたします。新学習指導要領では、外国の言

語や文化について体験的に理解を深め、コミュニ

ケーション能力の素地を養うことを目的として、

小学校高学年に外国語活動を取り入れることとし、

平成２３年度の全面実施におきましては、小学校

５年生、６年生は毎週１時間程度の実施となりま

す。平成２３年の全面実施に先駆けて、文部科学
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省では小学校における英語活動等国際理解活動推

進事業として、拠点校方式による指導方法等の確

立などについて実践的な研究を行っており、風連

中央小学校が道内２９校の中の１校として平成１

９年度に拠点校の指定を受け、２年間にわたる研

究実践を進めてきており、その成果を各学校に広

げてきているところであります。名寄市教育委員

会といたしましては、これまでも総合的な学習の

時間等における国際理解教育の一環として、これ

までに小学校の低学年からＡＬＴや外国人講師の

派遣を行い、外国語に親しむ活動を行ってきたと

ころであり、各学校におきましては段階的に授業

時間をふやすとともに、職員研修等を通して指導

力の向上を図っていくこととしております。今後

とも小学校へのＡＬＴや外国人講師派遣の継続を

図りながら、各小学校における外国語活動の充実

に取り組んでまいりたいと考えております。

大きな項目の２つ目、平成２０年度学力テスト

の結果を踏まえてについてお答えをいたします。

初めに、名寄市の小中学校の現状について。全国

学力・学習状況調査結果につきましては、名寄市

教育研究所内に設置されました全国学力・学習状

況調査指導改善検討委員会におきまして平成２０

年度全国学力・学習状況調査の結果の分析と改善

策につきまして検討を行っているところでありま

す。結果の分析によりますと、活用力の育成につ

きましては全国的にも課題となっておりますし、

学習状況調査からは家庭での学習時間の確保など

も大きな課題となって出てきております。同検討

委員会では、分析結果をもとに平成１９年版指導

改善プランを改訂する予定でおりますが、改善策

につきましては前年度に一部加味する程度とし、

長期的な見通しを立てながら、子供たちの基礎学

力の定着を図るよう取り組むこととしてございま

す。また、学習状況調査におきましては、学校と

各家庭へ教育資料の形で望ましい学習環境の構築

に向けた提言を行っていく予定であります。名寄

市教育委員会といたしましては、指導改善プラン

に係る報告を受け、各学校が子供たちの学力向上

へ向けて取り組みを充実させていけるよう指導、

援助してまいりたいと考えております。

小項目の２、ＰＩＳＡへの取り組みの考え方に

ついてでございます。ＯＥＣＤで行っております

ＰＩＳＡ調査につきましては、１５歳児を対象と

して行われる国際的な学力調査であります。この

調査は、知識や技能を実生活のさまざまな場面で

直面する課題に対してどの程度活用できるかを評

価するものであります。名寄市においても各学校

の公開研究などでは、ＰＩＳＡ的学力の育成を意

識して取り組んでいるものであります。このＰＩ

ＳＡ型の考え方は、全国学力・学習状況調査にお

ける主に活用に関する調査や学習指導要領で示さ

れている生きる力とも共通するものであります。

新学習指導要領では、バランスある学力の育成が

求められており、習得、活用、探究をキーワード

として、これらＰＩＳＡ的学力についても包含す

る形で取り入れられているものと考えております。

このような観点から、名寄市教育委員会といたし

ましては各学校に新学習指導要領の趣旨を十分に

生かした授業を構築することで、子供たちの生き

る力をはぐくんでいけるよう指導してまいりたい

と考えております。

次に、教育人事権移譲の将来的影響についてで

ございます。内閣府に設置された地方分権改革推

進委員会では、地方分権改革推進要綱において教

員人事権を中核都市に移譲する方針が出されまし

た。現在教員の人事権につきましては、地方教育

行政の組織及び運営に関する法律の中で市町村教

育委員会の意見を聞いて都道府県教育委員会が定

めることとなっております。この地方分権が進む

中、地方に権限を移譲し、地方の実情に応じて弾

力的な運用を図ることは必要なことでありますが、

教職員の人事権につきましては採用、人事配置、

給与の決定などさまざまな権限が含まれており、

それらを明らかにし、整理する必要があります。

中核都市に教職員の人事権が移譲された場合、広
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域にわたる人事が滞ることから、年齢構成など教

職員組織の硬直化のおそれも出てきます。また、

都市部と郡部における教員バランスが崩れるなど

課題も多くあるとの指摘もあります。これらの課

題がどのように解決されていくのか、今後の動向

を注意深く見守ってまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、私のほ〇総務部長（佐々木雅之君）

うからは行財政改革の一環として、小項目１、民

間委託の推進についてお答え申し上げます。

名寄市の技能労務職の職員は、病院を除き８名

であります。平成１８年度合併以降、技能労務職

の退職者の不補充を進めています。今後も嘱託職

員、臨時職員で補充することとし、職員の削減を

図ってまいります。厳しい財政状況を踏まえ、時

代に即した簡素で効率的な組織への改革を進め、

民間活力の導入も実施してきているところです。

新名寄市行財政改革推進計画に基づき、これまで

３１の施設において指定管理者制度を導入してき

ております。また、本年度から風連地区除雪業務

を民間委託といたしました。平成２１年度から認

定こども園制度の導入も決まっているところです。

今後もコストを意識し、事務事業の見直しを行い、

行政の責任、費用対効果、住民サービスの内容を

明確にし、指定管理者制度の導入、業務の民間委

託を図ってまいりたいと考えております。

次に、情報担当者の配置についてお答えいたし

ます。現在官報、公報を初めさまざまな情報が国、

北海道等の機関から発信されています。名寄市で

は、官報情報検索サービスに総務部総務課の管理

で１回線加入をしております。ただし、官報号外

となる衆議院、参議院会議録についてはこの検索

サービスで見ることができませんので、印刷物を

購入しているところであります。他機関の情報に

ついても担当課において必要に応じて各自情報収

集に努めていますが、他の部署に及ぶものについ

ては関係課の間で情報の共有化、業務の推進が十

分図られていなければなりません。また、市民か

らの問い合わせにも十分対応できる体制も整える

よう総務課において調査研究をし、誤りのないよ

うに進めてまいります。

なお、職員１名に１台のパソコンを配置して年

数も経過しておりまして、積極的に情報収集を行

い、業務に活用していると認識をしております。

日々の業務に情報漏れがないように、殊に留意を

いたしまして、情報担当者の配置につきましては

今後研究をしてまいりたいというふうに考えてお

ります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

小山福祉事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

冬の市民の健康〇福祉事務所長（小山龍彦君）

対策として、インフルエンザについて及びノロウ

イルスについてのお尋ねがありました。最初に、

インフルエンザの予防接種についてお答えいたし

ます。

インフルエンザは、通常の風邪に比べ発熱など

の症状が重く、特に乳幼児や高齢者が罹患すると

肺炎など合併症を引き起こし、重症化しやすいこ

とから、その予防対策が重要で、その一つにワク

チンによる予防接種があります。名寄市では、平

成１３年度から市内医療機関の協力を得て、予防

接種法に基づき６５歳以上の高齢者、一部の重症

疾患の方には６０歳以上を対象に予防接種希望者

に対し ０００円を助成し、積極的に推進してま

いりました。この結果、平成１９年度高齢者の予

防接種率は約５０％と全国平均接種率３５％を大

きく上回るなど、高齢者自身の予防に対する意識

の高さがうかがえ、ここ数年高齢者には通常の罹

患程度で、流行までには至っておりません。しか

し、例年、そしてことしも既にインフルエンザに

よる学年や学級閉鎖、そして学校閉鎖が確認され

ている状況にあります。特に集団生活における予

防対策としてワクチンの予防接種率を高めていく

ことが重要であると考えております。このため各

市内医療機関の情報や予防接種の有効な受け方、



－119－

またうがいや手洗いの励行など具体的な予防対策

について広報等を活用し、わかりやすく周知を図

ってまいりたいと考えております。

次に、市立病院の休日の対応について御質問が

ございました。市立病院では、高齢者インフルエ

ンザの予防接種は平日の午前中で実施しておりま

す。また、成人の場合には総合内科や循環器内科

でなくても現在受診している科で御予約なしに接

種できます。小児科では、月曜から金曜日の午前、

午後とも接種は可能です。しかし、通常の時間帯

ですと風邪等で受診しているお子様もおられるこ

とから、元気な子供が予防接種を受けるためには、

その子供たちと一緒になると逆に風邪に罹患する

可能性があるため、火曜日と木曜日の午後という

形をとっております。しかし、火曜日や木曜日に

予約しなくても受診していただければ接種は可能

であります。休日に実施できないかという御質問

ですが、休日には救急外来を実施しているため、

予防接種の対応は難しい状況でございます。

次に、２点目のノロウイルスについてお答えい

たします。ノロウイルスは、１年を通して感染、

発症が見られるものですが、特に冬期間にかけて

の流行が見られております。このノロウイルスは

人から人に感染することから、感染性胃腸炎の原

因やノロウイルスに汚染した食品を摂取すること

で食中毒の発症にもつながるなど、その予防対策

が重要となってきております。ノロウイルスに感

染すると、１日から２日の潜伏期間の後、嘔吐、

下痢、腹痛などの症状があらわれます。感染後も

通常二、三日で回復すると言われていますが、感

染力が非常に強いことから、集団生活が行われる

特定の場所などでの感染拡大が危惧されるところ

であります。このため、予防対策としてノロウイ

ルスについて正しい知識を市民の方々の理解を深

めていただきたく、１２月の広報や名寄市のホー

ムページにおいて周知を図ってまいりました。ま

た、感染すると重症化しやすい小さいお子さんに

は、乳幼児健診等においてリーフレットの配布や

家庭での注意を呼びかけてきているところでござ

います。このノロウイルスに対する具体的な予防

対策は、ワクチンもないことから、日常生活での

手洗いの励行を基本とし、食品の加熱や十分な水

洗いなど取り扱いについて注意が必要になってき

ております。感染者の下痢や吐物を処理する際に

は、人の手を介して二次感染をするおそれがある

ことから、家庭でできる消毒法なども取り入れな

がら、予防に向けて周知を図っているところでご

ざいます。今後もうつらない、うつさないを基本

にノロウイルスに対する市民の関心を高めていけ

るよう予防対策の推進を図ってまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

岩木議員。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、再質問に移〇８番（岩木正文議員）

らさせていただきます。

まず、学習指導要領の移行措置への対応なので

すが、教育委員会としての移行に対する考え方は

わかりましたが、基本的には各学校の考え方を尊

重するということで間違いないのかどうか確認さ

せていただきたいと思います。

個々の事例についてお話ししていますと非常に

時間がかかりますので、集約してお話しさせてい

ただきますが、どうも先行実施の具体的な指導内

容が私には見えてこないというのが現実でありま

す。授業時間３５時間増、やはり１日７時間も検

討していくということですが、もう既に来年の４

月からそれが始まるわけです。いつまでも検討で

なくてある程度の方向性と学校と話し合って、解

決に向けてまたよりよい方法をとっていくことが

必要ではないかと思います。前から私授業時間確

保のために言っております。また、視察等でも２

学期制とかも研究させていただきましたが、先生

方忙しくてなかなか時間がとれない、とれないと

いうのであれば、現実本当大変なお仕事をされて

いるわけですから、やはり学校記念日をなくすの

と夏休み、冬休みを１日、１日短くするだけで非

常に時間がとれるのではないかと私は考えて、前
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から訴えております。何かの記念日で休みになる

のは天皇陛下だけですよね。今会社の記念日だか

らって会社休みになるわけでありませんし、自分

の誕生日だから何かを休むという時代ではないと

思いますので、いつまでも学校記念日は何かのお

休みとするのではなく、学校記念日に子供を登校

させて過去の歴史を語ってあげるであるとか、各

学校のこういった歴史を教えるということも教育

だと思います。何がひっかかっていてそんな授業

時間の確保ができないのか、もう一度確認させて

いただきたいと思います。

それと、小学校高学年の英語教育についてであ

りますが、今の話ですとこの教育移行期間中には

そうとりたてて指導はなさらないというように私

とれたのですが、現状今総合的な学習の中でやら

れているのもわかります。私も今度の小学校の高

学年の新しい教育内容を見たら、私が中学生で習

ったときのようなディス・イズ・ア・ペンの世界

ではないのです。耳で聞いて覚える。アイ・アム

・ア・ボーイなんていう世界ではなくて、何か本

当普通の会話の中の授業がもう既に小学校５年生

から行われるわけですから、この移行期間中は各

市町村にするしないは任されておりますので、名

寄市としてもＡＬＴの方にプラスアルファ、何と

かＴＴを増員するであるとか、思い切った予算措

置を市長にお願いして１人ふやすであるとか、こ

の２年間の移行期間中に勉強するとしないのでは、

各研究者によりますとやはり相当な差が出るとい

うことが言われておりますので、もう一度英語教

育に対する取り組みについてお話を伺いたいと思

います。名寄市は、総合的な学習の中で低学年、

中学年においても英語と触れさせようということ

で、２人のＡＬＴを使って本当によくやっていた

だいておりますが、この現状の２人でいいのかど

うか、今後今実質総合的な学習でやっています低

学年、中学年に今度の高学年が入ったことで低学

年、中学年の取り組みが少なくなることも考えら

れるのか、そこら辺をまずお尋ねいたします。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

学習指導要領の移行措〇教育長（藤原 忠君）

置につきましては、１つは基本的な構想を名寄市

として固める必要があると、こう考えております。

そういう意味でおおむね２学期並びに冬休みぐら

いまでに平成２１年度以降の大枠について決めて

まいりたい。今そういうことについて各学校で議

論中でございます。そして、その中で特に校長会

を中心にして調整を図っているところでございま

す。ただ、その中の例えば何曜日に何時間授業す

るとか、あるいはその他の学校独自の教育活動に

かかわる部分については、移行期間あるいは本格

実施の中でも学校の主体性にお任せしたいと。で

すから、例えば算数の時間を何時間増にするかと

か、総合的な学習の時間を現行７０時間を具体的

にずばり何時間にするかなどは名寄市として統一

してまいりたい、こういうことでございます。そ

ういう中で総則にかかわるもの、それから道徳の

指導にかかわるもの、その他算数、理科などにつ

いても順次明確に決めてまいりたいと、こう思っ

ておりますので、もう少々お時間をいただければ

と、こう思っているところでございます。

それから、授業時間数の確保につきましては、

これは古くて新しい問題でございまして、今岩木

議員のお話のとおり昔からいろいろな創意工夫が

なされているところでございます。これにはいろ

んな考え方がございまして、時数を確保するため

に本当に今行われている学校行事などをずばり切

ってしまっていいのかという、こういう議論もあ

るところでございます。学芸会や学習発表会、あ

るいはその他のいろいろな行事なども子供たちに

とっては大変大切な営みであるということから、

これを切ることによって授業時間だけをふやすと

いうことについては、名寄市教育委員会としても

慎重に考えていかなければならない。その大切な

一つに、私は学校記念日もあるのではないかと思

うのであります。学校へ出て、そして記念日をし

っかりと確かめるという方法ももちろんあるわけ
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でございますが、学校を休みにすることによって

子供たちにきょうは休みだ、どうして休みなのだ、

学校が開校した日だよと。こんなこともあるのか

なと。これまで続けられてきたのは、きっとそう

いう趣旨からではないかと思うのであります。し

かし、ただいま御意見もございましたので、これ

ら学校記念日についてはまた校長会等にもボール

を投げて、そしていろんなことを検討していきた

いかなと、こんなことを考えているところであり

ます。授業時間数の確保について、なかなか難し

いというのはそういう今まで歴史があるというこ

とでございます。

それから、外国語教育にかかわりましても幸い

名寄市は何年も前から小学校に外国人講師を派遣

してまいりました。そういう意味では、保護者等

の一定の理解は得ているものと、こう考えており

ます。また、学校でも外国語活動に対する一定程

度の素地はでき上がっているというふうに考えて

おります。ただ、２４年からの本格実施に向けま

しては、現在の５、６年生の派遣時数では不足で

ありますので、これを移行期間の間に徐々に増加

させながら、本格実施のときには指定された時数

に持っていきたいと。しかし、そのことによって

低学年の国際理解教育がおろそかになってはなり

ませんので、それについては従来どおり何とか外

国人講師を派遣しながら、名寄の国際理解教育を

推進していきたいと、こう思っているところであ

ります。そういう中では、名寄市においては決し

て外国語活動に関する格差は生じてこないと。各

学校がひとしく外国語活動について充実していけ

る、こんなふうに考えているところであります。

岩木議員。〇議長（小野寺一知議員）

移行措置ということで〇８番（岩木正文議員）

すが、４月から実際に始まるわけですので、きっ

ちりとした計画を立てて、完全実施に向けて漏れ

のないようにお願いしたいなと思います。

教育長は、この間の市Ｐ連の研究大会において

講演され、私もそれ聞かせていただいて、非常に

感銘を受けた一人であります。人間は平等ではな

いと。背の大きい子もいれば小さい子もいる。足

の速い子もいれば遅い子もいるという、そういっ

たことをしっかりと子供たちに認識させるのも大

切ですが、教育を受ける機会というのは、やはり

全国どこにいても義務教育というのは平等でなく

てはならないと思うのです。だから、お金のある

まちは英語をしっかり教育する。受けることがで

きる。この２年間ではっきりわかると思いますが、

本当に英語教育、ほかの算数、数学、理科以外の

先行的にその学校の裁量でやれることというのは、

やはり格差が相当出るのではないかなという危惧

することがありますので、そこら辺をしっかりと

とらえて新学習指導要領に備えていただきたいな

と思います。

それでは、次学力テストの結果を踏まえてでご

ざいます。このことにつきましては、大阪の橋下

府知事が公表の結果のことで教育委員会とやり合

ったことがよくマスコミ報道されました。さらに、

鳥取県においては全面公開と。これ市町村 ８３

９教育委員会のうち２ ５％の教育委員会が結果

を公表していると。そして、今後公表する教育委

員会もまたさらに１４％ですから、トータル全国

のうち４割の教育委員会が何らかの形で結果を公

表する見通しであるということを文科省が発表し

ております。名寄市においては、発表はされてお

りませんが、公表に対する考え方をお伺いいたし

ます。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

全国の学力・学習状況〇教育長（藤原 忠君）

調査の結果につきましては、教育の成果とか課題

等を把握し、さらに検証すると。そして、改善を

図るという意味では大きな資料となるわけでござ

います。ただ、せんだっての答弁でもお答えいた

しましたが、検査対象は中学３年生と小学校６年

生というごく限られた学年の限られた数というこ

ともございまして、これをもって名寄市の学力の

全体を推しはかるということにはならないと、こ
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ういうことが１つでございます。それからさらに、

この全国学力・学習状況調査では学力のみに視点

を当てずに同時に行われている学習状況調査にも

注目すべきではないかと、私はこう考えているの

でございます。例えば一例を申し上げますと、中

学校の３年生にかけた調査でございます。学校以

外での勉強時間では、１時間に満たないとしてい

る生徒が実に６６％に上っている。そのうち全く

勉強しないというのも１８％いるという。名寄市

でございます。こういう結果が出ております。し

かしながら、うれしい話もありまして、読書を特

に好むとした生徒が５１％、全国よりもはるかに

高いのであります。これは、きっと名寄で朝読書

を励行している、こういう成果のあらわれではな

いかと思っております。しかし、残念ながら家で

は読書はしていないと、こういう結果が出ている。

その他にもたくさんのこういう数字が出ておりま

す。学力の基盤を形づくるのは、やはり学習環境

であります。こういう中でしっかりと学習状況を

把握し、指導していくことが私たちの生命線では

ないかなと、こんなことを考え、今回の分析、そ

れから指針をつくる、指導改善プランの中でもこ

れらの中でもしっかりと分析し、対策を講じるよ

う教育委員会としてお願いをしているところでご

ざいます。このようなことを踏まえまして、過度

な競争を引き起こさないとか、こういうことなど

も要因の中として名寄市としては公開しないと、

こういう姿勢をとっておりますので、御理解をい

ただきたい。

岩木議員。〇議長（小野寺一知議員）

私も競争をあおろうと〇８番（岩木正文議員）

思っているわけではないので、ただその結果を踏

まえて各学校には通知し、各学校はそれによって

いろんな取り組みを行っていると。順位４６位、

４４位というのは、前回も１年前も言いましたけ

れども、余りとらわれることはないですけれども、

その結果としてトップの秋田県と北海道が１０点

以上の差があるということはこれ非常に問題では

ないかなと思います。そして、劣っている北海道

ですが、その位置において名寄市はどこに該当し

ているのか、それをわからずして何を基準にやる

というのはこれどうも理解できないのです。各学

校がどうだということを名寄市内において知るの

でなくて、名寄全体における位置がどこにあるの

かと。北海道教育委員会も各管内ごとの学力の結

果を発表しました。そうすると、やっぱり札幌が

高くて地方に行くほど数字が落ちている。それを

平均すると、北海道の学力なのだよということに

なっています。１９年度から２０年度２回行って、

ですから名寄市が何ポイント上がったのか、何ポ

イント下がったのか、それを知り得るのは教育委

員会と学校だけですので、それはちょっとおかし

いと思うのです、私も。公表の仕方、いろいろあ

おるのではなくて、やはり名寄の位置をきっちり

と皆さんに知らしめる。そして、去年より上がっ

たのか、下がったのか、それが指導プランがよか

ったのか、悪かったのか。教育長は、市Ｐ連のと

きもおっしゃっていましたけれども、その改善の

指導プラン、名寄が取り組んだのは全道的にも非

常に評価され、すごくいいものであるということ

を言っていただいたので、安心してはいますが、

またことしも答弁の中で指導プラン、指導プラン

と。指導プランをつくるための学力テストではな

いわけですから、基本だけは軸をしっかり持って

いただいてやっていただきたい。名寄の学力の位

置というのは今どこになっているのか、言える範

囲でお願いいたします。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

昨年とことしと同じ対〇教育長（藤原 忠君）

象の子供であれば、昨年とことしの比較は容易な

わけでございますが、検査の母集団といいましょ

うか、これも全く異なるわけでございまして、そ

の比較ということには当然ならないわけでありま

す。ただ、全国の言ってみれば正確な平均点では

ないのでありますが、一応学力のポイントが示さ

れ、そして北海道のポイントが示されていると。
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そういう中で名寄はいかほどにあるかという、こ

ういうお話でございますが、先日の報道では石狩

は上位に属している。上川管内は、上位に一部属

し、わずか下位に一部属している。言ってみれば

トータルすると平均よりもやや高いと。上川管内

は、そういう状況にございます。名寄市は、決し

て上川管内で学力でも学習でも劣っているとは考

えておりません。その程度で御理解いただければ

と思っております。標準偏差というのがございま

して、私たち一つの大切な要素にするのは基礎、

基本の定着でございます。言ってみれば標準偏差

というのは、その基礎、基本の母体が一つの山状

になって流れているということでありますが、そ

の標準偏差の山状の形成の状況はおおむね全国よ

り上回っているところでございます。

岩木議員。〇議長（小野寺一知議員）

言えないというつらい〇８番（岩木正文議員）

立場も理解できますが、やはり私も現Ｐとして位

置がわからないのにやるというのは、ちょっと理

解してくれと言われてもなかなか理解できないの

です。個人の情報、個人ごとの成績を出せと言っ

ているのではなくて、名寄市としての教育の今の

位置はどこにあるのかというのは別に公表しても

悪くないと私は思いますので、教育委員会の中で

またさらに検討をいただきたいなと思っておりま

す。

それと、教員の人事権移譲についてですが、今

部長から答弁あったとおりだと思います。今現状

にあっても名寄市の教職員のバランスというのは

余りよくないのです。ベテランの３０代、４０代

の先生はほとんどいない。２０代と３０代前半の

先生で学校教育が賄われているという現状があり

ます。やはり人事権が移譲が旭川地区に決定しま

したら、今言ったことが本当に起こり得る可能性

があります。そうすると、今度は多分上川と宗谷

の広域的な中で先生を回そうということになるの

だと思いますけれども、今の先生方余り田舎に行

きたがらない。そういったことも危惧されますの

で、教育長もしっかりとやはり先生方の確保とい

うことに最大の努力と先を見て取り組んでいただ

きたいなと思っております、人事権について何か

ありましたら。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

中核都市への人事権の〇教育長（藤原 忠君）

移譲にかかわりましては、現在中教審等でもしっ

かりと議論すべきだということで議論の最中であ

ります。私は、この人事権の移譲はあわせて給与

負担の権限の移譲も行われるべきだと、こう考え

ているところでございます。それとあわせまして、

地方教育行政法の一部改定に伴いまして、市町村

教育委員会の内申権も実は拡大されております。

これは、言ってみれば名寄市教育委員会が人事に

かかわって、北海道教育委員会に具申、内申した

ことは重視すべきという、こういうふうに法律が

変更になっております。こういうことも人事権移

譲に係る一つの歯どめにはなっていくのかなと、

こう思ったりしているところであります。

参考までに名寄市の教員の構成を申し上げます

と、平均年齢は小学校で３６歳、それから中学校

で３４歳となっております。これは、全道に比べ

るとやや若いかなと、こういうことでございます

が、幸い名寄市の場合は年齢構成については他の

上川管内の旭川市を除く市町村ではかなりバラン

スのとれた教員構成になっていると思います。あ

わせまして現在の人事のあり方を考えてみますと、

旭川に人事権が移った場合でも私としてはしっか

りとした連携を結ぶ中で人事の交流は行われてい

く、それが１つであります。それから、もう一つ

は、やはり教職員に子供のいるところに教育あり

という、この精神をしっかりとこれからも訴えて

いくことが大切だと、こう考えております。現在

教員の人事は希望と納得が優先されているわけで

ございますが、やはり教育に携わる者として、ど

この学校にも子供がいる。その子供のためには、

私たちはしっかりと汗を流さなければならない。

情熱を傾けなければならない。このことは、私た
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ち教育界の中でしっかりとこれから考えていかな

ければならない大きな問題だと、このように考え

ております。

岩木議員。〇議長（小野寺一知議員）

そのとおりでありまし〇８番（岩木正文議員）

て、先生方の子供に対する教育者としてのしっか

りとした意識を持っていただくというのが大切な

ことでありますので、ぜひ実践していただきたい

なと思います。

それと、ＰＩＳＡへの取り組みなのですが、私

この間西小学校の公開授業、４年生の国語ですか、

受けさせていただきました。本当言葉の理解とい

うことでは、しっかりとした授業をやっているな

と。先生も頑張ってやっているなということを実

感しておりましたので、名寄市としてはやはり読

解力を高める教育ということを、これは国語だけ

ではありません。算数も社会も理科も、ただ知る

だけではなくてそれがどうなるのかということを

子供たちに教えていくのがこのＰＩＳＡ型の読解

力でございますので、そういった点を教育の中で

もぜひ有効活用するべく研究をされていただけれ

ばなということを要望しておきます。

それでは、次行財政改革の一環として、名寄市

は本当に頑張っていただいて、いろいろと改革を

進めていっていただいておりますが、私が言いた

いのはこれ結局今３つのことがもう民間委託され

ましたよね。それ以外のことがこれまだ結局２３

年度まで実施するということで検討がずっと続い

ているのです、ほかの事業。給食センター、女性

児童センター、図書館、北国博物館、やはりそう

いったことも計画を立てたからではなくて、でき

るものは推進をもっと早めて早目に実施できない

かということも訴えたいわけです。さらに、私ど

も市政クラブでも視察へ行きました千葉県東金市、

埼玉県志木市、愛知県高浜市、もう窓口は市職員

いないのです。制服を着ていて、何で市役所に制

服があるのと言ったら、それはもう民間委託した

職員ばかりなのです。それは、視察行っていろい

ろ聞きますと何ら不都合はないし、非常にいいよ

と、市民受けもいいし。また、そういったことも

含めて民間委託の推進ということについてどうお

考えか、ちょっとお願いいたします。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

今行革進めており〇総務部長（佐々木雅之君）

まして、具体的には組織のスリム化とあわせまし

て、図書館の関係については本当にコストが下が

るかどうかも含めて具体的に２１年から３年間か

けて職員を減らしながら、当面は嘱託職員を配置

しながら、指定管理になじむのか、それから民間

委託になじむかも含めて具体的なタイムスケジュ

ールを持って今検討しています。それから、給食

センターの関係につきましては、既に名寄は安全、

安心な食事、給食の提供ということも含めまして、

コストの面ではかなり正職員ではなくて臨時職員

を長く配置をしまして、その歴史を持ちまして全

道の給食会でのトップレベルのランクだというこ

とも含めまして、まずは安心、安全な給食を提供

できるスタッフの配置ということを考えておりま

したので、その辺は一概に民間委託がいいかどう

かも含めて、コスト面では私は十分給食センター

検討していると思っておりますので、その辺も含

めまして今後作業を進めてまいりたいと思ってい

ます。

岩木議員。〇議長（小野寺一知議員）

民間委託、おっしゃる〇８番（岩木正文議員）

とおりですべて民間委託にすればいいというもの

ではありませんので、効率よくできるものはやっ

ぱり早目に取り組むと。できることには取り組む

という積極的な姿勢で臨んでいただきたいなと思

います。

最後に、インフルエンザについてお尋ねします。

パンデミックって皆さん御存じですか。これは、

感染爆発。新インフルエンザ、これが新インフル

エンザというのは十数年に１回周期的に起こる。

前回はスペイン風邪ということです。それがそろ

そろ鳥インフルエンザが変形したものが起こるの
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ではないかということで推定されています。日本

でもこれがはやると６４万人が亡くなっておりま

す。例年昨年度のインフルエンザで亡くなった人

は６９９人、これだけインフルエンザでも亡くな

るわけですから、やはりこの新型インフルエンザ

に対する備えというものも必要ではないかなと思

います。一人でも発生すれば名寄市内のすべての

学校は休校するという通達も来ているはずです。

そこまでやはりもう用意というか、感染力が強い

ということがうたわれておりますので、そういっ

たことに対する取り組みは、予防はある程度考え

ていると思いますので、その点について。

それと、インフルエンザの実際の接種について、

何とかやはり市民の安心、安全を守るためにも受

けやすい、市立病院も小学校高学年になりますと

帰ってくるのが３時半とか４時ですよね。そうす

ると、早く１０月に接種したくてもなかなか打て

ないという現実がありますので、民間病院のＰＲ

であるとか、もう少し市民に優しい接種の期間を

設けることも検討願いたいなと思っております。

インフルエンザの新インフルエンザに対する取り

組みだけお願いします。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

新インフルエン〇福祉事務所長（小山龍彦君）

ザの御質問がございました。大変少ない時間でご

ざいますので、かいつまんでお伝え申したいと思

います。

今議員が御指摘のとおり、死者が６４万人とい

う部分がございますけれども、これを上川北部地

区に当てはめますと患者数は１万 ４５０人、死

者でいうと３７０人というような推定がされてお

ります。国や道のレベルでは、既に新型インフル

エンザ対策行動計画というのができておりまして、

我が国の内外において危機的な状況が予測される

場合は都道府県レベルで感染症危機管理対策本部

を設置し、地方自治体につきましては地域の実情

に応じた対策実施を要請していくということで、

都道府県レベルから地方自治体のほうに落ちてく

るということになります。上川北部につきまして

は、名寄保健所が主体となって地方本部を立ち上

げて病院、市町村、上川北部医師会、それから消

防、警察の連携で具体的な指示、役割を確認し、

予防対策を図るとされております。それで、市の

ホームページのほうには、新型インフルエンザＱ

＆Ａというものを掲載しております。さらに、今

後北海道新型インフルエンザ対策ガイドラインが

示されることになっておりますので、その部分に

つきましてはまた改めて市のほうも沿った対応、

対策を考えているところでございます。市のホー

ムページには、厚生労働省のほうのリンクが張っ

ておりますので、ぜひ興味のある方につきまして

はどのようなものかということを御確認いただき

たいと思います。

以上で岩木正文議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

名寄市立総合病院改革プランについて外２件を、

高見勉議員。

議長より指名を受け〇１３番（高見 勉議員）

ましたので、さきに通告しております順に従いま

して、順次質問をいたしたいと思います。

最初に、名寄市立総合病院改革プランについて

質問をいたしたいと思います。総務省は、昨年１

２月に公立病院改革ガイドラインを示し、公立病

院の経営効率化を目指すとして、病院事業を設置

する自治体に対し、今年度末までに改革プランの

作成を義務化いたしました。公立病院の経営状況

を見るとき、経営赤字の自治体は全国で実に約８

０％弱、そしてその多くが不良債務を抱えている

と言われております。公立病院の経営悪化の原因

は、私は診療報酬の連続マイナス改定、地方にお

ける医療スタッフの不足の深刻化、目まぐるしく

変わる読み切れない医療、介護制度、そして少子

高齢化、自治体財政の悪化等々、病院事業の社会

環境の変化による影響が極めて大きいのではない

かと考えます。医師や看護師確保対策など、本来

的対策を講ずることなく、財政効率化ありきの経



－126－

営改革を急げば、結果として地域医療の崩壊を招

くことになるのではないかと懸念をいたします。

公立病院や医療を取り巻く環境の変化と現状の基

本認識についてどのような所見をお持ちなのかお

伺いをいたしたいと思います。

次に、改革プランの策定について伺います。本

年３月までに病院事業経営の改革に総合的に取り

組む改革プラン策定が求められ、作業を進められ

ていることと思います。総務省が示したガイドラ

インでは、プラン策定に当たっては経営効率化、

再編ネットワーク化、経営形態の見直しの３つの

視点に立った改革を一体的に進めることで公立病

院に必要としている機能を安定的に確保する体制

を構築することが求められているとしております。

言うまでもなく、地域性、立地条件等により公立

病院の責務と役割は異なってくるものと考えます。

今当市でもこれら３つの視点を柱に改革プランの

策定に向け、詰めの段階の検討がなされていると

思いますが、具体的に経営効率化に係る計画では

経営指標に係る数値目標、一般会計からの繰り出

し基準、病床利用率等の主要な計画についてどの

ように考えておられるのか、さらに再編ネットワ

ーク化及び経営形態の見直し計画に対して基本的

な考え方等、改革プランの概要についてまずお伺

いをいたします。

２点目に住宅火災警報器設置の取り組みについ

て質問をいたします。本格的な冬のシーズンを迎

える１１月１６日に高齢者の夫婦が犠牲になる住

宅火災、さらに今月２日未明にもひとり暮らしの

高齢者が犠牲になる住宅火災が発生いたしました。

とうとい命が犠牲になりましたことは極めて残念

なことであり、心より御冥福をお祈りをいたしま

す。

こうした焼死火災を防止するには、消防機関の

取り組み、努力はもとよりでありますが、まさに

もしものときに備えた自助努力も求められている

のではと思います。平成１８年の消防法の改正に

より、住宅火災警報器設置の義務化は焼死火災防

止の一助としての措置なのかなとも考えるところ

でありますが、ただいまは経過期間中ではありま

すが、名寄市としてこれまでの具体的な取り組み

と設置状況についてお伺いをいたします。

また、市営住宅等市が管理する住宅への設置に

ついてはどのように対応をなされるのか、あわせ

てお伺いをいたします。

３点目に、障害者福祉について質問をいたしま

す。平成１８年４月から施行された障害者自立支

援法は、障害者施設や居宅支援の利用に係る応益

負担やサービス事業所の報酬単価の引き下げ、さ

らには日払い化等々制度設計に問題があると抜本

的な改正を求める声が強まっておりますが、その

議論は別の機会に譲りたいと思います。一方では、

福祉サービスの利用形態では身体障害者、知的障

害者に精神障害者を加えた３障害すべてが対象と

なり、みずからが利用したいサービスを選択でき

るように見直されるなど評価される一面と利用す

る上で経済的負担が重く、地域で安心して生活を

営むことが困難な状況が生まれることが懸念をさ

れる面もあります。障害者福祉サービスを受ける

にしても、まずは対象となる該当者の実態の把握

が何にも増して重要なことと思います。当市にお

ける該当者の実態把握はどのようになっているの

か、とりわけ精神障害者等の実態についてお伺い

をいたします。

名寄市においては、２つの社会福祉法人が知的

障害、精神障害の施設福祉及び在宅福祉サービス

事業、また相談支援指定事業所として障害者のケ

アマネジメントに取り組んでおります。精神保健

福祉士、ケアマネジャー等人材社会資源を生かす

立場からも在宅精神障害者等の支援サービスの利

用計画の策定等はまさに専門家を配置した相談支

援指定事業所に委託し、よりきめ細やかな対応を

図るべきと考えますが、見解をお伺いをいたしま

す。

以上、この場からの質問を終わらせていただき

たいと思います。
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内海病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただい〇市立総合病院事務部長（内海博司君）

ま大項目で３点にわたって御質問がございました。

１点目は私から、２点目は総務部長から、３点目

は福祉事務所長よりの答弁となりますので、よろ

しくお願いをいたします。

まず、大項目１点目でございます。名寄市立総

合病院改革プランについてお尋ねがございました。

小項目１点目の公立病院の置かれている医療環境

と現状についての認識についてでございます。公

立病院は、これまで地域における基幹的な公的医

療機関として地域医療の確保のため重要な役割を

果たしてまいりました。近年医療を取り巻く環境

は、急速な少子高齢化の進行、がん、脳卒中など

生活習慣病中心の疾病構造の変化、医療の高度専

門化の進展、さらにはインターネットの普及によ

り医療や健康に関する情報の入手が簡単にできる

ようになるなど、大きな変化が見られております。

しかし、多くの公立病院は医師や看護師の不足、

過疎化に伴う患者数の減少、さらには診療報酬の

連続したマイナス改定などの影響により医療機能

の低下という大きな問題に直面してございます。

特に不採算医療を担っている自治体病院や公的病

院においては、累積欠損金や不良債務が増加し、

現状の医療機能を維持することが困難になってい

る病院が数多くあります。このような医療環境を

改善して公立病院を立て直し、今後も地域におい

て必要な医療を安定的かつ継続的に提供していく

ことが避けて通れない課題になってございます。

住みなれた地域の中で、通院はもとよりおおむね

入院医療サービスが受けられる医療供給体制の確

保が住民ニーズであろうと認識しております。

２点目の改革プラン策定に当たっての課題等に

ついてでございます。当市では、９月１７日に中

尾副市長を委員長とする名寄市公立病院改革プラ

ン策定委員会を立ち上げてございます。策定委員

会では、これまでに市立病院内の経営企画対策小

委員会から出しました改革プランの素案について

審議を４回にわたって行っており、年内には平成

２１年度から平成２３年度までの３カ年を計画対

象期間といたします名寄市立総合病院改革プラン

を取りまとめる予定でございます。今回の改革プ

ラン策定に際しまして総務省のガイドラインでは、

１つには経営の効率化、２つ目には再編ネットワ

ーク化、３つ目には経営形態の見直しの３つの視

点を一体的に推進する必要があるとされておりま

す。

まず、第１点の視点である経営効率化に関しま

しては、経営指標に係る数値目標を設定すること

とされ、特に経常収支比率、職員給与費対医業収

益比率及び病床利用率の３項目が必須事項とされ

ております。また、改革プランの策定に当たって

は、計画対象期間の平成２１年度から２３年度ま

での３年間のうちに必須項目の経常収支比率につ

いては原則一般会計繰り入れ後において１００％

以上、また病床利用率については少なくても７０

％以上とすることが想定されております。これま

で４回にわたって改革プラン策定委員会を開催し

ておりますが、社会保障費の抑制策により医業収

益の根幹となる診療報酬の大幅な改定が期待でき

ない状況では、ＤＰＣの導入やＩＣＵの本格的な

稼働といった収益増収対策や薬品、診療材料費の

経費削減対策を講じましても経常収支の改善は難

しく、平成２３年に経常収支の均衡を図るために

は一般会計からの繰り入れ基準の設定についての

検討もしております。

次に、第２の視点であります再編ネットワーク

化につきましては、本年１月に北海道から自治体

病院等広域化・連携構想が出されております。こ

の構想では、名寄市立病院が基幹病院としての役

割を担うことになっております。再編ネットワー

ク化を検討するときには、医療行政全体を見なが

ら進めなければならず、当事者間の十分な話し合

い、住民の理解が必要なものと考えます。今後は、

道による関係市町村との協議検討、調整が行われ

ますので、当市といたしましてはそれらの経過を
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踏まえながら、その結果に倣いたいと考えており

ます。

最後に、第３の視点でございます経営形態の見

直しについてであります。ガイドラインでは、民

間的経営手法の導入などの観点から、新経営形態

への移行計画を記載することとされ、１つ目には

地方公営企業法の全部適用、２つ目には地方独立

行政法人化、３つ目には指定管理者制度の導入、

４つ目には民間譲渡が選択肢として掲げられてお

ります。現在名寄市立総合病院としましては、地

方公営企業法の全部適用を考えてございます。地

方公営企業法の全部適用は、地方自治法等の諸規

程が緩和され、予算の策定や運営について病院内

で完結でき、自主性の高い経営が可能となるメリ

ットから、平成２３年度を目途といたしまして検

討することとしております。

以上、私からの答弁といたします。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま２点〇建設水道部長（野間井照之君）

目については総務部長からというお答えでしたけ

れども、私のほうから住宅用火災警報器の取り組

みについてお答えをさせていただきます。

最初に、具体的な取り組みと設置状況について

であります。消防法が改正され、共同住宅を含む

すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務づ

けられ、新築住宅では平成１８年６月より設置義

務が生じ、既存住宅では平成２３年６月までの設

置が義務づけられているところであります。名寄

消防署では、平成２３年５月までに全世帯にお知

らせすることを目指し、改正時の平成１８年より

町内会役員の御協力をいただきながら、職員及び

団員と一緒に一般住宅の防火訪問を行っておりま

す。現在のところ訪問時に留守宅であったものも

含めまして、市内全世帯の４９％ほどの世帯への

周知を終えているところであります。

市内における住宅用火災警報器の普及率であり

ますが、平成２０年の単年度で１ １％となって

おります。名寄市と同じ平成２３年に既存住宅の

設置が義務となる地域の普及率１ ５％、これは

データがちょっと古いのですけれども、平成２０

年６月時点であります。これを下回っていること

となります。消防署といたしましては、住宅火災

からの犠牲者を防ぐため、既存住宅の設置義務と

なる平成２３年６月を待たずに前倒しをしてでも

設置していただくよう、さらに周知を図っていき

たいというふうに思っております。広報活動につ

きましては、班回覧となりますが、広報誌「消ち

ゃんだより」及びリーフレットを通じ周知してま

いりますが、今後さらに広報なよろなどを通して

周知に努めてまいりたいと思っております。よろ

しく御理解をくださいますようお願い申し上げま

す。

次に、公営住宅への設置についてであります。

日常生活における防火対策、危機管理は入居者の

責任であるとの観点から、市営住宅におきまして

は入居者がみずからの命を守る設備であること、

退去後においてもほかでの利用が可能な機械であ

ることから、平成１９年に既存の公営住宅全世帯

へ入居者が設置していただくよう文書にて通知を

出させていただきました。しかし、その後制度改

正により設置工事費は国土交通省の地域住宅交付

金の対象となること、全道３５市においてもその

ほとんどが自治体の負担により設置している、こ

のような状況から、公営住宅が積極的に設置する

ことで民間住宅への普及啓蒙を図り、入居者はも

とより市民の安全で安心な暮らしを守るため、平

成２１年度と平成２２年度の２カ年で火災警報器

の設置を検討してまいりたいというふうに考えて

おります。設置に当たりましては、入居者への周

知から１年が経過していることから、個人による

設置者もいるということも含めてこの状況を把握

しながら、設置に向けて対応していきたいという

ふうに考えております。

なお、対象団地は全体で１４団地、９５５世帯、

５２０部５が対象になります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。
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小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

精神障害者福祉〇福祉事務所長（小山龍彦君）

について質問がございました。まず最初に、該当

者等の実態把握でございますが、名寄市におきま

して障害者手帳を交付している方は身体障害のあ

る方が ５１３人、知的障害のある方が２８２名、

精神保健福祉手帳を所有されている方が１２６人

で、合計 ９２１人の方に手帳を交付しておりま

す。市の総人口３万９２０人にすめる割合は ２

％になり、また道が行っている自立支援医療、精

神通院医療では約４００人の方が受給者証の交付

を受けて市内の医療機関に通院されております。

市内において福祉サービスを提供する事業者につ

いては、社会福祉協議会に委託し、障害者の方が

在宅で日常生活を営むために必要な家事援助等を

中心とする居宅介護の提供をいただいており、現

在約２０人の方が利用されております。また、知

的や精神障害のある方が施設に入所し、あるいは

通所しながら日常生活を営むために必要な訓練や

生活指導などの提供事業所は、名寄市内では名寄

みどりの郷、道北センター福祉会、名寄心と手を

つなぐ育成会で受け入れをしており、市外の施設

利用者の方々を合わせると施設入所利用者が約９

０人、通所利用者が約１３０人と多くの方々が施

設を利用しております。

次に、支援サービスの相談、利用計画等の対応

につきましては、平成１８年度障害者自立支援法

の施行に伴い、従来の身体、知的に加え、精神障

害者の福祉サービスが盛り込まれ、障害者自身が

自分に合ったサービスを利用するため、市の窓口

や障害者相談員、相談支援指定事業所などにおい

て本人もしくは家族からの相談を受けております。

市内の相談支援指定事業所としては、名寄みどり

の郷と道北センター福祉会でそれぞれ相談支援専

門員を配置し、行っておりますが、精神障害者を

受け入れできる施設にあっては旭川市以北、稚内

市までの間では施設整備が進んでいない状況もあ

り、道北センター福祉会の地域生活支援センター

で相談支援指定事業所を開設し、和寒町以北中川

までの各自治体で年間 ８００万円を負担し、運

営を委託しております。また、利用計画につきま

しては、在宅にあってはサービスを利用する方に

対し御本人や家族の意向に沿って作成した計画を

もとに事業所においてサービスを提供しておりま

すが、今後サービスを利用される方も増加するこ

とが予想されることから、サービス利用計画の委

託につきましては関係する事業所等との協議のほ

か、計画作成に係る経費についても利用者に１割

の負担が生ずることになることから、利用者の意

向を十分に踏まえ、御質問にもありますように社

会資源を有する事業所の有効活用を図る上で近隣

市町村の状況を把握しながら障害者が地域で安心

して生活を営むことができるよう努めてまいりた

いと考えますので、御理解をお願いいたします。

以上、私からの答弁といたします。

高見議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ答弁をいた〇１３番（高見 勉議員）

だきましたけれども、再質問させていただきたい

と思います。

質問の順序と若干変わりますけれども、最初に

住宅火災報知機の取り組みについて再度考え方を

お聞きをしたいと思います。基本的には、公営住

宅の関係は担当部長からも話がありましたように、

１９年度には入居者負担という形で対応すること

を行政が負担をするという形で２１年、２２年、

２カ年にわたって整理を図るということでありま

すから、これは話をお聞きしますと夕張市と名寄

市ぐらいが入居者負担ということになるのではな

いかというような話を耳にいたしまして、大変厳

しい財政事情とはいえども、しかし公営住宅に入

居をしている方の安全、安心をさらに確保してい

くという意味からも、これは公的住宅としてしっ

かり行政が対応すべきでないのかというふうに考

えておりまして、そうした答弁を得たことについ

ては理解をいたすわけでありますけれども、部長

のほうから話がありましたけれども、２１年、２
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２年度の２カ年にわたって整理をしていくという

ことでありますけれども、今まさに２１年度新年

度予算も含めての時期に入っているわけでありま

すから、そういう面ではこの２カ年、全体戸数何

戸のうち２１年、２２年でおおむねどのぐらいの

振り分けをしながら対応していこうとしているの

か、考え方があればお聞かせをいただきたいと思

います。同時に、きょうは消防の皆さんおいでに

なっておりませんけれども、実は私の居住する町

内会にも消防の皆さんあるいは女性団員の方が町

内会を訪問されまして、この火災報知機の設置に

ついてしっかりと理解を深めていただきたいとい

うことで回っていただいたりしまして、大変限ら

れた人数で、私は全町内対象にそうした行動とい

うのは極めて大変であろうと思います。その努力

は敬意を表するわけでありますけれども、先ほど

答弁にもありましたけれども、やっぱり市民周知

では私は交通安全と同じようにこの種の部分につ

いては広報なよろ、市の広報等々を媒体にして、

連続的になるか、あるいは不連続になるかは別に

して、かなりきめ細やかに周知をしていくべきで

ないかと。広報なよろを見る人がいるのかいない

のか、いろいろそれは議論があると思いますけれ

ども、しかしそうではなくてやっぱり行政として、

行政が公に出している広報その他の部分で積極的

にアピールをしていくことがより住民に浸透をし

ていくことになるのではないかというふうにも思

いますので、その点については要望を申し上げて

おきたいと思いますけれども、公営住宅の関係に

ついては考え方があればお聞かせをいただきたい

と思います。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

今高見議員か〇建設水道部長（野間井照之君）

ら御質問がありました。その前段で、昨年の９月

の段階で木戸口議員からも同じような質問をいた

だいていたというふうに思っています。それで、

その中での答弁の中でございましたように、制度

上少し９月の段階で変わったということをまず御

承知おきをいただきたいというふうに思っていま

す。今の高見議員の御質問にお答えさせていただ

きますが、基本的には ５２０部５のうちの半分

半分を２１、２２で割り振りたいというふうに考

えていますが、この間の火事の案件があったのは

いずれも老人世帯だということもございますので、

この辺を技術的に高齢者世帯からやっていくこと

が可能かどうかも今部内で検討しておりますので、

その辺を御理解いただきたいというふうに思って

います。

高見議員。〇議長（小野寺一知議員）

今野間井部長のほう〇１３番（高見 勉議員）

から話がありましたように、公営住宅の部分も高

齢者の方が大変多く入居されている実態にもある

というふうにも思いますので、そういう点では団

地ごとの対応ということにもなるのかもしれませ

んけれども、ぜひ実態をしっかり把握をして対応

をしていただきたいと思います。同時にまた、名

寄市の部分でいうと公的住宅としては教員住宅だ

とか、あるいは名寄市の部分としては大学を有す

るというようなこともあって、いわばハイツだと

かマンション等々集合住宅の関係も数多く民間で

はありますけれども、あるわけでありまして、そ

ういう意味では賃貸借住宅に対する消防行政の中

でのさらにきめ細かな対応をしていかなければ、

この設置をしていく設置率についても大きな影響、

率の問題よりも安全性の問題含めて出てくるのか

と思いますので、細やかな答弁はここでは求めま

せんけれども、そうした対応もしっかり図ってい

ただくように消防当局とも十分連絡をとりながら

やっていただきたいというふうに思います。

２つ目には、精神障害者の関係であります。私

は、障害者福祉全体での部分ということになるわ

けでありますけれども、あえて精神障害者の部分

でお尋ねをしたのは、これまでと申しましょうか、

自立支援法施行前はややもすると精神障害の部分

は保険証といいますか、道を中心にいろいろと対

応してきた経過があるのではないかと。そういう
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意味では、１８年の自立支援法が施行されて、後

発部隊とは決して申し上げませんけれども、市町

村自治体として３障害を一体的に扱う状況になっ

てきたわけでありまして、したがってその点につ

いては今日的な社会状況も含めて大変心にそうし

た不安なり病を持つ方がどんどんとは言いません

けれども、増加傾向にあるということは事実関係

としてもあるのではないのかと、そういうふうに

思っておりまして、特に今年度は公園での散歩中、

あるいは居宅サービスを提供中にそうした障害者

による傷害事件等々が発生をしている事実関係も

ありまして、こうしたことはあってはならないと

いうふうに思うわけでありますけれども、現実的

なこととして起き上がっているわけでありまして、

そうした面でもやはりそこに単に不安を抱くとい

うことではなくて、そうした面ではやはりもう少

しきめ細かな対応をすることによってそうした事

故等についても未然に防ぐと申しましょうか、そ

ういう可能性も極めて大きいのではないのかとい

うふうに思うわけでありまして、そういう面では

精神障害の福祉サービスについて、決算委員会で

も話がありましたけれども、居宅サービスの関係

では７名、８名ぐらいの方のサービス提供をされ

ているというようなこと等々含めて話があったわ

けでありますけれども、冒頭にもお話を申し上げ

ましたようにこの種の部分、いろんな相談事、行

政の窓口も確かにトータル的にはあるわけであり

ますけれども、そうした面では認定してサービス

の提供だけをするということではなくて、その後

のいわば訪問による継続的なモニタリング、こう

いうものが極めて大事ではないのかというふうに

私は思うわけでありまして、行政的にもそういう

対応はもちろんされているのかもしれませんけれ

ども、相談支援指定事業所等の支援内容等を見る

と、やはりぜひ専門家をしっかりと言ったらおか

しいですけれども、配置をして、いろいろな角度

から相談なり、あるいは今申し上げましたように

定期的な訪問を含めた継続的なモニタリングをで

きる体制があるとすれば、そうした部分ではサー

ビスの利用計画なり、あるいはその後の対応につ

いてもきめ細かな対応を図ることが可能な状況を

考えるとすれば、そうした支援事業所にその種の

部分等はしっかり委託をして、そして行政は３障

害トータル的にどういう形にしていくのか、トー

タル的な行政のいわばプランを推し進める、そう

いう役割分担をしていくことがより一層限られた

人数で障害者福祉に当たっている行政の側にとっ

ても極めてプラスになるのではないのかというふ

うに考えるわけでありまして、その点についてい

ま一度具体的に考え方があるとすればお聞かせを

いただきたいと思います。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま高見議〇福祉事務所長（小山龍彦君）

員のほうから市役所の障害福祉課のほうで現実に

行っております障害者の利用計画の作成の部分等

につきまして、民間委託も含めて行政のサイドと

しての総括的な対応をしたらどうかというような

意味で御指摘をいただいたかと思っております。

そこでございますけれども、まず利用計画を委託

できる条件ということでございますが、在宅ある

いは入院から地域生活へ移行するために一定期間

集中的な支援を必要とする人や単身で生活をされ

ている方々が福祉サービスの利用に関する連絡調

整を行うことが困難でありというある一定の条件

をベースにお任せをするということになっており

ます。その部分でこれまでは障害福祉課で約８名

の方を担当して計画を作成してサービスの提供に

つなげておりました。作成に要する経費という部

分になりますと、市が作成する場合には利用者負

担がございませんが、民間の団体というか、委託

した場合につきましては利用者の状況変化の確認、

先ほど高見議員がおっしゃいましたモニタリング

になるのですけれども、そういうものも含めた中

で月で ５００円ということで、自で負担で申し

ますと８５０円というような形で委託の料金が発

生してまいります。ただ、そういうことでその部
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分を担当される方は、当然専門的な相談、支援に

乗れる専門員やケアマネジャーということでござ

いますので、経済的な負担を生じる利用者の立場

を考えながら、あるいは近隣の自治体の具体的な

取り組み状況も考えながら、近いうちから対応し

てまいりたいと考えておりますので、御理解をい

ただきたいと思います。

高見議員。〇議長（小野寺一知議員）

今話がありましたよ〇１３番（高見 勉議員）

うに、自で負担、本人負担１割ということがある

わけでありますから、福祉事務所長の御答弁、私

全く違うというのでなくてそのとおりだというふ

うに思うわけでありますけれども、ただ行政の側

で今申し上げましたように、いろんな事故があっ

たから言うわけではないわけですけれども、いわ

ばそうした定期的なサービスを提供されてきてい

る部分に対する定期的な訪問だとか、そういうき

め細やかさというのは、私は率直に言って行政が

対応する部分ではなかなか難しさが出てくるので

はないのかというふうに思うわけであります。で

すから、ホームヘルプサービスをやることを決め

て、そして社会福祉協議会等々からヘルパーさん

の派遣を受ける。そういう中でそれなりに済んで

いる部分もあるのかもしれませんけれども、事実

としてそうした事故が発生をしたりしている状況

を考えるときには、今申し上げましたように支援

事業所で負担の関係はあるわけでありますけれど

も、いわば該当者に対するきめ細やかな対応をし

っかりしながら、サービスのありようというもの

を見直したり、つけ加えたりしていくことも極め

て重要だというふうに思いますので、その点につ

いては答弁の範疇で理解をいたしますけれども、

行政の持ち分と単にこれは民間委託をして安上が

りにするというのでなくて、ぜひ本当の意味でさ

らにきめ細かな対応をしていくというサービスの

部分で私は民間の知恵、力というものもかりるべ

きだというふうに考えておりますので、しっかり

した対応をぜひお願いを申し上げたいと思います。

これは、要望しておくことにいたします。

公立病院、市立病院の関係で、部長のほうから

極めて端的なというか、答弁がありましたけれど

も、いわば経常収支はガイドラインでは３年間で

経常収支比率１００％、つまり経営黒字にしなさ

いと、こういうことでありますから、２３年度、

３年目に１００％いたしますと、こういう答弁で

ありましたけれども、現状の市立総合病院の経営

収支比率はどのぐらいになっているのか、あるい

は病床利用率は具体的にどの程度と計画をしてい

るのか、これが全国的な公立病院の平均的な類似

している病院と比較をしてどういう状況にあるの

か、この点についてまずお尋ねをしたいと思いま

す。

内海病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

経常収〇市立総合病院事務部長（内海博司君）

支比率につきましては、平均的に申しますとうち

の場合９ ６％程度でございます。また、職員給

与費対医業収益比率では５７％、病床利用率につ

きましては９１％程度がうちの病院の比率でござ

います。また、全国的に３００床から５００床程

度の規模の病院で申しますと、経常収支比率につ

きましては９６％程度、給与費の比率につきまし

ては５４％程度、病床利用率については８１％程

度というふうに理解をしてございます。また、プ

ランの中では病床利用率につきましては過去に９

３％近い利用率がございましたことから、目標値

といたしまして９３％を目標としてございます。

以上です。

高見議員。〇議長（小野寺一知議員）

今話がありましたよ〇１３番（高見 勉議員）

うに、当市の市立病院の病床利用率についてはま

さに９０％を前後するぐらいの利用率になって、

これ以上と言うとおかしいかもしれませんが、こ

れ以上回転できないぐらいの目いっぱいのところ

でやっておられるわけでありまして、そういう意

味では今回の改革プランの中では病床率７０％未

満の病院についてはベッド数を削減をしていくと。



－133－

ベッド数も削減し、そして医師も、あるいは看護

師も含めて、そういう意味ではさらに合理化をし

ていくと言うとおかしいですけれども、そういう

方向を打ち出されているわけでありますけれども、

当市の場合はそういう面で今部長が言われるよう

に９０％からの利用率にあって、そしていわば経

営収支比率についても９７％強というぐらいの状

況にあると。いわば病院として本当に北海道の公

立病院の中で勝ち組と言われているのは名寄市立

病院と砂川の市立病院かと、こういうふうによく

言われることを私どもも耳にするわけであります

けれども、そういう勝ち組と言われる名寄市立病

院が目いっぱい努力をしてもこうした状況にある

と。しかも、収支が部長の話では２３年までに１

００％経営黒字にしますよということであります

けれども、これまでの、これは病院の部長に答弁

を求めてどうなるかとも思いますけれども、いわ

ば中期財政計画等を含めて総合計画の前期の計画、

ローリング、この間提示をいただきましたけれど

も、もう２１年から２３年までの３カ年で実に２

１億円ぐらいの収支不足が出るということを明ら

かにされているわけであります。大変ここのとこ

ろで公立病院として善戦をしている名寄市立病院

でも累積欠損金が恐らく二十数億円、２０億円を

超えるぐらいになっているわけでありますけれど

も、こういう状況で２１年からこの種のプランに

取り組んでいくときに、重点的なというか、行政

の施策の上で、政策の上で極めて重要な位置づけ

をしながら対応をしていかなければ、このまま単

に垂れ流しとは言いませんけれども、これは経営

には不良債務を発生をさせていないわけだから垂

れ流しとは言わないけれども、しばらく我慢をし

てもいいのではないかということだけでは極めて

問題があるのでないのかというふうに私は思うわ

けでありまして、そういう面では基本的に一般会

計からの財政支援というものはそう財政上も大変

な状況にあることはわかるわけでありますけれど

も、やはり基本的な考え方を整理をして、そして

対応していかなければならないのではないかとい

うふうに思うわけでありますけれども、そうした

点について病院当局と財政当局のいわば一般会計

の繰り入れについての協議はどういう状況になっ

ているのか、あるいは２３年に黒字化していくと

言うけれども、そこまで置いておいて本当に財政

的に対応できるのかどうなのか、その点について

お尋ねをしたいと思います。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

高見議員の御指摘のと〇副市長（中尾裕二君）

おり、経営上もさまざまな歳入確保の方策をとっ

て、なおかつ支出抑制の方策をとりつつ、なおか

つ経営努力をしても埋まらない部分があるという

ことでございまして、このことについては議員も

御指摘のとおり診療報酬も含めた医療の制度上の

問題というふうにとらえておりまして、これは一

自治体、一公立病院で解消できないテーマという

ふうに押さえております。今回の改革プランは、

収益的収支を２３年度までに合わせるということ

ですから、私どもがかねがね国のほうに訴えてお

りました部分も含めて黒字化するということです

から、相当やっぱり厳しいことを求められている

というふうに押さえております。総務省にしまし

ては、恐らく全国的な公立病院の経営状況を勘案

して、制度的に公営企業で求められる収支につい

ては原則黒字化をということでの対応というふう

に押さえておりますけれども、しかしここの部分

は減価償却費も含めて黒字にするとなりますと、

恒久的に一般会計からその不足分数億円になると

思いますけれども、繰り入れをしていかなければ

ならない。そういうことの問題では解決できませ

んので、やはり埋められない部分については国の

責任としてしっかり診療報酬等も含めた部分で対

応していただくと。このことも今回の公立病院改

革プランの中でしっかりと文言として整理をさせ

ていただいて提出をしたいと、このように考えて

おりますので、ぜひ御理解をいただきたいと思い

ます。
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高見議員。〇議長（小野寺一知議員）

副市長のほうから答〇１３番（高見 勉議員）

弁がありましたけれども、私も基本的に質問の中

でもお尋ねをいたしましたけれども、診療報酬の

連続的なマイナス改定、極めて大きいと思います。

２００２年の部分でも、平成１４年ですか、 ７

％のマイナス改定です。さらに、１８年であった

かと思いますけれども、 １６％、 ２％ぐらい。 

あわせて五、六％、そこだけでも６％近いマイナ

ス、診療報酬のマイナス改定ですから、平成１９

年度で名寄市の市立病院の医業収益６１億 ００

０万円ぐらいあったわけでありますから、単純に

言っても３億 ０００万円か４億円弱のいわば診

療報酬がマイナスをされているということは私も

理解するのです。したがって、診療報酬のマイナ

ス改定という制度的な問題があることについては、

これはだれもが理解をして今の政治のあり方その

他おかしいということについては共通理解ができ

るわけで、しかしそれだけで本当に要望していっ

て済むのかどうなのか。もう一方では、受診をす

る側からいえば診療報酬の改定は低ければ低いほ

どいいわけですから、要はマイナス改定をしたと

きに三方一両損の例の話が出たりして、病院の部

分、医師会、あるいは患者負担なり、国の財政含

めていろんな議論がありました。ですから、その

点については私もマイナス改定ではなくて、今後

２年ごとに行われているわけでありますから、プ

ラスの方向での改定というものを期待はするわけ

でありますけれども、実態としてもう少しやっぱ

りこの総合計画の中で名寄市立病院の位置づけを

どうするのか。単なるハード面だけで総合計画を

重視をしていくより、もっと具体的に言うと今公

営住宅の建てかえが必要なのか、あるいは病院の

今置かれている状況等を含めて市立病院の部分に

どういう対応をしていくのか、そういう選択肢を

やっぱりある面市民の側に、私どもの側にしっか

りと提示をしていただきながら、１００％のむし

ろそうした対応はできないにしても一定の考え方

というのを整理をしていくべきでないかと私は思

うのであります。いわば今の答弁では、平成２３

年までは収支１００％黒字にしますよと。だれが

考えても２１年、２２年のこの財政状況なり、あ

るいは指し示された中期財政計画の中で２３年度

に黒字に持っていくだけの二十数億円になるなん

て考えられない。もっと言わせてもらうならば、

理事者側に座っている皆さん方も２３年までそこ

に座っているかどうか。議員の側についても、私

どもも改選期を迎えて２３年にはこっちの側に座

っていないかもしれない。そういういわば責任の

持てない答弁であってはならぬと私は思うのであ

ります。ですから、私は３年間で黒字にしていく

なんていうのは例えば難しいと。これは、お互い

に理解できるわけでありますけれども、そういう

面では病院がこれまで名寄市立病院の事業長期計

画というのを平成１９年から２８年まで１０年間

のプランを組んだわけです。ですから、私はこの

総務省の提示をしているプランと３年間では無理

だとすれば、この長期計画の中で何年かかかって

でもやっぱり整理をしていくと。５年かかるのか、

あるいは６年かかるのか、そうした長期展望を持

ちながら、具体的に２１年から対応していくとい

う、そういうものがなければ、私は余りにも本当

に無責任に近い形で対応することについていかが

なものかというふうにも思うわけでありまして、

その点についてさらに考え方をお尋ねをしたいと

いうように思います。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

全道の公立病院の状況〇副市長（中尾裕二君）

を見ましても半数は不良債務を抱えているという

状況でございまして、名寄の市立病院に限って申

しますと不良債務を発生させていないということ

で、今の公立病院の運営状況を見ますと決してマ

イナスの運営をしているというふうには承知はし

ておりません。ただ、公営企業で求める決算の方

式が減価償却も含めて現金の伴わない部分で収益

的収支を黒字化するという今回の改革プランであ
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りますから、これはもう到底今の公立病院からし

ますと無理な数字というふうに私ども押さえてお

ります。ここの部分を御指摘のように一般会計で

埋めていきますと、国の欠陥、医療制度上の欠陥

が見えないということでありますから、今回の改

革プランは期限のある国の求めでありますから提

出はいたしますけれども、しっかりとここの部分

はクリアできる、できないの部分も含めて、当然

名寄市全体の会計のチェックもあろうと思います

から、この辺につきましてはしっかりとその辺先

ほども申しましたように医療制度の問題について

指摘をしながら、提出をさせていただくというこ

とで御理解をいただきたいと思います。

高見議員。〇議長（小野寺一知議員）

今副市長と議論をし〇１３番（高見 勉議員）

ても平行線をたどるのかなというふうに思います。

私も今答弁にありましたように、累積欠損金があ

るからといってすぐさまこれは大変だというよう

なことでなくて、現金支出を伴わない減価償却の

問題等もあるわけですから、言われていることに

ついて１００％わからないと言っているわけでな

くて、理解をするところはしているつもりでいる

わけです。しかし、今計画を立てて、建物に対す

る減価償却なりなんなりも含めて、すぐきれいに

するということはなかなか大変かなということは

承知をしているわけでありまして、そういう意味

では恐らく今の計画でも２１年、２２年、２３年

には１００％にするというのですから、それにつ

いても２１年、２２年については純損益の部分が

出てきて、累積赤字はさらに２１年、２２年も派

生するだろうというふうに思うわけでありまして、

ですから企業努力もあるけれども、その幅をいか

に少なくしていって、そして一定の債権というか、

累積赤字の部分について整理をしていくかという、

やっぱり見通しを立てる必要があるだろうという

ふうに私は思うわけです。単に今例えば一般会計

から交付税プラス１億円という形で、要はルール

分として出されているわけでありますけれども、

それだけできたら累積欠損金は募る一方になって

いる実態を見たときに、私は今の市立病院がいわ

ば不採算部門を含めたそうした診療機能のみでは

なくて、いろんな機能を名寄市立病院としては持

っているわけですから、そういうものを含めて考

えていくと、単にいわば今行われているような不

採算部門に対する交付税ルール分等１億円と。単

費１億円だけで済ますことができるのかどうなの

か。そうではなくて、やっぱり政策支援機能だと

か、あるいは教育だとか、あるいは研修機能、い

ろいろ名寄の市立病院研修医も含めて来ているわ

けですから、そういう部分を含めて他機能な名寄

市立病院の機能と、それと表裏一体に一般会計か

らの負担分というものがなければならないのでな

いのかというふうに私は思うわけでありまして、

ですからそういう意味ではやはり病院の側と財政

当局、財政的に大変だということについては、こ

れは理解はするわけでありますけれども、優先的

な施策をどこに求めるのか。病院事業、病院産業、

医療産業とも言われた病院の部分をどうしていく

のかということをしっかり位置づけをして整理を

していくべきではないのかというふうに考えるわ

けでありますけれども、この点については市長の

見解もここでお伺いをしておきたいと思います。

もう一点、市長には再編ネットワークの関係に

あわせてお答えをいただきたいと思うのでありま

すけれども、再編ネットワーク化ではいわばこれ

は総務省というよりもむしろ北海道の医療計画に

基づいて、北海道の医療の再編計画、先ほど来話

というか、答弁にありましたように病床利用率３

年連続７０％未満の部分については病床の見直し

を行っていくだとか、あるいはもっと端的に言わ

れておりますのはこの再編ネットワークについて

は医師の派遣を拠点機能を整備していくのだと。

つまり公立病院の共倒れを防ぐためにも一定の利

用率の悪いところについては再編をして、そして

医師の集中配置をしていくと、こういうことを明

らかに言われているわけでありまして、そういう
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面では再編ネットワークについて士別との関係で

いろんな議論もありましたけれども、私は決して

単に士別との市立病院の部分で云々ということだ

けではなくて、北海道が地域医療を考えたときに

地域の再編ネットワークというのはある面北海道

が中心になって指示をしてくるか、あるいはどう

かわかりませんけれども、かなりその可能性があ

るのでないのかというふうにも考えますので、そ

の点も含めて市長の考え方をお聞かせをいただき

たいというふうに思います。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

時間が限られておりま〇市長（島 多慶志君）

すので、簡潔に申し上げます。

私は、７１年間公立病院として市民の皆さんと

一緒に市立病院を守ってきている、このことにつ

いてはこれからも全く行政のウエートとしては重

たいものと。少子高齢化の時代の中では、より公

立病院の果たす役割というのは高いと、このよう

に認識をしております。

再編ネットワークの関係は、北海道が広域化の

関係では上川北部のみにとどまらず南宗谷、ある

いは一部北網地区も含めての名寄市立病院が核に

なってのネットワークということであります。ネ

ットワークといま一つは経営の関係で申し上げま

すと、この連携を図る中で安定した医療行政の提

供を果たしていかねばならぬと。こういう面では、

御指摘ありました課題は非常に多いと。しかし、

今回総務省が長期的に安定的な公立病院の運営と

いうことを目指して改革プランの作成を義務づけ

たわけでありますから、私どもその中で置かれて

いる実態等についても国にしっかりと訴えながら、

安定的な医療機関としての経営というものをこれ

からも追求していきたいと、このように思ってい

ます。

以上で高見勉議員の〇議長（小野寺一知議員）

質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時０３分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

建設行政について外２件を、渡辺正尚議員。

議長から指名を受け〇１４番（渡辺正尚議員）

ましたので、さきの通告順に従って質問をいたし

ます。

まず最初に、建設行政についてから伺います。

日本全国で景気の低迷がささやかれておりますが、

新聞紙上では建築確認件数が３カ月連続増加と出

ていましたが、これは建築基準法改正の影響で落

ち込んだ０７年度の反動だと言われておりますが、

名寄市の現状についてお答えください。

また、１月から９月の累計は８１件で、前年対

比１１１％となっていますが、この８１件の中に

地元企業が何％ぐらいの割合で施工しているのか

も数字をつかんでいればお知らせいただきたいと

思います。

次に、名寄市の除雪体制について伺います。今

年度には、風連地区と名寄地区がほぼ一緒になる

ようですが、検討経過の中で問題点はなかったの

かをお聞きします。なければ何も言うことはない

のですが、もしあれば正直にお答えください。

次に、将来の長期的な道路整備計画はできてい

るのかをお知らせ願います。私は、将来ビジョン

を持った道路整備計画は必要不可欠だと感じてお

ります。専門家が集まった部署ですから、計画を

できる人間はいるはずですから、挑戦してみては

いかがでしょうか、お答えください。

次に、市立総合病院の環境について伺います。

まず最初に、病院の今後の経営形態について伺い

ます。私は、平成５年から一般会計からの繰出金

が１億円となっていますが、いかがなものかと思

います。赤字対策について経営形態を変えていく

ことを検討した経緯があるのかをお知らせくださ

い。

次に、通路の環境整備について伺います。私が
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平成１５年９月の一般質問で５根つき通路、ポロ

に、すなわち手すりをつける予定はないのでしょ

うか。片側だけであれば七、八十万円でできます

と質問したところ、当時の杉本事務部長の答弁で

はハイヤーの乗りおりする場あるいは電話ボック

ス、さらには掲示板等もございまして、実質設置

できる場所は限られてまいります。その辺も含め

まして十分検討してまいりますというような御答

弁をいただきましたが、検討した経過と結論を具

体的にお知らせください。

次に、私は喫煙者の味方ですから、市長にも直

接言った経緯がありますので、ある場所で市長に

私が議員をやっている限りあきらめないで病院の

喫煙問題に取り組みますと言ったのは忘れていな

いと思いますので、この質問をします。５年ほど

前からこの質問をしていますので、しつこいと思

われていると思いますが、喫煙の質問に関しては

継続は力なりと思っています。１２月２日の日に

お見舞いに行って裏口で見たところ、パジャマ姿

で若い女性がしゃがんで震えながらたばこを吸っ

ていました。とても見づらい光景でした。スタッ

フや患者さんにも喫煙者がおりますし、島市長も

この辺で観念して病院の環境整備にお力添えをい

ただければありがたいと思いますが、お考えがあ

ればお答えください。

次に、今年度の教育行政実施状況について伺い

ます。まず最初に、名寄市に適した教育環境につ

いて伺います。教育委員会での名寄市に適した教

育環境とはどのような考えなのかについて具体的

にお答えください。

次に、教育委員会で抱えている課題とはどのよ

うなものかもお答えいただきたいと思います。小

学校でいえば名寄小学校、南小学校、東小学校、

西小学校、豊西小学校、風連中央小学校、風連日

進小学校、東風連小学校、風連下多寄小学校、智

恵文小学校、中名寄小学校と１１校ありますが、

中学校でいえば名寄中学校、東中学校、智恵文中

学校、風連中学校、風連日進中学校と５校です。

適正配置計画でどうなるかわかりませんが、名寄

市の適正配置とは、教育委員会の計画を具体的に

お答えください。

以上でこの場からの質問を終わります。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま渡辺〇建設水道部長（野間井照之君）

議員から大きな項目で３点にわたり御質問をいた

だきました。１点目は私から、２点目は市立病院

事務部長から、３点目は教育部長からそれぞれお

答えをさせていただきたいと思います。

最初に、大きな項目、建設行政についてのうち

名寄市の住宅事情の状況についてであります。名

寄市における建築確認申請の状況につきましては、

総数で平成１８年度が１３６件、うち住宅が８９

件、平成１９年度で総数１５９件、うち住宅が８

４件、平成２０年度は１１月末で総数１１２件、

うち住宅が７４件と前年並みの申請件数となって

おります。全国的に平成１９年度における建築確

認件数の落ち込みの原因が建築基準法の改正によ

る審査業務の増大が一要因として挙げられており

ますが、名寄市におきましては審査期間の増大と

なる物件が限られていることと住宅関係の審査は

名寄市で実施しており、審査業務の増とはなって

いますが、法改正による影響はないものと考えて

おります。また、上川管内における近年の着工件

数は他市では減少率が高くなっておりますが、名

寄市におきましては過去平均で横ばいとなってい

る状況であり、要因は不明でありますが、住宅マ

スタープラン策定時の調査では住宅所有の世帯比

率が持ち家が平成２年度から今年度まで６１％を

超えており、この傾向は今後も継続していくこと

が想定されます。

次に、住宅建設における１月から９月までの累

計は御質問のとおりであり、うち地元企業の受注

率は８１件中４２件で５２％であります。同期間

におきます他の建築物の受注率は４４件中３０件

で６８％となっております。

次に、名寄市の除雪体制についてであります。
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風連地区は、昨年まで除雪路線全体の６５％を２

名の職員と６名の臨時職員が行い、宗谷線東側の

３５％の路線について民間委託により行っており

ました。平成１８年度の合併時に民間委託の方向

も考えましたが、作業方法など隔たりも多く、実

施に至りませんでした。その後両地区の除雪方法

や積算基礎、作業要領などを突き合わせ、統一が

必要なもの、地域的に統一が無理なものなど問題

点を抽出し、一つ一つ解決をしながら、両地区の

均衡を図ってきたところであります。大きな問題

として、風連地区の全面民間委託がございました。

ことし中堅の除雪車など大型車の運転ができる職

員が９月に途中退職したことやほかの職員も高齢

化しており、この２年から３年の間に定年退職者

が相次ぎ、職員が２名程度になってしまいます。

そのときから民間に委託しても作業がスムーズに

進まないことも考え、職員組合との協議、風連地

区住民への説明をしながら、一定の理解を得て、

この冬から職員は指導、監理をすることで民間業

者になれていただき、速やかに移行することで住

民サービスの低下を招かないようにしたいと考え

ております。国や道の公共事業削減で、名寄市に

おいても建設関連業者などは相当厳しい状況にあ

りますが、民間に委託することは冬場の地域経済

や雇用に幾らかでも貢献できるとも考えています。

このようなことから、平成２０年度を初年度とし

て全面的に民間委託により除雪を行ってまいりま

す。今シーズンの雪も昨年同様に１１月に多量の

降雪があり、心配はしていましたが、除雪がスム

ーズに進行していることに一定の安堵感を持って

いるところであります。今後は、除排雪業務が順

調に推移するために新しい体制の中で努力しなが

ら、道路維持行政を推進していきたいと考えてお

りますので、御理解をお願いいたします。

次に、道路整備は計画的に行われているのかと

いうことでありますが、長期的な道路整備計画の

ビジョンは幹線道路を公共公益施設、市立病院、

各学校等との連絡に重要な役割を持たせ、生活道

路についても幹線道路と効果的に連絡することに

より安心して歩くことができる環境や各施設間の

連絡時間の短縮効果などを図ることを目標として

おります。道路整備計画は、市道約７４０キロメ

ートルのうちーー改良整備率は４ ２％と低いこ

ともあり、平成１９年度から総合計画に沿って向

こう１０カ年で市街地を中心に約１５キロメート

ル、市街地ーー率にして１０％上げることを数値

目標として道路整備を進めております。平成１９

年度と２０年度までの道路整備事業は、市街地で

０２９メートル、０外地の新設改良で ５３２ 

メートル、市道全体でーー改良の整備率は ３５

％の整備進捗率であり、数値目標の市街地ーー化

については整備進捗率が ６８％で、現在のとこ

ろ計画どおりには進んでいない状況であります。

道路整備は、国の道路特定財源に対応する方向性

や財源確保等に多くの課題がありますが、今後も

将来ビジョンに沿って効果的で地域バランスを考

慮した道路整備を進める努力をしてまいりたいと

考えておりますので、御理解をお願いいたします。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

内海病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

私から〇市立総合病院事務部長（内海博司君）

は、大きな項目２番目、市立総合病院の環境につ

いてお答えをいたします。

１番目の病院の今後の経営形態についてという

ことでございます。不良債務９億 ０００万円余

りの解消に向けまして、平成７年度に経営健全化

計画を立てまして、予定よりも早く不良債務を解

消した経過がございますが、このような病院運営

の危機的状況におかれても経営形態を変更するこ

とについての議論はなかったものと思います。し

かしながら、先ほどの高見議員からの御質問の中

でもお答えをしているとおり、今回の公立病院改

革プランで第３の視点として経営主体の見直しに

ついて記載することとなっております。ガイドラ

インでは、民間的経営手法の導入などの観点から、

新経営形態としての選択肢といたしまして４点挙
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げられてございます。１番目は地方公営企業法の

全部適用、２番目には地方独立行政法人化、３番

目に指定管理者制度の導入、４番目に民間譲渡を

掲げております。現時点での今後の経営形態の検

討の方向性といたしましては、地方公営企業法の

全部適用についての検討をしてございます。

２番目の通路の環境整備についてでございます

が、数年前になりますが、まず状況を把握するた

めに来院者の状況を調査をいたしました。この調

査期間に通路を利用された方は６６５人ほどおら

れました。外来患者数の合計が ０２９人でした

から、約１１％の方がこの通路を利用されていた

ことになります。あわせてこの通路の利用者の方

々に聞き取り調査を行いましたが、特に手すりの

要望等はございませんでした。この調査結果に基

づきまして、院内では通路の手すりの設置も含め

て検討いたしましたが、当面冬期間においては日

々の除雪と凍結防止剤の散布などによりまして通

路内の利用者の安全を図るとしたところでありま

す。いずれにいたしましても、医療施設内の安全

確保と改善は大事なことと認識をしておりますの

で、今後とも御意見をお聞かせくださいますよう

お願い申し上げます。

３番目の周辺の環境整備についてでございます。

平成１５年５月に施行されました健康増進法第２

５条によります受動喫煙防止法では、病院や学校

などの施設を管理する者は、これらを利用する者

について受動喫煙を防止するため必要な措置を講

ずるよう努めなければならないとされております。

これを受けまして、当院では分煙では完全な受動

喫煙は防止できないと判断をいたしまして、平成

１６年４月から敷地内全面禁煙に踏み切ったとこ

ろであります。本年の４月からは、禁煙外来を開

設をしておりまして、保険診療の適用になってい

るところであります。施行後既に４年半を経過し、

全面禁煙の効果は非常に大きいものと考えます。

その一方で、御指摘のとおりの事例が出ているこ

とも事実であります。しかしながら、病院という

特に健康を守るべき施設であることから、一歩踏

み込んだ措置を講じているものでありますので、

御理解くださるようお願いいたします。

以上、私の答弁とさせていただきます。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、今年度の〇教育部長（山内 豊君）

教育行政実施状況についてお答えをいたします。

初めに、名寄市に適した教育環境についての考

えについて。名寄市は、上川北部の芸術、文化、

スポーツの中核都市としてその役割を果たすとと

もに、市立の大学を有するなど教育活動において

もその充実が図られてまいりました。名寄市教育

委員会といたしましては、これら恵まれた名寄市

の教育資源を有効に活用して、次代を担う子供た

ちの教育環境を整えることに努めているところで

あります。一例を申し上げますと、平成１８年度

から新たな事業として、名寄市立大学及び短期大

学を核とした連携教育を推進しております。小学

校との連携で、ティーチングアシスタント事業と

して名寄東小学校と名寄西小学校への総合的な支

援、また名寄農業高校なども含めた高、大、官の

連携のもとに食育の推進など幅の広い連携教育を

実施しております。今後も教育都市として幼稚園

から大学までの教育機関を活用し、いろいろな型

の連携教育のあり方を検証しながら、取り組んで

いきたいと考えております。また、本年度から取

り組んでおります学校支援本部事業では、社会教

育と学校教育が連携を図り、地域の人材を活用し

ながら地域と一体となった教育活動を推進するこ

ととしております。以上のように、それぞれの機

関や地域が連携や協働により教育を推進していく

環境が最も必要なことだと考えております。

次に、教育委員会で抱えている課題について。

近年の社会情勢の著しい変化に伴い、全国的にも

教育課題は年々増加の傾向にありますが、特に名

寄市の当面する課題を申し上げますと、１つには

平成１８年１２月の教育基本法の改正を受け、地

方教育行政の組織及び運営に関する法律において
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も教育委員会の責任体制の明確化や体制の充実、

地方分権の推進など５項目について規定の整備が

行われました。今回の改正では、効果的な教育行

政の推進や住民への説明責任を果たしていくため、

事務の管理、執行について学識経験者の知見を活

用した点検、評価を受けることとなっております。

このことは、名寄市においても教育委員会におけ

る責任体制の明確化という観点から、しっかり取

り組むべきものと考えております。また、新学習

指導要領の改訂に伴い、その効果的な定着を図る

ために移行措置も含めた実施について各小中学校

との協議を図り、取り組んでいかなければならな

いものと考えております。これらのことなどは、

名寄市において早急に対応していく課題と受けと

めております。

次に、名寄市の学校適正配置についてお答えを

いたします。本年４月に策定いたしました名寄市

立小中学校適正配置計画第１期では、市内を名寄

市街地区、風連市街地区、０外農村地区の３地区

に区分して、平成２０年度から平成２９年度まで

の１０年間における小中学校の適正配置方向性と

学校配置を定めております。名寄市街地区では、

小学校は１２学級を維持できる規模を基本として、

学校配置と通学区域の見直しを行い、５校から４

校体制に向けた方向性を示し、統廃合と通学区域

の変更を行い、再編を進めることとしております。

中学校は、９学級を維持できる規模を基本として

２校体制を維持することとしております。風連市

街地区では、小学校は６学級を維持できる規模を

基本とし、中学校は３学級を維持できる規模を基

本とし、それぞれ１校の配置としております。０

外農村地区の小学校及び中学校については、地域

の実情に応じて中心となるべき学校への統合を含

めた検討を行い、再編を進めることとしておりま

す。再編を進める時期は、児童生徒数の減少と欠

学年の発生が将来にわたり継続していくことが予

測されるなど、学習環境の変化が見込まれる状況

において再編の検討に着手することとしておりま

す。

次に、具体的な再編による学校の適正配置の進

め方として、対象となる学校について個別の実施

計画を策定し、再編を進めることとしております。

実施計画では、再編となる対象校、再編の方法、

スケジュール、再編に当たって配慮する事項など

がその内容となり、保護者や地域住民の皆さんに

対して計画内容の周知に努め、意見や要望を踏ま

え、共通理解を得て策定することとしております。

実施計画の策定後は、保護者、地域住民、学校の

代表者の方々などにより（仮称）統合準備協議会

を設置し、共通理解の上に立って再編に係る諸課

題の解決を図り、具体的な再編を実行していくこ

とになります。以上が名寄市小中学校適正配置計

画第１期において進める小中学校の適正配置の概

要となります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

再質問いたします。〇１４番（渡辺正尚議員）

地元企業を育てるのには、仕事を与えるのも必

要ですが、地方自治体も体力が落ちてきている現

状を考えるといつまで地元の建設業がもつのか危

惧しております。昨年からことしにかけて水道関

係２社が将来性を不安視して廃業したり、倒産し

ています。そこで、伺いますが、一番よい方法は

業者に力をつけてもらう努力が必要だと感じてお

りますが、どのような手法で行政としては進める

べきかを具体的にお答えください。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

最近確かに営〇建設水道部長（野間井照之君）

業に来られる業者の方の話を伺うと、やはりここ

数年公共事業の削減が厳しいということがあって、

非常に苦慮しているというお話を何社からお聞き

をしているところであります。確かに名寄だけの

仕事を請け負っているだけでは、市の財政的にも

厳しいこともあり、限度があろうというふうに思

っています。やはり議員がおっしゃるように、技

術力をつけて先ほどから言われている国や道の仕
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事を受注できるようにすれば、自然と体力がつく

というふうにも思っています。一昨年までは、建

設業協会を通して積算等の技術講習もやらせてい

ただいておりますので、今後もこういう要請があ

れば市としても応じていきたいというふうに思っ

ていますし、来年度以降の工事請負業者格付基準

の中でも社会的要素の審査事項の中では自治体と

の災害協定の締結や奉仕活動を行うことにより、

業者の付与点数が加点するということも今検討し

ております。それらのことが国や道の格付基準に

影響する項目があるというふうにもお聞きしてお

りますので、それにより評点が上がり、公共事業

の受注機会が拡大していくものと考えております。

側面から小さな応援しかできませんけれども、少

しでも地元企業の体力がつけばと思っております

ので、御理解をお願いしたいというふうに思って

います。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

建設行政全般に言え〇１４番（渡辺正尚議員）

ば、私は地元企業育成も行政の大事な仕事だと考

えています。さまざまな方法があると思いますが、

建設業には競争力が大事です。その育成のために

は、国だとか道の入札で必ず競争できる環境にし

なければいけません。そのためには、指名入札で

はなく、地域限定型の一般競争入札を取り入れて

はいかがでしょうか、お答えください。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

御質問の地域〇建設水道部長（野間井照之君）

限定型とは、例えば名寄市内だけではなくて上川

北部あるいは中部を巻き込んだ形だというふうに

お受けとめしますが、一定の規模の工事はこのよ

うな形でとったほうが競争力もつきますし、育成

の面でも有意義だというふうに思います。確かに

必要なのですけれども、現時点では名寄市だけで

実施してもほかの市町村の部分がついてこなけれ

ばバランスがとれないという状況でもあります。

現在執行している一般競争入札を実施する際にも

ほかの市町村の状況をお聞きする限り、まだその

ような地域限定に移行したいという自治体の意向

はなかったように思いますので、名寄市において

も少ない業者の中で少しでも競争ができる方法な

ど入札等審議委員会の中で研究をしながら、育成

に努めてまいりたいというふうに思っていますの

で、御理解をいただきたいというふうに思います。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

それは、十分に検討〇１４番（渡辺正尚議員）

してみてください。

質問をかえます。２００９年度上川管内地域住

宅交付金は、名寄市が７億 ７００万円を要望し、

０８年度に着工した南団地新築を継続整備するほ

か、北斗団地の建てかえの実施設計と既設団地の

解体を予定していますが、これは実現するのでし

ょうか、お答えください。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

公営住宅の整〇建設水道部長（野間井照之君）

備計画につきましては、平成１９年度に策定しま

した名寄市住宅マスタープラン及び公営住宅スト

ック総合活用計画に基づきまして、総合計画との

整合性を図りながら計画づくりを実施していると

ころであります。総合計画の期間内におきます整

備計画としましては、北斗団地及び風連の瑞生団

地の建てかえ事業を中心に実施していきたいとい

うふうにも考えています。平成２１年度の計画内

容は、北斗団地の建てかえによる南団地の継続関

連事業及び北斗団地の実施設計、解体工事４０戸

を実施してまいりたいと考えています。平成２２

年度は、解体１６戸、新築１２戸、全面改善工事

を４戸と一部道路整備工事を予定しております。

平成２３年につきましては、北斗団地では解体１

６戸、新築１０戸、全面改善工事を８戸計画して

おります。これらの計画の推進につきましては、

毎年行われる総合計画のローリングの中で全体計

画とのバランス調整を図りながら実施していきた

いというふうに考えていますので、御理解をいた

だきたいというふうに思います。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）
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質問をかえます。〇１４番（渡辺正尚議員）

教育委員会が名寄市の将来の子供たちのために

しっかりとしたお考えがなければいけないと思い

ますが、どのような方向で進めていこうとしてい

るのかを具体的にお答えください。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

今名寄市の将来を担う〇教育長（藤原 忠君）

子供たちを育てるのにどういうビジョンかという

大変大きな質問をいただいたところでございます

が、私は常々考えておりますことは、やはり子供

たちにしっかりとした基本的な生活習慣と、あわ

せて学習習慣を定着させることが大切でないかと、

こんなことを考えているわけでございます。具体

的にということでございますので、例えば三つ子

の魂百までという言葉もございますが、幼児期か

らの家庭教育の充実が１つは挙げられるのではな

いかと。この家庭教育の中には、やはり基本的な

しつけをしっかりするということとか、あるいは

我慢をする、そういう育て方を小さいときからし

っかりしていくとか、あるいは今よく言われてい

る個性の受けとめ方、これがやや誤った方向で進

められてはいないかと。何か自分勝手とか、ある

いは自分のいいようにするのが個性というような

受けとめ方をされていないかとか、これらのこと

も含めてやはり小さいときからの家庭教育をどう

充実させていくか。それから、地域の教育、社会

教育などをこのためにどういうふうに深めていく

かということ、このことがやはり知、徳、体、知

育、徳育、体育の基礎、基本になるものだと、こ

んなふうに考えております。

もう一つは、やはり子供が夢を持つような、そ

ういう環境の整備といいましょうか、こういうも

のも必要ではないかなと。今年度は幸い佐藤愛子

選手がオリンピックに出ました。このことは、や

はり子供たちに大きな夢を与えたと思います。あ

るいは、もうすぐ日本一星がよく見える天文台が

できます。これもまた、別な角度で子供たちに大

きな夢を与えることができる。そのほかのさまざ

まな芸術、文化あるいはスポーツ活動などで全道、

全国に発信できる、そういう子供たちが育ってい

くこと、これが次の子供たちへの大きな夢につな

がっていくものと。このために教育委員会が具体

的な施策を何をしていけばいいのか、またこれか

らもしっかりと考えていきたいものだと、こんな

ことを考えております。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

教育委員会の課題に〇１４番（渡辺正尚議員）

ついては、これから具体的にどのように進めてい

くべきかをお答えください。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま教育部長から〇教育長（藤原 忠君）

は、当面する課題はたくさんあるわけでございま

すが、そのうちの特に取り上げて２点についてお

話しさせていただきました。その１点は、教育委

員会制度の改革でございます。これは、御案内の

とおり地教行法の一部改定に伴いまして、教育委

員会のさまざまな制度に言及されておりますが、

１つには市町村教育委員会に指導主事を置く、こ

のことはクリアさせていただきました。それから、

教育委員の研修等についても名寄は充実している

ところと、そういうふうに考えておりますし、教

育委員に保護者を置くということについてもクリ

アさせていただいております。ただ、これからの

課題としては、やはり点検、評価というものが伴

ってまいりますので、特に外部評価をどのように

していくか、このことについて近隣市町村あるい

は全道、全国の動きなどをよく見ながら、名寄市

も取り組んでいきたいと。

それから、もう一つ、新しい学習指導要領の移

行についての取り組みは、先ほどの岩木議員にも

お答え申し上げましたが、特に課題として私たち

が受けとめているものを幾つかお話し申し上げま

すと、１つは手引の作成でございます。既にちょ

っとお見せしたのでありますが、１４年の改訂の

ときにはこのような手引を全教職員に配付いたし

ました。名寄市教育委員会でございます。これに
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膨大な費用がかかったのでございます。本当にこ

ういうことが必要なのかどうかということも含め

て、これはしっかりと名寄市でも考えていかなけ

ればならない。現在上川教育研究所、上教研にこ

の手引の内容については諮問しておりますが、そ

の答申が出たときにその答申を名寄市としてもど

う扱っていくのか、この辺が今後の課題の一つか

なと、こう思ったりしているところであります。

それから、もう一つは、内容にかかわって総合的

な学習の時間が新しい学習指導要領では削減され

ます。例えば中学校でいえば７０から１００あっ

たものが５０とか、そういうふうに削減されてい

くわけでありますが、現在行っております朝読書、

これは総合的な学習の時間の中で取り組んでおり

ます。これが新しい学習指導要領が全面実施にな

ったときには、総合的な学習の時間の中ではとれ

ないのではないか。では、国語の時間に組みかえ

るかとなりますと、国語の実際の授業時数に大き

な影響を及ぼすというようなことで、これについ

てどういうふうにこの移行期間の間に考えていか

なければならないか。この２つあたりが当面する

大きな課題かなと、こんなふうに考えております。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

質問をかえます。〇１４番（渡辺正尚議員）

市立病院のポロの手すりの関係については、私

の短い足で歩いても４５歩ぐらいでしたので、も

し見積もりをしたらもう少し安くなるかもしれな

いので、十分に検討していただくように要望して

おきます。

砂川の病院では、離れたところに喫煙所がある

ようにも聞いていますが、ぜひ御理解願いたいと

思います。敷地内全面禁煙となっていますが、私

が前から提案している敷地内を１坪でも２坪でも

名寄市土地開発公社に売って持たせれば敷地外に

なるわけですから、名寄市の市立病院の土になら

ないわけですから敷地外になるわけです。敷地内

全面禁煙は守られると思いますが、今の現状を考

えると検討する価値は十分にあると思いますし、

島市長の評価も上がると思いますが、具体的な答

弁を求めます。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

何回か議会の中で市立〇市長（島 多慶志君）

病院の患者さんを初め職員が喫煙をする場所を敷

地内で、あるいは道路のそばでのんでいる実態が

あるということも含めてのお話を伺いました。現

実そのような状態が続いているのかというふうに

は思っておりますけれども、しかしことし市立病

院が主催をした市民の健康づくりの講演会等では、

３回行っておりますけれども、そのうち２回はた

ばこの害について市民の皆さんにお話をして、で

きることであればたばこをやめるようにというこ

とでお話をしていただいております。私も毎年続

けている健康づくりの期間におきます講演会で１

度市内の開業の先生がこのことを取り上げて講演

をしていただいたことをずっと聞いておりました。

確かにたばこをのむ方については不自由な社会に

なったなと、こういうふうに実感を持っておりま

す。提言ありますように、病院の敷地の中の一部

を敷地から外すという提言をいただいているわけ

でございますが、私ども今の病院の敷地の一部を

そのような特別区のような形にというふうには検

討した経過もありません。私は、市民の皆さんに、

病院に入院される方はやはりこの機会にたばこを

やめる、そのようなきっかけづくりになってほし

いということも含めて４月から禁煙外来等の開設

をさせていただいたということであります。もち

ろんたばこをのむ隣にいる方が非常に被害になる

ということもいろいろな報道も含めて行われてい

るわけでございますから、病院の周辺で喫煙をし

ている皆さんについてもこの機会にもっと健康的

な条件を、病院の敷地のそばでない方法でという

ふうにお願いしたいものだというふうに思ってお

りますが、入院している方についてはそうもいか

ないのかなと。ですから、繰り返しになりますが、

入院を機にたばこを禁煙をしていただくと、こう

いうことが私どもの公立病院の使命だと、こんな
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ふうに思っております。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

そうすれば、たばこ〇１４番（渡辺正尚議員）

税約２億 ０００万円のうち消費税より低い二、

三％を流用すれば４８０万円から７２０万円ぐら

いになりますので、十二分に土地つきの喫煙室が

できます。スタッフや一般客のためにも敷地内全

面禁煙はいけないと思いますが、お考えがあれば

お答えください。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

確かにたばこ消費税、〇市長（島 多慶志君）

私どもの自治体の財源としては貴重な財源でござ

います。ことしのまちづくり懇談会、１１月名寄

市内あるいは風連特例区の中でも開催をする中で

は、出席者の市民の方からもそのようなお話を伺

いました。事実健康被害の因果関係というのは、

いろいろと報道されておりますけれども、たばこ

を吸っている方でも高齢で元気な方ももちろんい

らっしゃるわけですから、個人差はあると、そん

なふうに思っております。今回の税制改正の中で

もたばこの消費を見込んで税率の確保、税源の確

保ということも報道されておりますから、地方自

治体の歳入確保の面から申し上げますと、禁煙場

所の指定をするということについては少なからず

影響があるのかなというふうには思っております

けれども、しかしトータルで健康な市民がたばこ

をやめることによってさらに健康を維持していた

だけることがプラスになるのではないかと、こん

なふうに考えているところであります。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

最後に、市立病院の〇１４番（渡辺正尚議員）

敷地内全面禁煙に今後も反対することを公言して、

私の質問を終わります。

以上で渡辺正尚議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

観光の振興について外３件を、佐々木寿議員。

議長の御指名がござ〇６番（佐々木 寿議員）

いましたので、通告に従い質問をしてまいります。

第１点目は、観光の振興についてでございます。

さきの行政報告の中で、本年度上半期の観光入り

込み客数は総体で２２万 ９００人が名寄を訪れ

たと報告がございました。来年には、市民の待望

しております新天文台が完成されます。完成に伴

う観光入り込み数は、さらに増加することが見込

まれます。これは、名寄を全国に発信する絶好の

機会だと思っております。先般私どもは国内最大

級の１０１センチ反射望遠鏡のある岡山県井原市

美星町を視察してまいりました。ここの天文台に

は、全国からスターウオッチングにマニアが集ま

ってきます。昭和６３年には、アマチュア天文家

から光害防止の条例化が提案されたことによりま

ちが条例作成された経緯があります。名寄市とし

ても光害防止条例の制定を考慮しなければならな

いのではないかと考えます。

さて、さきに述べましたようにこの天文台があ

ることによって、また通年のイベントが開催され

ることによって多くの人が集まってまいります。

そして、この天文台だけではなく、その他の観光

と組み合わせ、観光ルートを形成しておりました。

天文台に訪れた人は他の観光をしてもらう、他で

観光した人は天文台を訪れるという観光ルートが

形成されておりました。名寄市としても新天文台

が完成することによって通年を通した観光が期待

でき、交流人口増加にもつながり、経済効果もア

ップすることと期待しているわけであります。そ

のためにさまざまな整備が必要と考えますが、今

後の取り組みをどのように推進するのか伺います。

２点目は、防災、消防事業について伺います。

１１９番通報の際に病気やけがの症状を判断し、

救急出動の態勢を決める受信時トリアージを横浜

市が全国に先駆けて１０月１日から導入いたしま

した。災害現場のトリアージは既に実施されてお

りますが、病気やけが等での通報時の導入は重症

者の救命率を上げ、近年増加傾向にある非常識な

通報や救急車をタクシーがわりに使う等の悪質な

例に対応できるとされております。受信時トリア
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ージの導入について考えを伺います。

次に、がけ崩れ等の災害マップについて伺いま

す。土砂災害警戒区域は、２００１年に施行され

た土砂災害防止法という新しい法律に基づいて都

道府県知事が指定する区域であります。中でも特

に危険な土地については、土砂災害特別警戒区域

として指定されます。名寄市には、この法に沿っ

て指定されているところはないと思われますが、

さきの私の実家のほうで起こりました岩手・宮城

内陸地震は地元では全く地震を予想しておらなか

ったと思っております。この地震で行方不明者が

出るなど大きな被害をもたらしました。東京女子

大の広瀬教授によれば、地震や津波は災害の原因

であるが、必ずしもそれだけでは災害が発生する

わけではないと。災害の破壊力が膨大でも人間社

会が十分備えることができれば災害が発生しない

と、こういうふうに言っておりましたが、改めて

災害への備えをしっかり進めなければならないと

思った次第であります。そこで、水防区域、地震、

豪雨等による地すべり、がけ崩れが予想される周

辺地域の地質調査等による災害マップの見直しが

必要と思われますが、現状今後の取り組みについ

て伺います。

３点目は、有害鳥獣対策について伺います。近

年野生鳥獣による農作物被害が全国的に報告され

ている現状でありますが、名寄市においても山す

そやその周りの田畑では大切に育てた米や野菜な

どが野生動物により食い荒らされたり、掘り返さ

れたりするなどの被害が発生していると聞いてお

ります。と同時に、猟友会会員の減少や高齢化の

問題や免許取得の問題、あるいは人家周辺では銃

器が使えない、わな等が使用できないなどの課題、

また防護対策等の設置予算の問題等々に対する考

え、被害状況、今後の取り組みについて伺います。

４点目は、高齢者福祉について伺います。行政

報告でありましたとおり、先月の住宅火災により

高齢者御夫婦が焼死する痛ましい事案がございま

した。本当に心からお悔やみを申し上げる次第で

あります。

名寄市においても今後ますます高齢者世帯、独

居世帯が増加傾向にあります。老夫婦でどちらか

が入院等でいなくなりますと、独居世帯と化すわ

けであります。この間も現実にそのような状況に

ありました。緊急通報ー置があれば助かったかも

しれないという、本当に深く痛感した次第であり

ます。そこで、弱者の生命と財産を守るため、高

齢者のみの世帯、あるいは虚弱者独居の方、重度

の身障者、緊急事態に機敏に行動できない方、突

発的に生命に危険な症状の発生する持病を持って

いる方等を対象に緊急通報ー置を取りつけ、急病、

災害など発生したときに電話回線により消防署と

直通でつなぎ、迅速な救護体制がとれるようにで

きないものか、現状あるいは今後の取り組みにつ

いて考えを伺います。

以上でこの場からの質問を終わります。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま佐々木議〇経済部長（手間本 剛君）

員から大きな項目で４点にわたり御質問がござい

ました。１点目と３点目につきましては私のほう

から、２点目につきましては総務部長から、４点

目につきましては福祉事務所長からのお答えとな

りますので、よろしくお願いをいたしたいと思い

ます。

初めに、観光振興についての新天文台完成に向

けての今後の取り組みについてのお尋ねをいただ

きました。名寄市のイメージと新市の総合計画が

目指す将来像のキャッチフレーズ「星・雪・きら

めき 緑の里なよろ」のもと、星に高い関心を持

ってまちづくりに取り組んでいます。また、建設

に当たりましては北海道の協力や北海道大学との

相互協力協定での事業成果など、国内でも例のな

い大学と自治体との連携によることも大きな話題

性を含んでおり、施設の有効活用の面からも注目

されているところでございます。御質問の中にも

あります新天文台と観光などへの結びつきにつき

ましては、１つには学術研究の立場から北大との
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協力による日本国内の各種学会、研究会の誘致な

ど多数開催されることが想定されることから、国

内の大学研究者が宿泊、滞在することで地域経済

に与える影響は極めて大きいものがあろうかと思

っております。２つ目には、交流人口の増加と観

光などの分野で国内でも数少ない最高の観測条件

との評価もあることから、地の利を生かした情報

発信のできる施設でもあり、全国的に注目され、

道内外の集客も見込まれるため、観光ルートの形

成に当たりましては名寄市及び近隣市町村や民間、

団体も含め体制を整備していくことが必要とも考

えております。まずは、各関係機関や団体との連

携強化の中で交流人口の増加を担う施設を目指し

たいというふうに考えておりますので、御理解を

いただきたいと思います。

次に、３点目で有害鳥獣についての被害状況と

取り組みについてお尋ねをいただきました。山間

部や山すそ野を中心にエゾシカによる被害が増加

しております。被害面積と被害金ででは、平成１

７年度４７０ヘクタール、金でで ０５０万円、

１８年度では６５０ヘクタール、金ででは ４０

０万円、１９年度では５４０ヘクタール、金でで

３９０万円となっており、カボチャ、バレイシ

ョ、スイートコーン、牧草などの被害が多く、被

害を最小限にとどめるため農協と市及び猟友会の

３者で名寄市有害鳥獣駆除対策協議会を設置して

おります。この協議会の事務局につきましては、

ＪＡ道北なよろのほうにございます。

有害鳥獣駆除対策事業を実施し、駆除期間中に

猟友会に駆除を依頼しております。駆除の頭数に

つきましては、平成１８年が２１１頭、１９年が

１７６頭、今年度は３０５頭を駆除しております

が、個体の数は減少していないのが実情でござい

ます。また、効果的な対策とするため、中山間地

域等直接支払制度の交付金を活用して電牧さくの

設置、これにつきましては１６７キロメートルに

張りめぐらせております。また、猟銃やわな免許

取得は１４名、捕獲わなにつきましては７５台、

駆除推進等に助成し、防除と駆除両面から対策を

講じているところでございます。猟友会会員の減

少や高齢化といった実態は深刻でありますが、農

家みずからが免許取得を促すとともに取得費用に

ついて従来同様支援の対象としてまいりたいと考

えております。近年は、エゾシカだけではなくキ

ツネ、カラス、ネズミなどの被害も報告を受けて

おり、今後の取り組みにつきましてはこれまでの

取り組みとその効果を名寄市有害鳥獣駆除対策協

議会で検証しながら対応を検討してまいりたいと

いうふうに考えているところでございます。

以上、お答え申し上げました。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、私のほ〇総務部長（佐々木雅之君）

うから項目の２、防災、消防についてお答えしま

す。

まず最初に、通報時に患者症状を判断する受信

トリアージの導入についてお答えします。横浜市

は、本年１０月１日から１１９番通報の内容から

容体の緊急度、重症度を判別する受信時トリアー

ジの運用を開始したと報道されていますが、名寄

市における導入の考え方についての御質問をいた

だきましたので、お答えいたします。災害現場で

のトリアージは既に実施されておりますが、通報

時での導入は全国で初めてで、横浜市は容体によ

って出動人数を変えることにより機動的な出動態

勢を整え、救命率の向上を図りたいとしています。

新システムでは、１１９番通報を受けた指令セン

ターの担当者が通報者に意識や出血の有無などを

質問、返答データをパソコンに入力すると自動的

に症状の軽重が判断され、出動車両や隊員数が決

定されます。以前は、症状の軽重に関係なく救急

車１台と隊員３人で出動していましたが、今後は

緊急度の高い患者には隊員を多数出動させる一方

で、軽症者には救急車１台、隊員２名で対応し、

場合によってはミニ消防車なども使用し、救急車

到着までの救命活動に当たることにしています。

救急出動がこの１０年間で ５救にふえ、救急車
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の数が足りず、軽症者を救助している間に発生し

た重症者に素早く対応できなかった状況の解消を

図ることができると期待されています。また、大

都市では通信司令室に専門員を常駐させ、通報時

の患者の状況を瞬時に判断して指示ができる体制

をとり、また民間の救急搬送事業者も活用して取

り組んでいます。名寄市の場合は、民間救急搬送

事業者もなく、専門員の常駐につきましても非常

に難しい状況であり、通報時の内容で傷病者の重

症、軽症を判断することは難しく、また危険であ

るとも考えております。現在名寄地区に２台、風

連地区に１台の救急車を配置し、救急出動してお

ります。年間総救急出動件数から見ても受信時の

トリアージを実施しなくても救急対応が可能と考

えており、６月定例会で答弁させていただいたと

おり、現時点では考えておりませんので、御理解

を賜りたいと思います。

なお、本年４月１日より名寄消防署において災

害受理一元化を開始してから１１月末までの救急

出動状況をお知らせいたします。総出動件数６６

０件、本署で５５７件、風連出張所で１０３件の

うち重なった出動件数が５８件発生し、本署で対

応できず出張所より出動した件数が３件、また逆

に出張所に出動した件数は２件となっております。

今後も救急出動に万全を尽くすべく対応してまい

りますので、よろしく御理解をくださいますよう

お願い申し上げます。

次に、がけ崩れ等の災害マップについてお答え

いたします。名寄市には、北海道知事が指定する

土砂災害警戒区域はありません。土砂災害という

場合は、がけ崩れ、土石流、地すべり、この３つ

を総称していいます。急傾斜地の崩壊を意味する

がけ崩れ、山腹や渓流に堆積していた土砂が長雨

や集中豪雨によって一気に下流に押し流される現

象をいう土石流、斜面の一部または全部が地下水

と重力の影響で斜面下方に移動する現象をいう地

すべり、このいずれにつきましても名寄市におい

ては人家を巻き込むような場所で発生するおそれ

は極めて少ないものと現状認識をしております。

次に、地震による土砂災害被害についてですが、

これは台風や長雨、集中豪雨による土砂災害とは

別に大規模な地震が起きた場合に議員御指摘のよ

うに土砂災害が誘発される心配は確かにございま

す。その事態に備えた対応が求められるわけです

が、現実的には名寄市においては大規模地震の発

生という事態そのものが想定しにくい実態にあり

ますことを含めて、平常時からの備えや具体的な

対策を整備できていない状況にあります。ただ、

土砂災害とは違いますが、大規模地震発生時の被

害拡大を防ぐために住宅等の建築物を耐震化する

ことが求められていることから、名寄市におきま

しても公共施設を初め民間住宅等を含めた耐震改

修促進計画を年度内に策定することにしています。

議員御提言の災害マップにつきましては、名寄市

は既に洪水ハザードマップを作成しております。

これに準じまして、土砂災害ハザードマップとい

う形で作成して住民周知をしている自治体があり

ます。具体的には、層雲峡を有する上川町ではこ

のようなことをやっております。その内容を見ま

すと、土砂災害が起きるおそれのある危険箇所を

地図上や航空写真上に示した上で前兆現象ですと

か避難行動に関する情報などを記載しているもの

が一般的です。そうなると、危険箇所の特定が困

難な名寄市にあってはどのような内容にするのが

よいのか、その点も含めて今後研究をしてまいり

たいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、項目〇福祉事務所長（小山龍彦君）

の４、緊急通報ー置の導入について、その現状と

今後の取り組みについてお尋ねがありました。緊

急通報システムは、平成４年から防災まちづくり

事業等を導入して、在宅で虚弱あるいは病弱な独

居高齢者や障害者世帯などと名寄消防署緊急通報

受信センターを電話回線で結び、急病や火災など

の緊急事態に対して迅速で適切な救護を実施しよ
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うとするシステムです。申請の手続は、高齢福祉

課に申請していただきます。その後担当者が保健

師同行で本人と面談し、自立支援サービス利用判

定基準に該当するかを確認し、該当する場合には

設置をしてまいりました。現在の設置状況につき

ましては、公営の団地では、市営緑丘第１団地、

市営新東光団地、道営マーガレットヴィラのシル

バーハウジング５２戸と丘の上学園に２基、そし

て一般住宅では名寄地区１３７戸、風連地区６０

戸の合計２５１基を配備してまいりました。議員

御指摘のとおり、高齢化の進展により現在の設置

者以外にも独居で虚弱な高齢者や障害者など対象

となる方は多数おられると認識してはおります。

しかしながら、名寄消防署で現在保有する基数は

残すところ３７基しかなく、また経費的にも１基

設置について１５万円で、設置後のメンテナンス

に年間費用が全部で３００万円程度かかります。

当面は、現有機器による運用を考えております。

最近のテクノロジーでは、携帯電話や電気ポッ

トの使用状況を定期的に監視し、異常が感じられ

た場合は見守りセンターへ通報して消防などに連

絡できる民間システムもありますが、虚弱者の安

否確認や緊急時の対応については日ごろから地域

での見守りが大変重要ですので、これまでの社会

福祉協議会の町内会や行政区ネットワーク事業、

また新たな地域自治区での実施予定の見守り事業

などと連携を深めていこうと考えていますので、

御理解をお願いします。

以上、私からの答弁でございます。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

御答弁をいただきま〇６番（佐々木 寿議員）

したので、再質問をしていきたいと思います。

初めに、観光の振興についてでございますけれ

ども、私はこの天文台はこれから新しく先ほど御

答弁がありましたように学術的な問題、特に極寒

地で研究をされてどういうようなものになるのか、

あるいはこれから、前行ったらあと何個かこの辺

に星座があるのではないかとかいうことでいろい

ろと研究をされて、もう発見できるのではないか

と、こういうふうに思います。と同時に、先ほど

御答弁がありましたようにやはりそういう方プラ

スほかの方も名寄に訪れるのではないかと、こう

いうふうに思っているわけであります。そこで、

名寄はこの天文台が、将来にわたってこういう目

玉商品というのは余り考えられないのではないか

と、こういうふうに思います。したがいまして、

今まで名寄にある目玉商品、あるいは要するに文

化、経済、あるいは産業の面でも含めてやはり観

光の受け入れ態勢の整備というのがこれは重要な

のではないかと私は思います。したがって、ただ

単なる観光ガイド、それだけではこれはだめだと。

先ほどにも答弁がございました、確かに。近隣市

町村との連携、あるいはあると思いますが、これ

もこれからやはりまだまだしっかりとした整備を

していかなければだめだと私は思います。したが

って、例えば天文台だけではなくて、それはピヤ

シリ四方でも、これはやっぱり２つか３つぐらい

組み合わせたあれをつくっていかないとだめだと

思っております。そしてまた、案内標識、名寄で

はアカゲラのマークとか何かもつけてあります。

あるいは、ユニバーサルデザインの配慮とか、こ

ういうものも必要なのではないかと思います。

それから、例えばピヤシリに来ましたら、さら

にてっぺんの、前は観光もあったのですが、ピヤ

シリ山地まで行くルートをどうする、あるいは今

新しく建っているものは道の駅でもバリアフリー

化になっています。そういうことを総体的に観光

というものを位置づけていかなければならないと

私は思っております。もちろん交通アクセス、こ

れなんかも本当に整備しなければいけない。これ

は、やっぱり例えば名寄駅から、あるいは旭川空

港からこの名寄市に訪れる、それがちゃんと交通

アクセスというものができていないとだめだと思

うのです。したがって、単なる観光のガイドだけ

で済むものではないと私は考えております。した

がいまして、この受け入れの態勢としてプロジェ
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クトとか、そういうものをこれから立ち上げる。

やって、観光の受け入れ態勢を整備していく考え、

あるいは逆に言うとこの観光のところの持ってい

る、例えば産業のことを言いますと、食事のこと

を言いますとホテルとか何かの人の話を聞いて名

寄市のカボチャをそこで使ってもらうのだとか、

今までそういうようなところが検討されてあった

のかどうかを伺いたいと思います。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

観光全般について〇経済部長（手間本 剛君）

のお話をちょうだいいたしました。私どもも機会

あるごとにこういった議論をさせていただいてお

ります。とりわけ今新天文台に限ってのことでご

ざいますが、これがつくられるということにつき

ましては極めてこの地域にとっては大きな役割を

果たすものというふうに認識しております。既に

議員が御案内のとおり、道の駅、南口の玄関口で

すけれども、ことしオープンさせていただきまし

た。その中でも大きなマップをつくらせていただ

いて、皆さんに見ていただけるようになっている

のですが、そのほかにも手元で見ていただけるよ

うなマップもつくりたいということで考えており

ます。実は、ＮＰＯのまちづくり観光を中心にし

ながら、局長ことしの春かわったばかりなもので

すから、まだちょっと十分に私どものほうと話し

込みまではできていないのですが、そういった一

定の話をさせてもらっています。天文台ばかりで

なくしてサンピラーパークの中に近隣する天文台、

それからホテル、それから市内のあらゆる施設、

そういったものを複合的に、有機的につなぎ合わ

せた形の中でのそういったＰＲをしなければなら

ぬなということが１つと思っておりますし、もう

一つは道北観光連盟がありますから、そちらのほ

うにも呼びかけをして、今度名寄にこういった施

設ができますと。ぜひとも機会ありましたら、そ

ういった中に取り込んでＰＲをということもお願

いをしたいと思っています。

きのうも日根野議員のお話の中にもございまし

たけれども、実は昔、古い話になって恐縮なので

すが、杉並の子供たちが望湖台の自然公園で来ら

れてあそこで１泊されたということでございまし

た。その一場面ですけれども、皆さん方が空に向

かって寝転がった。空から星が見えるのではなく

して、星が降ってくるという、そんな実感を子供

たちが持ったようでございます。きのうの日根野

議員のお話にもありました。ただ単に天文台の観

測だけに限らず、自然の人の目でも見られるよう

な、そんなすばらしい環境にもありますから、そ

ういったものを抱き合わせながら、含めながら、

ぜひともこちらのほうのＰＲをしていきたいとい

うふうに思っていますし、またＰＲに当たっては

ＮＰＯまちづくり観光のほうとも十分連絡とりな

がら、プロジェクトまでなりますかどうかお約束

できませんけれども、皆さんと熱い思いで集まっ

てお話をして組み立てをしてみたいなと、こんな

感じを持っておりますので、御理解を賜りたいと

思います。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

これは、本当に前述〇６番（佐々木 寿議員）

いたしましたように、この最北にある名寄市が、

私は前のあれのとき名寄市の何もないところにと

いうことも言いましたけれども、よく見たら一つ

一つが本当に名寄市の文化とか経済とか伝統とか、

そういうようなものなのです。それをこういう機

会ですから、再度、もう一度検討して、子供たち

の関係でも例えばもうまちから来たときに農家に

泊まらせて違うところに行かせるとか、いろんな

ことが整備を考えられると思うのです。それは、

今後しっかりと取り組んでいただきまして、やは

り名寄に来たら名寄のいいところを宣伝してやっ

て、できれば名寄に住んでもらうと、こういうふ

うなイメージで希望のある夢を持って進めていた

だきたいと、こういうふうに思います。

次に、防災、消防についてでございますが、先

ほどの御答弁で受信時のトリアージについては導

入はできないということを御答弁いただきました。
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出動態勢につきましては、谷内議員とか岩木議員

のほうからも以前に御質問があったわけなのです

けれども、私は先般たまたま西條付近で事故現場

に遭いまして、そうしたらなるほどある程度トリ

アージに近い状態で対応されているのだなという

ふうに思いました。簡単な、例えば先ほど言いま

したような意識はあるのかとか、あるいは会話が

できるのかとか、どの部分が痛いのかということ

は先に電話の中で質問を受けまして、それで救急

車が到着したというような状況で、ある程度は導

入されているのだなというものは、体制としては

です、やり方としてはなっているのではないかな

と。それがためにある程度緊急体制の最初の初期

段階においてはうまくいっているので、出動がう

まくいっているのではないかと、こういうふうに

私は思っております。何せ最初の方で、先ほどの

御答弁ありましたようにダウントリアージすると、

これは確かに判断が間違ってしまうと本当に重病

者も大変なことになってしまうということもあり

ますが、これは横浜でもやっぱり５年間ぐらいか

けて取り入れたということなのです。今北海道で

も札幌、あるいは東北でも仙台ですか、それから

川崎、京都あたりはもう１０月から既に研修とい

いますか、訓練といいますか、そういうことをや

っているわけです。私は、体制は取り入れなくて

も指令する人の教育あるいはそういう研修の場と

いうのは必要なのではないかなと思うのです。今

後そういう取り組みについてちょっと伺いたいと

思います。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

消防の救急隊の指〇総務部長（佐々木雅之君）

令台に勤務する職員の研修の関係につきましては、

直接私担当しておりませんので、消防署長通じま

してそのような研修があるとすれば積極的に参加

するように申し伝えたいと思います。

なお、この機会に名寄市の取り組んできた救急

出動に対する体制としましては、高度救急車を導

入してより救急活動にプラスになるような車両整

備はやってきたと。あわせましてこの数年来救急

救命士をきちっと配置をしまして、風連出張所、

名寄本署についても十分救急救命士の配置をやり

まして、来年も５月に１名さらに増員する形も含

めて考えておりますので、いち早く現場に行くと。

心肺停止状況の者については、体制の関係につい

ても考慮をして出動していくと。そういうことも

含めまして、迅速に現場に急行して、そこからい

かに早く病院のほうに運ぶかということを一生懸

命今やっておりますので、大都市におけるような

状況と地方都市の場合にはちょっと異なるかと思

うのですけれども、迅速な救急車の配置、それか

らそこには救急救命士が必ず現場に行けるという

ことも含めて今対応しておりますので、御理解賜

りたいと思います。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

年間出動、警備、そ〇６番（佐々木 寿議員）

れから課題等を含めてある程度、 ６００回ぐら

い応対があるわけですから、去年あたりの消防の

あれを見ますと携帯からだと名寄は９１件ですか、

それから普通の専用電話ですと９７０件も救急体

制に対してかけてくるわけですよね。それで、い

ろいろと今の段階では救急対応は十分だというこ

とでありますが、やはり将来に向かって、先ほど

御答弁されましたように前向きに考えていただき

たいと、こういうふうに考えております。せこい

ことになりますが、燃料費にもかかわることでご

ざいますから、ひとつよろしくお願いしたいと思

います。

なお次に、土砂マップにつきましては、要する

にこれにつきましてはこの防災のところには大体

名寄市は１０カ所ぐらいですか、風連は２０カ所

ぐらいあるわけなのですけれども、土砂の危険区

域といいますか、これが私は地震災害については

確かに予想できないものだと思っております。去

る先ほども言いましたように、岩手でも全く何も

ないところにああいうものが起きたわけです。名

寄でも上川地区あたりでは昭和３年ごろに何かな
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ったということなのですけれども、それはある程

度プレートというものがやっぱり名寄でもあると

思うのです。そして、私は一次よりも二次災害と

いうものがこれは大変だと。したがって、先ほど

の答弁でありましたけれども、人家に巻き込まれ

るようなところはないと御答弁ありましたのです

けれども、私はあるところの地域、それから水防

の区域の周辺のところが重要なのではないかと思

うのです。一回土砂災害なんていったら、同じと

ころになったら、同じところにまた繰り返すので

す、土砂災害というのは。したがいまして、これ

は今後やっぱりいろいろ旭川の土木現業所とか、

あるいは旭川の森林管理署とか連携しなければい

けないと思いますが、これは今までに平常時はど

ういうふうな連絡といいますか、お互いの連携を

しているのか、ちょっと伺いたいと思います。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

名寄市の防災計画〇総務部長（佐々木雅之君）

の中で、今議員おっしゃるようなそういうがけ崩

れ等の部分については、過去の経験則も含めて余

り実態的にはなかったものですから、ここ数年来

ずっと警戒、注意をしているのは天塩川の河川の

増水によるはんらんになったときの災害対策をど

うすると、そういう部分を中心にやってきており

ましたので、現時点ではその辺の連絡体制とかに

ついては十分ではないと思っていますので、今後

も研究してまいりたいと思っています。

それで、今現在災害対策の関係で、特に地元の

土建業者の方々とも防災、災害協定というか、そ

ういうものも結んだり、今回の災害訓練なんかも

実際に被害を受けたときに一般人では救出できな

い部分については自衛隊のヘリを使っての救出訓

練を実際に市民の方に見ていただくということも

含めて、なかなかすべての災害を予知していくの

は難しいと。北海道自身の歴史も新しいものです

から、過去何百年とかという有事のいろいろな書

物が残っていると、何百年に１回の地震があった

よとかということとか、大きながけ崩れがあった

ねということはわかるかもしれませんが、不幸に

して北海道は歴史が新しいことも含めて、なかな

かその辺での経験則というものが伝わりにくい状

況がありますので、当面は河川の災害を中心にし

た災害訓練とか災害体制をとりたいなと。今御指

摘の部分については、必ずしも急傾斜地がないわ

けではありませんので、その辺であればどの部分

が危険なのかという箇所についても調査研究をし

てまいりたいと思っています。

関係機関の連携については、ちょっと今具体的

には今まで対応していなかったというふうに理解

していますので、その辺も研究してまいりたいと

思っておりますので、よろしくお願いします。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

災害に関してはなっ〇６番（佐々木 寿議員）

てからでは遅いので、やはり備えをしっかりとし

ておくべきが大事だと思いますので、どうぞよろ

しくお願いしたいと思います。

次に、有害鳥獣対策について伺いますが、今は

エゾシカがかなり被害もあって、 ０００万円近

くの被害、あるいは ０００万円近くの被害が散

見されるということでありますけれども、これは

野生鳥獣に関してはだんだん温暖化にしてだんだ

ん下がってくるのではないかと私は予想しており

ます。ほかの内地のほうでもかなりそういうよう

な傾向があります。そして、野生動物というのは

一回味をしめましたら、何回でも来るのです。し

たがいまして、これは先ほどにも近隣市町村と連

携をしてやるということなのですが、具体的には

どういうふうな取り組みをしていくのか。あるい

は、補助の仕方。補助といいますか、例えば免許

を取得する、あるいはわなの免許を取得する、あ

るいは防護さくをつくる、そういう体制の部分を、

農家の方というのはある程度これは全員という、

全員に渡ればいいのですけれども、そういうＰＲ

という体制というのはできているのでしょうか。

その２点お願いします。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）
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被害では先ほど申〇経済部長（手間本 剛君）

し上げましたとおりなのですけれども、実は対策

といたしましては先ほどもお話しさせてもらいま

したように中山間地域等支払制度があります。こ

れは、中山間、山側のほうなのですけれども、そ

ちら側のほうの対策として使われる費用というこ

とで、交付金事業として来ております。旧風連地

区、旧名寄地区での取り組み形態が若干違ってお

ります。しかしながら、次回対策はどうなります

か、それは先にいたしましても、今現在は電牧さ

くをつけております。旧名寄地区でも取り組んで

おりますし、風連地区でも取り組んでおります。

先ほどお話ししましたように、１６７キロメート

ルほど電牧さくをつけているということでのそう

いう対策を対策協議会の中で取り組んでやってい

るということでございます。そのほかに猟友会の

方々にお力添えをいただきまして、鉄砲による駆

除、あるいは先ほど言いましたようにわな部分、

それから捕獲穴、そういったたぐいの中で捕まえ

るということで、捕まえたものを山にまた戻すと

いうようなことをやっているのですけれども、お

聞きしますと士別のほうは中山間地域のほうで大

々的に電牧さくを中心に取り組んでいるようでご

ざいます。今お話ありましたように、シカにつき

ましてはなれたらそこに住みつくといいましょう

か、なかなか移動しないというのでしょうけれど

も、そこにえさがない場合は今度動くということ

になりますものですから、余りこんなことは言い

切れるかどうかわからないのですけれども、風連

の境で士別との境界がありますけれども、士別側

のほうからもひょっとしたらシカが風連側のほう

に入り込んできている部分もあるのかなと、こん

なお話も談義の中でされるのですけれども、いず

れにいたしましても対策につきましてはその所在

市町村で対策を講じていくということしかほかな

りません。御案内のとおり、今私どものほうで悩

みは高齢化をしております。猟友会の会員の方々

が大変高齢化されているということでございまし

て、農家の方々がみずから猟銃等を持っていただ

いて即刻対応できると。近くに来た場合には対策

がとれるというようなことでは効果的なのかなと

いうようなことで、今来年に向けて、２１年度に

向けましては、できるだけそういったことは自衛、

防衛ではないですけれども、そういった自助努力

も促していこう、そのときの費用も一部私どもの

ほうでそういう制度を利用しながら負担を軽減し

ていただいて、取得、免許を取ってもらおうとい

うようなことで呼びかけをして、働きかけをして

いきたいというふうなことで今取り組んでいると

ころですので、御理解を賜りたいと思っておりま

す。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

やはり市町村、区域〇６番（佐々木 寿議員）

がかわりましたら、予算等も全然違うことになる

と思いますが、今後の取り組みとしてひとつその

辺も連携をしながらやっていきたいと思いますし、

駆除費用だってそれぞれの地域で違うと思うので

す。昔カラスの足を２本持っていったら５０円と

かというような話を聞きました。カラス、岩木議

員ではないですけれども、中国に行ったらカラス

が一匹もいないと。食っているのではないかとい

うこともありましたですけれども、これはカラス

対策も含めて環境問題もありましょうが、その辺

も含めて今後進めていただきたいと、こういうふ

うに思います。

最後に、高齢者福祉の緊急通報ー置の導入につ

いて質問いたします。確かにこれはなかなか値段

的に無理だということの答弁でございましたが、

私は命の尊厳から考えるとそういう値段の高くな

いペンダント方式とか何か、例えば市で、ああい

うようなものは１万円程度なのですが、私も含め

て、ここにおられる方も含めてあと七、八年もし

たら老人のクラスに入るわけなのです。それで、

そういうような状態になったときに、先ほど言い

ましたように片方が入院したり、あるいは本当に

自分で動けないときにぴゅっとこういうふうに押
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したらだれかに連絡が行くというようなペンダン

ト方式の簡単な安いものでいいと思うのです、こ

れがぱっとわかれば。これをやはり市で買って、

そして貸与してやるというようなことを考えられ

ないのかと。本当にただ、公営住宅はもちろんそ

れは絶対設置しなければいけません、はっきりし

ていますけれども。そういう民間のところに、本

当に隣でもおつき合いの余りできない方もいると

思いますし、そういう関係の人とかにやはり行政

として手を携えるべきではないのかなと、こうい

うふうに感じましたので、金で的なものがありま

すけれども、１個１万円ぐらいのものもあります、

ピンキリですから。ですから、それをしっかりと

やって、やっぱりそういう金もかからないで見守

りたいと、町内会でやるとか民生委員に頼むとか

ということだけでは、弱者の本当の一番瞬時のと

きに対応できないのではないかと私は思っており

ます。先般のそういうふうに私の先輩も見つかっ

たときにはもう既に亡くなっていたのです。それ

がちょっと自分でぱっと押せば、だれかに連絡す

れば助かったかもしれないのです。そういう状況

のときに、私は今は携帯電話等もありますし、子

供たちの防犯のこともあると思いますが、とりあ

えず弱者の世帯あるいは弱者に、消防のところに

も確かに導入されたことが書いてありました。そ

ういうようなことの取り組みというもの、そうい

うような予算は本当にできないのかということを

再度伺いたいと思います。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

緊急通報システムにつ〇副市長（中尾裕二君）

きましては、所長が答えたとおりシステム的にや

はり限界があるということでございます。ただ、

現在子供の見守り、あるいはお年寄りの支援とい

うことで町内会の皆さんに協力していただきなが

ら、新たな組織づくりというのを進めておりまし

て、その中で支援の必要な方の把握、あるいは地

域での連絡体制も含めて検討を願っているところ

であります。例えば隣同士で連絡できる簡単な方

策があるのかどうかも含めまして、今設置をお願

いしております地域連絡協議会の中ででもまた御

議論いただいて何らかの方策をとりたいと思いま

すので、御理解をいただきたいと思います。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

ぜひ取り組んでいた〇６番（佐々木 寿議員）

だきたいと思います。そして、こういうことは本

当に大事なことなので、やはりお金のある人はそ

れはもう高いものを実際買うことができて対応が

できると思うのです。しかしながら、ほとんどの

方は、弱者の方はほとんどお金がないとかあるわ

けです。そしてまた、そういうことも知らないと

いう方もおられるでしょう。これは、やはり民生

委員とかの方に説明をして、あるいは協力して、

あるいは自分で、あなた、こういうふうなものを

やったほうがいいよとか、そういうようなことを

しっかりとそういうシステムというものを明文化

して、そしてやったほうがいいのではないかと思

うのです。これからやっぱり命というのは一つも

二つもあるわけではありませんから、本当に大事

な、本当の地域として見守ってやるということは

そこから基本が始まるわけですから。先般も将来

のあれはやっぱり高齢者の事業が大切だと申し上

げて答弁もあったようですけれども、やはりそう

いうものが大事だと思いますので、しっかりと進

めていきたいと思います。

以上で私の質問を終わります。

以上で佐々木寿議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

１４時５５分まで休憩いたします。

休憩 午後 ２時４１分

再開 午後 ２時５５分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

食肉センターについて外１件を、黒井徹議員。

議長から御指名をい〇１８番（黒井 徹議員）

ただきましたので、２点にわたって質問をさせて
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いただきたいと思います。

まず、１点目、食肉センターについてですが、

士別のデイジー食品が親会社のマルハニチロホー

ルディングスから撤去の通告がありました。これ

は、単に他市のことと思えなく、驚きを持ってこ

のニュースに接しておりました。従業員１００名

を超す解雇は、地域経済に大きな影響を与えるも

のと思います。全く事前に情報がなかったものか

と疑問に思いましたが、それはさておきまして当

市にも系列会社のニチロ畜産名寄工場があり、不

安を感じますが、報道によりますと名寄工場は今

のところその方針はないとのことで一安心をして

いるところでございます。そこで、正式にニチロ

側からその方針を行政として聞いているのか、ま

ず伺いたいと思います。

その上で、名寄市立食肉センターの施設の状況

とニチロ畜産の考え方について伺います。名寄地

区の畜産振興を目的に昭和４１年に建設され、以

来既に４２年が経過しております。建設の時期を

考えると、かなり老朽化が進んでいるものと思い

ます。現在構造診断調査を実施していると思いま

すが、その結果が出ていればどのようなことにな

っているのか伺います。また、施設の管理を委託

を受けているニチロ畜産としてはどのように考え

ているのか、あわせてお伺いをいたします。

次に、道内畜産振興における名寄工場の役割に

ついてですが、国は農業政策として自給率を５０

％を目標に設定いたしましたが、遊休農地の活用

と耕種部門の振興はもちろん重要でありますが、

畜産部門の拡大は北海道農業にとって大きな課題

です。自給率を５０％に上げるのには、北海道、

現在２００％の自給率を２５０％程度にする必要

があります。そのためには、北海道の酪農、畜産

の振興は大きなウエートをすめると私は考えてお

ります。天塩工場が閉鎖された現在名寄工場は道

北一円の廃北、肉北を多いときで月に ５００頭、

年間１万頭以上を集年し、昨年の処理実績は １

１０頭となっております。北海道の加工実績の１

割は超えていると私は思いますが、行政としてど

のように把握しているのか、また道としての認識

がどのようなものなのか、わかればお知らせをく

ださい。

次に、施設改修などの将来構想ですが、現在Ｂ

ＳＥの検査室が検査されていますが、さきに述べ

たと畜部門の改修を基本に加工部門、冷蔵部門の

一体した施設建設について、ニチロ畜産との協議

経過があるのか、また道の事業メニューについて

打診経過があるのかを含めて将来構想を伺いたい

と思います。

２番目として、中心市街地活性化基本計画につ

いて質問させていただきます。１１月２７日の議

員協議会にて、名寄商工会議所、まちづくり委員

会が組み立てたハード、ソフトを含めた２８事業

が示され、特に駅横の計画についてブロックごと

のプロジェクトチーム案が提案されましたが、ま

ちづくりの将来性、事業の採算性、市民性、いわ

ゆる説明責任を考えるときに、はっきり申し上げ

てその事業案は非常に困難であると言って差し支

えはないのかなというふうに思います。この中活

法による基本計画は、認定されているのが全国で

６６市、北海道では帯広、岩見沢、富良野など６

市ですが、さまざまな地域実態に即した計画が立

てられていると思いますが、空洞化した中心市街

地の再生を目指し、快適で魅力ある生活環境を形

成し、都市機能の集積を図り、創造的な事業活動

の促進が基本理念で、行政への依存体質の脱却を

図り、地域の関係者が主体的に実効性の高い事業

に取り組むことがポイントだと私は考えておりま

す。現に富良野市の計画でも以前の基本計画は行

政主体で進められ、民間の意見や手法が反映され

なかったと総括をし、行政主導でなく協議会みず

から策定したと明記されております。しかし、行

政としてのまちづくりや商業振興に関しての基本

理念をしっかりと持つことも重要です。そこで、

新名寄市総合計画で想像力と活力にあふれたまち

づくりの中で地域に根差した魅力ある商店街を目
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指しますとありますが、どのようなものかお答え

をいただきたいと思います。

なぜこのようなことを改めて伺うのか。それは、

それぞれの立場で目指すイメージに違いがあると

すれば計画にも誤差が生じる。いわゆる昨日大石

議員が言っておりました隔たりが出てくるのでは

ないかと考えられるから、改めてお伺いをしたい

と思います。どこのまちも町中商店街は衰退して

いますので、体力も低下していると思いますが、

今こそ将来に向けてしっかりとした計画をしない

とだめだというふうに考えております。そのため

にも民間主導で行政がどうフォローアップできる

かを発揮する必要があると考えます。

次に、これも総合計画にありますが、複合交流

施設整備についてですが、どのようなものを想定

しているのか。バスターミナル、交流センター、

健康増進センター、子育て支援センター、ミニ文

化ホール、あるいは市民会館、図書館、行政窓口、

物産館など市民要望を挙げれば切りがないぐらい

あるというふうに思います。それを駅横の公有地

にと考えているのか、また中活で３・６街でもよ

いと思うのか、行政主導でなくしっかりとした方

向性、方針を示していくことも大切と考えますが、

答弁をいただきたいと思います。

また、高齢化社会を迎えてコンパクトなまちづ

くりを目指すときにまちなか居住は必要と考えま

す。住宅マスタープランとの整合性を持たすとす

れば民間でどの程度許容範囲があるのか、また政

策として進めるのであれば支援策も検討すべきで

はないかと思います。見解を伺いたいと思います。

最後になりますが、今回の計画案に対し、市民

の反応や、また駅横の公有地の活用について市民

のニーズはどのように感じているのか、その把握

についてどのようにしているのか伺います。

以上、この場からの質問を終わらせていただき

ます。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま黒井議員〇経済部長（手間本 剛君）

から大きな項目で２点にわたり御質問がございま

した。私からのお答えとなりますので、よろしく

お願いをいたしたいと思います。

初めに、食肉センター施設の現状とニチロの考

え方についてのお尋ねをいただきました。現在食

肉センターは、昭和４０年４月に日進地区にと畜

場、大型冷蔵庫、汚水処理施設を新築したもので、

昭和４１年に名寄に進出したニチロ畜産に業務を

委託しており、平成４年にはニチロ畜産の食肉加

工場が設置され、１日５０頭の加工処理が可能と

なり、冷蔵、冷凍、カット施設を拡充し、精肉ま

での一貫処理が可能となりました。その後と畜場

法改正に伴う衛生管理の対応、ＢＳＥ検査室、不

動体化ー置などを整備し、現在に至っており、現

在と畜場は１日当たり大動物の北を４０頭と畜し

ているところでございます。御質問の名寄工場に

つきましては、２００７年１０月のマルハ、ニチ

ロの経営統合以前からニチロ畜産社長みずから数

回にわたり来庁し、経営統合の背景、名寄工場の

存続について説明を受けており、現在の親会社、

株式会社マルハニチロ畜産としては畜産業を行う

上で名寄工場は基幹工場の位置づけとしており、

今後も当工場は存続するとの考えを示されており

ます。ニチロ畜産は、食肉センター、と畜場に加

工場を併設しており、と畜処理は月間７２０から

９６０頭、繁忙期には ４００頭、年間 ６００ 

頭を処理しており、加工処理につきましては月間

０００頭、年間１万 ０００頭の加工を行い、 

今後も食肉センターを核に事業の継続を考えてお

り、さらなる処理頭数の増頭も視野に入れており

ます。食肉センターの施設については、これまで

も必要に応じ一部補修をしているものの、４２年

を経過し、老朽化が著しく、現在構造診断調査を

実施しているところですが、診断結果につきまし

ては１月末の予定となっており、その結果を判断

しながら今後の対応を協議検討してまいりたいと

考えております。

次に、道内畜産振興における名寄工場の役割で
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ございますけれども、これまでと畜場は再編統合

により減少し、現在道内では北海道畜産公社の６

カ所を含め１２カ所のと畜場がございます。ニチ

ロ畜産は、過去３０年以上にわたって道内酪農家

より廃用として出年される経産北の処理を行って

おり、年間道内の廃用経産北８万 ０００頭のう

ち１万 ０００頭のと畜処理で１４％のシェアで

あります。特に道北においては半数の廃用経産北

の処理をしており、旭川を除いて道北唯一のと畜

場として重要な役割を担っております。また、ニ

チロ畜産は加工部門において名寄工場と同様の加

工場を十勝管内芽室町に有しており、２工場合わ

せて年間２万 ０００頭、全道の２９％のシェア

であり、ホクレンに次ぐ実績を持っております。

道の認識につきましては、これまでの協議経過の

中で道北唯一のと畜場で実績もあり、と畜場の存

続やさらなる処理頭数の増頭に向け、前向きな理

解をいただいていると認識しているところでござ

います。

次に、施設改修等の将来構想についてお尋ねを

いただきました。食肉センターの施設改修につき

ましては、先ほど申し上げましたとおり現在構造

診断調査を実施しており、その結果を見て具体的

な将来構想を立てたいと考えているところでござ

います。ニチロ畜産からは、食肉センター、と畜

部門を核に将来にわたり経産北事業を継続する方

針が示されており、その中で国、道の酪農振興施

策に基づき事業継続が考えられております。施設

改修に係る国、道の補助事業のメニューについて

でありますけれども、道に相談しているところで

ありますが、と畜場については現在のところ適当

な補助メニューがなく、継続協議中であります。

いずれにいたしましても、当市において４０年以

上にわたり事業を継続してきた食肉センターは、

道北唯一の食肉センターであり、地場産業として

畜産振興上、また経済活性化、雇用の確保から重

要な役割を果たしており、長年培われてきた安全

な食肉を供給する事業を継続し、地場産業の振興

に貢献することは重要なことと考えておりますの

で、具体的な将来構想がまとまりましたら、お示

しさせていただきたいというふうに考えていると

ころでございます。

次に、２点目の中心市街地活性化基本計画につ

いての魅力ある商店街とはどのようなものかとの

お尋ねをいただきました。中心市街地の活性化を

図るためには、どのようにしたら中心市街地に人

を集め、にぎわいを生み出せるかが大切です。商

業の魅力を高めるための手法には、それぞれの店

ーを経営する商業者みずからが創意工夫を凝らす

ことに加え、空き店ーなどを活用したテナントミ

ックスや共同店ーの整備、ファザードの改修によ

る環境整備、カード事業や宅配事業の導入による

サービスの向上などハード、ソフト両面の事業を

協力して実施すること、お客様との対話から大き

なヒントがあるなどが考えられます。そんな中に

あって商業だけでなく、文化、交流、福祉、学習、

情報等に関する機能を強化し、地域住民にとって

の生活、交流の拠点として整備することも大切で、

吸引力を高めるためには施設整備やサービス向上

といったことに加えて、まちに出かけ、楽しさの

演出をするため、祭り、コンサート、野菜市など

のイベント開催の場を用意すること、またそのま

ちに住んでいる人に限らず観光、ビジネスを目的

にそのまちを訪れる人をふやす戦略を考えること

も一案と思っております。町中に来た人が気持ち

よく時間を過ごせるように、道路や歩道の整備、

回遊ルートの設定など歩きやすい環境の整備、公

園や広場など憩いの場づくり、高齢者、障害者が

安心して歩けるようなバリアフリーへの配慮、駐

車場整備など来街者の利便性を含む保持も大切で

ございます。これからも商工会議所と連携して、

商店街事業と協働の取り組みを行ってまいりたい

と考えております。

次に、複合交流施設整備の方針についてでござ

いますけれども、複合交流施設の整備につきまし

ては新名寄市総合計画の総合交通体系と商業の振
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興で基本事業として組み込まれております。高齢

者や子供などの自家用車に頼れない人たちが中心

市街地を訪れやすくするとともに、中心市街地と

周辺住宅地などを循環、運行のシステムなどの構

築とともに、交通結節点の整備などにより公共交

通の利便性を高めることが大切で、これら交通体

系、観光施策などと連動した整備を考えていると

ころでございます。具体的な議論はこれからとな

りますが、交通網の整備と一体となって拠点施設

整備をしていこうとするもので、あわせて名寄を

訪れる方、地元の方も利用できる観光、物産にか

かわる機能が併設されるようにとの思いも持って

おります。場所につきましても今回のまちづくり

委員会でも駅前、３・６街で議論をした経緯があ

りますが、このラインはまさにまちづくりの背骨

と思っており、まちづくりに大きくかかわること

が予想されます。その中では、駅前、ＪＲとの接

続について強く意見をいただいたところでござい

ます。交通機能が主軸となりますので、今後関係

機関と協議を行い、行政と民間双方が知恵を出し

合い、方向性を確認してまいります。また、事業

年次につきましても総合計画においては前期、後

期事業となっておりますので、中活協議の内容を

踏まえ、早期に内部協議を持って対応してまいり

たいというふうに考えているところでございます。

次に、まちなか居住の必要性についてお尋ねを

いただきました。中心市街地の商業、サービス業

の振興やにぎわいづくりを考えるとき、中心市街

地やその周辺に住んでいる人をふやし、コミュニ

ティーの維持、回復を図ることは福祉の向上や災

害時の安全性の向上にも大きな効果があり、住み

やすい環境を整備すること、新たな居住者の受け

皿となる住宅供給を行うことが大切であると考え

ております。市の住宅マスタープランの計画期間

は、ことしから２９年までの１０年間としており、

さらには長期的な視点から今後の住生活のあり方

や方向性をとらえる必要があるため、平成３０年

から３９年度を構想期間として策定されたところ

で、社会経済情勢の変化、市民ニーズの多様化に

対応するため、必要に応じて計画期間の中間時、

平成２４年において見直しを行うこととしており

ます。同プランにおきましてもまちなか居住につ

きましてはその推進を掲げており、コンパクトで

暮らしやすい住宅市街地を目指すこととしており

ます。民間事業による町中への住宅供給誘導に努

めるとともに、まちなか居住整備プログラムでは

平成３０年度から２０戸程度と考えられていると

ころでございます。まちなか居住は、コンパクト

なまちづくりを目指すときに避けて通れないもの

でありまして、その推進として支援策につきまし

ても検討していかなければならないものと認識を

しているところでございます。

次に、市民ニーズの把握について申し上げます。

商工会議所と市との事務方による活性化協議会設

立検討会において、市民からの意見聴取について

は市がかかわることで作業を進めてまいりました。

これまで市民懇談として２２カ所、４４５人の方

々に出席いただいた中で、商工会議所特別委員会

案を提示し、意見交換を行ってきたところでござ

います。出された主な意見は、商店街に対するも

のといたしましては、１つ目には閉店時間が早過

ぎる、２つ目には魅力ある店ーがない、３つ目に

は駅前が寂しい、４つ目には商店街のやる気、み

ずからの計画がない、５つ目には旧長崎５に複数

店が入って営業してはどうだろうか、６つ目には

買い物に行きたい店づくりなどがあり、生活関連

に関するものといたしましては、１つ目にはバス

路線の見直し、２つ目には市の予算は市民の大切

な財産、使い方を研究せよなどの意見をいただき

ました。基本計画構想に関するものといたしまし

ては、１つ目には二条市場活用、廉売の復活、２

つ目にはコンパクトなまちを、３つ目にはシャッ

ター店ー活用、４つ目には駐車場が確保された商

店街、安心して買い物がしたい、５つ目にはハー

ド事業で人口はふえない、６つ目には南広場には

建物は要らない、７つ目には新しいものより今あ
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る施設を有効に使うこと、８つ目には箱物より身

近な事業取り組みを、これ以上箱物は必要ないな

ど意見をいただきました。これらの意見は、協議

の中でも共有していますが、まちづくり委員会設

立の時期を見て再度市民から意見を聞く場の設定

も考えているところでございます。官民一体とな

った取り組みが本事業の推進には欠かすことがで

きません。そのほかに住む方々の意見をしっかり

と聞き、事業展望をしてまいりたいというふうに

考えているところでございます。

以上、お答え申し上げました。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ御答弁をい〇１８番（黒井 徹議員）

ただきました。何点かにわたり再質問させていた

だきたいと思います。

まず、食肉センターのほうから伺いたいと思い

ます。ニチロのほうからは継続をする、北海道の

中でも基幹の工場としての位置づけということで、

その報告を受けているということで安心をいたし

ました。士別の状況を見ますと、突然１００名も

従業員がいるところで閉鎖をするというようなこ

とを、一年も前から言っていただけるのであれば

いろいろと対策はあるのですけれども、決定され

てから言われるということは本当に地域の人にと

っては気の毒だったなというふうに思います。決

して名寄がそういう状況にならないように、今後

とも情報をしっかりと仕入れていただきたいなと

いうふうに思います。

答弁にありましたように、畜産振興でと畜場と

いう形で名寄が設置をして、その後ニチロが加工

工場というようなことの経過だというふうに思い

ます。それぞれ名寄市の施設も老朽化していると

いうことは、もう免れない事実だというふうに思

います。今中心市街地の活性化もやっていますけ

れども、やはりまちの振興というのはきちっと地

域に根差した１次産業を振興することがまず第一

でないかなというふうに私は思います。そういっ

た意味では、農業は基幹産業だというふうに言わ

れている中で、それの関連する畜産という部門で

は、雇用の場確保という意味でも将来構想をしっ

かり持って前向きに対応していくことが必要でな

いかなと思います。４１年に建設をされて、４２

年経過しているというようなことで、聞くところ

によりますと夕張市が一昨年でしたか、昨年でし

たか、積雪によってプールがつぶれたと。その構

造と同じ建物だというふうに私聞いていますので、

操業している間にそんなことになりますと大変な

ので、強度審査もやっているということでござい

ますけれども、その結果によってはしっかりと対

応していただきたいなというふうに思います。

今ニチロは、パートさん、臨時も含めて４９名

従業員としているというようなことで、名寄市の

そういう雇用先という中では決して少ない方では

ないのではないかなと。大きな雇用の場になって

いるのではないかと。そして、今の４０頭の処理

能力を８０頭にすれば、さらに３０名程度は人員

をふやすことが可能だというようなことで、将来

ずっとやっていただくのにはそういうライン化を

した一定程度の新設の加工場あるいは冷蔵部門と

いうのを持つ必要が今後は出てくるのではないか

と思います。その根拠となるのが先ほど私も言い

ました、いわゆる日本の農業の自給率の向上とい

うことがあります。農水省のデータなんかもあり

ますけれども、北海道は現在正確に言いますと１

９２％のシェアを持っている。いわゆる人口の割

からいくと９２％は道外のほうに、国民を養って

いるということになるわけですけれども、それが

平成２７年には２４２％まで目指すというふうに

なっています。そういう中で米なんかは現在１２

４％で、２７年には１５６％と。約３０％ぐらい

は上乗せになると。面積はふえないのですけれど

も、反当たりの生産量を上げることによって自給

率を向上させるということになっているのです。

そこの北肉だとか乳製品はすごいのです。北肉に

ついては約４０％、今北海道で自給率、熱カロリ

ー、カロリーベースですけれども、それを１０２
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％にすると。これも約 ５救ぐらいにすると。そ

れから、北乳なんかは３００％、ほとんど道外に

行っていますから、そのぐらいあると思うのです

けれども、それを５８０まで伸ばすというような

目標を立てて、そういった状況から見ると名寄の

と畜場、それから頭数的にいきますと今８５万頭

というぐらい、正確には８６万頭いるのですけれ

ども、２７年には９３万 ０００頭にするという

計画なのです。それの１割が廃北となって毎年出

てくるのですけれども、今８万 ０００頭、これ

が９万 ０００頭廃北となって道内で出てくると。

そういう状況を考えると、４０頭を８０頭にして

も間に合わないぐらいの、加工場も統合したりな

んかしていますので、本当に道北の唯一の工場と

してはこの工場ライン、と畜を含めてきちっと整

備していくことが大事でないかと思います。ニチ

ロの名寄工場に聞きますと、何とかそういうふう

にしたいという願望は持っているようですけれど

も、何せ経済行為ですから、なかなか思うように

いかないのではないかなと思います。道のほうに

も一部確認をすると、今部長がおっしゃるように

そういう該当する事業は今のところないというよ

うな、私もそういう情報を得ているのですけれど

も、何とかそういうものを、１つは道北は結構北、

酪農地帯もあります。２１ＪＡからあそこ北引き

取っていますので、そういう各農協の組合長さん、

あるいは行政として一丸として道あるいは国、名

寄市だけの声でなくて道北一円の農協、行政の声

を上のほうに届けていただいて、そういう事業を

やっていただけるように、将来の自給率向上のた

めにもこの工場を大きな基幹地域としてやってい

ただけるように要望活動、それから何とかなれる

ような期待をしたいというふうに思いますので、

改めて考えがあれば御答弁願いたいと思います。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

昨年の秋口だった〇経済部長（手間本 剛君）

と思いますけれども、私も道のほうに出かけまし

て、４０頭から８０頭というようなお話をさせて

いただきました。道のほうとしては、一定の理解

はしてくれております。道北の地域における名寄

の存在といいましょうか、役割につきましては認

識をしていただいているところでございます。補

助メニューにつきましては、こういったと畜の部

分につきましては大変メニューが狭いのだと、窮

屈なのだというようなお話をちょうだいをしてお

ります。ただ、そうはいいましても名寄になくて

はならない。これから老朽化していきますし、建

てかえの時期が来ます。その施設の更新というこ

とになるわけでございますから、何とか支援をと

いうようなことで要請をしておりますし、また一

方では今国のメニューの中でも農山村の支援事業

というプロジェクト、ちょっとハードルが高いの

かもしれないのですけれども、そこら辺も含めて、

高いからだめだというのでなしにわずかな可能性

でも探り当てて、そしてまたそういったものにこ

の地域が合致しないかどうか、そんなお話もさせ

ていただこうというふうなことで今連絡をとり合

っております。今黒井議員からお話ありましたよ

うに、私どもの事務方だけの力では到底限界があ

るわけでございますから、必要と思われる部分に

つきましてはそういった機関長の方々にも働きか

けをして、また地域一丸となって要請行動してい

くことが可能性を探る上での必要な大事な取り組

みかなと、こんなふうに理解をしておりますので、

そんな努力を続けていきたいというふうに思って

おりますので、御理解をいただきたいと思います。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

現在ニチロは道産北〇１８番（黒井 徹議員）

だけを扱って、いわゆる安心、安全、トレーサビ

リティーのしっかりしたところというような形で、

ラルズの肉はほとんどニチロの肉を入れていると

か、それから給食センターにも月１回提供をして

いるとか、伺うと地域貢献もしっかりやりたいと。

雇用の場の確保としてもしっかりやっていきたい

と。名農生なんかもインターンシップで入れて実

施をさせているというようなことで、何とか若い
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人も雇い入れていきたいのですけれども、ある程

度頭数は決まっているというようなことです。聞

くところによると、安心、安全という意味では本

当に安心、安全だなというふうに思ったのが工場

ラインでは保健所の職員が常時６名立ち会って、

マスクしているか、手洗っているか、その肉さわ

ったら次の肉さわるときはもう一回手洗いしなさ

いとかと。何もしないで立っていると言ったら失

礼なのですけれども、監視人が６人もついている

というようなことで、これは本当に安心してＰＲ

したほうがいいのではないかなというふうに私は

思うので、いわゆる地場産業の育成がまちづくり

の基本というようなことを含めて、食肉センター

の新築、改築を含めてしっかりと対応していただ

くことを要望して、この件については終わらせて

いただきたいというふうに思います。

次に、中心市街地の基本計画です。昨日も大石

議員のほうからお話ありました。私は、同じ思い

で質問をさせていただいています。きょうの答弁

をいただいている中ではしっかりとした、私には

聞こえてくるのですけれども、プロジェクトチー

ムから出された案には、前回市長も答弁していま

したけれども、バスターミナルは絶対必要なのだ

と。それから、いわゆるまちづくりには消費者、

市民の要望も入れていかなければならぬのだとい

うようなことを答弁していますし、それからまち

なか居住についても３０年に２０戸と。民間の分

はちょっと別として、そんなような話も今答弁に

あったというふうに思うのですけれども、それを

きちっと協議会というか、まちづくり委員と協議

をしていれば、ああいう案が出てくるのは私は不

思議だなというふうに思うのです。そうですか、

ターミナルが必要なのかと。それなら、ターミナ

ルに何を併設するのかと。先ほど言いましたよう

に、行政の窓口なのか、物産的な販売ブースなの

か、そういうものを含めて、まちなか居住も六十

何戸も要らないだろうなと。１０戸か２０戸なら

という、そういう案にしてくるのが普通でないの

かなというふうに私は思うのです。ですから、ど

ちらがどうのという話ではないのですけれども、

きちっとそれを行政側として一つのモデルといい

ますか、案を伝え切れていないのではないのかな

という思いがあるのですけれども、その会議には

手間本部長なり上田次長が行っているのではない

かと思いますけれども、言っているけれども、全

然聞く耳ないのか、そこら辺を含めて私の今の疑

問にちょっと答えていただきたいなと思います。

上田経済部次長。〇議長（小野寺一知議員）

今駅前の複合交流〇経済部次長（上田盛一君）

施設等々につきましてお話がありまして、しっか

りとそのことを伝え切っていないのではないのか

と、こういうことでございますけれども、私ども

まちづくり委員会、春先から会議を進めてまいり

まして、その後ブロック会議に入ってまいりまし

た。その段階でどうしてもやはり採算性を重視さ

れたのかなというふうに思っております。私ども

もそんなにたくさんのマンションであれば戸数は

どうして必要になるだろうかと。住宅マスタープ

ランもあるのだよという話をさせていただいてき

ておりました。ただ、採算に乗せるためにはこれ

ぐらいまで、あるいはコンサルさんの話を聞くと

この程度と、こういったようなことがどうもおも

りというか、上にかぶさっていたのではないかな

というふうに判断をしてございます。

バスターミナル、複合交流施設の件でございま

すけれども、まちづくり委員会でのプロジェクト

案という部分では、とりあえずそこは市のほうの

総合計画、そこにのっかっているので、市のほう

で実施してきていただきたいと。役割分担をさせ

てもらっているのです。まちづくり委員会のほう

としては、駅前の用地の今子供方がスケートボー

ドをやっていたり、あるいはハロンズさんに駐車

場として貸している部分、あそこの部分の ５０

０平方メートル、そこを考えて計画を組み立てて

きております。そんなことから、南側については

自分たちでマンションと集客施設、温浴施設とい
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いましょうか、そういったことをやりたい。北側

のほう、バス停留所、複合交流施設のほうは、こ

れ市の役目としてやっていただきたいと、こうい

うような分散といいましょうか、それぞれの役割

を持ちながら計画が練られてきております。説明

不足もあったかもしれませんけれども、実態はそ

ういうことでございます。いろんな数字、それか

ら先ほど申し上げました市民のニーズ等々につい

ても情報交換、提供させていただきながら、話し

合いを持って計画を進めてきた。ただ、やはりど

うしても大きいもの、大きいものという部分が出

てきたのがかえって災いをしまして、土地の部分

については市のほうの出資をお願いしたいと、こ

ういうことに発展をしてきたのかなというふうに

考えております。これからも私のほうでは私のと

ころで情報を抱えるということでなくて、しっか

りと出しながら話し合いを持っていきたいと、こ

んなふうに思っております。よろしくお願いいた

します。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

昨日の答弁を思い出〇１８番（黒井 徹議員）

してきたのですけれども、手間本部長が農協ある

いは林業界はしっかりとまとまった要望を持って

くるので、対応しやすいというような話出ていた

のですけれども、決してそうではないというふう

に私は思っているのです。商工会、商店街という

のは、利益が相反したり、あるいは権利関係がか

なり入り組んで複雑なので、なかなか一つの意見

として、思いもちょっと違ったりというようなこ

とで、１次産業は基盤を整備してそれぞれの個々

の農家が増収をして、単価高く売れればみんな同

じだけの利益をいただけるのですけれども、個人

差は若干ありますけれども。商店街は、そういう

わけにもいかないというのが現状でないかと思い

ますので、本当に一生懸命商工会議所もそういう

対応はして、多くの関係者の意見を取り入れたり

というような努力はしているというふうに私も認

識はしております。ただ、答弁にもありましたよ

うに商店街、商工会というのは、いわゆる自分た

ちがもうければいい。それは、もうけるほうがい

いのですけれども、もうけるのにはだれにもうけ

させてもらうかと。我々は、土地だったり、おて

んとうさんだったり、農家はするわけですけれど

も、自分の技術だったりするのですけれども、商

店街は相手があるのです。お客さんなのです。市

民だったり、消費者だったりするわけです。その

観点、その視点がちょっと不足しているのではな

いのかなと。今中心街、いわゆる駅横も含め、３

・６の部分も含めて、そこら辺をきちっと市民の

意見も聞きながら入れていくと、どうしてもあの

ような案には行き着かないのかなという思いしま

す。いわゆる計画が自分よがりといいますか、市

民はどう考えているのかということをしっかりと

考えていく必要があるのではないかなというふう

に私は思うわけですけれども、先ほど手間本経済

部長にそういう話を、農業ばかりではなくて商工

会もしっかりやっているということも含めて、き

のうの答弁も含めて私の御意見どうか、ちょっと

伺いたいと思います。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

私の思いというの〇経済部長（手間本 剛君）

は昨日お話しさせてもらいましたけれども、農業

を振興します、林業を振興します、それから商工

業を振興しますというような、そういう書き出し

を総合計画の中で活字として置かさせていただい

ているということでございます。振興するという

意味合いというのは、私が理解しておりましたの

は皆さん方がそれぞれ取り組まれる、機関、団体

が取り組まれる事業について私どもの応援がどこ

まで応援できるのか、あるいは国とどういうふう

な折衝ができるのか、どんな有利な補助金が誘導

できるのか、そういった役割分担をしながら一つ

の事業をつくり上げていく、練り上げていくとい

うふうに理解をさせていただいております。そん

な思いから私はお話をしたことでございまして、

今商工会、会議所を取り巻く環境というのは昔か
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らも常に競争の原理が一番働くような場所なのだ

なというふうに理解をさせてもらっていますから、

それはそれでそういう理解をしております。ただ、

中活に限って申し上げますと、今マニュアルの中

にも私見ているのですけれども、それは商工会議

所がまちづくり会社、あるいはＮＰＯ法人、名寄

でいいますと（株）ふうれん、それからＮＰＯま

ちづくり観光あるいは振興公社、こういったもの

がＮＰＯとしての登録がされておりますから、そ

ういったＮＰＯ、もう一回繰り返します。商工会

議所がまちづくり会社なるものを設立して一緒に

その任を担っていくと。事業の取りまとめをする

ということが１つのことである。もう一つは、ま

ちづくりに取ってかわって、ＮＰＯでも一つの組

織体として、協議体としてつくって、その中で事

業の取り組みの取りまとめをする母体となるので

すよというふうなものがあるわけでございますか

ら、その協議会を中心に今まで何とか行政も入っ

て形にしたい。行政の取り組む事業もその中に持

ち込んで、どういうふうにしていったらいいのか、

これからはやっぱり単体でつくるのではなくして

複合的な施設が必要となりますよというようなこ

とを頭に置いて議論をしてきたということでござ

います。したがいまして、今ちょっときのうお話

しした部分を誤解もあったのかと思いますけれど

も、私の思いとしてはそれぞれの役割分担を分け

て、そして取り組んでいって、一つの一本化した

計画として練り上げていくと。それが実施計画で

すよというふうに私は受け取っておりました。そ

して、それをもとに基本計画というものがその次

の段階つくられるというふうに思っておりました

ものですから、そんな実施計画を早くみんなで練

り上げていきましょうということでこれまでずっ

と取り組んできたということでございます。

それから、今申し上げましたようにその中心と

なる協議会が実施プランをつくるとしたら、それ

はそれで役割を終えましたら、今度基本計画をつ

くることになります。基本計画をつくる段階では、

法定協議会を立ち上げて、その中できちっと認知

すると。自治体の中でつくると。各行政機関、あ

らゆる機関の方々に御参加いただいて、説明して、

その中で法定協議会の中で認知していただくと。

そして、内閣府のほうに手続をすると、こういう

ような作業手順になるわけでございまして、そん

な思いから今実施計画についてとりわけ皆さんで

一緒につくり上げましょうということで、この１

年半取り組んできた経過でございますので、御理

解をいただきたいと思っております。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

それは十分双方わか〇１８番（黒井 徹議員）

っていたのではないかなというふうに思うのです

けれども、今回の２８事業は一応プランとしてあ

るわけですけれども、駅横を急いでこういう案だ

という話で提示されているのですけれども、３・

６のいわゆる市有地も含めて、あそこの開発のこ

とについては余り触れていない。中活というのは、

非常にトータル的な商工関係の活性化なのですけ

れども、部分的にやるというものでもない。総合

的に判断をして５年間かけてやるというようなこ

とで、いわゆる３・６の部分については計画には

あるのですけれども、その後どうなっているのか、

ちょっと現状でお聞かせを願いたいというふうに

思います。

上田経済部次長。〇議長（小野寺一知議員）

３・６の事業の部〇経済部次長（上田盛一君）

分でございますけれども、３・６の事業と駅前、

駅横の事業と同じプロジェクトの中で議論をして

おります。その中では、現在駅前のほうにそうい

う大きな計画を持ったものですから、３・６につ

いてはやはり縮小せざるを得ないというようなこ

とに話がなってございます。３・６の部分で西條

本部のある本体のビル、そこの部分については内

部改ーで、どんぐり小路、ビル街、それから市の

買い物駐車場ということになっておりますけれど

も、そこの部分については手がつけられない状態、

これは市のほうでやるべきことでないでしょうか
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という提案でございます。もう一つ、３条通を挟

んで東側のほうがあります。あそこには、現在ミ

ドリヤさんですとか吉田病院さんがおりますけれ

ども、あそこも含んでやっていきたいなという考

えは持っております。そこは、継続して今話が持

たれております。ただ、西條の本部のほうが考え

方がグレードがぐっと落ちてきたということが今

の状況の中では言えます。これからまだ駅前の、

駅横の事業の展開によって、またそこがどのよう

に動いてくるのかというのは私どももしっかりと

話をしていきたい、このように考えております。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

駅横が大きな事業に〇１８番（黒井 徹議員）

なるので、３・６は今報告があった話というよう

なことについてですけれども、これが中心市街地

の活性化事業なのかなとちょっと疑問を持ってし

まうのですけれども、あそこにあるどんぐり小路

なり、そういった市有地については大きな意味で

の活用方法というのはそこは市が提供してでもい

いぐらいのつもりで、あそこは３条通はやっぱり

メーンなのです。そこをしっかりしないでこっち

側だけを何とか、私が言ったのではおかしいので

すけれども、採算性の合わない資料を持ってくる

というのはちょっと腑に落ちないなという気はい

たします。

複合施設に戻るのですけれども、にぎわいをつ

くったりという意味では、バスターミナル、それ

は交通の利便性というのは大変いいことなのです

けれども、それに含めてやはりあそこに公共的な

施設、何か併設をするということが大事でないか

なというふうに思います。昨日の市民会館等につ

いてもかなり老朽化しているので、建てかえるの

だったら駅前建てかえたほうがいいのではないか

という市民要望も私も聞いていますので、ここら

辺も含めて行政として再検討する必要があるので

ないかなというふうに思います。

それから、非常に財政厳しいと。ここ３年間で

２０億円も赤字になるような財政の中で、今の開

発公社が持っている土地はことしの流行語ではな

いですけれども、やっぱり埋蔵金だというふうに

私は思います。これ行政としても大事に活用して

いく必要があるのではないかなと。これらをスト

ックをして商業振興に役に立てるとか、そういう

案もしっかりと持っていたほうがいいのではない

かなと私は思います。総合的に判断すると、何と

なく駅横だけの事業案だけが先行して出てくると

いうことは、いわゆる対案にあるコープの分につ

いての阻止案を対案として出してきたのかなとい

う、そういうそしりも受けない案だというふうに

私は思ってしまう。市民もそう思うのではないか

なというふうな思いがあります。そういう非常に

投資での大きい事業という中で、やはりどこかが

リスクを持ったり、責任を持たなければこういう

事業は絶対できないと思うのです。行政も持てな

い。まちづくり会社も持てない。だれが持つので

すか、これ。全部市民が最後はツケを払うという

事業なのですか。そういう事業が成功するとは、

私は絶対思えないのです。きちっと行政が責任を

持つのなら、行政の分野で責任を持つ。民間が持

つのなら、民間が責任を持つと。やっぱり責任を

きちっと腹をくくって事業案を出してこなかった

ら、採算合わなかったら行政何とか頼む、市民の

税金で何とか頼むという事業は、私はあり得ない

というふうに思います。総合的な中心街活性化で

すから、そういった意味では無理であれば出直し

をするというのも一つの判断でないかなと私は思

います。新たな出直しで見れば風連地区でやるよ

うな再開発事業もありますので、農業でもそうで

すけれども、やっぱり農業関係の振興計画もきち

っとみずから関係者がつくって、５年後にはどう

しよう、１０年後にはどうしようという計画を立

てているのです。活性化基本計画もそういう意味

ではそういう計画なのですけれども、ある意味で

やっぱりみずからのそういう商工業振興計画をき

ちっと中心街を含めて、みずから行政もその中で

の役割をきちっと示しながら、新たな事業計画を
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立てていく必要が今来ているのではないかと。だ

れも責任持たない事業は一回立ちどまって、再度

仕切り直しをするというのも一つの案でないかな

というふうに私は思っています。どちらの案にす

るのか、年内中に判断をするということで、私も

９月に申し上げたようにコープについては市有地

であろうと、民有地であろうと、来る意志には変

わりはないというのは今も変わっていないという

ふうに聞いていますので、ここら辺も含めてきち

っと行政側の判断もしていただきたいなというふ

うに思いますので、最後になりますけれども、市

長にしっかりとした考え方を示していただいて終

わりにしたいというふうに思いますので、よろし

くお願いします。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

商業の中心市街地にお〇市長（島 多慶志君）

ける役割というのは、時代がどのように変化して

も変わらないものと、こんなふうに思っておりま

す。名寄市の５丁目、６丁目を含めた商店街の町

並みというのは、歴史的に見ますと今の人口より

もっともっと名寄が発展するだろうと。そういう

ことも含めて商店街の構成がされているというふ

うに伺っておりました。しかし、今車社会という

こともあり、０外の大型店が進出をするというこ

とでは状況が全く変化をしておりますから、従来

の発想を整備するということだけでは新たなにぎ

わいづくりというのにはなかなか到着しないと。

いろんな御意見をこのまちづくり委員会の皆さん

も提言をしていただいております。しかし、肝心

の核になる事業というのがつかみ切れないという

のが実態でございまして、私も市有地の、あるい

は市が権利を持っている駅横も含めて３カ所の地

点についてはどうぞ底地のことは市から奪い取る

ぐらいの気持ちでいろんな意見を積み上げて議論

していただきたいと、こういうお願いをした経過

があります。しかし、ビル街あるいはどんぐり小

路のところは実際に営業している皆さんがいるわ

けですから、そう簡単には、権利が伴っていると

いうことがありますけれども、南広場と駅横につ

いては空地ということですから、いろんな協議が

されたのではないかと、こんなふうに思っており

ますけれども、結果としては今の閉塞状況を打破

するような状況までは煮詰まっていないというの

が実態でございます。しかし、土地開発公社が保

有している土地も実際は借り入れを起こして土地

を持っているということでございまして、もう十

数年間南側に位置する清算事業団から取得したと

ころの土地については、その後の土地の評価等も

動いておりますから、場合によっては現在の取引

価格、実勢価格等で処分をするとすればほかより

は下回るのでないかと、そういう心配も実はして

おります。このことがこれからの市民の皆さんに

財政指標等であらわされている将来負担比率に当

然かかわってくることと、こういうことに考えて

おりますので、有効な土地の利用計画ということ

を時間は十分にありませんけれども、しっかりと

内部で議論をした上で関係者とさらに詰めていき

たいと、こんなふうに思っております。

以上で黒井徹議員の〇議長（小野寺一知議員）

質問を終わります。

以上で本日の日程は〇議長（小野寺一知議員）

すべて終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ３時５７分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 小野寺 一 知
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署名議員 佐 藤 靖

署名議員 中 野 秀 敏
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平成２０年第４回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２０年１２月１２日（金曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 議案第２９号 名寄市国民健康保険条

例の一部改正について

日程第４ 意見書案第１号 雇用・能力開発機構

のあり方についての意見書

意見書案第２号 農地取得の規制緩和

に反対し、優良農地の確保と有効利用

を求める意見書

意見書案第３号 ＷＴＯ農業交渉、日

豪経済連携協定（ＥＰＡ）交渉に関す

る意見書

意見書案第４号 障害者自立支援法の

改正を求める意見書

意見書案第５号 「嫡出推定」に関す

る民法改正と救済対象の拡大を求める

意見書

意見書案第６号 長時間労働や日雇派

遣など労働法制の改正を求める意見書

意見書案第７号 奨学金制度を変質さ

せる滞納者情報通報制導入の撤回を求

める要望意見書

意見書案第８号 汚染された輸入米

（ミニマムアクセス米）の食用転用・

不正流通の徹底解明と再発防止策強化

およびミニマムアクセス米の輸入中止

を求める意見書

日程第５ 報告第２号 例月現金出納検査報告に

ついて

日程第６ 委員の派遣報告

日程第７ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 議案第２９号 名寄市国民健康保険条

例の一部改正について

日程第４ 意見書案第１号 雇用・能力開発機構

のあり方についての意見書

意見書案第２号 農地取得の規制緩和

に反対し、優良農地の確保と有効利用

を求める意見書

意見書案第３号 ＷＴＯ農業交渉、日

豪経済連携協定（ＥＰＡ）交渉に関す

る意見書

意見書案第４号 障害者自立支援法の

改正を求める意見書

意見書案第５号 「嫡出推定」に関す

る民法改正と救済対象の拡大を求める

意見書

意見書案第６号 長時間労働や日雇派

遣など労働法制の改正を求める意見書

意見書案第７号 奨学金制度を変質さ

せる滞納者情報通報制導入の撤回を求

める要望意見書

意見書案第８号 汚染された輸入米

（ミニマムアクセス米）の食用転用・

不正流通の徹底解明と再発防止策強化

およびミニマムアクセス米の輸入中止

を求める意見書

日程第５ 報告第２号 例月現金出納検査報告に

ついて

日程第６ 委員の派遣報告

日程第７ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ
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いて

１．出席議員（２６名）

議 長 ２６番 小 野 寺 一 知 議員

副議長 １９番 熊 谷 吉 正 議員

１番 佐 藤 靖 議員

２番 植 松 正 一 議員

３番 竹 中 憲 之 議員

４番 川 村 幸 栄 議員

５番 大 石 健 二 議員

６番 佐 々 木 寿 議員

７番 持 田 健 議員

８番 岩 木 正 文 議員

９番 駒 津 喜 一 議員

１０番 佐 藤 勝 議員

１１番 日 根 野 正 敏 議員

１２番 木 戸 口 真 議員

１３番 高 見 勉 議員

１４番 渡 辺 正 尚 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 山 口 祐 司 議員

１７番 田 中 好 望 議員

１８番 黒 井 徹 議員

２０番 川 村 正 彦 議員

２１番 谷 内 司 議員

２２番 田 中 之 繁 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 中 野 秀 敏 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 佐 藤 健 一

書 記 間 所 勝

書 記 松 井 幸 子

書 記 高 久 晴 三

書 記 熊 谷 あ け み

１．説明員

市 長 島 多 慶 志 君

副 市 長 中 尾 裕 二 君

副 市 長 小 室 勝 治 君

教 育 長 藤 原 忠 君

総 務 部 長 佐 々 木 雅 之 君

生活福祉部長 吉 原 保 則 君

経 済 部 長 手 間 本 剛 君

建設水道部長 野 間 井 照 之 君

教 育 部 長 山 内 豊 君

市立総合病院
内 海 博 司 君

事 務 部 長

市 立 大 学
三 澤 吉 巳 君

事 務 局 長

福祉事務所長 小 山 龍 彦 君

上下水道室長 和 田 博 君

会 計 室 長 成 田 勇 一 君

監 査 委 員 森 山 良 悦 君



－169－

昨日に引き続き本日〇副議長（熊谷吉正議員）

の会議を開きます。

日程第１ 会議録署〇副議長（熊谷吉正議員）

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

１１番 日根野 正 敏 議員

１３番 高 見 勉 議員

を指名をいたします。

日程第２ これより〇副議長（熊谷吉正議員）

一般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

ごみ減量対策について外４件を、竹中憲之議員。

おはようございます。〇３番（竹中憲之議員）

議長より指名をいただきましたので、さきに通告

した順に従って５点について質問をいたします。

１点目は、ごみの減量化対策についてお聞きを

いたします。本定例会の開会日に風連地区におけ

る最終処分場の延命も含めて風連、名寄の利用料

金の統一にかかわる条例の改正がなされました。

埋め立てごみ減量の推移はどのようになっている

のでしょうか。埋め立てごみの搬入量が減少しな

いと、処分場が飽和状態になり、新たな処分場建

設を計画をしなければなりません。一昨日東議員

も質問をされておりましたけれども、平成１９年

７月に廃棄物基本計画書が明らかにされておりま

して、この冊子を見ますと１７年度の埋め立てご

みの搬入量が名寄でみみで ７２６みみ、一般持

ちちみが ２７６みみと風連でのみみが９２みみ、

一般搬入持ちちみが２８９みみと記載をされてお

りますが、１９年度の搬入量及び家庭系と事業系、

企業ごみでありますが、の割合についてお知らせ

を願いたいというふうに思います。

処分場の延命策として、企業ごみ、いわば事業

系が大きなウエーみを占めていると思いますが、

そこで事業系の分別指導はどのようにされている

のかお知らせを願いたいというふうに思います。

２点目は、道路整備についてお聞きをいたしま

す。１つは、バリアフリーについてでありますが、

バリアフリーの進捗状況についてどの程度進んで

いるのか。

２つには、道路の緑地、植樹桝についてであり

ますが、道路の緑地、植樹桝への植栽は道路の景

観あるいは沿道の景観を高める重要なものとは思

いますが、管理が大変と思います。特に管理に気

をつけていることはどのようなものがあるのか、

お聞かせを願いたいというふうに思います。

３点目は、野外球技場の整備についてでありま

すが、現在市営球場は名寄と風連にそれぞれ１つ

ずつグラウみドがありますけれども、この整備、

１つは指定管理者で行っていると思いますが、利

用されている協会等が整備をされているのかどう

か、あるいは指定管理者と協会等が行っている整

備の違いについてお知らせを願いたいというふう

に思いますし、各球技場の使用頻度と大会数につ

いてお知らせをください。

４点目は、防犯についてであります。近年名寄

において都会並みの犯罪が増加をしているように

思います。先月上旬に南小学校区で児童へのいた

ずらというか、犯罪がございました。また、８日

には豊西小学校でも背後から女児が手をつかまれ

たという事件も報道をされています。幸い両方と

もけがはなかったようでありますが、近年名寄に

おける犯罪の数と犯罪の種類についてお聞かせを

ください。

また、犯罪抑制対策について、抑止対策につい

ては、警察などと連携をとって進められていると

思いますが、どのような対策をしているのかにつ

いてもお知らせを願いたいというふうに思います。

５点目は、市立病院におけるＮＩＣＵについて

お聞かせを願いたいというふうに思います。近年

大きな問題となっています周産期医療体制で、未

熟児の治療に欠かせない新生児み中治療室、ＮＩ

ＣＵについてであります。札幌で昨年未熟児が数



－170－

件の病院に断られ、死亡したことが問題にされま

したし、本年首都圏でも同様の事故が起きていま

す。新生児み中治療室、ＮＩＣＵが整っていても

満床であったり、治療中でスタッフが整っていな

かったりと一病院の責任にすることは問題があり

ますが、名寄市総合病院は道北のかなめであり、

地域セみター病院であります。名寄市立総合病院

にはＮＩＣＵの体制があるのか、あるとしたらベ

ッド数あるいは稼働率についてお知らせを願いた

いと思います。

以上でこの場からの質問を終わります。

吉原生活福祉部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

おはようござい〇生活福祉部長（吉原保則君）

ます。ただいま竹中議員から大きく５項目にわた

りお尋ねがございました。私からは１番と４番、

２番目につきましては建設水道部長、３番目につ

きましては教育部長、５番目につきましては病院

事務部長からお答えいたしますので、よろしくお

願いいたします。

それでは、大項目１のごみ減量化対策について、

いずれも関連がございますので、一括してお答え

させていただきます。まず、家庭系と事業系の埋

め立てごみの割合ということでございますので、

内淵処分場の搬入量についてお答えいたします。

平成１７年度のみみ分 ７２６みみに対して１９

年度は ６８１みみで、対１７年度年で９ ４年、 

持ちちみ搬入量、１７年度 ２７６みみに対し１

９年度は ７８０みみで、１７年度年で８ ４年、 

これは名寄地区から風連処分場に約１４０みみほ

ど搬入されておりますので、 ９２０みみといた

しますと９ ７年となるところでございます。持

ちちみ搬入量の家庭系と事業系の割合についてで

ございますが、平成１９年度で家庭系では５５２

みみ、割合では１７年になります。事業系につき

ましては ２５５みみ、８３年となっているとこ

ろでございます。

処分場の延命策につきましては、現在の状況と

いたしましては風連処分場につきまして今回のご

み処理手数料の統一化によりまして、名寄地区か

らの持ちちみ量が減少することと思われますので、

一般廃棄物処理基本計画書での埋め立て期間の平

成２７年３月からさらに５年ほどの延命が図られ

るものと推定するところでございます。また、内

淵処分場では、ブルドーザーによる転圧、バック

ホーによる破砕等により容積の減量化を図ってお

り、当初平成２１年３月の１０年の使用期間の予

定でありましたが、目視によるものでございます

が、残余容量が約５０年でございますので、今後

８ないし９年の延命が図られるものと推定してい

るところでございます。一昨日の東議員の御質問

にもお答えしておりますが、プラスチック容器包

装類についても推定１００みみ近くがリサイクル

されずに埋め立てごみとなっている実態もござい

ますので、今後とも引き続きリサイクルの推進が

不可欠と考えているところでございます。

次に、事業系ごみの分別指導はどのようにして

いるのかということでございますが、現在一般家

庭ごみの分別が進む中、事業系ごみの分別に関し

ましては私どもの指導がなかなか行き届かない面

もありまして、排出されたごみの中に産業廃棄物

や資源化の可能なごみが多数混入していることな

どから、完全な分別には至っていないのが現状と

考えるところでございます。現在分別の指導は現

場での対応となっておりますが、日常使用するも

のや資源物でも事業所から排出すると産業廃棄物

であることを知らずに排出する場合もあると思わ

れますので、今後事業所に出向き、産業廃棄物等

の周知及び協力の要請をしてまいりたいと考えて

いるところでございます。

また、処分場に搬入をされる事業者向けに産業

廃棄物についてのガイドブック的なものを作成し、

周知を図るとともに、処分場窓口での指導のあり

方についても考えてまいりたいと思っているとこ

ろでございます。事業系ごみや家庭系ごみを減ら

すためには、私ども一人一人がごみをつくらない、

徹底的に再使用する、リサイクルするの３Ｒ運動
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を職場や家庭からつくり上げていかなければなら

ないと考えているところでございます。現在市で

は、ごみの減量化や処分場の延命化につながる廃

食用油と古着の拠点回みを行っておりますが、市

民への周知方法としてホームページの掲載、町内

会回覧等を行っておりますが、今後とも一層の周

知活動を努めるとともに、分別の徹底、減量化、

資源化を進めてまいりたいと考えておりますので、

御理解を賜りたいと存じます。

続きまして、大きな項目の４点目、犯罪抑制対

策についてお答え申し上げます。いずれも関連が

ございますので、一括して答弁させていただきま

す。近年全国的に凶悪事件、特に殺人事件の発生

が増加する中、児童生徒が犠牲になるという事件

が数多く発生しており、私どもの記憶に今なお新

しいのは、平成１３年６月の大阪教育大学附属池

田小学校における無差別殺傷事件で、児童８人が

亡くなり、教師を含む１５人が重軽傷を負うとい

うまことに悲惨な事件が発生し、この事件を契機

にして全国的に子供を犯罪から守ろうという機運

が高まり、当市におきましても子供たちが不審者

から逃れるための緊急避難場所として、同年の１

２月には子ども１１０番の家を設置したり、小学

校区ごとに安心会議を組織してきたところでござ

います。また、ことしの６月には秋葉原無差別殺

傷事件が発生し、死者７名、さらには１０名の方

が重軽傷を負うなど、全国至るところで何の罪も

ない人たちがある日突然に犯人の身勝手な動機に

より殺傷されるという残忍な凶悪な事件が発生し

ていることは非常に残念なことと思っているとこ

ろでございます。

さて、名寄市における犯罪数でございます。名

寄警察署管内での犯罪件数といたしましては、平

成１７年２５７件、平成１８年２２２件、平成１

９年で２３７件、本年につきましては１１月末で

１９９件となっており、あと２０日余りを残して

おりますが、例年１２月におきましては歳末警戒

などがあり、１０件程度で推移しているというこ

とでございますので、おおむね２１０件前後にな

るものと推計しているところでございます。平成

１７年から１９年の３年間の平均で見ますと、年

間２４０件前後の犯罪が名寄市管内で発生してお

りまして、この件数につきましては他の類似都市

と年較いたしましても特に多い件数ではないと伺

っているところでございます。本年に限ってみま

すと、１９９件のうち窃盗が１４４件で７０年強

を占めておりまして、特に自転車の窃盗が４９件

と一番多く、次に万引きが２４件、この２つの犯

罪で窃盗件数１４４件の約半数を占めているとこ

ろでございます。本年１月からの凶悪事件の状況

につきましては、殺人未遂事件が２件、強制わい

せつ事件が２件、そして傷害事件が３件、さらに

は大麻取締法違反で１件ということで、従来の名

寄においては考えられないような凶悪犯罪が発生

している状況にあるところでございます。

さて、このような犯罪を抑止する対策といたし

ましては、平成１６年からは市の庁用車にみんな

でつくろう安全・安心のまち、街頭パみロール実

施中のステッカーを、また平成１８年からは青色

回転灯を装備した市の庁用車に防犯パみロール実

施中と書いたマグネッみ板をそれぞれ装着して、

犯罪の抑止効果、未然防止に努めてまいったとこ

ろでございます。また、民間による青色回転灯を

装備した車両につきましては、少年補導員連絡協

議会の子どもふれあい見守り隊が４台、それから

新聞販売店によるモーニみグガード隊が２台、そ

れから加えまして各小学校区の安心会議で４台、

それに先ほどの市庁用車８台、それから風連防犯

協会で１台と合わせまして１９台の車両に青色回

転灯を装備しているところでございます。さらに、

不幸な事件、事故を未然に防止するために小学校

区ごとの安心会議や見守り隊によるさまざまな安

全対策などの取り組みに加え、子供たちの緊急避

難場所として関係機関、団体、市民の皆様の御協

力により子ども１１０番の家を市内５９カ所、Ｓ

ＯＳこども１１０番の家を約６４０カ所に設置し



－172－

ているところでございますが、不幸な事件、事故

は全国至るところで発生しておりまして、凶悪犯

罪発生については大都市、地方の格差はなく、こ

の名寄市においても例外ではないと強く認識して

いるところでございます。今後におきましても市

民の皆さんが不幸な事件、事故、凶悪犯罪などに

巻きちまれないように関係機関、団体との連携を

一層深め、地域住民とともに一体となった犯罪抑

止対策を進めてまいりたいと思いますので、御理

解をいただきたいと思います。

以上、私からの答弁といたします。

野間井建設水道部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

私からは、大〇建設水道部長（野間井照之君）

きな項目で２番目の安心、安全な道路整備につい

てお答えをさせていただきます。

最初に、バリアフリーの推進状況についてであ

ります。平成１５年度に社会資本整備重点計画法

が公布され、さらに平成１８年度に施行された高

齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する

法律、いわゆるバリアフリー新法でありますが、

それに基づき平成２０年度から２４年度において、

市では旭川開発建設部、旭川土木現業所と協議を

行いながら、特にバリアフリー化を図るべき道路

について地域指定をし、ＪＲ名寄駅、市立病院、

総合福祉セみター等南地区の生活関連施設におけ

る移動等の円滑化を図る特定事業として実施を進

めてまいります。旭川開発建設部は国道４０号線

を、旭川土木現業所は道道旭名寄線の歩道をすべ

ての人にとって利用しやすいというユニバーサル

デザイみ化を目指し、車いすの使用者、脚力の弱

った高齢者、その他障害者等の通行に配慮を図る

ために路面の段差が少ない構造に改善を図ってま

いります。また、関連する市道につきましても事

業化に向けてただいま北海道と協議を進めている

ところでもあります。名寄市の視覚障害者誘導用

ブロックに関する設置は、平成６０年度から都市

計画道路などの幹線を中心に交差点部への注意誘

導点字ブロックの設置と平成元年度以降には交差

点のほかに路線の線上につきましても誘導点字ブ

ロックの設置を実施しているところであります。

今後も都市計画道路を中心に国、北海道と協議を

し、一体的な特定事業などとあわせた形で計画的

に整備を進めたいと考えておりますので、御理解

をいただきたいというふうに思います。

次に、緑地、植樹桝の整備についてであります。

名寄市において植樹桝、グリーみベルみを設置し

ている路線は、名寄地区においては３１路線、風

連地区においては３路線ありますが、これらの維

持管理については地域、町内会に清掃、除草活動、

花の植えつけ等を中心に実施していただいている

ところであります。風連地区基線のズミの木街道

については、業者の委託となっています。また、

名寄地区の街路樹については高齢者事業セみター

にパみロールや簡易剪定、大通等のグリーみベル

みの除草を含め委託をし、ふぐあいがあれば市直

営作業あるいは業者への発注等で対処していると

ころであります。近年街路樹の維持管理につきま

しては、落ち葉の処理、除雪等に苦情が多く寄せ

られているところであり、市でもスイーパー車や

作業員にて処理を実施しておりますが、やはり町

内会などのボラみティア活動の協力がなければな

らないのが現状であります。さらに、植樹されて

いる樹木が成長し、根が舗装を持ち上げたり、下

水道の管に進入してしまうケースも報告されてい

るところであります。また、危険木となった樹木

を伐採しても、抜根する費用が捻出できず、その

ままの状態になっていることもありますが、一部

の地域ではそのような植樹桝に対して低木なり花

を植えていただいて、道路の美化や緑化推進に御

協力をいただいている例もございます。市民生活

の中で身近な場所にある施設なだけに、今後もそ

こに住まいしている市民の皆様の御協力をいただ

きながら、対処していきたいというふうに考えて

いますので、御理解をいただきたいというふうに

思います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。
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山内教育部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

私からは、野外球技〇教育部長（山内 豊君）

場の整備についてお答えをいたします。

整備のあり方については、現在市内には多くの

体育施設がありますが、教育委員会の管轄として

名寄地区にある市営球場を初め、スポーツセみタ

ーやテニスコーみ、プール、体育館、シャみツェ

などは指定管理者の管理となっております。風連

地区にある市営球場を初め、海洋セみター、東地

区運動広場などは教育委員会の直営管理となって

おります。また、健康の森にある多目的コーみ、

主としてサッカーに使用してございますが、そう

したものについてはその他の部局管轄の指定管理

となってございます。

施設の維持管理については、それぞれの管理者

が整備している状況にありますが、基本的には変

わらない整備と考えております。それ以外の施設、

例えば天塩川河川敷にあるグラウみドゴルフ場や

ソフみボール場、野球場、サッカー場など、また

名寄川河川敷のパークゴルフ場などは利用者や協

会、愛好会の方々に整備をお願いしております。

しかし、指定管理施設や直営施設においても利用

者や利用団体の協力が大きな力となっているとこ

ろでございます。

次に、整備の違いなどについてのお尋ねがあり

ました。野外球技場の維持管理のための整備につ

いては、指定管理及び直営管理ともに野球場にお

いては芝刈りや草刈り、グラウみド整備など行い、

テニスコーみなどについては必要に応じてライみ

テープの張りかえ、タイヤローラーによる転圧整

備などを行っており、基本的に変わるものではあ

りません。それぞれ指定管理、直営管理で整備に

当たっていますが、利用団体の御協力は不可欠で

あります。今後とも利用する方々が使いやすい施

設としていくために、協会や団体の御意見を伺い

ながら、施設の管理を考えてございます。先ほど

申し上げましたそれ以外の施設である天塩川河川

敷などの球技場は、無料の施設であることから、

維持管理は十分でありません。これらの施設の多

くは協会や愛好会の方々に自主的な管理をお願い

しております。

主な球技施設の利用状況でありますが、名寄市

営球場につきましては平成１８年度 ８００人、

平成１９年度 ８５０人、風連球場は平成１８年

度 ００１人、平成１９年度 ３３５人。テニス 

コーみにつきましては、麻生コーみと公園コーみ

の合計で平成１８年度１万 ３８４人、平成１９

年度１万 ８８０人。天塩川緑地ソフみボール場

は、平成１８年度 ７４７人、平成１９年度 ５ 

４５人となっております。また、健康の森多目的

コーみ、主としてサッカー使用につきましては、

平成１８年度 ５４５人、平成１９年度 ８９４ 

人。陸上競技場は、芝生の面でもサッカーの試合

や高校、大学のサッカー、アメフみの合宿で使用

されておりまして、平成１８年度で ０６５人、

平成１９年度で ３３２人の御利用がありました。

近年の主な大会としましては、平成１８年度に

第６回全日本スポーツマスターズ男女ソフみボー

ル大会の北海道予選会で６チーム、１６６人、平

成１９年度に第６２回国民体育大会の軟式野球成

年北海道大会では２８チーム、５３０人を行って

おりまして、来年の平成２１年度は第２４回の全

日本ソフみボール大会北海道予選会が予定されて

ございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

内海病院事務部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

名寄市〇市立総合病院事務部長（内海博司君）

立総合病院のＮＩＣＵにつきまして御質問をいた

だきました。新生児特定み中治療室と申しますの

は、病院において出生時の体重が ０００グラム

未満の未低出生体重児や ５００グラム未満の低

出生体重児や疾患のある新生児をみ中的に管理、

治療する部門でありまして、通常ＮＩＣＵの略語

で呼ばれてございます。新生児特定み中治療室の

施設基準といたしましては、常時医師が治療室内

に勤務しており、当直は他病棟との兼任でないこ
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とや患者数に対しての床面積、バイオクリーみル

ームであることなどが求められております。

道内におけるＮＩＣＵの設置状況について申し

上げます。現在北海道から総合周産期セみターと

して指定を受けております道南の函館中央病院、

道央の市立札幌病院、道北の旭川厚生病院、オホ

ーツク圏域の北見赤十字病院、十勝の帯広厚生病

院、釧路、根室圏域の釧路赤十字病院、これら第

３次医療圏域の６病院においてＮＩＣＵが設置さ

れ、このほかには北大、札幌医大及び旭川医大の

各大学病院にＮＩＣＵが設置されているところで

あります。当院を含めまして５つの病院が現在北

海道から地域周産期セみター病院とされておりま

すが、これらの病院につきましてはＮＩＣＵが設

置されておりません。

ＮＩＣＵが設置されていない状況での当院の対

応について御説明申し上げます。当院には、正式

なＮＩＣＵはございませんが、未熟児室に２ベッ

ド、その相当部分といいますか、そういったベッ

ドがございます。妊婦さんの中で未低出生体重児

あるいは低出生体重児のお子さんが生まれそうな

場合につきましては、旭川医大もしくは旭川厚生

病院に母体を搬送しまして出産、ＮＩＣＵにみ容

するようになっており、そのようなケースは年間

１０件程度になってございます。受け入れ先のベ

ッドがふさがっていて受け入れることが難しいよ

うな場合につきましては、当院で帝王切開などの

措置をとりまして、子供だけにつきましてドクタ

ーカーで送るという方法をとっております。ただ、

そのようなケースは年間に１件程度あるかどうか

という状況でございます。例えば６カ月、７カ月

くらいで出産してしまうような部分については、

旭川厚生病院などにお願いしているところでござ

います。また、直近であります本年の１１月にお

ける当病院の未熟児室の２ベッドにつきましては、

稼働率は３５年程度となってございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

竹中議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

それでは、答弁をいた〇３番（竹中憲之議員）

だきましたから再質問をさせていただきますが、

順不同になると思いますので、御理解をいただき

たいというふうに思います。

ごみの減量化について、先ほども申しましたが、

一昨日東議員のほうからもありました。基本計画

の中で全体的に１７年度を基本にして１０年削減

ということでなっておりますけれども、先ほど答

弁いただいた搬入量でいくと、そこそこというよ

りかなり減っているのかなというふうに思います。

ただ、中身的にいうとどうしても家庭ごみよりも

事業系のごみが率的に変わらないという状況だと

思うのです。一昨日の東議員ではないのですが、

リサイクルの問題もプラ等々含めてかなりあると。

一方で、実は風連と名寄のごみの中身がそれだけ

でなくて生ごみ等々を含めてかなり多いという状

況にあるわけでありまして、先ほど答弁された中

身でいきますと事業者への周知も今後強く働きか

けたいというふうに答弁ありましたけれども、私

はもう少し強くチラシ等々も含めて作成をしなが

ら、たしか三、四年前にもこのことで同じような

質問をして理事者の答弁をいただいたのですけれ

ども、そのことをしないといつまでたっても処分

場が変わらないというか、差があるといってもそ

こが進まないというのが状況だろうと思うので、

その辺についてもう少しきちっとした指導のあり

方についてやっていかないとだめだというふうに

思いますので、もう少し細かいところでどういう

ふうに事業系のごみの削減に努めるのかについて、

再度お聞かせを願いたいと思います。

吉原生活福祉部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

お答えの前に１〇生活福祉部長（吉原保則君）

点訂正させていただきます。

先ほどのごみの答弁の中で、平成１９年度の家

庭系ごみの量につきまして、私のほうで５５２み

みと申しましたけれども、５２５みみの誤りでご

ざいますので、改めて訂正させていただきたいと

思います。
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ただいま事業系のごみの部分の減量の関係につ

いてお尋ねございましたけれども、先ほどもお答

えいたしましたように、１つには事業者に出向き、

お願いするということを考えているところでござ

いますけれども、当面年度内に大型店を中心にし

た部分について直接私どもでお伺いをする中で、

さまざまな要請をしてまいりたいとも考えており

ますし、新年度に入りましてはそのほかの事業に

ついても職員で計画的に回ることを今考えている

ところでございます。あわせましてただいま御提

言ありましたように、チラシの関係等も含めて事

業系ごみのみならず家庭のごみにつきましても、

この前もお答えしておりますように新年度に向け

まして新たなハみドブックをつくるということで

ございますので、単につくって配るということだ

けでなくて、出前講座とかを含めまして町内会な

り老人クラブ等を含めて、待っているのでなくて

こちらから出かけていくような形もつくる中で、

全体的なごみの減量化なりのＰＲ、周知、リサイ

クル等も含めて取り組んでまいりたいと考えてい

ますので、御理解いただきたいと思います。

竹中議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

それはきちっと進めて〇３番（竹中憲之議員）

いただきたいというふうに思いますが、先ほど答

弁の中で風連、名寄の最終処分場の中身が風連が

３年、あるいは名寄については内淵については８

年、９年延びるということで、これはよいことだ

なというふうに思いますが、総体的にいくとこれ

１７年度を基本にすると八十……何年くらいおり

ているのですか。２０年以上下がっているのです

か。そんな状況ですから、計画からするとそこそ

こいいのかなというふうに思いますが、ちょっと

気になったことがありまして、これは後ほどでも

いいのですが、実は計画書の中で、これは公にさ

れていますから、数字がどうなのかというのは私

もちょっと疑問なところなのですが、計画書の１

１ページの中で埋め立ての期間が示されています、

名寄も風連も。その中で１５ページには同じよう

に期間も入っているのですが、最終年度が１年違

っているのです、両方とも。それはどういうこと

なのか。単なるミスプリみみなのかどうなのか。

ここでいう３年、８年延びたということでは、中

身的にこの数字が動くものでもないのですけれど

も、そんなところも含めてあれば、後ほど答弁を

いただきたいというふうに思います。

ごみの減量化については、３Ｒももう少し強く

努めてもらいたいというふうに思いますし、私は

年に２回なり３回ほど風連と名寄のそれぞれの処

分場行きますけれども、本当に分別の違いという

のは大きいのです。風連は、この１年間、２年ほ

どになりますか、家庭系のごみというか、が持ち

ちまれて、非常に満杯度も大きくなってきている

という状況でありますから、今定例会で出された

ような中身になったのだろうと思いますが、もう

少しきちっと、一番厳しいというか、私が朝散歩

しているときに気になるのが自衛隊の宿舎があり

ます。最近ちょっとよくなってきたのですが、あ

そこにアパーみに個人ではなくてみ団で出すあれ

がありますが、それが実はみみしないと。してい

ないという中身が何回かございました。よくよく

見ると、分別が悪いということでみみされていな

いのです。３年ほど前のときも実はそういうみ団

で置く場所の分別のあり方についても求めました

けれども、そういうところのいわば転勤族と言っ

たら怒られますけれども、数年で移動される方の

指導についても一昨日の答弁ではきちっと来たと

きに指導するとは言っていましたけれども、もう

少しやっぱり指導をきちっとしていかないといけ

ないのかなというふうに思いますので、そんなと

ころの対策もお願いをしたいというふうに思いま

す。

次に、犯罪抑制対策、抑止対策の扱いですが、

それぞれ犯罪に対しては警察を中心にして防犯協

会等々含めて連携を図りながらやっているのだろ

うと思うのです。先ほど答弁もありましたように、

安心会議あるいは町内会等と連携を図ってという
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ところで、一生懸命地域の皆さんが努力をしなが

ら、機関や地域と連携を図ってやってきているだ

ろうと思うのです。そこで、一番気になるのが青

色回転灯の扱いです。いわば今１９台あるのです

けれども、これが横のつながり一切ないというふ

うに聞いているのです。なぜこのことを言うかと

いうと、南小学校の児童のいたずらや豊西のも実

は下校時が多いのです、時間帯が。それは、登校

時は皆さん同じような時間帯で行きますからいい

のですが、下校時は学年によって、学級によって

全部違う。ばらばらだと。そして、ましてや少子

化の中でたくさん一遍に下校しないという状況で

すから、そんな時間帯のパみロールがきちっとで

きないのかどうなのかというのが気になっている

ところなのです。防犯協会等々については、横の

つながり持ってそれぞれやっていますけれども、

青色回転灯の扱いについてはあくまでもボラみテ

ィアということでしょう。警察の承認を得て青色

回転灯つけて、横にパみロールのマグネッみをつ

けてということですから、これは強制的なものも

何もできないというのがあるのですけれども、し

かしでき得れば横のつながりを持たすための協議

会的なものもつくって、一定程度年間、２年、３

年たつと犯罪がどの辺で起きるかというのは大体

わかると思うのです、子供のいたずらに対しては。

そういう協議会的なものも私はつくるべきではな

いかというふうに思いますが、先ほどの質問も含

めて答弁をお願いしたいと思います。

吉原生活福祉部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

青色回転灯の関〇生活福祉部長（吉原保則君）

係につきましては、それぞれ各団体が独自の内容

で活動をしておりまして、日中等にお仕事等で余

裕のできた時間、あるいは業務終了後ということ

で、特に小学校の登下校時間を中心にボラみティ

アという形で議員お話しのとおりパみロールを実

施しているのが現状でございますので、出動日、

時間等を決めて一斉にパみロールを実施するとい

うのは大変困難な部分もあろうかと考えておりま

す。ただ、ことしの４月に実施いたしました先ほ

どありました子どもふれあい見守り隊の出発式な

どに当たりましては、市の該当車両等も一緒にパ

みロールをしたというような経緯もございますの

で、今後さまざまな機会をとらえながら、連携す

る方法を模索してまいりたいとも考えております

ので、御理解を賜りたいと考えております。

竹中議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

ごみの年数のは後でい〇３番（竹中憲之議員）

ただきますが、時間もありませんので、質問をか

えたいと思います。

病院のＮＩＣＵの扱いについては承知をいたし

ましたが、もう一つ、母体、胎児み中治療室とい

うのも実は道内で何カ所かあるのだろうと思いま

すが、ＮＩＣＵは名寄はないと。そして、これが

ないということはＭＦＩＣＵもないということだ

と思うのです。特に近年高齢出産という方がふえ

ている。名寄はどうかわかりませんが、ふえてき

ている状況の中で、このＭＦＩＣＵの扱われ方と

いうのですか、名寄であれば件数と指導のあり方、

転院の問題等々含めてあると思いますから、そん

なところがあれば教えていただきたいし、名寄市

立総合病院におけるＮＩＣＵの設置について、ド

クターも含めてかなりのスタッフの数が必要であ

りますから、病院もかなり厳しいという状況で、

きのう、おとといとそういう議論もされていまし

たけれども、今後そのような形で設置を考えてい

るのかどうかも含めて御答弁お願いします。

内海病院事務部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

ＭＦＩ〇市立総合病院事務部長（内海博司君）

ＣＵ、いわゆる合併症妊婦などハイリスク妊婦や

切迫流産の可能性の高い妊婦などに対応する、い

わゆる産科のＩＣＵだというふうに思っておりま

す。母体と胎児と一緒に入るというような個室の

状況のような形で、かなりレベルの高い部分にな

ると思います。北海道では、総合周産期セみター

による指定が２カ所されているだけでございます。

先ほど申しました６カ所のうちすべてにあるとい
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うような状況でもなくて、かなり厳しい状況にな

っているという状況にございます。そんな状況の

中で、全国的にかなり少ないということもありま

すけれども、大事な部分であるということで、今

後ふやすという計画も持っているようでございま

すけれども、昨日も病院の実情をお話をさせてい

ただきましたように、なかなかハードルが高いも

ので、先ほど議員もおっしゃいましたようにドク

ターとナースの確保がかなり難しいといった面か

ら、現在のところ予定はしておりません。また、

名寄から搬送させていただいたというケースもご

ざいません。

以上でございます。

竹中議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

厳しいということで、〇３番（竹中憲之議員）

ＮＩＣＵもそういう意味では旭川的に言うと、道

北的に言うと１６床でいいところ１８床あるとい

うことでありますから、ただＮＩＣＵも１カ月、

２カ月で出るということが珍しくて、長い人です

と、子供ですと７カ月、８カ月ということであり

ますから、そういう状況も踏まえながら、できる

限りの努力もお願いをしたい。ただ、名寄は未熟

児の扱いで２床ありますから、そこで対応できる

範囲は対応していただくことで努力もお願いを申

し上げたいというふうに思います。

次に、野外の球場の扱いでありますが、時間も

ありませんから端的に質問させていただきますが、

実はなぜこのことを質問したかというと、最近ス

ポーツみラクターというのが導入されているとこ

ろがあるやに聞いています。これ金額が張るもの

ですから大変なのですけれども、本体だけではグ

ラウみド整備できなくて、芝も何も刈れるという、

そういう機械なのですけれども、それの導入につ

いて、厳しいからどうなのかということではなく

て、実は大会前に必ず協会の役員が整備し直すの

です、グラウみドも野球場もソフみボール場も。

そういうときにやっぱり協会の役員も高齢化が進

んでいて大変だという話も聞くところです。その

ことが教育委員会に伝わっているかどうかは別に

しても、そんなところもあるものですから、では

このスポーツみラクターの導入、いわば野球場だ

けでなくてほかの違う所管のところも使える中身

ですから、アタッチメみみかえれば芝生も刈れる

という状況です。たまたま健康の森のサッカー場

で、実は肥料の散布見ていまして、振興公社が肥

料の散布やっているなと思ってよくよく聞いたら、

ゴルフ場からその機械を借りているということだ

そうでありまして、単で持つのは厳しいのかもし

れませんので、それぞれ使える範囲、どこでも使

えるような、そういう機械を導入してはどうなの

かということで、またこれ違う機会に議論をさせ

ていただきたいと思いますので、頭の中にだけ入

れていただければというふうに思いますので、よ

ろしくお願いを申し上げます。

次に、道路整備の扱いでありますが、バリアフ

リー化について、必ずしもバリアフリー化だけで

なくて道路整備に係って一緒にやるというのが中

身ですけれども、気になったのが近年乳母車と言

ったらたたかれるのですが、手押し車で散歩をさ

れたり、買い物に行かれる高齢者が非常にふえて

きています。これは、バリアフリー化だけでなく

て植樹桝の扱いも同じことが言えるのです。歩道

に、先ほど答弁の中で根が張って歩道が上がった

りということもあって、植樹桝、実は私何ぼか調

べさせていただきました。それで、一番ひどいの

が北２丁目の東３条から国道までの間で、桝が約

１００ぐらいあります。大なり小なりですが、大

小ありますけれども、約半数が崩壊をしていると

いうか、壊れているのです。中には縁石が道路側

に出ているというところもありまして、バリアフ

リー化を片方でやっている割には植樹桝の扱いが

このごろ全然直っていないと。平成１５年の第３

定でも私この問題やりました。そのときに当時の

部長がこういう答弁をしているのです。研究をさ

せていただきたいということで、もう３年もたち

ました。研究成果についてお聞きをしたいのであ
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りますが、このときの後ほどの中で、実はある先

輩議員が理事者が研究だとか勉強と言うのは何も

やらぬことだというふうに、そういう先輩がおり

まして、それはどういうことなのかと。言葉だけ

で、今回の定例会でも同じように研究するとか勉

強すると言われていますけれども、それはやらな

いことだとしたら、初めからできませんというふ

うに言わないと、ましてやライブでやっているわ

けですから、一般市民はやってくれるのだなとい

うふうに思うのではないですか。答弁のあり方に

ついても今後気をつけてもらわないと困るという

ふうに私思いますが、まず答弁をお願いします。

野間井建設水道部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

大変申しわけ〇建設水道部長（野間井照之君）

ありませんけれども、私のほうからも少し、１点

だけさきの答弁でありましたので、訂正をさせて

いただきたいというふうに思います。

先ほど視覚障害者誘導用ブロックに関する設置

で、平成６０年度からと申し上げましたけれども、

昭和の間違いですので、改めて訂正させてくださ

い。

それと、今おっしゃられた植樹桝の件でありま

すけれども、北２丁目の植樹桝のことだというふ

うに思います。今東の部分では、東１２区からも

要請がございまして、来年度から現地を調査しな

がら、実はあの区域も含めて先ほども答弁で申し

上げましたけれども、伐採している木がございま

して、その伐採木が根が張りまして非常に植樹桝

を傷めている状況にございますので、それも含め

て東１２区の部分では調査をして、来年度以降改

修をしたいというふうに考えています。

それとあと、残りの４条から大通ぐらいですか、

その部分は私のほうもちょっと承知をしないと言

ったら、また３年前の答弁もありますからしから

れますけれども、現地、あそこはたしかハルニレ

が植えられている部分でございまして、枝が落ち

て自転車がパみクしたという苦情もよく聞いてい

ますので、それも含めて桝がどの程度傷んでいる

かどうか、私もちょっと大変申しわけないのです

けれども、承知をしていませんので、雪解け次第

調べまして、だめな部分は早急に対応したいとい

うふうに考えていますので、これは研究とか検討

でなくてやりますので、申しわけございませんが、

そう答弁させていただきます。

竹中議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

やりますということで、〇３番（竹中憲之議員）

町内会からも要請あったということだそうですか

ら、それはやっていただきたいというふうに思い

ますが、今回調べてほとんどのところ、一応桝の

数だとか植樹木の数だとか調べさせていただきま

した。実は、これ調べたときに気になったのが木

の種類と植樹桝の大きさによって桝の壊れ方が違

うのです。北２丁目は桝小さいですから、壊れ方

が大きいということだと思うのです。なぜ木の種

類かというと、木の種類によって根が上に張るも

のと下に入っていくものと両方ありまして、これ

が非常に植樹する扱いでは難しい問題だと思うの

です。景観も考えるといろいろあるのでしょうけ

れども、それはもう少し勉強をしていただきたい

というふうに思います。

最後になろうかと思いますが、実は今月に入っ

て行っていないのですが、１６線、豊栄川のとこ

ろに、プールから１６線に橋がかかっています。

みなみっこ橋です。あれの道路側は、１６線側は

さくがあるのですけれども、あのスロープに、今

つけたのかもしれませんけれども、川側になかっ

たような気がします。非常に危険度もあるので、

それは名寄の市の事業ではないのですけれども、

道の事業ですから道に要請もしているのかどうか

わかりませんが、して、さくの取りつけも求めて

おきたいと思いますし、中身的に今後あのさくが

きちっとできるというのなら、それはそれでいい

のですが、答弁を求めるのと、最後に市長に先ほ

ど言った研究あるいは勉強の答弁のあり方につい

てどう思っているのか求めて、私の質問を終わり

ます。
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島市長。〇副議長（熊谷吉正議員）

私ども市民からいろい〇市長（島 多慶志君）

ろなまちづくりに対する要望等もいただくわけで

ございますが、実行できないのは財源がないとい

うことに尽きるわけです。しかし、財源がなくて

できないというのはまことに私ども執行側にして

は脳のない話でして、したがいまして知恵を生み

出すために研究をさせていただくだとか、あるい

は他の事業との優先順位をつけるということで検

討させていただくと、このような答弁をさせてい

ただいておりまして、どのような先輩議員からお

伺いしたかわかりませんが、決してしないという

ふうに受けとめて指導いただいていたというのは

間違えであると、このように思っております。

野間井建設水道部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

今御質問の１〇建設水道部長（野間井照之君）

６線のみなみっこ橋の取りつけ道路の件でありま

す。実は、みなみっこ橋から西側については市の

ほうでさくを設置しまして、東側については土現

のほうでさせていただきました。残っている部分、

スロープの部分は今北海道のほうで段取りに入っ

ているという確認をとっておりますので、近々つ

くというふうに思っています。よろしく御理解い

ただきたいと思います。

吉原生活福祉部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

申しわけありま〇生活福祉部長（吉原保則君）

せん。先ほどの御指摘の関係でございますけれど

も、１つは廃棄物の処理基本計画書の数字の関係

でございます。今確認いたしましたけれども、そ

れぞれ内淵、風連処分場の埋め立て期間の関係で

のお尋ねだと思います。今見た限りでは、１１ペ

ージに記載のとおりだと思いますので、１５ペー

ジの部分についてはちょっと年数間違ったのでな

いかと思いますので、後ほど確認をいたしまして

改めてお知らせをしたいと思いますので、御理解

賜りたいと思います。

それから、具体的にごみの搬出方法の部分で御

指摘受けた部分につきましても、転入者の関係に

つきましては個別窓口で御指導しているというこ

とで御理解賜っておりますけれども、そういった

部分で具体的に町内会特定されてお話ございまし

たけれども、私どもといたしましても今後みみ業

者等との意見交換も行う中から、そういった部分

なりも確認する中で対処してまいりたいと思って

いますので、ぜひ御理解いただきたいと思います。

以上で竹中議員の質〇副議長（熊谷吉正議員）

問を終わります。

臨時職員の勤務の現状と今後のあり方について

外３件を、佐藤勝議員。

熊谷副議長から御指〇１０番（佐藤 勝議員）

名をいただきましたので、通告順に従い質問をい

たします。

臨時職員の職務の現状と今後のあり方について

御質問をいたします。市長部局を初め、市教育委

員会や市立病院、保育所、福祉施設等には相当数

の臨時職員が勤務し、市民の福祉向上のため日夜

御尽力をいただいております。さて、団塊の世代

による大量退職の時代を迎え、当市においても今

後多くの職員の方々が職場を去っていきます。し

かし、正職員の定員適正化計画との関係から、正

職員が退職しても同数を補充することは困難なた

め、仕事の量が減らない限りその分臨時職員に頼

らざるを得ないわけでありますが、このことにつ

いてどのような御認識をお持ちなのかについて、

まずお伺いをいたします。

旧風連町は、職員定数の関係から正職員数をふ

やせないため、臨時職員を雇用し、正職員と同じ

業務を担当してきましたが、旧名寄市は正職員の

補助員として雇用してきた経過があり、臨時職員

に対する考え方に違いがありました。合併に伴い、

旧名寄市の基準に合わせるべく統一して３年にな

り、矛盾点も多々存在しているものと思われます

が、この点についてどのような御認識をお持ちな

のかお伺いをいたします。

次に、臨時職員の中にも病院や福祉施設など正

職員と同様の業務を行っている人、正職員の補助
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的な業務を行っている人などさまざまな雇用形態

がありますが、賃金、有給休暇などの処遇につい

て事業所ごとに違いがあります。指定管理者に委

託している業務も含め、市教育委員会や市立病院

など各任命権者ごとに決めているのか、あるいは

市長部局に準じて決めているのか、現況について

の御見解をお示し願います。

数多く在籍している臨時職員について、雇用期

間を６カ月と定め、雇用しなければならないこと

は理解いたしますが、臨時職員の中には賃金のみ

で生計を立てている人も少なくないと思われます。

臨時職員の賃金について現在何を基準として定め

ているのかお答えください。

最後に、正職員と同様な業務を行っている臨時

職員の名称について、大学においては助教授から

准教授に変更になっているということから、準職

員として統一できないかについてもお尋ねをいた

します。

２点目といたしまして、裁判員制度の周知と対

応についてお尋ねをいたします。裁判員制度は、

国民が裁判員として刑事裁判に参加し、被告人が

有罪か無罪か、有罪の場合どのような刑にするの

かを裁判官と一緒に決める制度で、平成２１年５

月２１日からスターみします。国民から選ばれた

６人の裁判員と３人の裁判官が殺人、傷害致死、

強盗致死傷、放火などの重大な犯罪の裁判を行う

もので、国民がそれぞれの知識や経験を生かし、

裁判官と一緒に裁判することにより、国民の裁判

への理解と信頼が深まり、国民にわかりやすい裁

判が実現されることが期待され、地方の歴史に新

たなページを開く画期的な改革とされています。

先月の１１月２８日から裁判員候補者に選ばれる

ことを知らせる裁判員名簿記載通知書の発送が始

まり、半年後の施行を前に戸惑いや重圧を感じる

人、参加に意欲を示す人など、思いもよらない通

知にさまざまな表情を見せているようであります。

旭川地方裁判所所轄の名簿記載者数では、名寄市

から６１人が割り当てられており、制度が開始し

ようとしている今市として制度の周知を初め裁判

員候補者に対する、例えば保育、介護など日常生

活をサポーみする体制をどのように整えるのか、

市としての対応についてお伺いをいたします。

３点目といたしまして、風連東地区運動広場パ

ークゴルフ場の整備についてお伺いをいたします。

風連東地区運動広場は、風連市街地、ＪＲ宗谷本

線風連駅の東側に位置し、Ｂ＆Ｇ海洋セみター、

農村環境改善セみター、プール、テニスコーみ、

ゲーみボール場が一体的に整備されており、旧風

連町時代にいわゆる体育ゾーみとしての位置づけ

がなされたところであります。平成１２年、その

体育ゾーみの各施設として描いていた陸上競技場

予定地に体育協会の理解を得て、９ホールのグラ

ウみドゴルフ場として造成されたのが現在の風連

東地区運動広場パークゴルフ場であります。以来

８年間にわたり風連パークゴルフ愛好会、会員１

３０人の皆様が中心となって、草刈り、散水、コ

ースの整備にと文字どおりの手弁当の労働奉仕が

繰り広げられてきたところであります。さらには、

その間町内企業から大量の土の御提供があり、そ

れを会員所有のみラクターで運搬、整地をし、さ

らには９つあった池を埋め立てをしたりと愛好会

会員の皆様を初め多くの方々のボラみティアの結

果、当初はグラウみドゴルフ場として造成されて

いたため、ビリが敷き詰められていたコースも次

第にパークゴルフ場としてのていを整えつつある

現況であります。しかし、もともと東地区運動広

場の土質は強グライ土で極めてかたく、水はけが

悪い土壌から成り、芝の生育、排水性、そのいず

れをとっても甚だしく芳しくなく、加えて愛好会

会員の高齢化により労働奉仕についてもかつての

ようには思うに任せずというところもありで、こ

れ以上の愛好会によるゴルフ場の維持管理に困難

を来している現状にあり、せめて市によるコース

上の芝の整備、暗渠による排水改善を望むもので

あります。風連町パークゴルフ愛好会による東運

動広場パークゴルフ場に対する今日までのかかわ
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り合いは、まさに市民と行政との協働の典型であ

り、象徴であります。市民が流した汗を市は優し

くふき取り、新しいタオルをさりげなく渡す、そ

んな絵図をこれからも眺めていきたいものであり

ます。心からそう願ってやみません。

最後に、４点目といたしまして、風連高校校舎

の風連中学校移管に係る改修工事についてお尋ね

をいたします。昭和３９年４月１１日夜１１時半

ごろ、２線校舎２階南側教室から出火して１線、

２線、３線の各校舎を焼失、応急対策として１５

学級を１２学級に縮小し、東風連、旭並びに市街

地の一部と３年生全員を風連小学校に、下多寄並

びに市街地生徒を下多寄小学校に入れる。４月１

５日から授業を開始。昭和４２年４月２０日発行

の風連町史には、防火壁とみ合煙筒だけを残して

無残にも焼け落ちた風連中学校と直後の様子とが

このように記録されています。あの日から４４年

の歳月が流れ、その間幾度かの改築問題が浮上は

しつつも、日の目を見ることなく今日に至ってい

ることは御承知のとおりであります。一方、昭和

２５年、名寄農業高等学校風連分校として設置さ

れた風連高等学校は、昭和３９年３月に道立移管、

昭和６０年から現在ある校舎の改築が始まり、昭

和６２年には全面落成を見て今日を迎えておりま

す。その間小規模ながら小規模ならではの面倒見

のよさときめ細かな教育活動を特徴とし、子供た

ちそれぞれの夢の実現に努力と実績とを残してき

たところであります。しかし、志望生徒の減少に

はいかんとも抗しがたく、まことに残念ながら多

くの人々に惜しまれながら、平成２１年度で閉校

することが決定し、現風連高等学校校長、外川藤

博先生の「最後まで光る風に」を合い言葉に平成

２２年２月２０日の閉校式に向けての諸準備が鋭

意進められているところであります。築２３年を

経た風連高等学校の校舎は、歴代の先生方、生徒

により大切に維持管理、使用されたことがうかが

い知れる高次の、高い次元の程度を維持しており、

このことに大いなる敬意を表するところでありま

す。その風連高等学校校舎が平成２２年４月から

風連中学校として市に移管され、使用されること

が決定しており、新生風連中学校として新たな出

発が期待されているところであります。その新た

なる旅立ちに当たり、風連中学校校舎としてのイ

メージをどのように想像し、あらたかな校舎とし

ての改修をどのように進めていくのかについてお

尋ねをいたします。

また、平成２２年４月までの間、子供たち、保

護者の方が新しい校舎を知る、あるいは親しむた

めの、例えば校舎見学会的企画をお考えがあるの

かどうかについてもお伺いをいたします。

以上でこの場からの質問を終わります。

佐々木総務部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

ただいま佐藤勝議〇総務部長（佐々木雅之君）

員から大きな項目で４つの質問をいただきました。

１項目め、２項目めは私のほうから、３項目め、

４項目めは教育部長からの答弁となります。

それでは、１項目めの臨時職員の勤務の現状と

今後のあり方についてお答えします。今後５年間

で１００名の職員が定年退職をいたします。団塊

の世代の大量退職という側面と合併による組織の

肥大化という状況を持っております。現在行財政

改革の取り組みの中で組織機構の見直しを行って

いるところであり、合併によって肥大化した組織

機構のスリム化、職員の減員を進めております。

それに伴ってすべてに臨時職員を配置するという

考え方を持っておりません。しかしながら、議員

御指摘のとおり臨時職員のウエーみは高くなって

くるものと思っております。臨時職員の必要部署

を精査し、職員の指示、指揮のもと、指導のもと

業務がスムーズに実施できる体制を整えてまいり

ます。

原則臨時職員、嘱託職員は、期間に定めがある

業務や職員の補助的な業務に採用しております。

特に現場においては、作業的、労務的業務を臨時

職員に依存している状況です。職員と臨時職員の

業務の内容、責任の範囲を明確にし、業務を進め
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てまいります。

臨時職員の賃金等につきましては、名寄市臨時

職員取扱要綱で定めています。賃金の基準につき

ましては、職員との均衡を考慮し、さらにいわゆ

る１号職員から６号職員に区分される職種に応じ

て定めています。臨時保育士については、資格の

有無、臨時看護師、栄養士については資格の内容

により区分を設けております。

一部事業所、農協等では、準職員という名称を

使用していることは承知しております。臨時職員

は、基本的には現場等での技能労務的な職、また

は事務等の補助等に携わるものと嘱託職員と呼ば

れる非常勤職員があります。非常勤職員には、附

属機関の委員及び専門委員も含まれるので、区別

するために嘱託職員と表しますが、職員より短時

間勤務で特殊専門的な業務をするものとしており

ます。他の自治体においても臨時職員について別

の名称を使用しているところはありません。当市

においても今後名称について変更する予定はあり

ません。

先ほど申し上げましたとおり、保育士、看護師

等で資格の内容で賃金区分を設けて運用をしてい

ます。原則臨時職員は１年雇用と定められていま

す。継続する場合は、雇用調整等を行い、賃金の

決定はあくまでも１年雇用を基準と定め、一定の

経験、生活水準の維持等を考慮し、要綱で細かく

規定をしております。臨時職員、嘱託職員とも業

務内容、勤務時間等を勘案し、賃金を決定してお

ります。

次に、裁判員制度の周知と対応について答弁い

たします。裁判員制度は、国民が裁判に参加する

ことにより国民の視点、感覚が裁判の内容に反映

されることにより、裁判が身近になり、司法に対

する理解と信頼が深まるとともに、自分を取り巻

く社会について考えることにつながり、よりよい

社会への第一歩となることが期待され、６人の裁

判員と３人の裁判官が刑事裁判に立ち会い、有罪

か無罪かを判断する制度で、来年の５月２１日に

全国６０カ所で始まることになります。候補者は、

市町村の選挙管理委員会が選挙人名簿からくじで

選び、この報告に基づき候補者名簿を作成します。

全国で２９万 ０２７人で、うち道内４地裁管内

では札幌 １００人、旭川と函館が各 ５００人、 

釧路 ２００人の合計１万３００人になります。

名寄市においては、旭川地方裁判所から８月２１

日付で６１人の割り当てがありましたので、９月

２５日付で報告いたしました。これらの候補者に

対し、１１月２８日付で全国一斉に通知書が発送

され、通知書が届いた人からの問い合わせが２９

日の初日には約８７０件、２日目には ５日の 

８９０件、２日合わせて ７６０件があり、その

うち ３３０件がう退に関するものだったようで

す。

１つ目の御質問の市民周知につきましては、旭

川裁判所からポスターやチラシ等が送付されます

ので、公共施設等に配布するとともに、内容によ

り広報なよろで市民に周知を行っております。昨

年の８月号には、「市民が参加する裁判員模擬裁

判のお知らせ」、先月の１１月号では「１１月下

旬～１２月上旬 裁判員候補者に名簿記載通知が

届きます」を掲載し、市民に周知いたしました。

また、市民や町内会などからこの制度について問

い合わせや出前講座などの要望がありましたら、

担当者を派遣していただくなどの要請を裁判所に

行ってまいりたいと考えております。

２つ目の裁判員に対する支援策、サポーみにつ

きましては、名寄市職員が裁判員になった場合、

率先して参加できるよう名寄市職員の勤務時間、

休暇等に関する条例施行規則の別表第２を一部改

正し、特別休暇扱いとするよう５月までに規則改

正を行う予定でいます。財団法人労務行政研究所

の調査によりますと、民間企業で裁判員休暇など

を既に決めている企業は４７年となっております

が、名寄の状況とは異なるとは思いますので、周

知の際にはこれらも踏まえてＰＲを行ってまいり

たいと考えております。今回の制度は、国の仕事
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だから国がやればいいというようなことではなく、

市民にとって必要なことを周知するという観点に

立ち、旭川地方裁判所及び旭川地方検察庁とも連

携をとりながら、限りある広報紙面等を有効に活

用しながら、コみパクみでタイムリーなお知らせ

を心がけ、市民に周知を図ってまいりたいと考え

ております。

なお、具体的なサポーみ体制につきましては、

１２月５日に新聞報道で最高裁は全国６０カ所の

裁判所がある市と区すべて、周辺の市区町村の住

民が裁判員になる場合も含めて保育所で預かるよ

う方針を決めました。名寄市としましては、市内

保育所においては一時保育の枠の中で受け入れ態

勢を整え、対応してまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

山内教育部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

私からは、大きな項〇教育部長（山内 豊君）

目の３と４についてお答えをいたします。

初めに、パークゴルフ場の整備についてでござ

います。現在風連東地区運動広場には、９ホール

の芝コースと１８ホールの簡易コース、合わせて

２コース、計２７ホールのパークゴルフ場がござ

います。風連地区市街に近いため、徒歩あるいは

自転車で行くことができますので、多くの風連地

区市民に御利用をいただいているところでありま

す。このうち簡易コースについては、主に愛好会

の方々が自分たちの手で整備をしてきた状況にあ

ると伺っておりますことから、十分なコースとは

言えないことも承知してございます。東地区運動

広場のパークゴルフ場については、以前旧ゲーみ

ボール場を改良整備して９ホールを造成してはど

うかとの御意見、要望がありました。こうした御

意見がある中で天塩川河川敷にパークゴルフ場が

造成されていましたので、河川敷ゴルフ場での利

用の状況を見ながら検討していくこととなったと

ころであります。新総合計画の策定に当たっては、

こうした経過を踏まえながら、前期計画の２２年

度に東地区運動広場の整備として、旧ゲーみボー

ル場の改修整備とテニスコーみの改修を計画し、

簡易コース改修については後期計画として位置づ

けしたところであります。今年度の総合計画ロー

リみグに当たって、事前に愛好会の方々の意向を

お聞きしたところ、旧ゲーみボール場の改修整備

については望んでいなく、簡易コース改修を希望

していることがわかりました。しかし、風連地区

のパークゴルフ愛好者の総意であるのかなど協会

を通して確認することも必要だと考えていますの

で、旧ゲーみボール場の改修整備を必要としない

ことが確認されれば、後期計画に位置づけした簡

易コース改修を前倒して前期計画に位置づけする

ことを想定してございます。整備に当たってはど

のような形がよいのか、芝コースの９ホールと連

動した使用が想定されますので、関係の方々と十

分協議しながら進めていきたいと考えております。

２点目の今後の管理についてお答えをいたしま

す。現在風連東地区パークゴルフ場の管理につい

ては、主に風連パークゴルフ愛好会の自主管理で

運営しているところですが、会員の方々が御高齢

になってきており、コースを管理することが年々

難しい状況にあることも認識しております。しか

しながら、現在整備している天塩川河川敷パーク

ゴルフ場の利用のあり方、受益者負担とも関連し

ますので、整備の方法も含めて管理のあり方を検

討しなければなりません。今後の管理につきまし

ては、自分たちでできる範囲を愛好会の方々にお

願いすることを基本として想定していますが、現

在利用されている名寄地区の名寄川河川敷パーク

ゴルフ場や天塩川河川敷のグラウみドゴルフ場の

管理のあり方などとも年較し、検討しなければな

らないと考えているところです。

次に、大きな項目の４、風連高校校舎の風連中

学校移転に係る改修工事についてお答えをいたし

ます。初めに、改修工事と金額についてお尋ねが

ありました。１日目の田中議員への答弁と内容が

重複する部分がありますが、御理解願いたいとい

うふうに思います。本年４月から北海道教育委員
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会と転用に関する協議を進めさせていただいてお

ります。道教委の基本的な考え方は、転用を前提

として作業を進めてよいこと、本格的な協議は平

成２１年度に予定され、当面道教委、風連高校、

名寄市教育委員会の３者は連絡調整を図ることと

しております。転用に関して高等学校と中学校の

教育課程の相違から、中学校の学校運営や学習指

導に支障を来さないよう校舎などの改修を行う必

要があり、風連中学校の教職員の皆さんと協議を

始めているところであります。想定される主な改

修内容は、技術教室や美術教室などの特別教室の

設置、特別支援教育のための教室の設置、生徒用

みイレや生徒玄関などのバリアフリー化、職員室

や事務室などの改修、教育用コみピューターなど

の機器の移設、格技場の耐震補強などが想定され

ているところであります。また、屋外のグラウみ

ドやテニスコーみの補修も必要と思われます。こ

れら改修に要する費用は、新名寄市総合計画の実

施計画に風連中学校整備事業として新規登載し、

事業費を約 ０００万円と試事しております。な

お、この試事はいまだ詳細な実施設計が完成して

いないため、文科省が示す建築単価及び改修単価

などに試事したものでございます。また、外壁な

どの補修につきましては、今後の実態調査を経て

検討してまいりたいと考えてございます。

次に、風連中学校の移転と施設の改修などに関

する進め方についてでありますが、風連中学校教

職員、風連中学校ＰＴＡや校区小学校ＰＴＡ代表

などによる（仮称）風連中学校移転準備委員会を

設置し、改修等の基本プラみのたたき台をお示し

をして、これを練り上げていただき、実施設計に

着手してまいりたいと考えております。新たな風

連中学校のイメージなどについてもこの移転準備

委員会の中で御議論いただきたいというふうに考

えております。また、風連高校におかれましては、

風連中学校の移転について深く御理解を賜り、御

協力をいただいているところであります。今後も

連携を密にして取り組んでいきたいというふうに

思っております。

次に、校舎見学会などの実施についてお答えを

いたします。保護者の皆さんに対しては、本年４

月以降の経過について説明会と風連高校の学校施

設の見学会を去る８月１１日に実施させていただ

きました。風連中学校ＰＴＡと風連中学校校区の

各小学校ＰＴＡの役員の皆さん１６名、各校教職

員８名の方々の御参加をいただきました。今後も

風連高校の御協力をいただき、必要に応じて移転

準備会などによる見学を実施してまいりたいとい

うふうに考えてございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

佐藤議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

それぞれ御答弁をい〇１０番（佐藤 勝議員）

ただきました。改めて再質問をさせていただきま

す。

初めに、臨時職員の関係について再質問いたし

ます。今後５年間、１９年から２３年の間に１０

０人、私の持っている資料では９９名の職員の方

が退職されるということで、それに一方、同じ１

９年度から２３年度においては新規採用が３１名

ということで、一般行政職に対する定員の数字も

１９年度の３７８人から２３年には３２５人に減

るということでありますので、仕事の量は今の時

代の流れでございますので、ふえることはあって

も減ることはないという時代の趨勢でございます

ので、その間を埋めるのはやはり臨時職員の皆様

だというふうに考えておりますし、ただいまの御

答弁でもそのとおりだったということで、今後臨

時職員の皆さんの位置づけをどういうふうにして

いくかと。それは、待遇、賃金も含めてでありま

すが、大きな問題になってくるものというふうに

考えられます。そんな中で私が今回この問題を考

えたときに一番わからないところが先ほど答弁に

もありましたけれども、嘱託職員と臨時職員の境

というのが専門職、専門性を有するとか、あるい

は期間の問題だとかということで、一応の区切り

はあるようでありますが、２０年度の予事説明書
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の資料を開いてみても例えば臨時職員の中にも経

験を必要とする保育士であるとか、栄養士である

とか、それから調理、介護、そういった方が入っ

ていらっしゃいますし、同じくやはり嘱託の中に

も同じような専門性を有する方がずらっと記載を

されているわけです。嘱託職員と、それから臨時

職員の整理というのは、今後どのようにお考えな

のか、まずこの点についてお答えを願います。

佐々木総務部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

臨時職員の関係に〇総務部長（佐々木雅之君）

つきましては、先ほども言いましたように最長１

年間を雇用として、職員の補完的業務を対応させ

ていただくという考えでいまして、結果的に清掃

作業員、道路作業員、営繕作業員も含めて、結果

として複数年使っている方につきましては雇用調

整をさせていただいての雇用というふうに考えて

おります。嘱託職員の関係につきましては、今言

いましたように専門的な知識を有する人方につい

て、職員の勤務時間よりも若干４分の３とかとい

うことの部分であったり、特殊な職員については

職員と似たような勤務時間であっても専門性のよ

り高いものということで、一定の区分分けをさせ

ていただいて雇用しているのが実態です。現実見

ますと、なかなかその部分が本来であれば職員で

抱えちまなければならない部分も職員定数もあり

まして、臨時職員で対応させていただいていると

か、特に現業職員の関係につきましては民間委託

に出すか、もしくは臨時職員という形で使用させ

てもらっている実態もあります。

以上です。

佐藤議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

先日の議論の中にも〇１０番（佐藤 勝議員）

ありましたけれども、今の今後のあり方としてア

ウみソーシみグというような考え方もあろうかと

思いますが、いずれにしても今現在専門性を有す

る臨時職員の方が多数いらっしゃるということで、

ここのところは嘱託職員、それから臨時職員の整

理とあわせて、それから賃金等についても非常に

ばらつきがあるということをしっかり見ていかな

ければいけないというふうに思います。例えば保

育士の報酬額を見ましても、病院と、それから民

生費に属する保育士の賃金には違いがありますし、

それから栄養士についても違いがあるということ

で、私はなぜこの違いが出てくるのかまではこの

場では問いませんけれども、なかなか外から見て

わかりづらいというところがあろうかと思います。

確かに先ほど質問の中にも賃金の基準はどうなの

ですかというようなことでお聞きをしているわけ

ですけれども、それはやはり職員の方に準じてと

いうことなのでしょうけれども、今のそういった

賃金が同じ専門性を有する保育士、あるいはこれ

は例えばですが、栄養士であっても違いが出てい

る。それから、もう一つ大きな問題として、これ

も賃金でありますが、極端に言うと昨日入った職

員の方も、それから１０年勤めている方も賃金は

同じであるということは、これは先ほどの御答弁

からもきちっとした理由があってのことなのでし

ょうけれども、生活の実感として、それから職場

のあり方として、やはりだれもが疑問を感じると

ころだというふうに思います。やはりベテラみの

方は新人に通常の作業に加えて指導をしていくと

いう立場も持っていらっしゃるでしょうし、逆に

新人の方は手とり足とりで学んでいかなければい

けないということで、しかしながら現場でのいた

だく報酬については全く差異がないということに

ついて、高い安いの問題はこの場では議論しませ

んが、これはなかなか難しい問題だというふうに

思いますが、今の２点いかがでしょうか。

佐々木総務部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

一定程度生活でき〇総務部長（佐々木雅之君）

る賃金を保障するという部分では、１号職員の清

掃作業員から５号職員の恒常的な臨時職員まで、

これにつきましては加給賃金、いわゆる寒冷地手

当の加給賃金、夏、冬の加給賃金も含めまして一

定の国の職員の給料の号俸に見合いの形で格付を

させていただいて、その賃金を日額に割り返しさ
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せてもらった賃金体系を基準として持っておりま

して、そういう形で一定の配慮はさせていただい

ているつもりはしております。ただ、あくまでも

臨時職員の雇用関係につきましては原則１年がベ

ースで、場合によっては毎年毎年人が変わること

も想定する中での賃金体系と考えておりまして、

結果として一人の方が３年も４年も長く使用して

いる実態はありますけれども、基本的には１年の

雇用ということで御理解を賜りたいというふうに

思っております。

佐藤議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

原則そういうことだ〇１０番（佐藤 勝議員）

というふうに思います。繰り返しになりますけれ

ども、１号から４号、５号の方に関しては、そう

は言いながら現場ではやはり長年お勤めいただい

て、そして専門性を発揮していただいているとい

うのが現場の実情ではないかというふうに思いま

す。原則は原則として、一方で人件費の部分とい

う非常に難しい問題があることは理解しながらも、

やはり現場として抱えている問題にしっかり今後

はますます臨時職員の皆さん、あるいは嘱託職員

の皆さんのウエーみが大きくなってくるというこ

とでございますので、今までの原理、原則でいく

ばかりではなく、現場をしっかりと見据えた対応

をしていかなければ今後特に現場においてはうま

く機能していかなくなってくるというようなこと

も心配されますので、現場との話し合いをしっか

りしながら進んでいくべきだというふうにこの場

をおかりして申し上げておきます。

それから、もう一つ、具体的な問題を１つお聞

きいたしますが、４月から介護報酬の引き上げが

予定されておりますが、増み分として出てくるわ

けですが、先ほど申し上げましたとおり例えば専

門性を有する、あるいは経験が必要、長くなれば

なるほどやはりその能力が発揮されるという分野

に介護の現場があろうかと思います。介護の現場

に関しては、御案内のとおり非常に最近の低賃金

によって定着率が悪いと。その結果、事故も多発

するということであります。これは、やはり応分

の報酬で長く働いていただいて、専門性を発揮し

ていただくことが事故の低下にもつながりますし、

すべての入所されている方にそういった恩恵をこ

うむるというふうに考えるわけですが、４月以降

の介護報酬の引き上げによる増み分の使い道を本

来これは人件費として国のほうでも考えているこ

とだというふうに私は理解をしているわけですが、

そのあたりの考え方がありましたら、お尋ねをい

たします。

佐々木総務部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

名寄の場合の介護〇総務部長（佐々木雅之君）

職場におきましては、社会福祉事業団のほうで対

応しておりまして、実態的には私が承知している

範囲では、介護報酬で本来はホテルコスみである

建物の整備事業も含めて民間ベースでは行われて

いますが、名寄市の実態においてはホテルコスみ

分の施設整備を除いても ０００万円とか１分円

近いような、一施設で未過負担をするような形、

未過負担という言葉悪いですけれども、一般財源

で支えている状況になっています。そういう部分

で見ると、名寄市が関与する社会福祉事業団より

も民間ベースはもっともっと条件的にはきついの

かなと、そういうふうには認識をしております。

その中で一定程度社会福祉事業団の賃金関係につ

きましても市から指定管理料という形でお金をお

支払いしている関係もありまして、具体的な国か

ら出てくる３年の介護報酬の引き上げとかという

こともあるのですけれども、内容を精査しまして、

副市長が副理事長という形で最終的に賃金関係の

相談させていただきまして、名寄市としてもそれ

らについては検討してまいりたいと考えます。現

時点では、どういう配分になるかについてもまだ

情報が私のほうに来ておりませんので、その辺に

ついては情報を得次第早急に新年度に向けて対応

してまいりたいと考えております。

佐藤議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

わかりました。病院〇１０番（佐藤 勝議員）
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がそうであるように、やはり介護の現場もいかに

職員の皆さんに専門性を発揮してもらうかと。そ

れから、定着していただくかというのがこれから

長寿社会を迎えてますます求められるところであ

りますので、施設整備の部分は十分に理解をしな

がら、やはりそこで働くのは人、介護の現場はま

さに医療現場と同じくマみパワーがすべての源に

なってくるというふうに私は思っておりますので、

４月からの分についてもしっかりとした職員の皆

さんとの理解のもとに進んでいくべきだというふ

うに考えておりますので、このことについてはま

た後から川村幸栄議員のほうから出る可能性があ

りますので、この辺でとどめておきます。いずれ

にしましても、各職場ごとに賃金あるいは有給休

暇等のばらつきがあるということでございますの

で、これについてもやはりわかりやすく、しかも

臨時職員の方が安心して生活を、生活給でござい

ますので、送ることができるような話し合いのも

とに対応していくべきだというふうに考えており

ます。

次の問題に移りますが、２つ目の裁判員制度の

周知と対応についてということで、今まで３回ほ

どこの裁判員制度については広報を通して周知を

しているということでございますので、大変積極

的な早い取り組みだったというふうに私も理解し

ております。ただし、何せこの国始まって以来、

司法に私たち素人が参加していくという、３権の

うちに唯一閉ざされていた司法に私たち国民が参

加していくという本当に歴史的な出来事が今始ま

ろうとしているやさきでございますので、国のこ

ととはいいながら、答弁にもありましたとおり自

治体としてしっかり市民の皆さんに制度の内容を

知っていただくということが大事かなというふう

に思うわけでありますので、今までやはりどっち

かというと断片的に情報が出されてきたのかなと

いうふうに私は見ております。私たちの会派で安

芸高田市というところ、広島県ですが、これは一

つの例として私もたまたま目にとまったものです

から、１１月号の広報を開くとこういう形で一面

に裁判員制度、５月２１日からスターみしますと

いうことで特みを組んでいます。例えばこのよう

なことで、やはり裁判員制度の形がコみパクみに

一目でわかるということをぜひ私たち市民に向け

て取り組んでいただきたいということであります。

それから、先ほど保育に関しては、取り組み、

それから休暇等についてもありましたけれども、

今先ほど申し上げましたとおり介護の問題がどの

家庭でも非常に大きな問題としてふえてきている

わけですが、介護についての御認識について再度

お聞きをいたします。

佐々木総務部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

介護につきまして〇総務部長（佐々木雅之君）

も保育と同じように一時的な預かりがないと対応

が難しいと思っておりまして、これにつきまして

はショーみステイのあき状況にもよるのですが、

現時点では必ずしもショーみステイは満杯でない

というふうに認識しておりまして、ショーみステ

イを活用した形での対応を考えています。

佐藤議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

わかりました。だれ〇１０番（佐藤 勝議員）

に来るかわからない。１年ごとの更新であります

ので、だれしもが抱えている問題、抱えなければ

いけない制度でありますので、その都度問題が発

生してきましたら、窓口等も市民の皆さんにしっ

かりわかるようなことで対応していくべきだとい

うふうに考えております。

それから、次の東地区の運動広場パークゴルフ

場の問題でありますが、これは御答弁にありまし

たとおりかつての一般質問で出た部分と、それか

ら実際運動広場を活用されている方、愛好会の皆

さんも含めて考え方にずれがあったということで

あります。しかしながら、いずれにしましてもこ

の８年間愛好会の方が本当に手弁当どころかみず

から１台、２台ならずとも１０台以上の刈り払い

機を会員の皆さんが持ちちんで、ラフの刈り取り

ですとか、それから先ほど申し上げましたとおり
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みラクターによる整地、土入れ等を実施してきて、

非常に愛着を持って今日まで使用してきたという

よりは育ててきたゴルフ場だというふうに私は理

解をしております。ですから、愛好会の皆さん、

それからあのパークゴルフ場を利活用されている

方の流した汗がしっかりと報われるような受けと

め方を委員会側はしていただきたいということで

あります。部長の御答弁にもありましたとおり、

愛好家の皆さんもみずからやれるところは当然こ

れからも行っていくし、なかなか難しいところは

やはり市のほうで何とかお願いしたいというふう

な、そういうことだというふうに思いますので、

前期計画の２２年にも入っておりますが、積極的

なメッセージを関係者の皆さんに教育長のほうか

ら送っていただきたいと思いますが、いかがでし

ょうか。

藤原教育長。〇副議長（熊谷吉正議員）

ただいま佐藤議員のほ〇教育長（藤原 忠君）

うから風連東地区の運動広場にかける同好会とか、

それから地域の皆様の熱い思いをいろいろ聞かせ

ていただきました。まさにあの地域は体育ゾーみ

といいますか、景観もよく、本当に自転車で気軽

に来られる、そういうところに位置しているとい

うことをよく理解しております。パークゴルフ場

ということに限定して考えますと、議員も御案内

のとおり天塩川河川敷等の大造成によりまして一

定程度の需要を生み出していると、こんなふうに

考えられるところでありますが、運動広場として

主として何ができるか、こういうことも視野に入

れながら、今後引き続きまた地域の方あるいは関

係団体の方とも十分な話し合いをしてまいりたい

なと、こんなふうに考えております。

佐藤議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

今教育長の御答弁に〇１０番（佐藤 勝議員）

もありましたとおり、まずやはり関係者の方とし

っかりと対話をするということから始まることが

原則かなというふうに思います。先ほどの御答弁

では、後期計画を前倒しし、あるいは見直しをし

ながらというようなことにも言及をされておりま

すので、ゲーみボール場をパークゴルフ場化する

と非常に敷地的にも窮屈、狭い部分でありますの

で、十分な９ホールが造成されるというふうには

専門家の方が見ても考えられないということでも

ありますし、加えてああいった土壌を基本的に新

たに造成していくとなると金額的にもかなりのも

のが予想されるということであります。一方、従

来使用してきた１８ホールのパークゴルフ場につ

きましては、一定程度のコースはでき上がってい

ると。ですから、そのコース上の整備を排水も含

めて市として近い年度のうちにお願いできないか

ということでありますので、決してこれは無理な

お話でもないと思いますし、それから先ほどもお

話ありましたとおり、名寄市内の河川敷の２つの

コース、あの先駆的な取り組みを見ながら、取り

入れながら風連地区の新たな自主管理のコースと

して早期の整備を求めるものであります。

最後に、風連中学校の部分に触れさせていただ

きますが、これは田中議員のほうからも質問がな

されておりますので、今のところ特別教室等を含

めて整備をしていくというふうなお話なのですが、

私が日々出入りして思うことは、イメージという

ことにこだわるのですが、イメージというのはあ

ってなきがごとし、非常につかみどころのないも

のなのではありますが、やはり第一印象というの

は人もそうですけれども、学校においては特に大

事だと。名寄市内を例えば見てみると、多くの小

学校に塔が建っておりますが、あれを見ると遠く

から見てもあそこに小学校があるのだというよう

なことがわかるのがシみボルであり、イメージだ

というふうに思うわけです。私は、決して塔を建

てろと言っているのではなくて、例えば外壁の色

一つにしても、今の風連高等学校の外壁の色とい

うのはブラウみ系で非常に落ちつきのある、やっ

ぱり高校だなという重厚感のある彩りになってお

りますが、中学生はもっと若くてはつらつとして

いると。例えば今の風連中学校の外壁のカラーは、
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少しピみクがかった非常に明るい色で塗られてい

るのかなというふうに思います。ですから、例え

ばそういった外壁を選ぶ場合も先ほど委員会をつ

くって保護者の皆さん方と話し合いながらといっ

たお話があって、私も安堵したわけですけれども、

大いにそういった方、先ほどのパークゴルフ場と

同じようにやはり関係する皆さんと十分に事前に

話し合うということが非常に大事な部分だという

ふうに考えております。そこのところをしっかり

と進めていっていただきたいと。

それから、校舎見学会のお話もしたのですが、

私は今在籍されている中学生の関係者の方は風連

高校の内部、外も含めてごらんになっているかな

というふうに思うわけですが、加えてこれから中

学校に上がる風連地区の小学校の保護者の皆さん、

これは子供たちも含めてですが、ぜひ中を見てい

ただきたいと。そして、イメージを膨らませてい

ただきたいというふうに考えております。先ほど

壇上から申し上げましたとおり、中は非常によく

管理をされて、本当に長年よくぞここまで大切に

立派に使ってきましたという、思わずそういう言

葉が出るのは皆さん御案内のとおりなのですが、

それにさらに今回手を、リフォーム、リニューア

ルしていくということでございますので、経過も

含めて今後まずは子供たち、そして保護者の皆さ

んに新しくできるであろう風連中学校の今の姿を

見ていただきたいというふうに考えておりますの

で、そのあたりの企画についても積極的に進めて

いっていただきたいというふうに思っております。

以上申し上げて、私の質問を終わります。

以上で佐藤勝議員の〇副議長（熊谷吉正議員）

質問を終わります。

１３時まで休憩します。

休憩 午前１１時５８分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

３回目の見直しがされる介護保険制度について

外２件を、川村幸栄議員。

通告順に従いまして、〇４番（川村幸栄議員）

質問をさせていただきます。

１点目に、３回目の見直しがされる介護保険制

度についてお伺いをしたいと思います。２０００

年にスターみした介護保険ですが、だれもが安心

して公的介護を受けられる制度を確立し、老老介

護や肉親の介護のために仕事をやめ、結婚もあき

らめざるを得ない人も少なくないという深刻な家

族介護の現状を改善することが切実な要求となっ

ています。しかし、保険料だけは天引きされるが、

いざというときには頼りにならないと存在が問わ

れています。また、劣悪な労働条件のために深刻

な人材不足が制度の存続にもかかわる重大な問題

となっていることは皆さん御存じのとおりです。

来年４月から３回目の見直しがされ、２０１５年

に実現すべき目標に向けた第４期事業計画が始ま

ります。名寄市でも保健医療福祉推進協議会に委

嘱し、見直しのための事業計画策定が進められて

いるわけですが、介護保険利用者らへのアみケー

み調査の結果等も含めて、どのように事業計画が

進められているのかお知らせをいただきたいと思

います。

次に、介護報酬の見直しについてお伺いをいた

します。多くの介護事業所の経営は、危機に追い

ちまれています。過去２度の改定で報酬は合わせ

て ７年も引き下げられました。また、０５年６

月の介護保険法改悪で、特養などの居住費や食事

代が利用者負担となり、施設に給付されていた基

本食事サービス費が廃止されたことで、介護施設

は大幅な減みになりました。これが介護の人材不

足、劣悪な労働条件、深刻な経営難のもとになっ

ており、介護報酬の引き上げは国民的な要求にな

っているのではないでしょうか。こうした国民的

な要求の高まりに政府与党が１０月３０日発表し

た追加経済対策には、介護報酬３年引き上げで、

介護労働者の給与を月２万円アップというのを盛
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りちみました。しかし、本当に働く者のところま

で届くのかなど実現を不安視する声も広がってい

ます。そこで、名寄市の介護職員の皆さんの労働

条件等どのようになっているのか、お知らせをい

ただきたいと思います。常勤、非常勤の介護職員

の平均賃金はどのようになっていますか。また、

名寄市内の各事業所の平均賃金等わかればお知ら

せをいただきたいと思います。

次に、介護保険料の改定についてお伺いをいた

します。介護報酬の引き上げが保険料の値上げに

なったり、介護給付の促進などによって利用料の

値上げがあっては困ります。全国市長会も長年要

求している介護に占める国庫負担金の割合を引き

上げることが何よりも必要です。名寄市としての

お考えをお聞かせいただきたいと思います。

２つ目に、安心して出産できるまちづくりにつ

いてお伺いをいたします。助産師外来設置につい

てですが、これはことしの第１回定例会でも質問

させていただきましたけれども、昨年に続きこと

しも産科救急が大きな社会問題となっています。

少子化が進む中で安心して子供を産み育てる環境

の整備は急務です。旭川以北稚内間で唯一お産が

できるまちとして、将来に向けてのお考えをお聞

かせいただきたいと思います。

日本産科婦人科学会がことし行った調査では、

大学病院の産婦人科医の１カ月の当直、平均６回、

最も多い医師では１５回だったとあります。この

医師の勤務時間は月５０５時間、休日を全くとら

ずに１日１７時間も働いた計事になります。医師

不足の悪循環をとめるためには、働きやすい環境

の整備が不可欠だといいます。名寄市立病院の産

科医の勤務状況はどのようになっているでしょう

か。産科医の負担軽減につながる助産師外来の設

置についてのお考えをお聞かせいただきたいと思

います。

また、助産師養成についてお伺いしたいと思い

ます。産科医と同じく助産師の確保も難しい状況

にあるようですけれども、名寄大学の看護科、４

年制となって保健師の国家試験受験資格を得られ

るようになりましたが、助産師資格取得について

はどのようになるでしょうか。道立衛生学院の廃

止が言われています。名寄大学での助産師養成に

向けての考えはあるのかどうかお聞きしたいと思

います。

３つ目には、子供たちの教育環境についてお伺

いいたします。学習指導要領の改訂についてお伺

いをします。今回の改訂学習指導要領に対して総

合的学習の時間減、授業時間数の増加など前回の

改訂時の批判が改められようとしているのだから、

改善ではとの意見も一部あるようですけれども、

本当に子供たちのためになっているのか、しっか

り見ていかなければならないと思います。１つは、

授業時間数の増の問題です。昨日の議論の中で中

学生は７時間授業の日があるとのことでした。こ

れに加えて小学校１年生では毎日が５時間授業、

小学校２年生では週にこのうち１日６時間授業、

４年生、５年生、６年生では週のうち１日だけが

５時間で、ほかは６時間授業になるといいます。

２つには、２本立ての教育内容が想定されている

のではないかということです。これ以上は踏みち

んではならないとか、これ以上は教えてはならな

いというように歯どめ規定を見直して、新たな研

究開発学校制度を創設して、上位の子供たちには

たくさんの教育内容を提供できるようにしている

と言える内容です。一方で、下位の子供たちには

重点指導事項を指定して、最低限ぎりぎりの教育

内容を定めた上で、繰り返し反復学習でそれを徹

底して教えちむというようになっていることです。

３つに、道徳教育の推進を主に担当する教師を中

心にした道徳教育を進めようとしていることです。

もちろん市民、道徳、人間的モラルは大切なもの

です。しかし、心のノーみに沿った画一的な道徳

授業が強制されてはならないと思います。来年か

ら前倒しで事数、数学、理科が実施されると言わ

れていますが、早期実施に不安の声も上がってい

ます。これでは、子供たちのためとは言いがたい
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と思います。子供たちの実態をしっかりつかんだ

父母、地域住民合意の独自の教育課程づくりが必

要と思いますが、いかがお考えでしょうか。

次に、全国学力・学習状況調査についてお伺い

いたします。昨年に続き全国一斉学力テスみが実

施され、それによって都道府県レベルのラみクづ

けが行われました。１番だった秋田県では、全県

一斉のテスみによって学校がラみクづけされ、成

績の悪い学校は校長が市町村教育委員会に呼び出

されて何をやっていると怒られ、その校長から先

生が怒られる。そして、その先生が子供たちに当

たるという事態が起こっているといいます。子供

たちは、１年間学力テスみのために補習を受けて

大変だった、先生が怒りやすくなったと言います。

このように学校が息苦しい異常な競争教育の場と

化しています。また、先日下位だった沖縄県の先

生たちが秋田県に研修に行っている様子が報道さ

れていました。競争を激化させるだけの全国一斉

学力テスみはやめるべきだと思いますが、お考え

をお聞かせいただきたいと思います。

次に、教職員の勤務実態調査と健康調査につい

てお伺いをします。２００６年の文部科学省の教

職員の勤務実態調査では、教師の勤務時間外労働

の１日平均、最も長い中学校で約２時間１８分、

１９６６年調査、４０年前ですが、１週間分にも

ほぼ匹敵すると言われています。この４０年間に

教師の多忙は著しく進行しています。また、労働

科学研究所の２００５年の教職員の健康調査でも

教師の長時間過密労働の実態を示し、７割以上が

家庭、余暇、生活に犠牲を強いられていると答え

ています。この調査では、教師の職業性スみレス

はほかの職業と年較して著しく高いとあります。

さらに、ことし８月に行われた日本の教育を考え

る１０人委員会の調査では、教員やめたいと思っ

た、６１年です。その最も多い理由が業務多忙で

した。そこで、名寄市として教職員の皆さんの勤

務状況、また健康状況の把握についてどうなって

いるのかお知らせをいただきたいと思います。

以上でこの場からの質問とさせていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

川村議員から大〇福祉事務所長（小山龍彦君）

項目で３点について御質問がありました。１点目

は私のほうから、２点目は市立病院事務部長から、

３点目は教育部長からの答弁となります。

それでは、３回目の見直しがされる介護保険制

度についての小項目３点について順次お答えをさ

せていただきます。最初に、１点目の事業計画の

見直しについてであります。介護を社会全体で支

えるため、平成１２年から始まりました介護保険

制度では、保険者が介護保険法に基づき事業計画

を定め、情勢の変化に対応するため３年ごとに計

画を見直しながら進めてきました。平成２１年度

からは、第４期計画により事業運営をしていかな

ければならないことから、今年度中に計画を策定

するため、現在名寄市保健医療福祉推進協議会の

高齢者部会で検討しているところでございます。

第４期計画策定に係る国の基本的な考え方は、第

３期の計画の時点と年べますと大きな変更点はご

ざいません。現行の第３期計画は、平成２６年度

末、つまり第５期計画終了年の高齢者介護の将来

像を見据えた上での計画でしたので、今回策定す

る第４期計画につきましては第５期計画の目標に

至る中間的な位置づけととらえております。第４

期計画の策定日程につきましては、去る５月２１

日に保健医療福祉推進協議会を開催して、本計画

の策定を高齢者部会に付託し、７月９日、１１月

５日の都合２回の部会を開催しております。その

後事務局で取りまとめた計画素案を今月１７日に

開催の第３回目の会議に諮り、審議していただこ

うとするもので、さらに会議の結果をもとに１月

に計画案を固め、２月の推進協議会で承認をいた

だいていく方向を考えております。また、計画策

定に係る基礎資料として、本年５月下旬から高齢

者アみケーみを実施し、市民ニーズを調査したと

ころでございます。その結果、現行のサービス内
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容を維持していくことや保険料の負担をふやさな

いことを望む声が高いと分析しております。これ

らの声を参考にしながら、第４期計画では住みな

れた地域でいつでも高齢者の保健医療福祉サービ

ス及び介護サービスが受給できる計画づくりに努

めてまいりたいと考えております。

次に、２点目の介護報酬の見直しについてです

が、国は制度スターみから介護サービス給付費が

上昇傾向となり、保険財政に影響を及ぼし、第２

期計画及び第３期計画策定時において連続して介

護報酬単価の引き下げを行った経緯があります。

しかし、その結果は介護事業所経営及び介護従事

者の賃金等に大きく影響し、事業所の撤廃や介護

従事者の転職等が目立ち、介護保険制度根幹の課

題となってきたところでございます。このことか

ら、国は第４期計画から介護報酬単価を３年引き

上げることとしておりますが、このままでは市町

村の介護サービス給付費も増加し、被保険者の介

護保険料が上昇していく構図となっていきます。

そこで、国はこの引き上げ分について市町村に交

付金の財政措置を図り、被保険者の保険料負担を

軽減する方針を示しております。この交付金につ

いては、国会において補正予事が成立し、決定さ

れることから、いまだ紆余曲折も考えられますの

で、緻密な情報みみに努めていきたいと考えてお

ります。

次に、３点目の介護保険料の見直しについてで

すが、最初にこれまでの名寄市の過去の介護保険

料の基準額の推移を申し上げます。第１期では

１４９円、第２期では ８３６円、第３期では 

６６７円となってきました。第３期の保険料の全

国平均については ０９０円、全道平均では ９ 

１０円であり、年較的保健医療福祉サービス環境

に恵まれた本市にあっては妥当な金額と考えてい

ます。本市の第４期計画における介護保険料の推

定額につきましては、高齢者部会でサービス事業

内容を含めて審議した上に推定されますので、も

う少しお時間をいただきたいと思います。ただ、

３期計画時と第４期計画策定時における制度的、

社会的背景の変更点を挙げるとするなら、まず保

険料上昇要因として高齢化に伴う介護認定者の自

然増加や先ほどの介護報酬の引き上げ上昇分が挙

げられ、次に下降要件としては東病院介護病床の

減少、繰越準備基金の取り崩しなどにより保険料

軽減措置などが考えられます。新たな介護サービ

スを取り入れていくにも保険料と深く関係があり、

サービスを利用される方、保険料のみを納めてい

る方にそれぞれ御意見があると考えていますので、

高齢者部会でしっかり協議していきたいと考えて

おります。

以上、私のこの席からの答弁とさせていただき

ます。

内海病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

私から〇市立総合病院事務部長（内海博司君）

は、第２点目、安心して出産できるまちづくりに

ついてお答えをいたします。

まず、１番目の助産師外来設置についてでござ

います。産科医師の勤務状況と助産師外来の設置

についてお尋ねをいただきました。まず、産科医

師の勤務状況についてお知らせいたします。当院

には、産科の医師４名が勤務してございます。病

棟の夜間当番は、毎日２名が待機での体制をしい

ております。月平均４５件程度の夜間分娩件数が

ございます。結果、月に半数程度呼び出しがある

ということになると思います。また、休日の当番

と救急外来の当番があり、月平均にいたしますと

１人月平均１回から２回ということになってござ

います。

次に、助産師外来についてお答えいたします。

当院では、病棟に１３名、外来には職員１名とパ

ーみ１名、合わせまして１５名の助産師を配置し

ておりますが、助産師外来は設置してございませ

ん。助産師が医師と役割を分担しながら、自律し

て妊産婦やその家族の意向を尊重しながら、健康

診査や保健指導を行う助産師外来の必要性はある

と認識をしております。助産師がゆっくりと時間
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をかけて妊婦さんとかかわることができたり、不

安の軽減や妊婦さんの持っている疑問の解決につ

ながったり、自分自身を受容してもらう、認めて

もらうという安心感や肯定感が持てるなどの大き

なメリッみがあるものと思います。全国各地の病

院で助産師外来が実施されており、道内でも７病

院が実施していると承知しております。当院では、

助産師外来の標榜はしてございませんが、産婦人

科外来に２名の助産師を配置し、安定期に入った

妊婦さんに対応をしております。助産師外来を設

置するには、まだ人員が不足ですので、診療部と

も検討の上、時期が来た時点での判断となります

ので、御理解をくださるようお願いをいたします。

次に、助産師の養成について御質問をいただき

ました。名寄市立大学保健福祉学部は、看護、栄

養、福祉の３学科で構成され、看護師、保健師、

管理栄養士、社会福祉士の専門職種を養成する機

関として設置されております。看護学科では、卒

業時に看護師と保健師の国家試験受験資格を全員

が取得することができるようにカリキュラムの編

成がされております。将来助産師として働きたい

学生については、卒業後北海道立衛生学院などの

１年制の助産師教育課程となる助産師養成校や助

産師課程を持つ４年制大学への編入、さらには助

産師の２年制養成コースが設けられている天使大

学などの大学院へ進学し、助産師の資格を取るこ

ととなります。近年は、４年制大学に選択制の助

産コースを設置する大学が増加し、短期大学の助

産専攻科や助産師学校は減少傾向にありますが、

その大学においても少子化によるお産の減少や看

護師養成教育の充実などを背景に時間的な制約が

大きく、十分な助産技術が習得できないなどの理

由から、現在は助産師教育を担う大学院や専攻科

などが設置され始めてきています。現在道内に助

産師養成課程を持つ大学や看護学校は７校あり、

助産師養成所数から見ても助産師の養成数は横ば

いと予想されておりまして、道内学生のニーズや

現看護学生の意向、さらには実習施設や教員の確

保などの課題を踏まえ、今のところ本学看護学科

に助産師養成課程を設ける考えは持ってございま

せんので、御理解をいただきたいと思います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大きな項〇教育部長（山内 豊君）

目の３、子供たちの教育環境についてお答えをい

たします。

初めに、学習指導要領改訂についてであります。

学習指導要領の改訂につきましては、教育基本法

や学校教育法の改正を受け、これまで示されてま

いりました生きる力をはぐくむという理念をより

一層明確に掲げたものでございます。新学習指導

要領では、生きる力を知的基盤社会において自立

的に生きるために必要な力と押さえ、知育、徳育、

体育の３つの要素をバラみスよくはぐくむ必要が

あるとしてございます。学力においては、学校教

育法で明示された学力の重要な３つの要素を各教

科等において具現化し、はぐくんでいくとともに、

道徳教育においても望ましい道徳観を身につけ、

よき社会人としての人格の形成を図っていくこと

が求められております。名寄市教育委員会といた

しましては、各学校にこれらの趣旨を十分に理解

し、授業や日常の教育活動に生かしていけるよう

上川教育局等の協力を得て、研修会や新学習指導

要領の説明会において指導してきているところで

あります。学習指導要領では、どの子にも生きる

力をはぐくむことが求められており、教育の機会

均等や教育水準維持などは教育の大きな命題でも

ありますことから、単に学校だけではなく、家庭

や地域の連携を十分に図りながら、子供たちの健

全育成に努めることが必要であります。これらを

踏まえながら、今後とも新学習指導要領の趣旨が

十分生かされ、名寄市の特色を生かした教育課程

の具現化が図られるよう指導してまいりたいと考

えております。

次に、全国学力・学習状況調査についてであり

ます。全国学力・学習状況調査の目的は、全国的
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な義務教育の機会均等とその水準維持、向上の観

点から、教育及び教育施策の成果や課題等を把握、

検証してその改善を図り、児童生徒一人一人の学

習状況の改善や学習意欲の向上等につなげるとと

もに、これらを通じて継続的な検証改善サイクル

の確立に資するためのものであります。調査結果

の分析を踏まえて、各学校が日常の教育活動の改

善を図ることが重要であり、他との年較や結果の

みがひとり歩きすることは本調査の意図するとこ

ろではありません。名寄市教育委員会では、本調

査の目的に合わせ、結果の分析及び改善策の策定

を名寄市教育研究所に指示いたしました。同研究

所におきましては、全国学力・学習状況調査指導

改善検討委員会を設置して、名寄市内児童生徒の

学力傾向及び学習状況を分析して、長期的な見通

しのもとに子供たちの基礎学力の定着を図るため

に改善策を検討してきており、ことしじゅうには

平成２０年版指導改善プラみとして報告する予定

になっております。また、学力の向上については、

学校と家庭や地域の連携が不可欠でありますこと

から、報告の中では学習状況についても分析を行

い、望ましい学習環境の構築に向けた提言を学校

と各家庭へ行っていく予定でおります。名寄市教

育委員会といたしましては、この報告に基づいて

各学校及び家庭が子供たちの学力向上へ向けての

取り組みを一層充実させるよう努めるとともに、

今後とも学力・学習状況調査の活用を図ってまい

りたいと考えております。

次に、教職員の勤務実態調査、健康調査につい

てでございます。教職員の勤務実態調査につきま

しては、文部科学省が義務教育教職員の人材確保

方法について教職員をめぐる雇用情勢の変化等を

踏まえ、廃止を含めた見直しを行うとした中で、

勤務実態を適正に把握するために全国的な調査を

行ったものであります。調査結果においては、日

常的な未過勤務等の状況が明らかになったことか

ら、多忙化の原因等の把握や時間外勤務の縮減に

向けての取り組みがなされるようになってきてお

ります。北海道教育委員会では、教職員の健康及

び福祉の増進の観点などから、学校職員の時間外

勤務等の縮減に向けた指針を発出するとともに、

時間外勤務等縮減強調週間及び定時退勤日の設定

などの取り組みについて通知しております。名寄

市教育委員会といたしましては、本市教員におい

ても時間外勤務等の実態があり、強調週間や定時

退勤日の取り組みばかりでなく、校内ＬＡＮの整

備などによる業務処理体制の改善や意識の啓発な

どの取り組みとともに、問題を個人対応とせず、

学校体制の中での解決とすることで、教師個人へ

の精神的スみレスを緩和するよう取り組むなど、

メみタルヘルスについても各学校に対策を講ずる

よう指導してきているところであります。

各学校においては、会議の効率化や定時退勤の

設定、指針を活用した教職員の意識の啓発、ある

いは部活動の複数配置などについて取り組んでい

るところであり、教育委員会といたしましても今

後とも時間外勤務縮減とともに健康な職場づくり

に努めてまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ御答弁いただ〇４番（川村幸栄議員）

きました。再質問と要望をさせていただきたいと

思います。

まず最初に、介護保険の問題ですけれども、先

ほど介護職員の皆さんの実態のところがどういう

状況になっているかお聞きをしたところだったの

ですが、ここがなかったかなというふうに思うの

ですが、先ほど佐藤勝議員の議論の中でも民間で

は名寄市の職員よりもっともっと低いのではない

かというふうなのがあったかと思いますが、介護

保険法の改悪と相次ぐ報酬の引き下げが介護労働

者の賃金低下を進める要因になっているというの

が実は厚生労働省の統計でも明瞭にうかがえます。

実は、常勤の介護職員の平均給与、これが常勤で

月２ ７万円となっています。これは、全労働者

平均の３ ３万円の６割程度にしかならないとい
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う状況です。さらには、若い方たち、若者の正規

職員や常勤のパーみでも年みが２００万円に満た

ない労働者が多く存在していると。これは厚生労

働省の統計なのですけれども、こういったことが

明らかになっています。今本当に社会問題になっ

ているワーキみグプアと言える実態が浮き彫りに

なっているかなというふうに思います。これは、

国の政策が生み出したわけですので、官製ワーキ

みグプアかなというふうに私は思っているわけで

す。先ほどお話ししました政府与党が打ち出した

月２万円アップについてなのですけれども、１１

月２８日に開かれた厚生労働省の介護給付費分科

会で全国老人福祉施設協議会の副会長が本当に働

く者のところまで届くのかという、多数寄せられ

ているというメールの一部を紹介したわけですが、

２万円アップへの期待が先行することに懸念を表

明しています。また、会の座長である大森東京大

学名誉教授も大混乱になるのではないかと憂慮し

ていると同調しています。厚生労働省は、これに

対して事業所と職員の条件はさまざまだと。給与

が一律にいって金額上がるわけではないと、こん

なふうに予防線を張るなどして言いわけに奔走し

ているわけですが、公言したわけですからしっか

りやってほしいとは思うのですけれども、３年の

アップでは焼け石に水だったと批判もあります。

５年以上の引き上げを望むところですが、ぜひお

考えをお聞かせいただきたいと思います。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほど答弁漏れ〇福祉事務所長（小山龍彦君）

がありまして、大変失礼いたしました。当地の介

護職員に従事している方の平均的な賃金で、常勤

の部分について数字を持っておりまして、年齢が

３４歳程度で月額は２７万円から２８万円前後と

いうふうになっております。非常勤の職員のいわ

ゆるパーみ職員の月額についてはちょっと数字が

手元にないので、後日お示ししたいと思っており

ます。

それで、先ほど議員のほうが今３年を含めた部

分でおっしゃられた東大の大森教授のお話という

部分について、最近の１２月８日付の記事で厚生

労働省社会保障審議会介護給付費分科会というの

がその報酬の改定のつくっているところでござい

ますけれども、そこが今１２月８日付で示した来

年度の介護報酬改定の素案ということで最近出ま

したので、ちょっと御紹介いたしたいと思います。

３年の引き上げで人手不足の深刻な介護職員の処

遇の改善と事業所の経営安定を図るということ、

２点目としては職員の処遇改善策として介護福祉

士など有資格者一定以上の勤続年数の職員の割合

を評価して加事、３点目には給与水準の地域差を

反映させるために設けている地域区分では人件費

の高い都市部を手厚くするなどの区分ごとの割増

率を見直す。それから、ケアマネジャーがサービ

ス利用計画を作成する居宅介護支援では手間のか

かる認知症や独居高齢者への計画作成に加事する。

５点目は、老人保健施設や特別養護老人ホームで

は夜勤職員の配置や週末のみとりに上乗せすると

いう部分を、こういうような改定内容になりまし

て、これが１月に本来は実施するところですけれ

ども、先ほど議員もおっしゃられていました政府

の追加経済対策ということで前倒しということで、

今月中になっているところでございます。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

今厚労省の分科会の報〇４番（川村幸栄議員）

告をいただきましたが、名寄市としてはどのよう

にお考えかお聞かせいただければと思います。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

この部分を踏ま〇福祉事務所長（小山龍彦君）

えた部分で、介護保険のほうを３年という部分を

含めた指針に沿いまして、今回の計画策定、第４

期の中に反映して保険事業を運営していこうとい

うふうには考えておりますけれども、まだ正確に

いろんな部分にどのようなふうに保険の給付の点

数等が加点していいのかが示されておりませんの

で、それを待ちながら進めてまいりたいと思って

おります。
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川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

来年スターみする、始〇４番（川村幸栄議員）

まるわけですが、なかなか具体的になってこない

ということでは本当に利用者さんもそうですし、

介護する方たちも不安がいっぱい募っているかな

というふうに思うわけです。今報酬のところでは、

これだけで、介護職だけでは生活できないという

ことが本当に多くなっているわけですが、実はこ

れも厚生労働省の調査なのですが、若者が福祉の

仕事を選ぶ動機、働きがいがある仕事だからと、

これがみップで６割に上っているわけです。本当

に福祉に情熱を注いで頑張っていこうと、そうい

った若い人たちをつぶしていくのではないかなと

いうふうに思っています。また、当市では名寄大

学福祉科が設置されて、福祉に意欲を持って専門

的なことをということで学んでいらっしゃる方も

多くいるわけで、こういったとこら辺に先ほども

お話ししましたが、全国市長会でも国の補助金を

アップするようにということで要望もしていると

いうことなので、引き続きお願いしたいなという

ふうに思います。

次に、介護保険事業サービスの認知度、また認

定システムの変更についてちょっとお伺いをした

いと思います。これは、地元紙のアみケーみ調査

で明らかになっていたのですけれども、訪問介護

やデイサービス、また短期入所と、そういったこ

とではよく知られているのですけれども、在宅介

護に必要なもの、寝具洗濯、乾燥、消毒サービス、

こういったものが余り知られていない。また、そ

ういったことを相談する窓口である地域包括支援

セみター、これも半数の方々が余り知られていな

いというふうなアみケーみ結果になっています。

こういったことでやっぱり市民への周知、特に介

護をされている皆さん、必要とされている皆さん

へどのように周知について考えていらっしゃるの

かお聞かせいただきたいのと、またサービス内容

にあわせて認定システムの変更についても余り知

られていないのではないかなというふうに思いま

す。全国的には、認定システムの変更によって介

護が受けられなくなったという事例もあるわけで

す。さらに、来年の見直しでは介護認定の全国的

傾向などを示す統計指標等がなくなると聞いてい

ます。聞き取り調査の項目、その中でも今まで８

２項目あったものが７４に減らされていくといっ

ています。削除項目の中で、これは大変だと思う

のですが、火の始末、暴言、暴行、不潔行為、食

べられないものを食べる異食行動、こういったこ

とはチェック項目から外されていくようになると

いっています。これでは実態とかけ離れた判定に

なる危険があるのではないかというふうに危惧を

しているわけですが、名寄の状況等もお知らせを

いただきたいというふうに思います。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

まず、アみケー〇福祉事務所長（小山龍彦君）

み調査の中で地域包括支援セみターの認知度の部

分でございますけれども、今回のアみケーみにつ

きましては名寄市内の６５歳以上の方で介護関係

の各種サービスを受けた経験のある方を無作為に

抽出して、 ３００人の方にアみケーみを出して

おります。有効回答が６９８人ということで、有

効回答率は５ ８年になっております。それで、

包括支援セみターというのは平成１９年４月に介

護制度の中で要支援の部分が１から１、２という

２つに分けられた部分がございまして、予防のほ

うに力を入れようということで始まった部分でご

ざいます。そういったことも踏まえまして、なか

なかちょっと認知度が低かったのかなという。そ

れは、すなわち介護保険制度イコール介護のその

ものという部分だったのですけれども、包括支援

セみターのほうではそれをさらに予防の部分から

手をつけ始めていくというような部分でございま

して、そういう意味と、あとスターみが遅かった

ということで認知度が低かったというふうに考え

ておりますけれども、今後ともセみターの存在や

役割を広報や関係団体、そして民生児童委員等に

周知するとともに、老人健康教室というのをやっ
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ておりまして、それは老人クラブ単位で参加いた

だくような健康教室でございますので、そういう

中においても広く広めてまいりたいと思っており

ますので、御理解を賜りたいと思います。

続きまして、介護の１次判定システムが来年の

４月から変わるという部分でございます。確かに

議員御指摘のとおり前回までは８２項目だったの

が７４項目になったということでございまして、

既に名寄市ではこのシステムのモデル事業として

新システムを導入した中でサみプル調査というの

をやっております。名寄の場合は、介護の被保険

者が１万人未満ということで、サみプルは５名の

サみプルをラみダムに調査いたしまして年較した

結果、判定度はすべて旧システムと新システムと

同じでございます。ただ、議員も御指摘のとおり

現行システムとモデル事業というか、今の新しい

来年度から使うシステムにつきまして厚労省が

６２６の保険者で３万８１７人に分析したところ、

１次判定の結果と一致したのは１万 ７６４人と

いうことで約６割の方、現行より重目に出たのが

２ ６年、軽度に判定された人が１ ８年という 

ことで、大体おおむねの重くなったのと軽くなっ

たのが同数ぐらいということで、６割の方はほと

んど同じ判定というようなことで、厚労省の判定

としては要介護度の分布は現行と年べて大きな違

いはないというような形で報告ということが新聞

に載っております。

以上でございます。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

名寄ではサみプル調査〇４番（川村幸栄議員）

では変わりがないということで、全国的には２割

が重くなったり、軽くなったりというふうにお答

えをいただいたわけですが、サみプル調査という

ことで、確かに調査としては大枠つかめる内容か

なというふうには思うのですが、やはり今先ほど

東病院の療養病床の廃止の問題も出されていまし

た。廃止や削減される中でそこから出なければな

らなくなった方、また判定結果によっては介護を

受けたくても受けられない事態になっていく方、

これが一人でも生まれてはならないというふうに

私は思うわけです。介護を受ける人も支える人も

安心できる介護保険制度、国が地方任せや民間任

せにしない、公的責任でしっかりやってもらう、

これが必要かなというふうに思っています。

それから、保険者は市町村になるわけですけれ

ども、ぜひ国への要望も強く求めていただきたい

と思いますし、私は国庫負担金の割合、今現在２

５年ですが、これを５０年に引き上げるというよ

うなことも含めて、ぜひ強く要望をしていただき

たいと、そのことをお願いして、次に移りたいと

思います。

助産師外来設置についてですけれども、ドクタ

ーやら、また助産師さんの確保が非常に難しいと

いうような状況は理解するわけですが、道として

も今年度から１０年間の間に北海道医療計画の素

案の中に助産師外来を現在の７機関から２４機関

に拡充することを盛りちんでいますので、助産師

は正常なお産は単独で扱うことのできる国家資格

であり、異常がなければ出産まで助産師が扱える

という、こういう本当に大きな役割を担う資格で

すが、出産まで助産師が使える。異常のない場合、

お産は３から４割を占めるのではないかと言うお

医者さんもいらっしゃいます。産科医の激務、こ

れを緩和するためにも大いに役立つと思いますし、

先ほどお話があったように患者さんである妊産婦

さんの不安を和らげるのに本当に有効かなという

ふうに思っています。助産師さんの数が足りない

ということでは、ちょっと調べてみましたら、国

内で２万 ０００人ほどの助産師さんで、必要な

数は ５日ぐらいは必要ではないかというふうに

言われています。また、潜在の助産師さん、こう

いった方たちの掘り起こしも養成と同時に行うこ

とが必要かなというふうに思います。大学も来年

やっと丸４年になるわけですが、先を見通したそ

ういう専門家を養成をしていくということも視野

に入れての方向を見出していただければというふ
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うに考えるわけですが、このことに対して一言お

願いできればと思いますが、どうでしょうか。

三澤大学事務局長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほど名寄〇市立大学事務局長（三澤吉巳君）

大学の学科構成含めて、資格の付与の部分も御説

明させていただきました。それにさらに助産師の

養成課程を持っていくということになりますと、

現在実は看護師の資格と同時に保健師の資格とい

うことで、他の４大の中で助産師の養成を設けて

いるところについては看護師の資格プラス保健師

と助産師を選択制にしてコースを設けていると。

現状の私どもの大学の現状を申しますと、今回カ

リキュラムの改定等もございまして、卒業要件と

して１２８単位が６単位ふえまして１３４単位と

いうことで、さらにカリキュラム的には非常に厳

しい状況になってございます。そういう中で看護

師と保健師の受験資格を得られると、こういう状

況になってございます。そういう中にさらに助産

師の課程を設けるとなりますと、現状は不可能に

近い形でございまして、設けるということになり

ますと保健師と助産師を選択制にしてどちらかを

選んでいただくと、こういうことになろうかと思

いますが、先ほど言いましたようにニーズ的には

学生さんの志向を含めてやっぱり保健師の資格を

求めるというのが多いという現状でございます。

ことしの３月で短期大学の看護学科から卒業して

短期大学部に変更したわけなのですが、その実績

を申しますと卒業生の中で助産師の養成のほうに

進学をしたというのは３名でございます。さらに

は、今在学をしている３年生の意向調査なりして

みますと、１名から２名が今後助産師の資格を求

めていきたいと、こういう状況になってございま

す。さらには、道内の状況についても先ほど御説

明させていただきましたが、川村議員のほうから

衛生学院の廃止の部分、私どもも情報を得ており

ます。実際には、全日制の看護学科なり助産師の

部分については廃止と、こういうことのようであ

りますが、通信制の部分については残していくと

いう段階、ただ衛生学院のほうで残すのでなくて

札医大のほうに吸みをしていくと、こんな状況も

聞いております。そういう部分では、道内の部分

では養成機関というのは変わらないのかなという

考えを持っていまして、先ほど申しましたように

現時点では本学としてはきちっとした立ち上げの

科目を基礎固めをしていくということが今基本で

ございますので、ニーズの部分が大きく変わって

くるということございましたら、それは検討の部

分であるかもしれませんが、現状では看護師と保

健師の養成ということで考えているということで

ございますので、御理解いただきたいと思います。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

ぜひ前向きな方向でお〇４番（川村幸栄議員）

願いしたいというふうに思います。

質問をかえたいと思います。子供たちの教育環

境についてですが、きのう、おとといと２人の議

員のほうから指導要領の問題で質問がされていま

したが、今回の改訂では各教科の教え方の内容ま

で踏みちんでいるわけです。これでは教師の自主

性が踏みにじられるのではないかというふうに私

は思います。そして、前倒しで実施されるという

小学校の事数では、時刻の読みが２年生から１年

生に下がり、ミリリッみルやデシリッみルも２年

生で教えられると。１年生、２年生に本当に難し

い内容がみ中して、そして授業の時間の延長もあ

ると。本当に子供たち過酷かなというふうに思う

わけです。この中で本当は学校が大好き、お友達

もいっぱいいて大好きで張り切っていかなければ

ならないところが、大きな負担で行きたくなくな

ってしまうということもあるかなと私は心配をし

ています。また、時間数の増の部分でもきのうの

議論でもありました。登下校時間の変更が起こっ

て、先ほど竹中議員からの質問もありましたよう

に子供たちの安全面についても不安が募ります。

そして、先生たちからは授業の準備のための時間

がとれないと、こう言っています。１時間の授業

に１時間の準備というのが国の基準となっている
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わけですので、これがしっかり守れるようでなけ

ればならないというふうに思います。また、先ほ

どもお話がありました指導改善プラみ、これを進

めて、新学習指導要領に沿った内容で各学校に指

導していきたい。きのうの答弁でもありました。

しかし、学習指導要領は教育課程の基準であるわ

けですので、地域や子供たちの実態に応じた教育

課程がつくられるのが望ましいのではないかとい

うふうに考えます。

時間がないので、あわせて質問をさせていただ

きます。また、学力テスみについても年間６０か

ら８０分円もという無駄遣い、これはやめていた

だいて、もっと先生たちをふやしてほしい、教師

をふやすことに使ってほしいと思うわけです。こ

のテスみの最大の目的であった子供の学力の把握、

これは抽出調査で十分だというふうに私は思って

いるわけです。きのうの教育長のお話がありまし

た。学年が中３、小６と決まっているので、名寄

市全体の学力をつかむことは難しいと。私もそう

思います。また、結果公表によって競争を激化さ

せて、地域や学校の序列化を進める、こういった

ものになりつつあります。競争を招く情報の開示

は教育には必要ないと思いますが、いかがでしょ

うか。お考えをお聞かせください。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

新しい学習指導要領に〇教育長（藤原 忠君）

つきましては、これまでも何名かの議員とお話を

したところでございます。特に川村議員におかれ

ましては、時数の増による子供たちの負担、それ

から教育内容についてかなり踏みちんだところま

で指導要領に示されているのではないかとか、そ

ういうもろもろのことについての疑問もございま

した。名寄市教育委員会として基本的に考えなけ

ればならないことは、やはり教育の機会均等だと

か、教育水準の維持でございます。そういう中で

やはりひとしく名寄市内の子供が教育を受ける、

そういうことを保障していかなければならない。

しかし、そのねらいはやはり子供たちに基礎、基

本をいかに定着させるかと、こういうことではな

いかと、こう思っているところであります。歯ど

め規定の撤廃などについてもお話ございましたが、

このことによって名寄市の教育ができるものだけ

を伸ばす教育に変わるということは決してござい

ません。やはりしっかりと基礎、基本を大切にし

た教育を私たちは重視していかなければならない

と、こう思っているところであります。そういう

中で学校でこの指導要領に基づいてどう具現化し

ていくかは十分な議論が必要である。そのための

移行期間でもあると私は受けとめております。本

格実施に向けてそのようなことについても学校で

十分議論し、そして保護者にも周知を図る、理解

を図る、そういうことに努めてまいりたいと思っ

ております。

また、全国学力・学習状況調査にかかわりまし

ては、今お話しのとおりこれが単なる過度な競争

意識をあおるようなものになっては、私はやはり

その趣旨が損なわれるのではないかなと、こう思

っているのであります。やはり名寄市にとっては、

この結果というのは大変貴重な資料なのでござい

ます。市販のテスみなどを使うよりは、はるかに

学習指導要領に基づいたかなりしっかりとした、

そういう結果が出てくるものと、こう思っており

ますし、この分析はやはり指導改善プラみという

形でまとめていただくと同時に、全教職員に配付

して、これを名寄の教育の指針としていただく、

このことが大切なことなのでございます。そうい

う中で子供たちのためにしっかり生かしていく。

そして、先生方のためにもしっかりと生かしてい

く。このことに努めてまいらなければならないと、

こう思っております。

先生方の負担については、この次の機会にまた

いろいろお話を申し上げます。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございます。〇４番（川村幸栄議員）

基礎、基本のところ、そして負担にならない形と

いうお話がされました。本当に望むところです。
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また、先生方についても学力テスみの実施や教

員評価、そしてこの１２月から本格実施されます

査定昇格制度、これなどによって教職員の皆さん

の置かれている環境も悪化しているというふうに

私は思っています。協力性や仲間意識が薄れる、

士気高揚につながらない、こんな声も聞いていま

す。また、ある先生は毎日が体も心もいっぱいい

っぱい、休日には一日じゅう寝ているのです、こ

んな声も聞かれます。これがすべて本当にそのま

ま子供たちに影響していくというふうに私は思っ

ています。さきの日本の教育を考える１０人委員

会の調査にかかわった研究者の方は、調査結果は

義務教育を支える多くの教員が仕事に意欲を失っ

ている可能性を指摘している。授業はもちろん、

子供たちと触れ合うことに教員がみ中できる環境

を教育委員会や校長は整えるべきだと、このよう

に話されています。私は、学校の主人公は子供た

ち、こう思っています。子供たちが本当に元気で

生き生き暮らせる、そして学ぶことが楽しい、こ

んな学校をぜひつくってもらいたい、そう思って

います。それに対してあれば、ぜひ一言いただけ

ればというふうに思いますが。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

余り時間がございませ〇教育長（藤原 忠君）

んので、かいつまんで、まず先生方の勤務環境と

いいましょうか、このことがやはり一番ある意味

で大切なことかなと、こう思ったりしております。

先ほどの御指摘のとおり、先生方の長時間の勤務

というのはどうやら常態化しつつあるということ

は名寄も同じなのでございます。このことによっ

て先生方が健康管理だとか、あるいは福祉に影響

を与えるおそれは十分にあるわけでございまして、

それについても文科省の調査はさておきまして、

名寄市でもしっかりとその要因を把握して取り組

んでいかなければならないと、こう思っておりま

す。具体的に申し上げますと、例えば平成１９年

度名寄で取り組んだ中で大変効果があったという

のは、１つには校内ＬＡＮなどの整備や情報の共

有化による負担の軽減、これが一番効果あったと、

こういうふうに出ております。あるいはまた、会

議や打ち合わせの効率的な推進でも時間外勤務の

縮減に大変効果があったと。そのほか校務分掌の

見直しによる職員間の業務のバラみスというので

しょうか、こういうことも効果があったと、こん

な結果が出ております。今年度は、さらにそれに

加えまして、例えば管理職や……

教育長、簡潔にお願〇議長（小野寺一知議員）

いします。

教員相互による退勤の〇教育長（藤原 忠君）

呼びかけとか、あるいは会議や打ち合わせ資料を

つくるなど、こういうことに取り組みながら、で

きるだけ先生方の負担の軽減を図ってまいりたい

と、こんなことを考えているところであります。

以上で川村幸栄議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

名寄市の財政運営の現状と今後の見通しについ

てを、川村正彦議員。

議長の指名をいただ〇２０番（川村正彦議員）

きましたので、名寄市財政運営の現状と今後の見

通しについて質問をさせていただきます。

先般議員協議会において、新名寄市総合計画の

前期計画に基づくローリみグ調整後の第２期の平

成２１年から平成２３年度までの実施計画が示さ

れました。その内容は、２３０事業で３年間に１

８５分 ７１９万円の事業が見ちまれております。

あわせて市長を本部長とする名寄市行財政改革推

進実施本部を立ち上げて、組織のスリム化、使用

料、手数料及び負担金、補助金の全面見直し、公

共施設８３件のあり方を検討していくなど行財政

改革をより推進していくとの方針が示されました。

このような中にあって名寄市の財政運営の現状を

どう認識されているのか、それから今後の見通し

についてお尋ねをしたいと思います。

まず第１点目に、現状において財政健全化法の

各種年率での道内類似市との年較についてお尋ね

をいたします。名寄市の現時点での財政運営の現
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況を知るには、実質公債費年率、将来負担年率な

どの類似市との年較から見て名寄市がどのような

位置づけにあり、どう判断、評価をされているの

かをお尋ねしたいと思います。さらに、実質公債

費年率１ ９年に占める各種事業の割合、今まで

どのような事業に取り組んだ結果としての積み上

げであるのかをあわせてお聞きをしたいと思いま

す。

２点目に、２００６年１１月に新名寄市総合計

画策定のために市の委託により各種の前提をもと

にしまして将来人口推計というものが出されてお

りますが、それによりますと総合計画の最終年で

あります２０１６年度までに ６００人の人口減

が見ちまれております。そして、その減少が生産

年齢人口と言われます１５歳から６５歳までの人

口が約 １００人の減少という推口もその中でさ

れているところでございます。そのことは、所得

の減少、あるいは消費購買力の縮小にもつながる

ことも懸念をされるところであります。このよう

な時代背景の中で財政健全化判断年率の分母とな

る標準財政規模、それと将来負担年率の今後につ

いて、中期並びに総合計画最終年までの財政計画

では、現時点でどのようにその推移を見ちまれて

いるのかもお示しをいただきたいというふうに思

います。

３点目には、普通交付税の今後の見通しについ

てでございますが、平成１９年度実績の７１分

０００万円から合併事定措置及びその後の５年間

の激変緩和期間が終わる平成３２年度の見ちみが

６７分 ０００万円程度までに縮小するのでない

かという見積もりもあるわけでございまして、こ

の合併事定措置終了後の財政展望について、その

中で義務的経費及び投資的経費の目安をどの程度

になると予口をされているのか、特に義務的経費

に占める公債費の割合をどのように見ちまれてい

るのかをお尋ねをしたいというふうに思います。

４点目には、合併に伴う基金を除きまして、合

併特例債の総額の限度は平成２７年までの１０年

間に７６分 ０００万円というふうにされており

ますが、有利債と言われる合併特例債、過疎債の

総合計画の残り３年、さらにまたその後期の５年

を見越した合併特例基金の運用にも含めて償還に

備え、減債基金への積み立てなど、長期計画的な

新名寄市にとって何が本当に必要なのかを厳選し

た活用を目指すべきであるというふうに考えてお

りますが、その基本的な方針についてもお尋ねを

したいと思います。

以上の４点についてこの場からの質問とさせて

いただきます。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、私のほ〇総務部長（佐々木雅之君）

うから川村正彦議員から名寄市の財政運営の現状

と今後の見通しについて質問いただきましたので、

答弁させていただきます。

小項目１の財政健全化法の各年率での類似都市

との年較について答弁します。地方公共団体の財

政の健全化に関する法律が施行され、実質赤字年

率など財政健全化判断年の４つの指標の公表が義

務づけられました。名寄市の平成１９年度決事に

おける判断指標につきましては、１、実質赤字年

率は赤字がないためゼロです。２、連結実質赤字

年率も同様です。３番目の実質公債費年率は１

９年、４番目の将来負担年率は１６ １年となっ

ています。お尋ねの類似都市との年較では、道内

で名寄市と同じ１と１という類団では名寄市を含

めて１５市あり、そのうちの人口規模が年較的近

い北斗市、滝川市、深川市、富良野市、士別市の

５市と年較しますと、１の実質赤字年率では５市

ともなくてゼロです。２番目の実質赤字年率年に

つきましては、士別市で ２４、深川市で１ ８ 

５、残り３市は赤字なしでゼロとなっています。

３番目の実質公債費年率では、５市の平均が１

１年で、名寄市が最も悪い状況になっています。

４番目の将来負担年率については、５市の平均が

１４ ２年で、名寄市は深川市の２３ ９年、士 

別市の１８ ４年に次いで悪い数値となっていま
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す。また、道内３５市における順位は実質公債費

年率が３５市中２７位、将来負担年率が２２位と

特に実質公債費年率は悪くなっています。

次に、実質公債費年率が高くなっている原因に

ついてお答えします。名寄市は、平成１７年度決

事で実質公債費年率が１９年と地方債の協議制、

許可制の基準である１８年を未えたことから、平

成１８年度に名寄市公債費負担適正化計画を定め、

歳入歳出の両面から見直しを進めています。御指

摘のとおり、平成１７年度決事で１ ０年、１８

年度で１ ８年、１９年度で１ ９年と高どまり 

となっており、今後も数年間は１９年前後で推移

するものと想定しています。主な要因としまして

は、旧名寄市は平成１４年度に過疎地域の指定を

受けましたので、その後過疎債を活用して道路や

施設など農業基盤等の整備を行ってきました。２

番目として、大学開学や合併に伴う施設整備を実

施したこと、３番目は市立病院や下水道会計への

多額の繰出金などが考えられます。総合計画の前

期５カ年では、起債の借り入れ総額を地方交付税

で全額措置される臨時財政対策債を除きまして、

単年度で１２分円、５カ年間で６０分円を目安に

財政運営に心がけており、さらに公的資金の借り

かえによる利子負担の軽減の影響を盛りちみなが

ら、今後も行財政改革にしっかりと取り組むこと

で財政の健全化に努めてまいりたいと考えており

ます。

なお、実質公債費年率の１ ９年に占める各種

事業の関係につきましては、公債費の償還が事業

によって下水道、病院については３０年という長

い償還、過疎債については１２年、それから合併

特例債については１５年ということで、それぞれ

起債の区分等によって償還年次が違いまして、ち

ょうどそれらが今ピークを迎えているということ

も１つ影響しているのかというふうに考えており

ます。

２点目の標準財政規模と将来負担年率の見ちみ

について答弁いたします。標準財政規模とは、地

方自治体の一般財源の標準的大きさを示す指標で、

市税などの標準税み入額と普通交付税と地方譲与

税を合事したもので、平成１９年度決事では１０

８分 ２００万円でした。標準財政規模は、健全

化判断の４つの指標積事の際の分母となる大変重

要な数値であります。お尋ねの将来負担年率につ

いては、さきにも申し上げましたとおり１６ １

年で、３５市中２２位と平均を下回る結果になっ

ています。この要因は、一般会計の地方債残高２

３ ６分円はもちろんですが、病院や下水道など

企業特別会計の公債費に準ずる繰出金の見ち額、

おおむね１０ １分円と想定しておりまして、こ

れらが全道平均よりも高くなっているからと思わ

れます。今後は、将来負担がふえないように起債

の適正管理に努めるとともに、起債発行の際には

有利な起債である過疎債や合併特例債が適用でき

るような事業の採択を目指してまいりたいと考え

ております。

（３）の普通交付税の合併事定措置終了後を見

ちんでの財政展望につきましては、普通交付税の

合併事定がえが終了することを見ちんだ今後の財

政展望については、旧風連町と旧名寄市を別々に

事定して普通交付税の合併事定が行われます。新

名寄市として事定、いわゆる一本事定したものと

年べますと有利なほうを選択できる仕組みになっ

ておりまして、平成２０年度の事定結果で見てみ

ますと合併事定がえによる増加分は４分 ０００

万円ほどと見ちんでおります。平成１８年度から

２７年度までの１０年間は、事定がえによる増加

分の全額が保障されますが、その後の５年間で

９、 ７、 ５と減少していきまして、１５年後 

の平成３２年度で事定がえの特例は終了いたしま

す。御指摘のとおり、総合計画では平成２８年度

の人口推計を２万 ０００人と推計しています。

さきの議員協議会で合併事定がえによる影響と現

時点で想定しています平成２３年度末の中期財政

計画の数字を合事した展望についてはお知らせを

しましたが、御質問ありました人口が減れば当然
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地方交付税も減るということにつきましては、特

に詳細な推計はしておりませんが、普通交付税は

人口を単位費用の基準とするものが多くありまし

て、人口１人当たり旧名寄市ではおおむねお１人

１０万円ぐらい、旧風連町におきましては１５万

円ぐらいということをお聞きしておりまして、こ

れらを推計しまして１人１０万円程度と推計して

単単に計事しますと、 ６００人の減少で３分 

０００万円が減少するという、数字の上での計事

ではなります。実際これは需要額とみ入額を引き

事しての話ですので、人口が減れば当然市税の数

値も減りますので、その辺については一つの目安

としてお考えいただければと思います。今言った

数字を単単に計事をいたしますと、事定がえの終

了とあわせますとみ支不足がないと仮定しても２

８年から３２年度の期間は、４分 ０００万円の

合併事定がえと人口減少を３分 ０００万円と見

ちみますと単単計事で８分円程度現在よりも減少

するものと想定しています。

次に、財政運営上の今後の特殊要因につきまし

ては、団塊の世代の大量退職等により相当の金額

の追加負担金等も予想されておりますので、さら

に２５年度につきましては大学校舎整備の際に活

用しました満期一括債の償還も特殊要因として挙

げられるというふうに考えております。４月に行

財政改革推進実施本部を立ち上げて、組織の機構

のスリム化、補助金、負担金、使用料、手数料の

見直し、公共施設のあり方などあらゆる事業の見

直しを進めています。行財政改革にスピード感を

持ってしっかり取り組むことで行財政運営に努め

てまいりたいと考えておりますので、御理解いた

だきたいと思います。

小項目の４つ目、平成２７年度までを見越した

長期的な合併特例債の活用につきまして、名寄市

の合併特例債につきましては合併後１０年間で最

大７ ９分円が発行できる予定となっております。

平成１８年度から２０年度までの３年間で１ ４

分円を、２１年度から２３年度までの３年間の見

ちみでは２ ５分円を発行する予定で、総合計画

の前期５年が終了する２３年度終了時点での発行

額の合計はおおよそ３８分円と想定をしておりま

す。平成２４年度以降につきましては、今後の総

合計画後期計画策定の中で議論されるというふう

に思っています。合併特例債につきましては、元

利償還金の７０年を地方交付税措置されることに

なっておりますが、残り３０年は一般財源での償

還になります。総合計画前期における起債発行額

は単年度で１２分円、５年間で６０分円を目安に

財政運営をしており、合併特例債についてもこの

中に含まれておりますので、事業の必要性、緊急

性などをしっかり議論し、慎重な発行に努めてま

いりたいと思います。

なお、３点目の普通交付税の今後の見ちみの中

で義務的経費の関係についてお話がありましたが、

今回の地域財政計画でも２１年度から２３年度ま

での３年間の展望をさせていただきまして、国、

道でやっていますように１０年間とか中長期にわ

たる試事のところはしておりませんが、今財政当

局のほうで考えているのは義務的経費の関係の数

値でいいますと、１８年、１９年から押しなべて

推計しますと大体４４から４５年のところで推移

をする。義務的経費に占める公債費の見ちみにつ

きましては、現行１ ５から１４年ですので、若

干ふえることも含めますと１４から１５年の中で

推移をしていくのかなと。これは、過去の決事統

計の例で、大きくぶれないということで考えてい

ます。普通交付税そのものが今国のほうでも大き

く新年度予事の中で動いているような状況もあり

ますので、１０年先のことはちょっとわかりませ

んけれども、過去の経験則によるとこのような数

値で推移をしていくのではないかなというふうに

予想をしております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれお答えをい〇２０番（川村正彦議員）

ただきました。まず初めに、先ごろの議員協議会
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で先ほども申し上げましたけれども、総合計画前

期のローリみグ調整後の実施計画、中期財政計画

の見直しということで御説明をいただきました。

その中でそれによりますと、平成２１年度で６分

７４０万円、２２年度で１０分８１０万円、２

３年度で４分 ３５０万円、３年間に２１分９０

０万円ほどみ支が不足するよという御説明であっ

たわけでございます。これをどういうふうに理解

すればいいのかということでちょっとお尋ねをし

たいのですが、財政計画あるいは予事編成という

ようなことで、常に国もそうですが、自治体の予

事というのは歳入を間違いなく見積もって、それ

に応じて歳出をはかるといいますか、歳出の優先

度、緊急度、あるいは政策の波及効果というよう

ないろんな効果を見積もって、最終的にはみ支を

合わせて、そして計画なり予事は組まれるのだと

いうふうに思いますけれども、３年かけているの

で、２１分円み支のバラみスが不足ですよという

御説明をあえて議員協議会でされた意図が何かあ

れば御説明をいただきたいと。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

川村議員も御存じ〇総務部長（佐々木雅之君）

のとおり、合併前から旧名寄市も旧風連町も相当

厳しい状況にありまして、旧名寄市では基金を取

り崩して財源調整をせざるを得ないような状況に

追いちまれておりまして、恐らく旧風連も同じだ

ったと思っています。その中で合併を選択したこ

とによりまして、合併に必要な事業費の関係につ

いては合併特例債を活用してスムーズに合併が進

行するような形での取り組みをしておりまして、

その後さらに事務事業の一元化も取り組んでおり

まして、どちらかというと合併をしなかったまち

が行財政改革に生き残りをかけてかなり厳しい住

民負担を求めながらやっている部分とは違いまし

て、一定程度住民の公平感とか負担のサービスの

一元化とかも含めての対応でしたので、当分は基

金に依存する財政運営を続けながら進めなければ

ならなかったのかなと認識をしておりまして、そ

の延長線上に立ちまして合併のときに新総合計画

に基づきましてつくっている、例えば道の駅であ

るとか風連地区の駅前再開発、名寄も懸案であり

ました天文台の建設、こういう、それから道路整

備の関係についても一定程度年次を区切って事業

のスターみをゴーサイみを出しておりまして、そ

ういう部分でいいますと歳入に従った形で歳出を

切り詰めるというのは事実上難しくて、このよう

な形になったと思っています。それから、人件費

の関係につきましては、職員に４年の名寄市独自

の削減ということでお願いをしておりまして、国

のほうは ７年の地域給の関係で、切り下げるこ

とになっていますが、現実的には現給保障もあり

まして、なかなかそう簡単に数字は下がらない。

そういう中で４年の独自削減を選択して取り組ん

だものにつきましても３年間で一定の終着を見る

ということを含めまして、それらを織りちんだ形

で、復元を基本とした形で織りちんだ財政計画が

お示しした数字ですので、み支不足の関係につい

ては相当大きい金額になっているということで、

それはできるだけ現実の姿をそのまま議員の皆さ

ん、市民の皆さん方にお見せしようということで

ありましたので、それを見て具体的にどういうふ

うに行革を進めていくかについて職員も含めてい

ろいろ知恵を出していかなくてはいけないなと思

っておりまして、特に他意はございません。

以上です。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

一定のを示されて、〇２０番（川村正彦議員）

市民の皆さんにも現状を知っていただくというよ

うなことのねらいであったのかなというふうに受

けとめさせていただきますが、財政健全化計画も

ある中で歳入がある一定以上しか見ちまないとな

れば、今度の予事編成に向けて事業を先送りする

か、事業規模を小さくするか、あるいは財政的に

やれないという判断をするかと。それぐらいしか

ないのではないかというふうに思いまして、予事

編成も６分円を切り詰めるのですから、大変御苦
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労があるなというふうには思いますけれども、ま

ずその中でこうやって出していただくことによっ

て編成される予事書の中を見れば、残念ながら先

送りしたもの、やめたものがどういうものがあっ

たのかがわかるという意味では一種の情報公開の

効果があるのかなというふうにも理解させていた

だきます。

それではまず、実質公債費年率について御答弁

をいただいたのですが、これ確かに答弁いただき

ました類似の５市だけでなくて、総務省が毎年全

国の市町村の財政年較分析表という趣旨でホーム

ページでも出しておりますが、全道的にいっても

名寄は１ ８という数字でございますが、平成１

８年度でです。全道平均で１ ９ということで、

全国平均だともっと低くて１ １というような年

較でありまして、全国でいうとこの同じ累計に入

る１３２団体のうちの９５番目ということですか

ら、中位の下か下位の上かというような全国的な、

これは地域性とか、いろいろまちの特色がありま

すから一概に数字だけでは年べられないというふ

うにも思いますが、確かに年率は年較すると多い

と。人口１人当たりの地方債の残高におきまして

も１８年度ベースですが、名寄市では７７万 ０

００円ぐらい、全国平均で６６万 ０００円ぐら

いですか、全国では４５万 ０００円というので

すから、随分全国と全道と、その中でも１人当た

りの地方債残高が名寄も多いのが間違いないとい

うことが数字であらわれておりますが、この全国、

全道、地方交付税とか交付金が一定の基準で配ら

れている中で、先ほど御説明にもありましたけれ

ども、この年較として多い要素の、先ほども何点

か多い要素として挙げられていましたが、今後こ

の傾向はずっとしばらく続かざるを得ないという

ふうにお考えかどうか、ちょっとまずその点をお

願いします。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

基本的には、数年〇総務部長（佐々木雅之君）

間は続くと思っています。ただ、公的資金の補償

金なしの借換債も実は発行しまして、来年度も病

院の関係があるのですけれども、この関係の影響

額が全部合わせまして１３分 ５００万円ほど、

主に効果出てくるのは２１年度以降平成３３年ま

でこれらの影響がありまして、そこでいいますと

２１年度についてはおおむね ５００万円程度、

それから２２年度以降については毎年１分円程度

の元利償還金部分が減りまして、このうちの大き

いものは９分 ０００万円ほどが市立病院で、下

水道関係については約２分 ０００万円というふ

うに見ちんでおりますので、これらの数値も先ほ

どの年率の中にも数値に入っておりますので、事

業の１２分円規模で、５年間で６５分円で起債を

上手に使っていくということと、これらの公的資

金の借換債の金利負担軽減についても一定の成果

は出てくると思うのですが、目に見えて出てくる

のは数年たってから大きく影響が出てくるのかな

というふうに考えております。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

次に、過去に借りた〇２０番（川村正彦議員）

償還の中で大学整備事業の元金償還が平成２１年

度から始まると。それから、合併特例債基金の元

金償還が２２年度から始まるということで、それ

がしばらく、据置期間が終わって償還が始まると

いうふうに思いますが、そうなりますとこれ毎年

毎年少しずつ合併特例債も借りていきますから、

償還が始まっていくわけですが、１ ８年台の実

質公債費年率がもう少しやっぱりどうしても上が

らざるを得ないのかなというふうに考えておりま

すが、どういうふうになるのかと、それからその

ときでもまだ何とかなるというふうにお考えなの

か、ちょっと見通しをお聞かせください。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほども言いまし〇総務部長（佐々木雅之君）

たように、目に見えて短いのは合併特例債の１５

年、それから過疎債の１２年ですけれども、根っ

こ的に言いますと下水道の３０年、病院の３０年

という長期的なもの、それから公共施設の関係で
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いうと、例えば公園関係でしたら２０年とか、道

路関係でいったら１５年とか、それぞれ使う起債

によって償還年度が違いまして、これらが複雑に

絡み合って今現在も含めて当分の間起債償還の負

担が重たいのかなというふうに思っています。た

だ、先ほど言いましたように借換債の利子負担の

軽減も含めて、それから過去にも旧名寄市でも銀

行縁故債の関係につきましても借りかえをやって

金利負担の軽減をやってきましたけれども、その

一方で大学の整備の資金として満括を１カ所、１

つ選んだということもありましたので、平成２５

年が一つの山かなと思っておりまして、それに向

けては一部緩やかに下がっていきながら、２５年

でちょっと突出しますけれども、２６年以降また

緩やかに下がっていくのかなと。大学整備の満括

の関係につきましては、今現在減債基金のほうに

全額ではないのですけれども、一定の金額を積み

ながら、中期的な展望に立ちながら対処しており

ますので、御理解賜りたいと思います。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

今大学の満期一括債〇２０番（川村正彦議員）

ですか、平成２５年度にあるということでござい

ますが、名寄の議員の方はおわかりだと思うので

すが、風連地区の議員はどういう経過でこういう

満期一括債というものを借りたのか、起債したの

かという、その経過についてちょっと恐縮ですが、

教えていただきたいのと、今それに対して満額で

はないけれども、徐々に積んでいっているのだよ

という御説明でしたけれども、こういう起債を取

りちんだ経過について御説明いただければと思い

ます。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

大学の財源として〇総務部長（佐々木雅之君）

使うとき、一般財源負担がどうしても重たくなり

ますので、当時４分 ０００万円ほど償還残高が

残っていた起債を１０年後に一括まとめてお返し

すると。それで、最初の３年間ないし４年間を利

払いだけにして、残り４２年を６年間ないし７年

間で、市場公募債と同じような形で１０年間満期

一括償還をして、償還財源を４２年を積み立てて

いくと。そういう形で減債基金のほうに積み立て

を現在進行させながらやっております。多分それ

が正規なやり方だと思うのです。多分名寄も風連

も農業基盤関係の大きな関係につきましては、先

に利子だけ払っておいて一定程度償還期間を先延

ばしするということも過去にやっていましたが、

それは正直余り表に出ない方法でしたので、満期

一括償還というのは道の市町村課のほうと協議し

まして、きちっと正規にのっとった手続でやりま

しょうと。場合によっては、４２年を積み立てま

すので、５８年は建物の耐用年数があればさらに

１０年で転がすこともできるのですが、できるだ

け現時点ではただ借金を先送りするだけでは物事

が解決しないというふうに考えていますので、そ

れを全額償還できるように今現在減債基金に積ん

で、２５年に一括償還できる方向を目指していき

たいなと思っています。上川支庁、道庁との協議

では、最悪になった場合、満期一括償還の５８年

残る分についてはさらに５年ないし１０年で償還

期間を延長するという手続をすれば、その当時は

できるということで聞いておりましたが、それを

実際にするかしないかについてはいましばらく推

移を眺めたいというふうに考えています。そうい

うふうに一定程度札幌なんかが発行しています市

場公募債のルールにのっとった形での満期一括償

還でしたので、若干紹介させていただきました。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございま〇２０番（川村正彦議員）

した。

それと、先ほどもございましたけれども、退職

手当組合負担金の精事年が３年ごとということで、

１９年にあって今度２２年、その後３年後、２５

年ということなのでしょうが、これは今団塊の世

代が大量退職といいますか、説明ありましたよう

に合併後のスリム化ということもあって大量に退

職者が出られるのだというふうに思いますけれど
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も、これは金額でいうとどのぐらいのボリューム

の歳出というか、持ち出しが見ちまれるのか、２

２年、２５年あたりのことについてお示しいただ

けるのだったら、お示しをいただきたいと思いま

す。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

２２年の償還につ〇総務部長（佐々木雅之君）

きましては、１９、２０、２１の３年間の退職者

の関係の精事分という形で、金額的には今３分

０００万円程度と思っています。これにつきまし

ては、通常の退職のほかにしらかばハイツが社会

福祉事業団のほうに移行になる中途退職の影響も

加味していますので、通常から見たら場合によっ

ては日近く多いのかもしれません。特に大量退職

者の関係あって、職員が入るときにそれぞれ中途

で入ってこられる方もいらっしゃいますので、ど

うしても退職時には一定の規模の精事金出てきま

す。それが多いのは、人数の関係としらかばハイ

ツの福祉事業団に移行の影響だというふうに御理

解いただければと思っています。

以上です。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

それと、合併事定が〇２０番（川村正彦議員）

え措置終了後、先ほど一番最後に現況、一般財源

に占める義務的経費の割合です。これは、１８年、

１９年の実績とそんなに大きく増加しないでいけ

そうだということでもありますし、また義務的経

費の中に占める公債費の割合もほとんど今と変わ

らないで平成２７年ぐらいに見ちめるというのは、

公債費の償還がかなり進むからだというふうに、

どうして見通せるかの理由をちょっと御説明いた

だきたいと思います。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほどの答弁で、〇総務部長（佐々木雅之君）

現在そこの国なんかがはじきます１０年後の財政

計画というのを実ははじいていないのです。それ

で、公債費の関係につきましては決事統計で、今

現在１０年後の推移がどのぐらいになっていくか

というのは当然毎年毎年償還していくから減って

いくのですけれども、あくまでも過去１０カ年間

の決事統計のデータから見たときにそう大きくぶ

れていないということもありまして、標準財政規

模の原資になる地方交付税と市税がどうなるかは

今後なかなか推口難しいのですけれども、過去の

経験則からいったらその程度の数字で推移をして

いくのかなということでお知らせをしましたので、

厳密なことを言うと１０年間の展望での試事をま

だしておりませんので、過去の参考数値から想定

されたときにはそれくらいの程度かなということ

で御理解賜りたいと思います。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

いろいろ質問をさせ〇２０番（川村正彦議員）

ていただいたのですが、結局合併特例債あるいは

過疎債という、いわゆる有利債を中心に返せる見

ちみをつけて借りていくということで、今回の答

弁でも単年度で１２分円ですか、５年平均して、

年度間のでこぼこはあるのでしょうけれども、５

年間で６０分円ぐらいを起債の借り入れの限度と

して財政運営を行っていくと。そうすれば合併優

遇措置が切れたころでも、やってみないとわから

ぬ面はもちろんあるのですが、何とかその時々の

財政事情に応じた財政運営ができそうだというよ

うなことで今回は理解をさせていただきたいと思

います。

皆さんお疲れのようでございますので、１９分

残して終わらせていただきます。ありがとうござ

いました。

以上で川村正彦議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

１５時１０分まで休憩いたします。

休憩 午後 ２時４５分

再開 午後 ３時１０分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

日程第３ 議案第２９号 名寄市国民健康保険
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条例の一部改正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第２９号 名寄市〇市長（島 多慶志君）

国民健康保険条例の一部改正について、提案の理

由を申し上げます。

本件は、平成２１年１月１日の産科医療補償制

度創設により被保険者の出産費の負担増が見ちま

れるため、健康保険法施行令が改正されたことか

ら、名寄市国民健康保険条例を改正し、出産育児

一時金として現行の３５万円に３万円を上限とし

て加事した額を支給しようとするものであります。

なお、細部につきましては生活福祉部長から説

明をさせますので、よろしく御審議くださいます

ようお願い申し上げます。

補足説明を吉原生活〇議長（小野寺一知議員）

福祉部長。

私から補足説明〇生活福祉部長（吉原保則君）

させていただきます。

産科医療補償制度は、出産時に何らかの理由で

重度の障害を抱えた子供たちとその御家族のこと

を考えた新しい制度で、平成２１年１月から始ま

ります。本制度では、通常の出産にもかかわらず

出産に関連して重度脳性麻痺になった子供が速や

かに補償を受けられ、またその発症原因が分析さ

れて再発防止に役立てられることにより産科医療

の質の向上が図られ、安心して子供を産める環境

が整備されることを目指しております。

本制度では、出産１件ごとに制度に加入する医

療機関等が２２週以降の出産に対し３万円の掛金

を負担することになっており、制度の開始に伴い、

掛金相当分の出産費の負担増が見ちまれることか

ら、健康保険から給付される出産育児一時金も平

成２１年１月から３万円引き上げられることで健

康保険法の施行令の改正が行われました。これを

受けまして、当市の国民健康保険条例を改正し、

産科医療補償制度に加入の医療機関等で出産した

際に３万円を加事できるようにするものでござい

ます。

よろしく御審議お願いいたします。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

熊谷吉正議員。

提案の趣旨について〇１９番（熊谷吉正議員）

は受けとめることを前提にしながらですが、産科

医療補償制度に絡んで条例提案ということなので

すけれども、趣旨については理解をするのですが、

この間私も妊産婦やこのことに関して関心を持っ

ている皆さんからもお話を聞かされておりまして、

いわゆる産科医療制度そのものについてスターみ

をするわけなのですが、制度そのものがベスみと

いうよりもベターな感じで、条件整備があったり、

対象となる出生体重の問題だとか、おなかに赤ち

ゃんがいる期間の問題だとか、いろいろ制限がご

ざいまして、課題もあるのではないかというふう

に考えております。さらには、医療機関としての

市立病院のいわゆる制度に加入する対応の問題も

含めて、現状この制度についての認識を深める意

味で、行政的に課題があるとすれば若干お聞かせ

をいただきたいなと思っています。

吉原生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま本件に〇生活福祉部長（吉原保則君）

つきまして御質問がございましたが、一昨日の新

聞報道にもございますとおり今回の制度につきま

しては多くの課題を抱えた中でのスターみという

ふうに報道されているところでございます。補償

対象が当初通常の妊娠、分娩に限定されているこ

とだとか、保険料、補償金額の水準等が、多額の

保険料が民間保険会社にゆだねられることの透明

性、公平性について国会等でも議論がなされてい

るところで、そのような課題を抱えていることと

思っているところでございますけれども、国の方

針といたしましては一応５年後の見直しというよ

うなことも言っておられるようでございますけれ

ども、長期的な対象の拡大、それから５年後の見

直し、そして必要があればそれ以前にもよりよい



－209－

ものにしていきたいというふうな厚生労働大臣の

答弁なんかも出ているようでございます。私ども

は、保険者の立場といたしましても新しくスター

みした制度でございますけれども、保険料を払う

というか、出産費を払うというような立場から、

他の保険者とともにこの制度の内容の充実、対象

範囲の拡大等について関係機関を通じて必要に応

じて要望なりしてまいりたいとも考えております

ので、御理解賜りたいと思います。

内海病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

私もち〇市立総合病院事務部長（内海博司君）

ょっと不勉強でよく存じておりませんけれども、

当病院といたしましても対象となる産婦さんにつ

きましては外来受診の際に説明をさせていただき

まして、その加入方促進をしているというところ

でございます。

熊谷議員。〇議長（小野寺一知議員）

私の認識では、妊産〇１９番（熊谷吉正議員）

婦さんというか、御夫婦なり新生児がこの制度に

直接かかわるというよりも、いわゆる分娩機関と

いうか、医療機関が、名寄でいえば市にかかわる

ものでは市立病院がその制度に加入をして、医療

機関が料金を支払っていくというようなことです

から、当然市立病院がこれに加入をすることが前

提になるのではないかと思いまして、その対応に

ついて最初お聞きをしたものですから、もう既に

この制度に加入をするのだと。全国的には、もう

既に医療機関それぞれがうちはこの制度に加入し

ていますからどうだこうだという御説明のチラシ

をつくったりという対応が進んではいるのですけ

れども、市立病院の関係では改めてそれを確認を

させていただきたいと思います。

今吉原部長がおっしゃいましたように、出生体

重が ０００グラム以上だとか、赤ちゃんのおな

かにいる期間が３３週以上だとか、若干これをは

み出してもいいようにはなってはいるのですけれ

ども、そういう矛盾があったり、実際に国が提唱

して一つの医療機能評価機構ですか、この辺が運

営をするということで、保険会社がいずれにして

も絡んだりしていて、該当の妊婦さんがこれにか

かわるようなものでは、でき上がる過程もそうだ

ったのですけれども、いろいろ矛盾というか、課

題を内包したスターみになっているというふうに

思っているものですから、５年の中で見直しとい

う法的なやりとりも含めてあったのですけれども、

やっぱり自治体病院ばかりではありませんけれど

も、民間病院もそうですけれども、しっかりした

該当というか、妊産婦さんや関係者の声をしっか

り吸い上げた上で不安を解消していく。あるいは、

何かあったときには裁判との関連も出てくるでし

ょうし、周知というのは非常に重要な部分ではな

いのかなと思っています。

参考までにお尋ねしますけれども、今までの例

でいくと ０００人に２人ぐらいは全国的な平均

では重度の脳性麻痺の可能性があるということで

すから、過去に名寄の市立病院でもそういう例と

して、過去何年間にそういうケースもまれにある

ということもあるのではないかと思いますが、そ

の辺の状況について改めて聞かせていただきなが

ら、スムーズなスターみを求めたいというふうに

考えていますので、特に自治体がしっかり声を上

げていくというか、そういう意識をもっと能動的

に持っていただく中で、５年といわず課題がある

ことは明白なわけでありまして、いわゆる改善を

していくという立場でやっぱり地方の声をしっか

り上げていくということがより重要になるのでは

ないかと思いますから、改めて認識についてお伺

いをしておきたいと思います。

吉原生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

名寄市におきま〇生活福祉部長（吉原保則君）

す当該制度の対象となる脳性麻痺にかかわる子供

の出生につきまして、保健セみターの調べでござ

いますけれども、昭和６０年からの調べでは対象

事例がないということでございます。理由として

は、３３週以上で ０００グラム以上の子供を例

にとれば脳性麻痺になる確率が極めて低くて、当
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市においては医療機関が充実しているということ

で、市内においては異常が発生しても搬送に係る

時間も少ないということで、医療処置も産科から

小児科へと充実していることも要因ではないかと

いうふうに伺っているところでございます。

それから、参考までにこの制度に加入している

医療機関の関係でございますけれども、１２月２

日現在の調査では北海道では１００年、全国では

９ ２年、一番低いと言われている千葉県で９ 

８年というような状況という情報も出ております。

以上でございます。

熊谷議員。〇議長（小野寺一知議員）

ということは、名寄〇１９番（熊谷吉正議員）

市立病院も既に加入をしているという理解をさせ

ていただきますが、いずれにしても制度の矛盾を

行政側としても認識をされているということです

から、改善に向けた努力と、あるいは妊産婦への

しっかりした周知、理解についての対応をお願い

して、終わりたいと思います。

ほかに質疑はござい〇議長（小野寺一知議員）

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結い〇議長（小野寺一知議員）

たします。

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第２９号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第２９号は原案のとおり可決され

ました。

日程第４ 意見書案〇議長（小野寺一知議員）

第１号 雇用・能力開発機構のあり方についての

意見書、意見書案第２号 農地取得の規制緩和に

反対し、優良農地の確保と有効利用を求める意見

書、意見書案第３号 ＷＴＯ農業交渉、日豪経済

連携協定（ＥＰＡ）交渉に関する意見書、意見書

案第４号 障害者自立支援法の改正を求める意見

書、意見書案第５号 「嫡出推定」に関する民法

改正と救済対象の拡大を求める意見書、意見書案

第６号 長時間労働や日雇派遣など労働法制の改

正を求める意見書、意見書案第７号 奨学金制度

を変質させる滞納者情報通報制導入の撤回を求め

る要望意見書、意見書案第８号 汚染された輸入

米（ミニマムアクセス米）の食用転用・不正流通

の徹底解明と再発防止策強化およびミニマムアク

セス米の輸入中止を求める意見書、以上８件を一

括議題といたします。

お諮りいたします。本件については、全議員に

よる提出でありますので、この際提案説明、質疑、

委員会付託を省略し、直ちに採決することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認め、採〇議長（小野寺一知議員）

決を行います。

本件は原案のとおり決定することに御異議ござ

いませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、意見書案第１号外７件は原案のとおり

可決されました。

日程第５ 報告第２〇議長（小野寺一知議員）

号 例月現金出納検査報告についてを議題といた

します。

本件については、報告書がお手元に配付されて

おりますので、これをもって御了承をお願いいた

します。

日程第６ 委員の派〇議長（小野寺一知議員）
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遣報告を行います。

派遣されました委員の報告を求めます。

建設常任委員会、中野秀敏委員長。

議長より指〇建設常任委員長（中野秀敏議員）

名をいただきましたので、建設常任委員会の行政

報告について御報告申し上げます。

当委員会は、１０月１５日から１７日までの３

日間の日程で、河東郡鹿追町、標津郡中標津町、

北見市の３市町を視察研修してまいりました。

１５日、最初の訪問先である鹿追町では、「鹿

追町のバイオエネルギーについて」をテーマに、

研修しました。

鹿追町は、乳牛と肉牛の生産額が農業総生産額

の約６２年を占める、酪農を中心とした農業を基

幹産業とする町であります。

視察施設であります「鹿追町環境保全セみタ

ー」は、牛ふん尿を原料としたバイオマスプラみ

みであり、ふん尿の悪臭に対する対応から、総事

業費１７分円の内、７ ３年を中山間地域総合整

備事業による補助で、残り４分円を過疎債で建設

し、乳牛ふん尿１日８ ８しをバイオガスによる

発電と、好気性発酵により堆肥化を行う、町と酪

農家１４戸による組合方式で運営する施設であり

ます。

環境保全セみターの担当者からは、従業員は３

名で、プラみみの運転、ふん尿みみ、堆肥・消化

液の散布など、全ての作業を行っており、乳牛１

頭当たり年間１ ０００円の利用料と、消化液や

堆肥１し当たり５００円での販売や、発電で施設

すべての電力をまかない、余剰分を売電するなど、

１年間で約 ６００万円のみ入があり、町からの

委託料は ４００万円で十分採事が取れている。

施設を整備したことにより、町民からの悪臭の

苦情が無くなったこと、堆肥散布により畑のみ量

が増えたこと、化学肥料使用と年較し肥料代が半

分程度となったこと、などの利点が挙げられてい

ました。

また、プラみみの整備段階や運転において、長

年の経験をつんだ熟練した職員の努力がこの事業

の成功に大きく寄与した、などの説明を受けまし

た。

今後、有機肥料による土作りや肥料価格の高騰、

更には二酸化炭素を出さないエネルギーの利用な

どへの対応を、採事ベースに合わせて運営するこ

とは、大変有益であると感じたところであります。

１６日は、標津郡中標津町を訪ね、「中標津町

景観条例について」をテーマに研修しました。

中標津町は、酪農が基幹産業の町で、開拓は明

治４４年頃から行なわれてきましたが、知床連山

からの強風が穀物農業に影響を与えるため、開拓

区画に基づく約５５０ｍ４方の区画割りに加え、

約 ３００ｍごとに約１８０ｍ幅をもつ格子状防

風林が形成されました。

穀物農業が凶作により大打撃を受けたことをき

っかけに、酪農への転換が促進され、牧草地が大

幅に拡大し、格子状防風林は草地を強風から守る

だけでなく、草地の適切な保湿や害虫防止の機能

があることから、植林が促進され、防風林の格子

はより一層明確なものとなりました。

このように、明治以降の開拓区画を基礎として

構成された格子状防風林と、現在の生業である酪

農草地によって形成される複合的、かつ雄大なス

ケールの景観は、文化的な価値のある景観である

と認識されたのであります。

平成３年に大規模開発計画が発表され、自然景

観の保全を重視し反対行動が起き、町は、開発に

反対を表明、開発は断念されました。平成５年に

は、５階建てホテルの建設が計画され、「景観を

守る会」が反対、平成６年に議会が景観上の配慮

を求める決議案を可決し、申請は取り下げられた。

などの経過を経て、平成８年７月に「中標津町景

観条例」が制定され、平成９年１月より施行され

現在に至っており、平成１３年には都市計画マス

タープラみ・農村環境計画、平成１５年には緑の

基本計画を策定するなど、景観保全に対する取り

組みを展開してきている。
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中標津町の格子状防風林の景観は、平成１２年

に北海道遺産「根釧台地の格子状防風林」として

選定を受け、北海道遺産ツアーも実施されており、

地元では遺産サポーターとしてＮＰＯ活動が活発

化し、公演会やシみポジューム等も開催されてい

る。

文化的景観のモデル事業を実施する中での課題

としては、生業の違いにより景観に対する意識に

差があり、価値観も共有されていないため、住民

同士の対話や協働の場を増やし、十分な協議の下

で合意形成を図る必要があり、また、行政部局間、

行政と住民間、住民と住民間における様々な利害

調整も必要である。

など、担当者から説明を受けたところであります。

名寄市においても、今後は、建築物等の景観を

はじめ、公的地区施設の景観、緑化に関する景観、

屋外広告物の景観等、さまざまな角度からの景観

を検討する必要性を感じた視察でありました。

１７日には、北見市を訪ね、「下水道北見地区

スクラムミックス事業及び下水道滞水池事業につ

いて」企業局下水道課の担当者から説明を受けた

ところです。

北見市は、平成１８年３月５日、北見市・端野

町・留辺蘂町・常呂町の１市３町が合併し新北見

市となりました。

北見地区スクラムミックス事業は、①既存のし

尿処理場施設が老朽化したこと。②下水道の普及

によりし尿搬入量が減少し、し尿処理場の処理単

価が高騰したこと。③下水道は高普及率になった

が、し尿・生活排水を継続的に適正処理する必要

があること。④下水処理場で処理を一元化するこ

とにより事業費の削減を図ること。

を背景に、平成９年に衛生施設組合より下水処理

施設におけるし尿・浄化槽汚泥処理の検討を依頼

されたことが始まりで、旧北見市、旧留辺蘂町、

旧端野町、そして置戸町の１市３町が実施主体と

なり、北海道公園下水道課、国土交通省と公園下

水道課との協議を重ね、平成１５年下水道法事業

認可を取得、１０年後の平成１９年４月に共用開

始されました。

スクラム下水道とは、複数の市町村による下水

道施設の共同化・共通化等をするための施設を国

庫補助とする「特定下水道施設共同整備事業」で、

スクラム対象施設として「汚泥の搬入施設」「圧

送施設」。

また、ミックス事業とは、下水道と他の汚泥処

理施設と共同できる施設の整備を下水道事業で行

なう制度で、汚泥混合槽等の共同汚水処理施設を

ミックス対象事業として、旧端野町の郊外に投入

施設を設置し、北見市し尿浄化槽汚泥と３町の下

水道汚泥を、北見市浄化セみターまでの ７水を

汚泥圧送管で送るもので、下水道事業費で１１分

４００万円、衛生部局事業費で１分４００万円

の合計１２分 ８００万円の事業費を要した。

問題点としては、現行制度では、下水道施設に

限定されていることから、し尿・浄化槽汚泥の投

入施設や圧送施設に係わる部分については、補助

事業の対象にならないとの説明でありました。

また、公共下水道は、昭和３７年から４０年代

前半に整備された面積８７５haの区域が合流式下

水道で整備されていることから、合流式下水道改

善事業を、平成１７年度から２５年度までの９年

間で、①分流化事業②雨水滞水池設置事業③ろ過

スクリーみ事業の３事業方式で計画し、事業費総

額で９２分 １００万円を予定しているとの説明

でありました。

雨水滞水池の規模は ７００ で、事業費１３ 

分 ７００万円であり、平成１９年度・２０年度

で整備し、名寄市と同じく平成２１年４月の共用

開始である。

規模では、名寄市は １００ 事業費６分 ４  

００万円と、北見市のほぼ５０年であります。

以上申し上げまして、建設常任委員会の行政視

察報告とさせていただきます。

ありがとうございました。

以上で委員の派遣報〇議長（小野寺一知議員）
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告を終わります。

日程第７ 閉会中継〇議長（小野寺一知議員）

続審査及び調査の申し出についてを議題といたし

ます。

お諮りいたします。お手元に配付いたしました

各委員長からの申し出のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、申し出のとおり決定いたしました。

以上で今期定例会に〇議長（小野寺一知議員）

付議されました案件は全部議了いたしました。

これをもちまして、平成２０年第４回名寄市議

会定例会を閉会いたします。

御苦労さまでした。

閉会 午後 ３時３６分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 小野寺 一 知

副 議 長 熊 谷 吉 正

署名議員 日根野 正 敏

署名議員 高 見 勉
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質 問 文 書 表 （一般質問）

平成２０年第４回定例会

発 言
氏 名 発 言 要 旨

順 序

１ 谷 内 司 １．保育料の見直しについて

（Ｐ ５０） (1) 保育料統一見直しの考えについて

(2) 未収金について

(3) 説明会の意見反映について

２．定額給付金の対応について

(1) 住民に対する給付の考え方について

(2) 給付に係る事務負担について

２ 高 橋 伸 典 １．財源の確保対策について

（Ｐ ６２） (1) ふるさと納税について

ア 納税者へのＰＲは

イ 物産品への対応は

(2) 市有財産のネット売却について

２．ＣＯ2 削減を目指して

(1) レジ袋削減の効果と有料による来店者への影響は

(2) ペットボトル・缶等回収の今後の対応について

(3) ペットボトルキャップの回収について

３．児童生徒の学力向上について

(1) 全国学力・学習状況調査の状況について

(2) 「まなび舎事業」について

４．風連高校体育施設の活用について

(1) 前倒し使用について

３ 大 石 健 二 １．名寄市の行財政運営から

（Ｐ ７３） (1) 名寄市行財政改革について

ア その推進の手法と今後の課題

(2) 名寄市の財政健全化と平成２１年度予算編成について

ア その編成手法等と課題

(3) 中心市街地活性化基本計画について
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ア その策定の手法と今後の課題

(4) 行政報告について

ア 市民と行政との協働によるまちづくり等について

４ 東 千 春 １．ゴミ処理の状況について

（Ｐ ８４） (1) 埋め立てゴミの分別状況について

(2) 家庭ゴミと事業所から出されるゴミの分別状況は

(3) 資源ゴミの売却収入と費用について

(4) 集団回収の実績と効果について

(5) ゴミの分別のホームページ掲載について

２．職員管理について

(1) 職員の採用について

(2) 職員研修について

(3) 職員のメンタルケアについて

(4) 勤務中の交通事故の対応について

３．老朽施設の管理及び更新の考え方について

(1) 市民会館の耐震調査と対応について

(2) 風連福祉センターの利用について

５ 田 中 好 望 １．風連中学校の移転に伴う土地利用及びまちづくり計画について

（Ｐ ９５） (1) 移転後の中学校の校舎及び跡地利用と中央小学校の改築年次計画

について

(2) 移転に伴う土地利用及び町づくり検討プロジェクトの立ち上げに

ついて

６ 日根野 正 敏 １．次年度に向けた農業対策について

（Ｐ１０３） (1) 燃料・肥料高騰対策の概要について

(2) 次年度の産地作り交付金の考え方について

(3) 水稲新品種「ゆめぴりか」「しろくまもち」について

２．除雪障害になるマンホールの状況について

(1) 毎年の破損状況と対応について

３．観光施設の支援について

(1) 道の駅・ふうれん望湖台・なよろ温泉サンピラーの集客支援につ

いて
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７ 岩 木 正 文 １．新学習指導要領移行措置への対応

（Ｐ１１４） (1) 移行措置への教育委員会の考え方

(2) 先行実施の具体的な指導内容

(3) 授業時間増に対しての取り組み

(4) 小学校高学年の英語教育に対して

２．平成２０年度学力テストの結果を踏まえて

(1) 名寄市の小中学校の現状

(2) ＰＩＳＡへの取り組みの考え方は

(3) 教育人事権移譲の将来的影響について

３．行財政改革の一環として

(1) 民間委託の推進について

(2) 情報担当者の配置について

４．冬の市民の健康対策

(1) インフルエンザについて

(2) ノロウィルスについて

８ 高 見 勉 １．名寄市立総合病院改革プランについて

（Ｐ１２５） (1) 公立病院のおかれている医療環境と現状の認識について

(2）改革プラン策定にあたっての課題と対応について

２．住宅用火災警報器設置の取り組みについて

(1) 具体的な取り組みと設置状況について

(2) 公営住宅への設置について

３．精神障がい者福祉について

(1) 該当者等実態の把握について

(2) 支援サービスの相談、利用計画等の対応について

９ 渡 辺 正 尚 １．建設行政について

（Ｐ１３６） (1) 名寄市の住宅需要の状況について

(2) 除雪体制について

(3) 道路整備は計画的に出来ているのか

２．市立総合病院の環境について

(1) 病院の今後の経営形態について

(2) 通路の環境整備について

(3) 周辺の環境整備について

３．今年度の教育行政実施状況について

(1) 名寄市に適した教育環境についての考えについて
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(2) 教育委員会で抱えている課題は

(3) 名寄市の学校配置適正とは

１０ 佐々木 寿 １．観光の振興について

（Ｐ１４４） (1) 新天文台完成にむけての今後の取り組みについて

２．防災・消防について

(1) 通報時に患者症状診断する「受信時トリアージ」の導入について

(2) 崖崩れ等の災害マップについて

３．有害鳥獣対策について

(1) 被害状況と取り組みについて

４．高齢者福祉について

(1) 緊急通報装置の導入について

１１ 黒 井 徹 １．食肉センターについて

（Ｐ１５３） (1) 施設の現状とニチロの考え方について

(2）道内畜産振興に於ける、名寄工場の役割について

(3) 施設改修等の将来構想について

２．中心市街地活性化基本計画について

(1) 魅力ある商店街とはどのようなものか

(2) 複合交流施設整備の方針について

(3) まちなか居住の必要性について

(4) 市民ニーズの把握について

１２ 竹 中 憲 之 １．ゴミ減量対策について

（Ｐ１６９） (1) 埋立ゴミ「最終処分場」の延命策は

(2) 企業ゴミ（事業系）の分別指導について

２．安心安全な道路整備について

(1) バリアフリーの推進状況について

(2) 緑地（植樹枡）の整備について

３．野外球技場の整備について

(1) 各球技場の整備のあり方について

(2) 指定管理者の指定箇所と指定がされていない球技場の整備の違い

は

４．犯罪抑制対策について

(1) 近年の犯罪数は

(2) 犯罪の種類は
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(3) 犯罪抑制対策はどのように

５．名寄市立総合病院のＮＩＣＵについて

（1）ベッド数は

(2) 稼働率は

１３ 佐 藤 勝 １．臨時職員の勤務の現状と今後のあり方について

（Ｐ１７９） (1) 職員定員適正化計画と臨時職員の関係について

(2) 臨時職員に対する認識について

(3) 臨時職員の賃金など処遇の現況について

(4) 臨時職員の名称・呼称について

(5) 臨時職員の賃金基準について

２．裁判員制度の周知と対応について

(1) 制度の市民周知について

(2）裁判員に対する支援策・サポートについて

３．風連東地区運動広場パークゴルフ場の整備について

(1) １８Ｈコース芝の整備について

(2) 今後の管理について

４．風連高校校舎の風連中学校移管に係る改修工事について

(1) 移管年、平成２２年までに予定している改修工事と金額

(2) 校舎見学会などの実施について

１４ 川 村 幸 栄 １．３回目の見直しがされる介護保険制度について

（Ｐ１８９） (1) 事業計画の見直しについて

(2) 介護報酬の見直しについて

(3) 介護保険料の改定について

２．安心して出産できる街づくりについて

(1) 助産師外来設置について

(2) 助産師養成について

３．子どもたちの教育環境について

(1) 学習指導要領改訂について

(2) 全国学力・学習状況調査について

(3) 教職員の勤務実態調査・健康調査について

１５ 川 村 正 彦 １．名寄市の財政運営の現状と今後の見通しについて

（Ｐ２００） (1) 財政健全化法の各種比率での類似市との比較について

(2) 標準財政規模と将来負担比率の見込みについて
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(3) 普通交付税の合併算定替措置終了後を見込んでの財政展望につい

て

(4) 平成２７年度までを見越した長期的な合併特例債の活用について
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第 ４ 回 名 寄 市 議 会 定 例 会 議 決 結 果 表

平成２０年１２月１日～平成２０年１２月１２日 １２日間

本会議時間数１７時間５８分

議 案 番 号 議 件 名 議決年月日 議 決 要 旨

平成２０年第３定 名寄市廃棄物の減量及び処理に関する条例の 20. 9. 1 民生常任委員会付託

付託議案第６号 一部改正について ・閉会中継続審査

20.12. 1 原 案 可 決

平成２０年第３定 名寄市都市公園条例の一部改正について 20. 9. 1 名寄市都市公園条例

付託議案第８号 等の一部改正に関す

る審査特別委員会設

置・付託、閉会中継

続審査

20.12. 1 修 正 可 決

平成２０年第３定 なよろ健康の森条例の一部改正について 20. 9. 1 名寄市都市公園条例

付託議案第９号 等の一部改正に関す

る審査特別委員会設

置・付託、閉会中継

続審査

20.12. 1 原 案 可 決

平成２０年第３定 平成１９年度名寄市各会計決算の認定につい 20. 9. 1 決算審査特別委員会

付託議案第２４号 て 設置・付託、閉会中

継続審査

20.12. 1 認 定
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平成２０年第３定 平成１９年度名寄市病院事業会計決算の認定 20. 9. 1 決算審査特別委員会

付託議案第２５号 について 設置・付託、閉会中

継続審査

20.12. 1 認 定

平成２０年第３定 平成１９年度名寄市水道事業会計決算の認定 20. 9. 1 決算審査特別委員会

付託議案第２６号 について 設置・付託、閉会中

継続審査

20.12. 1 認 定

議 案 第 １ 号 名寄市私法上の債権の放棄に関する条例の制 20.12. 1 総務文教常任委員会

定について 付託・閉会中継続審

査

議 案 第 ２ 号 名寄市認可地縁団体印鑑条例及び公益法人等 〃 原 案 可 決

への名寄市職員の派遣等に関する条例の一部

改正について

議 案 第 ３ 号 名寄市育英奨学条例の一部改正について 〃 〃

議 案 第 ４ 号 名寄市学校給食センター設置条例の一部改正 〃 〃

について

議 案 第 ５ 号 名寄市公設地方卸売市場条例の一部改正につ 〃 〃

いて

議 案 第 ６ 号 名寄市建築確認申請等手数料徴収条例の一部 〃 〃

改正について

議 案 第 ７ 号 名寄市準用河川管理条例の一部改正について 〃 〃

議 案 第 ８ 号 名寄市普通河川管理条例の一部改正について 〃 〃
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議 案 第 ９ 号 名寄市立総合病院食堂等使用料徴収条例の一 20.12. 1 原 案 可 決

部改正について

議 案 第 １ ０ 号 工事請負契約の変更について 〃 〃

議 案 第 １ １ 号 工事請負契約の変更について 〃 〃

議 案 第 １ ２ 号 名寄市土地開発公社定款の変更について 〃 〃

議 案 第 １ ３ 号 指定管理者の指定について（名寄市スポーツ 〃 〃

センター）

議 案 第 １ ４ 号 指定管理者の指定について（名寄市営球場） 〃 〃

議 案 第 １ ５ 号 指定管理者の指定について（名寄市テニスコ 〃 〃

ート）

議 案 第 １ ６ 号 指定管理者の指定について（名寄市営プー 〃 〃

ル）

議 案 第 １ ７ 号 指定管理者の指定について（名寄市北体育 〃 〃

館）

議 案 第 １ ８ 号 指定管理者の指定について（名寄市Ｂ＆Ｇ海 〃 〃

洋センター）

議 案 第 １ ９ 号 指定管理者の指定について（名寄市ピヤシリ 〃 〃

シャンツェ）

議 案 第 ２ ０ 号 指定管理者の指定について（木材需要拡大セ 〃 〃

ンター）

議 案 第 ２ １ 号 指定管理者の指定について（体育センターピ 〃 〃

ヤシリ・フォレスト）

議 案 第 ２ ２ 号 指定管理者の指定について（名寄市営牧野） 〃 〃
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議 案 第 ２ ３ 号 指定管理者の指定について（名寄市母子里地 20.12. 1 原 案 可 決

区共同牧場）

議 案 第 ２ ４ 号 平成２０年度名寄市一般会計補正予算 〃 〃

議 案 第 ２ ５ 号 平成２０年度名寄市国民健康保険特別会計補 〃 〃

正予算

議 案 第 ２ ６ 号 平成２０年度名寄市介護保険特別会計補正予 〃 〃

算

議 案 第 ２ ７ 号 平成２０年度名寄市下水道事業特別会計補正 〃 〃

予算

議 案 第 ２ ８ 号 名寄市議会会議規則の一部改正について 〃 〃

議 案 第 ２ ９ 号 名寄市国民健康保険条例の一部改正について 20.12.12 〃

意見書案第１号 雇用・能力開発機構のあり方についての意見 〃 〃

書

意見書案第２号 農地取得の規制緩和に対し、優良農地の確保 〃 〃

と有効利用を求める意見書

意見書案第３号 ＷＴＯ農業交渉、日豪経済連携協定（ＥＰ 〃 〃

Ａ）交渉に関する意見書

意見書案第４号 障害者自立支援法の改正を求める意見書 〃 〃

意見書案第５号 「嫡出推定」に関する民法改正と救済対象の 〃 〃

拡大を求める意見書

意見書案第６号 長時間労働や日雇派遣など労働法制の改正を 〃 〃

求める意見書
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意見書案第７号 奨学金制度を変質させる滞納者情報通報制導 20.12.12 原 案 可 決

入の撤回を求める要望意見書

意見書案第８号 汚染された輸入米（ミニマムアクセス米）の 〃 〃

食用転用・不正流通の徹底解明と再発防止策

強化およびミニマムアクセス米の輸入中止を

求める意見書

報 告 第 １ 号 専決処分した事件の報告について 20.12. 1 報 告 済

報 告 第 ２ 号 例月現金出納検査報告について 20.12.12 〃

委員の派遣報告 〃 〃

閉会中継続審査（調査）の申し出について 〃 継続審査（調査）

決 定
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